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・ 本書を発行するにあたって、内容に誤りのないようできる限りの注意を払いましたが、本書の内容を適
用した結果生じたこと、また、適用できなかった結果について、著者、発行人は一切の責任を負いませ
んので、ご了承ください。
・ 本書の一部あるいは全部について、著者、発行人の許諾を得ずに無断で転載、複写複製、電子データ
化することは禁じられています。
・ 本書に記載した情報に関する正誤や追加情報がある場合は、IPA/社会基盤センターのウェブサイトに
掲載します。下記のURLをご参照ください。

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
社会基盤センター
https://www.ipa.go.jp/ikc/
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・ 本書に記載する会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
・ 本書の文中においては、これらの表記において商標登録表示、その他の商標表示を省略しています。
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政府は 2013年（平成 25年）６月 14日の閣議で「世界最先端 IT国家創造宣言について」(以下、宣
言）をとりまとめた（本宣言は毎年改訂版が閣議決定されており、2016年（平成 28年）度版では宣言に
基づく取り組みが着実に成果をあげているところとされている）。宣言は、景気長期低迷・経済成長率
の鈍化による国際的地位の後退と、「少子高齢化、社会保障給付費増大、大規模災害対策等」、課題
先進国と言われる日本の現状に鑑み、「成長戦略」の柱として、ITを成長エンジンとして活用し、日本の
閉塞の打破、持続的な成長と発展を意図したものである。以降、５年程度の期間（2020年までを目途）
での実現を目指しており、具体的には、IT総合戦略本部の下、政府 CIOにより省庁の縦割りを打破し、
政府全体を横串で通して、IT施策の前進、政策課題への取り組みを行うとしている。その中で、IT 利
活用の裾野拡大に向けた組織の壁・制度、ルールの打破、成功モデルの実証・提示・国際展開を図る
ことを意図としている。
ひと口で言うなら、政府 CIOの下、IT施策の前進と政策課題への取り組みの障害になる縦割り行政
など様 な々行政上の課題を克服し、強力に IT化を推進して世界最先端の IT国家になることを目指すと
いうものである。今後この宣言が実効をあげれば、政府主導による官民一体となった IT化が推進され
るものと期待される。
そして、その戦略が実を結び、輝かしい IT基盤社会を到来させるためには、IT産業を取り巻く課題
にも注視する必要がある。例えば、我が国の IT社会には、宣言で述べている「各種施策の推進力を妨
げる障壁」以外にも、IT化を推進する上での根本的な開発マネジメント能力、プロジェクト推進能力上
の問題が指摘されている。その結果、ソフトウェアやシステム上の不具合に起因した障害がしばしば報
道され、社会問題ともなってきたことは周知の事実である。したがって、真に世界最先端 IT国家創造
を進めるには、情報システムや社会システム構築における脆弱さの克服にも注力しなければならない。
しかも、社会的に大きな問題となった情報システムの障害は、社会に大きな影響を与えてもその実態
が社会的に共有できる状況にない。ましてや、障害から学んで類似事故の再発防止に活かすというメカ
ニズムもできていない。回転ドアやエレベータ等で発生した事故は、大きな社会問題とされ、その後の
第三者を交えた事故調査を経て再発防止策が構造規格として法律的に整備されたのと比べると、社会
的影響が甚大な情報インフラにおける障害に対する克服の体制や再発防止のためのシステムは十分とは
言えない。
先端 IT国家たるには、「ITシステムがもたらす障害の科学的分析」や、「障害なしの IT 構築に向け
ての科学的方法論の研究開発」という地味ではあるが本質的な分野に対する取り組みを世界に先駆けて
行う必要がある。
このような状況を背景に独立行政法人情報処理推進機構 (以下、IPA)では、2013 年 ４ 月より「重

要インフラ ITサービス高信頼化部会」（2018年度からは「情報処理システム高信頼化部会」。以降、単
に「部会」と総称）を組織し、重要インフラシステム等の障害情報の収集・分析、再発防止策の導入促
進、障害事例に対する対策支援を進める取り組みを開始した。情報システムにかかわる障害情報を幅広
く収集・分析する仕組みが整備されるなら、その実態を解明し、そこから多くの教訓を引き出して類似
障害の再発防止に貢献することができる。情報システムの障害について、業種や分野を越えて横断的に
対策や教訓を分析・共有する取り組みに関して、公的な解明の機関や体制を備えている事例は、国際的
にもほとんどない。この面で、IPAの当部会の取り組みは、世界に先駆けた事業としての意義もある。
実は、発生した障害の徹底した分析や、再発防止への真剣な努力については、その企業内ではもち
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ろんのこと、関係機関と共同での真剣な取り組みも行われている。もし、これらの検討成果が広く水平
展開されるなら、産業界に大きく貢献すると考えられる。
このような状況認識の下、当部会では、障害事例情報の収集と分析による『教訓』の発掘に加え、各

企業で個々に分析解明され、『教訓』として企業内共有されている事例の収集と、それら『教訓』の社会
的共有という方向性を定め具体的な作業を開始した。当部会には、社会の重要インフラにかかわる企業
の CIOクラスの方々に参画していただき、教訓的事例のサーベイと内容の吟味・検討を行ってきた。こ
こで審議された豊富な事例の中から、社会に普及し学ぶべき価値のあるものを教訓として体系化してま
とめた「情報処理システム高信頼化教訓集（IT サービス編）」を IPAのWebページにて公開し、その普
及に努めてきた。その中で、2015年 12月より「教訓リンク集」として個々の教訓を個別にダウンロード
できるようにした。また、2017年度には、これまでまとめた教訓および別途収集している「情報システム
の障害状況一覧」の障害事例について、『注意すべき観点』に基づいて分類した「障害事例の一覧」を
作成しWebで公開した。
今回、６年間に及ぶこれら活動の総まとめとして、教訓や障害事例などの解説も交え、「情報処理シ
ステム高信頼化教訓集（教訓集）」として出版することになった。これは、独立行政法人情報処理推進
機構および関係する方々のご尽力の賜物であり、深く感謝したい。
あわせて、当部会の取り組みを、関連する業界団体や地域団体を中心に展開する試みも行われ、活
動の広がりとともに本事業の意義についての理解も広がったものと思われる。今後もこのような活動がよ
り広く浸透し、教訓が社会的に蓄積され活用される仕組みの構築へとつながればと考えているが、その
中で、本教訓集が大きな役割を果たすものと期待している。引き続き皆様方のご支援とご協力をお願い
したい。

2019年２月　　　　　　　　　　
情報処理システム高信頼化部会

主査　　中村　英夫
日本大学　名誉教授
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1.1ɹഎܠと՝題

1.1 എܠͱ՝

情報処理システムは、銀行や証券などの金融サービス、各種手続きのための行政サービス、ソーシャ
ルネットワーク等の情報通信サービス、交通機関の運行制御など、私たちの生活や社会・経済基盤を
支える重要インフラ分野等の ITサービスに深く浸透し、ひとたび障害が発生するとその影響は非常に
大きい。私たちが安全で安心な生活や社会・経済活動を続けるためには、重要インフラ等を支える IT

サービスにおける一層の信頼性向上が求められる。
社会インフラに影響を与えマスコミ等で報道された ITサービス障害情報を IPAは継続的に収集して
いる。2017年の IT サービス障害の発生状況（文献 1 ‒ 1）は高い水準となっており、調査を開始した
2009年から引き続き増加傾向にある（図 1.1 ‒ 1）。

従来、情報処理システムの障害に対する原因分析と再発防止対策の実施は、多くの場合、当事者に
おいてのみ行われ、その情報は公開されて来なかった。そのため、他事業者のシステムにおいて、ある
いは他業界・分野のシステムにおいて、類似の障害が発生することがあった。
情報処理システムの構築・運用やその管理は、社会や技術の進展につれて複雑化・多様化しており、
一人や一企業のカバーできる範囲には限界がある。そして、その範囲は今後ますます狭くなっていくこと
は明らかである。したがって、情報処理システムの構築・運用及びその管理にかかわる課題を解決する
ために、より多くの人たち・企業の経験を社会全体で共有・伝承することが求められている。近年、シ
ステム障害の発生に際して、発生直後の速報から完了まで各事業者がホームページ等で逐次公開する
ケースが増えており、システム障害に対する説明責任の重要性への認識が広まってきている。この動き
がさらに進展することを期待したい。
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1.2ɹI1"のऔΓΈ

1.2 *1"のऔりΈ

ITサービスの一層の信頼性向上に向けて、各企業等の経験と情報を社会全体で共有することにより、
類似障害の再発を防ぐことが大切である。そのためには、各企業等が個別に保持する『経験知』／『暗
黙知』を『形式知』化する必要がある。そこで、重要インフラ等を担う事業者等の協力を得ながら、IT

サービスの障害事例情報の分析と対策の検討、既に実施済の対策を含めた整理・体系化等を行ってき
た。この取り組みは、その結果得られる「教訓」を業界・分野を越えて幅広く共有し、類似障害の再発
防止・影響範囲の縮小につなげる仕組みの構築を目指すものである（図 1.2 ‒ 1）。
また、このようにして導かれる教訓の有用性を示すとともに、障害情報の分析等により導かれる教訓

を業界・分野横断で共有するための、障害情報や教訓の共通様式、それらの収集・公開に際しての機
密保持等のルールについても、あわせて取りまとめた。さらに、得られた教訓に基づき、類似障害の再
発防止に向けたシステム構築や運用・管理の継続的なプロセス評価・改善手法等を取りまとめるととも
に、広くその導入を促進する活動にも取り組んできた。
なお、IPAの取り組み内容については、Webサイトをご覧いただきたい。1

1 重要インフラ分野のシステム障害への対策　https://www.ipa.go.jp/sec/system/index.html

図1.2 － 1　障害ࣄ例に܇ڭͮ͘جのڞ有にΑる৴པੑ向্のΈ
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1.3ɹ۩ମత׆ಈ

1.3 ۩ମత׆動

IPAは、公的機関として、ITサービスを担う情報処理システムの主としてソフトウェアに起因する障害
事例関連情報を収集し、それらの分析や対策手法の整理・体系化を通して得られる「教訓」を業界・分
野を越えて幅広く共有し、類似障害の再発防止や影響範囲縮小につなげる仕組みの構築を目指した取
り組みを、2013年度より開始した。
具体的には、重要インフラ分野等の企業からの情報提供や有識者からのヒアリング等により、過去の

障害事例情報を収集した。並行して、複数の重要インフラ分野等の有識者・専門家の委員を中心とする
委員会である「重要インフラ ITサービス高信頼化部会」（2018年度からは「情報処理システム高信頼化
部会」。以降、単に「部会」と総称）を設置し、収集した障害事例情報の分析と対策の検討を行い、そ
れらを「教訓」として一般化・抽象化した。それを取りまとめたものが、本書である。（図 1.3 ‒ 1）

Ὁ̾К˖ಅሁồ
のἤỴἼὅἂ
Ὁʙ̊Ўௌ

ʙ̊ऴإὉ
እ

ʙ̊ऴإὉ
እ

ʙ̊ऴإὉ
እ

ᢿ˟

ᔛᆢ


ὉҾ因ЎௌὉ対策౨᚛
Ὁɟᑍ҄Ὁਁᝋ҄
Ὁૢྸ˳ኒ҄

ऴإϼྸシステム
᭗̮᫂҄ᨼ
ίITἇὊἥスዻὸ



ऴإσஊのẺỜ
のἽὊἽૢͳ
ίೞ̬݅ਤሁὸ

ίۀՃ˖ಅሁợụὸ

図1.3 － 動׆化܇ڭ例ใのऩूとࣄճの障害ࠓ　1
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1.4ɹຊ׆ಈٴͼຊॻのಛ

1.4 ຊ׆動ٴͼຊॻのಛ

（1）ৄ な障害事ྫใのੳࡉ
2008年から 2009年にかけ、経済産業省、IPA、一般社団法人 日本システム・ユーザー協会（JUAS）
及び協力企業により、重要インフラシステムの信頼性に関する研究活動を実施した。（文献 1 ‒ 2、文献
1 ‒ 3）この活動では、主に報道された障害事例情報 100件近くを整理し、障害の再発防止策等を取り
まとめた。
部会では、所定の機密保持ルールの下で、未公開情報を含む障害事例及びその再発防止策等の提

供を受け、その分析等のための議論を行った。

（2）*5ΨόφンスʗマネδϝントྖҬに౿ΈࠐΜͩ܇ڭ化
組込みシステム系の取り組みとしては、これまで、個々の障害事例に関する原因と対策の分析として、
主に技術的側面に焦点を当てた取り組みが行われる傾向が見られた。

ITサービス系では、各障害事例についての技術的視点から導かれる原因・対策よりも、障害の背後
に存在する要因（組織が絡むカバナンス／マネジメント要因）がより本質的な場合も多い。今回、マネジ
メント層の委員も参加した部会での議論結果を取りまとめた「教訓」には、主に技術者層向けの技術領
域のものに加え、主にマネジメント層向けのガバナンス／マネジメント領域のものを含む。

܇ڭ用Մ能な׆ք・をӽ͑てۀ（3）
ITサービスでは、環境や背景等、その置かれた周辺状況（以下、コンテキスト）は多様であり、障害
の物理的現象は同じであっても、コンテキストが異なると対策も異なってくる。従来の類似活動では、コ
ンテキストの観点での検討が十分でなかったことから、“どんな ITサービスも一括り”に捉えた対策とし
て示されることが多かった。そのため、対策の活用者の立場では、次のように、十分に有効活用されな
いことが多かったと考えられる。
・対策内容が抽象的過ぎていたり、当たり前なものであったりしがちである。
・自分のシステムでは関係ないと考えられることが多い。
今回、多くの分野（通信、銀行、証券、保険、鉄道、電力、政府・行政など）の専門家により、障

害事例の原因や対策について検討した。各部会委員は、紹介された各障害事例について、自分野のコ
ンテキストに照らして、どのような事象が考えられるか、また、どのような対策が参考となるか、といっ
た観点で議論した。このように、障害事例の背景や環境にまで深く踏み込んで分析し一般化・抽象化し
たため、ITサービスの事業者にとり、業界・分野を越えて、類似障害の発生防止対策として役立つと
考える。
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1.5ɹຊॻのํ͍

1.5 ຊॻの͍方

普段の活動においては、通常，どこかのシステムで不幸にも何らかの障害が発生し、その情報を入手
した時点で、それに基づいて自システムの（緊急）点検を行う。そのときに得られる情報は十分に詳細な
ものではないことが多く、また、時間の経過とともに徐々に詳細化されていくこともある。その時々に得
られる情報の詳細度の範囲で点検を行い、その結果、必要に応じてしかるべき対応を行うことになる。
したがって、一つの障害発生について時間を置いて複数回にわたって点検を行うこともある。
このような点検や対応の範囲や観点は、自システムのライフサイクルにおける段階により異なる。例え
ば、開発前であれば、類似障害が発生しないような対策を施すよう、プロセスを含む開発計画に盛り込
むことになる。また、運用中であれば、類似障害の発生するリスク要因がないか確認したり、あるいは
発生時の影響を見積もったりする。
もちろん、障害の原因によっても、点検や対応の重点、実施部門が異なるのは、言うまでもない。あ
るいは、障害の発生したシステムの応用分野によっても、自システムと同じ分野であればより慎重になる
等、点検や対応への“心構え”が異なるかも知れない。

さて、本書は、過去のシステム障害事例に基づく教訓を集めたものであり、教訓により異なるものの、
いずれも対象とする障害の発生からかなり時間が経過している。ただし、教訓に含まれる情報としては、
障害の原因や再発防止の対策が整理されたものとなっている。特に、多くの応用分野に適用可能なよう
に、一般化・抽象化された普遍的な内容となっている。
したがって、本書の使い方としては、自システムのライフサイクルにおける特定の段階で、可能ならば、
あらかじめ社内の開発・運用標準に規定された段階で、自システム
のリスク評価に用いることが想定される。例えば、チェックリストの
ように、一つ一つの教訓について確認していくのである。個々の教
訓に関する確認の観点は、図 1.5 ‒ 1に示すように、
・自システムで類似の障害は起きないか？
・類似障害の発生防止のため、あらかじめ実施しておくべき対
策はないか？
・万一類似障害が発生した場合の影響は、どの程度か？
・類似障害発生時に影響範囲を小さくする対策はあるか？

といったようなこととなる。

ところで、上述のように、本書に掲載されている各教訓は、様々
な応用分野・業界に適用可能なように一般化・抽象化されている。
すなわち、障害事例に含まれる本質（エッセンス）を保持しつつ、
そのコンテキスト（背景や前提となる環境等）は普遍化されて説明されている。したがって、特定の分
野・業界に属する各企業や組織において本書中の教訓を活用し上記のような点検や対応を行う場合に
は、教訓の説明に含まれている共通コンテキストと自システム・組織のコンテキストとを比較・照合し、適
用可能と判断した教訓について、教訓中の対策を参考に、自身のコンテキストに合った具体的対策を検

˩の障害Ị
ឪẨễẟẦᾎ

ẝỤẦẳỜܱ
ẲềấẪỔẨ対策
ỊễẟẦᾎ

図1.5 － 1　障害発生時のݕ例
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1.5ɹຊॻのํ͍

討・実施することになる。（図 1.5 ‒ 2）
もちろん、対策の適用にあたっては、そのために必要なコストと、対象システムの重要度あるいはその
障害時の影響度を勘案し、一定のリスクを認識した上で、敢えて対策を実施しないという選択肢はあり
得る。すなわち、対策実施に際してのリスク評価が重要である。

このような作業を適切に行うためには、“想像力”が要求される。教訓に含まれる本質を正しく見極め、
それが自システム・組織のどこに対応するかをじっくりと考える力が必要である。そして、教訓ごとに着
実にこの作業を実施するというシステマティックな取り組みが、その企業や組織のシステムの信頼性向上
のために極めて重要である。

以上のような取り組みを進める中で、適当な時期に、各社の組織体制や開発・運用標準等に、教訓
の内容のうちから従来不十分であった事項を反映する。これにより、教訓を活用した半永久的な対策が
施されることになる。
実際に実施される対策のカテゴリとしては、図 1.5 ‒ 3に示すように、システム構築・運用の役割に応
じ、いくつか考えられる。すなわち、ガバナンス／マネジメント系の教訓に関しては、経営層から業務部
門を中心とする「組織・体制の整備」、業務部門を中心とする「運用手順の整備」があげられる。技術
系の教訓に関しては、業務部門の IT 担当からシステム部門、ベンダに至るまでを対象とする「開発手順
の整備」や、システム部門からベンダを中心とする「レビュー・テスト項目」の充実があげられる。また、
調達に関係する教訓については、業務部門を中心とする「調達時の指示事項」及び「調達時の確認事
項」の明確化があげられる。また、異なった種類の活用方法としては、トラブル発生時に、その事象内
容と教訓に記載されている問題の内容とを比較することにより、その原因の推定に利用することも可能で
ある。
さらに、これら全般について、社内教育のための教材として利用することも有効である。IT人材は、

ʙ̊ể
ఌஜҾ因
対策

対策 対策対策

୍ᢄ҄

ஊᜤᎍὉݦᧉܼ
ỆợỦೞᛯ

ᾐЎ ᾒЎᾑЎᾐЎ

᭗

˯

σஊ

ӲЎỂޒ

ἅὅテỿストト ἅὅテỿストト ἅὅテỿスト

ᾐЎ

ἅὅテỿスト

ɟᑍ҄Ὁਁᝋ҄
ẰủẺ

σᡫἅὅテỿスト

Ṿᾉஜឋ

Ṿ

Ṿ

Ṿ Ṿ Ṿ

ଢ଼᱈ჷ

ჷࡸ࢟

ᅈ˟

図1.5 － 用の流れ׆成と࡞の܇ڭ　2
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1.5ɹຊॻのํ͍

一般に、システム構築など大型プロジェクトを経験することにより育つが、近年はシステムの改修・維持
保守案件が多くシステム構築から学ぶことが少なくなっている。このような状況において、各企業・組織
では、幅広い経験に基づいて得られた本書の教訓を人材育成に活用することにより、若手担当者に技
術を伝承することが可能となる。

なお、同様な取り組みは、各組織内で発生する障害あるいはヒヤリハットの事例を対象にして行うこ
とができる。

以上の内容に関しては、より具体化した上で、「情報処理システム高信頼化教訓活用ガイドブック（IT

サービス編）」として取りまとめている。（文献 1 ‒ 4）

最後に、本書が各組織における ITサービスの高信頼化に役立てられ、社会の人々がより安全・安心
な ITサービスを享受できるようになることを期待したい。

アウトソーサ

元請けベンダ

システム子会社

システム開発担当

部門長

関連会社

システム推進担当

業務推進担当

部門長

担当役員

社長

部署等／ 役割（ロール）

サブベンダ

ベンダ

システム

部門

業務部門

経営層

ᅈϋᏋ

ኵጢὉ
˳С
ỉ

ૢͳ ᛦᢋ
ỉ
ਦᅆ
ʙ

 ῸῚ῝
ὉἘスἚ
Ⴘ

ᛦᢋ
ỉ
ᄩᛐ
ʙ

運用

ỉ

ૢͳ

開発

ỉ

ૢͳ

のஇኳႎễᢘဇέの̊

ἚἻἨ
Ἵ発
ဃ
ỉ

Ҿ׆
ਖ਼ܭ

˩
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図1.5 － ऴతなద用ઌの例࠷の܇ڭ　3
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1.�ɹຊॻのߏ

1.6 ຊॻのߏ

本書では、以降、ガバナンス／マネジメント領域の教訓と技術領域の教訓を、それぞれ、第 2章と第
3章で説明している。なお、技術領域の教訓でも、一部にマネジメント的要素を含むものがある。また、
収集した障害事例を分析しその傾向について第 4章で説明する。第 5章ではこのような教訓の共有など
について述べる。
本書に収録されている教訓の一覧を、表 1 ‒ 1に示す（以降、説明のため、各教訓には、“Gnn”ある
いは“Tnn”の教訓 IDを付与する）。各教訓は、そのタイトル（『教訓概要』）に続き、障害事例の内容
（『問題』）、その問題を引き起こした原因の分析結果（『原因』）、問題の原因を取り除き再発を防止する
ための対策（『対策』）、対策の実施により見られた／期待される効果（『効果』）、得られた教訓の補足説
明（『教訓』）の 5項目に整理した。

表1 － 1　ຊॻに͞ࡌܝれͯいる܇ڭ一ཡ

܇ڭ *% ɹ֓ɹཁ܇ɹڭ
Ψόφϯス � ϚωジメϯτྖҬ

(1
システム開発Λใシステム෦͚ͩのࣄʹͤ ɺ֤ͣۀࣄ෦͕ࣗの͜ͱͱしてଊ͑Δʮ態
ʯΛ࡞Δ͜ͱ͕େ

(2 発ऀཁ݅ఆٛʹΛ࣋ てͬシステム構築ʹ͔͔ΘΔべし
(� 運用෦্流ఔʢاըɾཁ݅ఆٛʣ͔ Β開発෦ͱ࿈ܞしてਐΊΔべし
(� 運用ऀগしͰؾʹなͬͨࣄ์ஔͤͣڞ有しɺͱ͜ͱΜ追ٻすべし
(� αーϏスの拡େ期ʹۀのॲཧྔʹ͍ͭてಛʹೖ೦な༧ଌΛ࣮ࢪすべし
(� ਓのͰな͘ɺ৫のʂݸϛスͱϧーϧҳɺۀ࡞
(� Ϋϥυऀۀࣄͱར用ऀ͕࿈ܞしͨ౷制͕ͱΕ τͨϥブϧରԠମ制Λඋすべし
(� 有ΛਤΔ͜ͱڞಉར用システムͰɺඇৗ時ରԠΛؚΊてར用ऀؒのใڞ
(� システムར用ෆՄ時のखۀ࡞ʹΑΔସۀϚχϡΞϧΛ࡞しఆ期తな܇࿅Λ行͏べし
(1� Βの͍ٙٛ߹Θͤࣗࣾシステムʹ͕発ੜして͍Δ͜ͱΛલఏʹରॲすべしʂ͔ऀؔ
(11 システムのॏཁʹԠ͡て運用ɾอकのମ制ɾۀ࡞ʹೱ୶Λ͚ͭΔべし

(12
ΩϟύシテΟཧɺۀ෦ͱシステム෦のύーτφーシッϓΛڧԽすΔͱͱʹɺཧ߲
ͱし͖͍Λઃఆして 1%$" αΠΫϧΛ·Θすべし

(1� ΩϟύシテΟཧؔ࿈システムͱの߹ੑの֬อ͕େ
(1� ઃܭ時ʹఆΊͨΩϟύシテΟཧ߲ɺڥのมԽʹ͋Θͤてݟすべし

(1�
อकۀ࡞ʮ༧期ͤ͵ࣄ態の発ੜʯΛఆしɺαーϏスܧଓΛ࠷༏ઌͱしてอकۀ࡞લのし
ΛৗʹྀߟすΔ͜ͱ

(1� ຊ൪ڥのϦϦースɺอक୲当͕無அͰͰ͖な͍Α͏なΈΛ࡞Δべしʂ
(1� αーϏスのॏཁΛࣝผしɺͦΕʹԠͨ͡࿈བྷମ制োݕのし Έ͘Λ࡞Ε
(1� োରࡦͱڐ༰時ؒのճ෮ఀࢭதのۀܧଓ·Ͱ۩ମԽすΔ͜ͱ
(1� ΈΜなͰএʂোݮΒすڞ܇ڭ有
(2� ʮシステム運用ڥมߋ時の্࣭ʯਖ਼߈๏のޭྫࣄʹֶべ �
(21 αーόূ໌ॻの有ޮ期ݶの֬ೝํ๏ΛͤΑ
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1.�ɹຊॻのߏ

܇ڭ *% ɹ֓ɹཁ܇ɹڭ
ٕ ज़ ྖ Ҭ

51
αーϏスのܧଓΛ༏ઌすΔシステムʹ͓͍てɺٙΘし͖構ཁૉΛੵۃతʹシステム͔ΒΓ
 ʢͤʠϑΣーϧιϑτʡのํ͑ߟʣ

52 ٜの͚ͩͰな͘ɺシステムશମΛ၆ᛌすΔௗのͰ૯߹తなରࡦΛ行͏べし
5� ΛΑ͘ݱ ΓɺݱのࣝΛूしɺݱのಈ͖ΛシϛϡϨーτͰ͖ΔΑ͏ʹすべし
5� システムʹӨڹすΔมԽΛ໌֬ʹしɺͦのཧϧーϧΛࡦఆͤΑ
5� αーϏスのࢹͰɺʮมߋཧʯのΈ࡞Γͱʮ࣭ཧʯの໌֬ԽΛʂ
5� テスτڥͱຊ൪ڥのࠩҟΛମܥతʹཧしɺোのϦスΫରࡦΛ࿅Δ
5� όッΫΞッϓସ͕ࣦ͑ഊすΔ߹Λྀߟすべし
5� Ծαーόʹな てͬϦιースཧɺੑ能ࢹ運用のཁͰ͋Δ
5� ສશʁͦূݕ ΕͰシステムো͜ىΔɻճආࡦΛ४උして͓͘͜ ͱ
51� メッシϡ構のൣғɺՄ用ੑの֬อͱɺোのٴϦスΫのόϥϯスΛצҊしてܾఆすΔ
511 αΠϨϯτোΛݕすΔʹɺదなαーϏス͕ࢹॏཁ
512 ৽ɺچͱಉҰ༷ͱݴΘΕてɺඞͣࠩҟΛ֬ೝʂ
51� ར用ऀの؍ʹཱͬͨɺۀシφϦΦʹଈしͨϨϏϡーɺテスτ͕ॏཁ
51� 8FC ϖージߋ৽時ʹɺԠのมԽɺੑ能໘のνΣッΫΕͣʹ
51� 時ͦ͜ٸۓ ɺσーλのҰ؏ੑΛ֬อすΔΑ͏ҙすべし
51� システム構機ثのमਖ਼ύッνใのऩूසൟʹ行͍ɺੑٸۓʹԠ͡てܭըతʹରԠすべし
51� 時ؒ࿈ଓ運సʹΑΔෆ҆ఆಈ࡞発ੜのճආʹఆ期తなى࠶ಈ有 ʂޮ

51�
৽ͨなαブシステムͱٺԽしͨطଘシステムͱΛ࿈ܞすΔ߹྆ऀの༷߹ੑΛे֬ೝ
すべし

51� ϦϨーショφϧσーλϕースʢ3%#.4ʣのΫΤϦࣗಈ࠷దԽ機能のద用৻ॏ ʂʹ

52�
ύッέージの機能ΧスλϚΠζϦスΫΛೝࣝし
ಛʹඞཁेなνΣッΫମ制νΣッΫखॱΛඋしてਐΊΔ͜ͱ

521 ΛʂࡦͰ࿙Εのな͍ରܞの࿈ऀۀ࡞ͱऀࣔࢦۀ࡞ΒすͨΊʹɺݮϛスΛۀ࡞

522
ӅΕͨόッϑΝのଘࡏΛѲしɺ
తผのし͖͍ઃఆͱաΞϥーτࢹͰΦーόϑϩーΛະવʹࢭすΔ͜ͱ

52� োࢹɺෳの؍͔Β࣮しɺোのݟಀしΛ ʂ͛
52� αーϏスॖୀ時のରࡦΛྀͤߟΑ
52� োݪҼ͕ෆ໌Ͱ࠶発༧ͱ発ੜ時ରࡦͰ͖Δ

52�
すΔ෦ߋଘシステムの流用開発ͦのલఏ݅ΛेѲしɺͦの··ར用Մ能な෦ͱมط
Λௐࠪして࣮ࢪすΔ

52� ύッέージαϙーτΛങ͑
52� ύッέージΛߋ৽すΔ時ɺมߋ༰のৄ֬ࡉೝͱճؼテスτͰೋॏʹ҆શΛ֬อͤΑ
52� 単ҐなͲのఆ͕ٛҟなΔ制ݶɺ࿈ܞすΔシステムؒͰ て͍ͬ·ͤΜ͔ʁ
5�� ҙຯ͕な͍ɺҰॹʹଋͶͨ 2 ॏԽઢʂ
5�1 ෮چखॱɺシステムͱͦのڥのมԽʹରԠͤ͞ৗʹ࠷৽ ʂʹ
5�2 प期ॲཧɺʮ時ؒʯͱʮมԽʯΛͤࢹΑʂ

5��
ೖ೦なํࣜઃܭͱଟஈ֊の֬ೝ当ͨΓલɺݸਓใΛѻ͏߹ʹಛʹഉଞ制御ʹؾΛ͚ͭ
て



Ψόφϯε �ϚωδϝϯτྖҬ
ͷ܇ڭ

̎

2.1� （1)）܇ڭ෦とใシステム෦のׂ分୲に関するۀࣄ

2.2� ൃ注ऀのཁ݅ఆٛに関する（2)）܇ڭ

2.3� （3)）܇ڭఔでのӡ༻෦の関༩に関するྲ্ྀ

2.4� 障害ൃੜ࣌࿈བྷのใڞ༗に関する（4)）܇ڭ

2.5� （5)）܇ڭॲཧྔ༧ଌに関するۀಉར༻システムのڞ

2.�� （�)）܇ڭϛスɺϧーϧҳの問題に関するۀ࡞

2.�� クラυサービスར༻࣌の障害対Ԡମ੍に関する܇ڭ（(�）

2.�� （�)）܇ڭ༗に関するڞಉར༻システムのར༻ऀؒใڞ

2.�� ඇৗ࣌替ࣄマχュアϧに関する܇ڭ（(�）

2.1�� システムಈ࡞のٙٛ問͍߹Θ͕ͤ͋ͬͨ߹の対Ԡに関する（�1)）܇ڭ

2.11� システムのӡ༻ɾอकに関する（11)）܇ڭ

2.12� ΩϟύシテΟཧのマネジメントに関する܇ڭ（ͦの1）（(12）

2.13� ΩϟύシテΟཧのマネジメントに関する܇ڭ（ͦの2）（(13）

2.14� ΩϟύシテΟཧのマネジメントに関する܇ڭ（ͦの3）（(14）

2.15� อक࣌ۀ࡞のϦスクཧに関する（15)）܇ڭ

2.1�� ຊ൪ڥに͓͚るۀ࡞ϧーϧに関する（�1)）܇ڭ

2.1�� ॏཁサービスのӡ༻に関する（�1)）܇ڭ

2.1�� 障害対策ΛཱҊするࡍにར༻෦とऔΓܾΊるべき߲ࣄに関する（�1)）܇ڭ

2.1�� システム։ൃݱのίϛュχέーシϣンとϞνϕーシϣン向্に関する（�1)）܇ڭ

2.2�� システムӡ༻ڥมߋの࣭に関する（�2)）܇ڭ

2.21� システムにར༻ݶظの͋るثػ／ιϑトΛΈࠐΉࡍの（21)）܇ڭ
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今回、得られたガバナンス／マネジメント領域の教訓は図 2 ‒ 1のように大別できる。いずれも組織間
の連携関係にかかわるものである。

以降の各節では、上記の各教訓について解説する。

Ϣーβۀا৫（事ۀ෦ʵシステム෦）間࿈̍ؔܞ ܇ڭ *%

教訓G1	 教訓 G12
教訓 G6	 教訓 G13
教訓 G9	 教訓 G14
教訓 G18

ＣＩＯシステム部門責任者
システム部門

開発担当 運用担当

連
携
関
係

ユーザ企業

事業部門 システム部門

連
携
関
係

ユーザ企業 ベンダ企業

事業部門 システム部門

連
携
関
係

開 発

ユーザ企業 ベンダ企業

システム部門

連
携
関
係

運 用

ὉὉὉ

ユーザ企業１

ユーザ企業２

ユーザ企業ｎ

連
携
・
調
整

ベンダ企業

ユーザ企業 関連企業
事業部門 システム部門

連
携
関
係

キ ヤ リ ア 等

システム෦の࿈̎ؔܞ ܇ڭ *%

教訓G3
教訓 G4
教訓 G15
教訓 G19、教訓G20

ＣＩＯシステム部門責任者
システム部門

開発担当 運用担当

連
携
関
係

ユーザ企業

事業部門 システム部門

連
携
関
係

ユーザ企業 ベンダ企業

事業部門 システム部門

連
携
関
係

開 発

ユーザ企業 ベンダ企業

システム部門

連
携
関
係

運 用

ὉὉὉ

ユーザ企業１

ユーザ企業２

ユーザ企業ｎ

連
携
・
調
整

ベンダ企業

ユーザ企業 関連企業
事業部門 システム部門

連
携
関
係

キ ヤ リ ア 等

Ϣーβۀاとϕンμۀاとの࿈̏ؔܞ ܇ڭ *%

教訓G2
教訓 G16
教訓 G17

ＣＩＯシステム部門責任者
システム部門

開発担当 運用担当

連
携
関
係

ユーザ企業

事業部門 システム部門

連
携
関
係

ユーザ企業 ベンダ企業

事業部門 システム部門

連
携
関
係

開 発

ユーザ企業 ベンダ企業

システム部門

連
携
関
係

運 用

ὉὉὉ

ユーザ企業１

ユーザ企業２

ユーザ企業ｎ

連
携
・
調
整

ベンダ企業

ユーザ企業 関連企業
事業部門 システム部門

連
携
関
係

キ ヤ リ ア 等

システム෦（運用）とϕンμۀاの࿈̐ؔܞ ܇ڭ *%

教訓G7
教訓 G11
教訓 G21

ＣＩＯシステム部門責任者
システム部門

開発担当 運用担当

連
携
関
係

ユーザ企業

事業部門 システム部門

連
携
関
係

ユーザ企業 ベンダ企業

事業部門 システム部門

連
携
関
係

開 発

ユーザ企業 ベンダ企業

システム部門

連
携
関
係

運 用

ὉὉὉ

ユーザ企業１

ユーザ企業２

ユーザ企業ｎ

連
携
・
調
整

ベンダ企業

ユーザ企業 関連企業
事業部門 システム部門

連
携
関
係

キ ヤ リ ア 等

̑ؔܞ間の࿈ۀاಉར用時のϢーβڞ ܇ڭ *%

教訓G5
教訓 G8

ＣＩＯシステム部門責任者
システム部門

開発担当 運用担当

連
携
関
係

ユーザ企業

事業部門 システム部門

連
携
関
係

ユーザ企業 ベンダ企業

事業部門 システム部門

連
携
関
係

開 発

ユーザ企業 ベンダ企業

システム部門

連
携
関
係

運 用

ὉὉὉ

ユーザ企業１

ユーザ企業２

ユーザ企業ｎ

連
携
・
調
整

ベンダ企業

ユーザ企業 関連企業
事業部門 システム部門

連
携
関
係

キ ヤ リ ア 等

Ϣーβۀاとؔ࿈ۀاの࿈̒ؔܞ ܇ڭ *%

教訓G10

ＣＩＯシステム部門責任者
システム部門

開発担当 運用担当

連
携
関
係

ユーザ企業

事業部門 システム部門

連
携
関
係

ユーザ企業 ベンダ企業

事業部門 システム部門

連
携
関
係

開 発

ユーザ企業 ベンダ企業

システム部門

連
携
関
係

運 用

ὉὉὉ

ユーザ企業１

ユーザ企業２

ユーザ企業ｎ

連
携
・
調
整

ベンダ企業

ユーザ企業 関連企業
事業部門 システム部門

連
携
関
係

キ ヤ リ ア 等

図 2 － 1　৫の࿈ܞ関係とΨバφンスʗマネジϝントྖҬの܇ڭとの対応
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2.1ɹۀࣄ෦とシステム෦のׂ分୲に関する（1)）܇ڭ

2.1 ෦ͱใシステム෦のׂ୲に関する教訓（(1）ۀࣄ

システム開発を情報システム部ͩけのࣄにせ 、ͣ
る͜とがେ࡞部がࣗ分の͜ととしてଊえる「ଶ」をۀࣄ֤

教訓
(1

問題
Windows95の登場、PCの廉価化、インターネットの普及等をきっかけに、90年代後半から企業
の活動に ITが不可欠となるだけでなく、競争の激化にともない、商品の複雑化が進み、すべての商
品がシステム開発をともなう形で出されることとなり、従来とはレベルの違う量のシステム開発が行わ
れるようになってきた。
しかしながら、急激に増大したシステム開発を成功させるためのポイントも十分掴めないまま実施し

たことにより、システムトラブルが多発し、企業の本来活動に支障をきたし、経営問題となった。

原因
コンサルタントも入れた分析の結果、システムトラブルの 8割は、上流の要件定義局面でのコミュ
ニケーション・ギャップから問題が生じていることが判明した。コンサルタントからは、以下のような
問題事象も指摘された。
①ビジネス側の要件の確定が遅い（期日までに決めなくてはいけないというマインドが乏しい）。
②要件の変更が多い。
③要件を最終的に文書で確認していない。
④その要件が他システムにどのような影響を与えるかの分析が甘い。
⑤要件が設計に正しく反映されたかを複数の眼でチェックしていない。

④、⑤については、情報システム部門内での仕事の進め方に関する問題であり、これらについても
抜本的な改善が必要であるが、①～③については、事業部門が「システム開発を情報システム部門の
仕事」として任せきりにするのではなく、事業部門も情報システム開発において一定の役割と責任を果
たすようにしないと、本質的に解決できない問題であると考えた。

2 東京海上日動火災保険株式会社の例、1999年

図 2.1 － 1　システムトラブルの原因 2

移行作業ミス 17%

プログラム 8%

要件仕様・設計 75%
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2.1ɹۀࣄ෦とシステム෦のׂ分୲に関する（1)）܇ڭ

対策
この問題を解決するために、システム開発におけるビジネスサイドの役割と責任を明確化し、コミュ
ニケーションの質を高めることとした。
そのためには、お互いの理解を補正し合い、「言いたいこと」と「聞いて理解したこと」が同じになる

まで、対等な立場でオープンなダイアローグを繰り返すことができる「態勢」づくりが必要である。こ
の態勢を「アプリケーション・オーナー制度」と呼ぶ。アプリケーション・オーナー制度のポイントは
以下のとおり。

ᶃ  γεςϜ։ൃɺใγεςϜ෦ʹ͖ͤΓʹ͖͢ࣄͰͳ ɺࣗ͘ͷͨ͑ߟࢪ
策Λ۩ମԽ͢ΔͨΊʹࣗ͏ߦࣗͷࣄͰ͋Δͱ͍ ʮ͏Φʔφʔγοϓʯͷํ͑ߟΛͤͨ࣋Δɻ

ᶄ ɺͤͨ࣋Γฦ͢Λ܁Δ·ͰɺใγεςϜ෦ͱ対Λ·ݻ͕ࡉ෦ʹɺཁ݅ͷৄۀࣄ 
ཁ݅ఆٛͷ࠷ऴΛෛΘͤΔɻ

ᶅ ΔΛෛΘ͢ࢪ෦ʹɺཁ݅ఆٛͲ͓ΓʹγεςϜ͕ग़དྷ͔ͨͲ͏͔डೖΕςετΛ࣮ۀࣄ 
ͤΔɻ

→「事業部門は要件定義に責任を持つこと」とするだけでは、表面的な責任に留まり、要件の揺り
戻し等の問題は解消しないので、要件を定義した以上、その要件どおりシステムが出来たかどうかを
確認するUAT（User Acceptance Test、ユーザ受入れテスト)のテストケースを作ってテストすることが
重要である。実際に手を動かす（ハンズオンの）責任にしない限り、本当に責任を取ることにならない。

図 2.1 － 2　アϓϦケーションɾオーφー制ɿとׂ分୲ 3

̈́࠲
ಫ
߸۾

情報システム部門

䠆 せ௳ᐃ⩏に㈐௵䜢ᣢつ௨上、せ௳㏻りでき䛯かのཷධれテスト䜒実施䛩るこ䛸が㔜せ䚹
この䜘䛖に手䜢ືか䛩㈐௵にし䛺い㝈り、⾲面的䛺䜒のに䛺る䚹

外
部
ベ
ン
ダ

お
客
様

・

代
理
店

・

第
一
線
の
社
員

ၑ̱̀ۯ̱̥ͬ̽ͤࢥ
ৗのၻ̞́͘ͅࡠܢ

システムͬ作ͥ

ΩέーマンスȆテスΠ、
ͼンέラΓΛΠͅ Λί൝

อ̹̯ͦࡉ問題͒の対ੜ

ܿഎɕスΠの観点
̥ͣの఼ঠのা

対დͥ͢ͅဥ対ض࢘の
ࣞ ǀ̞ǙƮƱƽƯǞ͒のςーΡ

ޗ Ȇ֗マΣュͺσ作଼

ါ定݅のडਞࠨ定
ƦƦƦ࿒എȆͅض࢘ચ̱ͣ̀

ͺίςΉーシοンȆーー

システムاါབのা
With ࿒എɕܢఞض࢘

වͦテスΠ
Ήース策定Ȇ࣐ （ɖ）

対დͥ͢ͅါのߓఘا

อ̹̯ͦࡉ問題͒の対ੜ

࿒എͬ
ခ̱̹ވ
۾ႁފ

߸、έラン
·̈́対დ

3 東京海上日動火災保険株式会社の例
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2.1ɹۀࣄ෦とシステム෦のׂ分୲に関する（1)）܇ڭ

因みに、この制度に基づく、東京海上日動火災保険株式会社の情報システム部門とソフトベンダと
の契約関係は以下のとおりである。この責任態勢は、アプリケーション・オーナーが要件定義～外部
設計の工程、及びシステムテスト～運用テストの工程に責任を持つことで裏打ちされている。

せ௳
ᐃ⩏

እ㒊
タィ

ෆ㒊タィ
䡚

⤖ྜ䝔䝇䝖

䡸䡹䡿䢍䡿䡹䢀
䡚

㐠⏝䡿䡹䢀

‽ጤ௵ዎ⣙
Time &Material ‽ጤ௵ዎ⣙୍ᣓㄳ㈇ዎ⣙

㈐௵䠙
TMNF

㈐௵䠙
䝋䝣䝖䞉䝧䞁䝎

㈐௵䠙
TMNF

※図中の TMNF（Tokio Marine Nichido Fire）とは、東京海上日動火災保険株式会社のこと

図 2.1 － 3　ใシステム෦とソフトϕンμのܖ関係 4

効果
2000年からアプリケーション・オーナー制度を導入したことにより、東京海上日動火災保険株式会

社では 2000年度から 2001年度にかけてシステムトラブルが 8割削減され、以降 10数年、同じ水準
を保っている。

教訓
システム開発を情報システム部門だけの仕事にせず、各事業部門が自分のこととして捉える「態勢」
を作ることが大切。因みに、「態勢」とは以下のとおり。

ែໃ
 “ ែໃ”  に䛿 ௨ୗの䜘䛖䛺䜒の䛜

ྵ䜎䜜る䚹

 ⤒Ⴀ⪅䛾ጼໃ
 ♫ဨ䛾䝬䜲䞁䝗䝉䝑䝖
 ᪉㔪䞉つᐃ
 ⤌⧊䞉యไ
 PDCA䝃䜲䜽䝹
 䛯䜖䜎䛼ᨵၿ

䝥䝻䝉䝇

యไ

4 東京海上日動火災保険株式会社の例
5 東京海上日動火災保険株式会社から提供

図 2.1 － 4　ଶɾ体制ɾϓϩηスの関係 5
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2.2 発ऀのཁ݅ఆٛに関する教訓（(2）

発ऀはཁ件定義にを࣋ってシステムߏஙにかかΘるし教訓
(2

問題
A社のシステムが本稼働後に、注文した処理の取り消しが不可など基本的な仕様に大きな漏れが見

つかった。さらに、多数の要件の抜けや漏れが見つかった。

原因
上記の問題の直接の原因は要件の定義漏れである。
また、根本原因は、以下である。
A社はシステム開発及び運用を ITベンダに外部委託している。開発案件の増加にともなって委託

先に任せる業務が徐々に拡大し、要件定義や受入れテストなど、発注者としての役割を果たし切れて
いなかった。

1.システム開発の発注形態や役割分担の問題
システム要件定義を含めた ITベンダへの請負契約で、要件定義を ITベンダ任せとしていた。

2.開発プロセスの問題
要件定義書をもとにした、上流工程重視のシステム開発のプロセスになっていなかった。
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対策
IT組織改革を実施し、発注者として要件定義に責任を持ってシステム構築にかかわるようにした。

主なポイントは以下である。
1）要件定義書の中身と受入れテストについての責任は発注者とする。（図 2.2 ‒ 1）
　（作成は ITベンダに手伝ってもらうが、発注者の責任とし、契約で明確にする）
①要件定義と設計以降で契約を分け、要件定義の契約は発注者が最終的な責任を持つ。
②要件や設計内容に変更が発生した場合は必ず仕様変更書を作り、新たな契約を結ぶ。

Ἣὅἒ˓Ặ

要ˑ定፯Эの
見積もりỂڎኖẲ

変ỊなẲ

発දᎍầᝧ˓をਤẼ
ɼ˳的にܱẇ

ἫὅἒにỊڎ˓ۀኖỂ発ද

要ˑ定፯を変ẲẺỤ
ˁಮ変を作Ẳ

ኖを見直Ẳڎ

発දᎍầᝧ˓をਤẼ
ɼ˳的にܱẇ

ἫὅἒにỊڎ˓ۀኖỂ発ද

ஜڟ٨ ࢃڟ٨

Ἣὅἒ˓Ặ

要件定義

システム

設計・開発

受入れ
テスト

図 2.2 － 1　発ऀのの明確化 6

6 共通フレーム 2013（IPA/SEC発行）（文献 2.2 ‒ 1）を参考に作成

2）開発プロセス標準を見直し、上流の要件定義を押さえる（上流工程完璧主義）。（図 2.2 ‒ 2）
①要件定義書の記述レベルの詳細化を図り、記載内容の網羅性チェックを徹底する。
②受入れテストのテストケースを上流工程で作成し、要件の充足性 /要件品質を確保する。
③  発注者自ら要件定義が設計書に反映されたことを確認し、要件定義書と設計書のズレをなく
す。
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⏬（䝥䝻䝆䜵䜽䝖⏬
書సᡂ）

せ௳ᐃ⩏
RFPのసᡂ
䈜RFPのヲ⣽
せ௳ᐃ⩏書のసᡂ
䈜せ௳ᐃ⩏書のヲ⣽
䛸⥙⨶ᛶ䝏䜵䝑䜽

䝅䝇䝔䝮䞉䝋䝣䝖䜴䜵䜰せ
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⏬（䝥䝻䝆䜵䜽䝖⏬
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䐟せ௳ᐃ⩏書のグ㏙䝺䝧
䝹のヲ⣽䜢ᅗ䜚䚸グ㍕
ෆᐜの⥙⨶ᛶ䝏䜵䝑䜽䜢ᚭ
ᗏ䛩る

せ௳ᐃ⩏（２）
せ௳☜ㄆ書のసᡂ

せ௳ᐃ⩏（䠍）
RFPのసᡂ
せ௳ᐃ⩏書のసᡂ

䝅䝇䝔䝮䞉䝋䝣䝖䜴䜵䜰᪉
ᘧタィ

䝅䝇䝔䝮䞉䝋䝣䝖䜴䜵䜰せ
௳ᐃ⩏

ཷධ䜜䝔䝇䝖 ཷධ䜜䝔䝇䝖

䐡発ὀ⪅⮬䜙䛜䚸せ௳ᐃ
⩏䛜タィ書にᫎ䛥䜜䛯
䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䚸せ௳ᐃ⩏書
䛸タィ書の䝈䝺䜢䛺䛟䛩

䐠ཷධ䜜䝔䝇䝖の䝔䝇䝖
䜿ー䝇䜢ୖὶᕤ⛬䛷సᡂ

ஜڟ٨ ࢃڟ٨

図 2.2 － 2　開発ඪ४ϓϩηスのൺ （ֱվֵલɾ後）7

7 共通フレーム 2013（IPA/SEC発行）（文献 2.2 ‒ 1）を参考に作成
8 ソフトウェア開発データ白書 2012 ‒ 2013（IPA/SEC発行）（文献 2.2 ‒ 2）

効果
上記の改革の実施により、稼働後 6カ月の時点のバグ密度は、0.0074件 /Kstepであり、金融業の

稼働後 6カ月バグ密度（0.030件 /Kstep）8と比較しても、1/40という高い品質であった。稼働後 4

年間も安定した状態である。
また、請負契約においてシステム開発を丸投げにせず、発注者であるユーザ企業のシステムへの関
わりを増やすことで、以前は当たり前だった開発プロセスが変わった。プロジェクトの進捗などの透明
性が要求されてくるため、受注者のベンダ企業の視点も変わり、組織同士の継続的な信頼関係の向
上につながっている。

教訓
発注者は要件定義に責任を持ってシステム構築にかかわるべし
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2.3 ্流ఔͰの運用෦の関༩に関する教訓（(3）

ӡ用部は্流ఔʢاըɾཁ件定義ʣから
開発部と連携してਐΊるし

教訓
(3

問題
最近、システム運用の現場で以下のような問題が多発している。
① A社では、新システムの運用を開始してからオペレータの操作ミスが多発した。
②  B社では、販売店向け発注システムをWebシステムに移行したところ、システム移行直後にシス
テム間の電文データに不具合が発生し、発注処理が行われなくなる事象が発生した。入力デー
タのミスに起因し、電文データが誤って編集されたためである。接続会社間で障害対応時の各
種調整に手間取り、最終的なシステム復旧は 1週間程度かかった。

原因
直接の原因は以下である。
①  A社では企画や要件定義段階において、オペレータ操作に関する運用の要件検討が十分され
ていなかった。運用テストの段階から初めて運用者が参加してテスト及び引き継ぎを行ったがオ
ペレータ操作関連のバグが多発して収束しないまま本稼働を開始した。要件定義段階でのオペ
レーション要件の検討漏れが原因だった。

②  B社ではシステムへのデータ入力ミスを抑止する工夫や仕組みが考慮されていなかった。
 また、本システムの接続先との間で、有事に関する取り決めや対応範囲などが整理できておらず、
コンティンジェンシプランが共有できていなかった。

上記①、②の根本原因は、運用要件の検討漏れあるいは軽視である。これは、運用者が要件定
義作業へ参加していないことや、参加していても運用要件が取り込まれなかったことに起因している。

対策
上記の対策として、企画・要件定義作業において、運用者の視点からシステム要件を確認するよ

うにする。運用者が確認する項目の例を表 2.3 ‒ 1に示す。なお、これは一例であり、これを参考に
して、対象となるシステムに合わせて役割分担表などに表現する。プロジェクト開始前に関係者でレ
ビューして合意し、プロジェクトに適用する。
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表 2.3 － 1　ʮ運用ऀ͕اըɾ要݅ఆٛఔͰ確ೝ͢る߲ʯ（1�2）

/P ఔ ྨ ߲ શମͰ֬ೝすΔ߲

運用෦の
ؔ༩߹͍
˕ɿ
˓ɿ୲当
˚ɿࢧԉ

運用෦͕֬ೝすΔ߲

1

ըا

Ҋى
ਾ͑ͨシスݟӦઓུΛܦ˙
テム構築ٴͼシステム構築
のతɾඪの໌֬Խ

ᶃܦӦઓུの۩ݱԽ
ᶄใʢシステムʣઓུの۩ݱԽ
ᶅシステムԽのతɾํ
ᶆೲ期ʢţşŢƄœŖſʣ
ᶇシステムར用期ؒɺϥΠϑαΠΫϧ֓ཁܭը

˚

ᶃཁ݅のѲ
ᶄೲ期ʢスέジϡーϧʣの֬ೝ
ᶅシステムのϥΠϑαΠΫϧʢߋ৽ִؒʣ֬
ೝ
ᶆܦӦઓུのཧղ
ᶇใʢシステムʣઓུのཧղ

2 ঢ়ݱ
ੳ

˙システムʢۀʣのݱঢ়
ੳɺɾ՝のநग़ͱ
ੳ

ᶃ運用ঢ়گ 
ᶄɾ՝
ᶅ࠷৽のシステムಈɺٕज़ಈのੳ

˚

ᶃ構築ϊϋのఏڙ
ᶄݱঢ়՝のఏڙ
ᶅ࠷৽ٕज़ಈɾτϨϯυのใੳ
ఏڙ
ᶆ運用ঢ়گのใࠂ

2�2 ըا
ཱҊ ˙৽システムのاըཱҊ

ᶃશࣾඪのମܥԽͱࡦࢪのఆٛ
ᶄใシステムཁ݅の·ͱΊ
ᶅシステムԽのاըཱҊ

˓ ᶃ運用վળ͔Βͨݟ৽システムཁ݅のఏҊ

� ࢿର
ޮՌ

˙システム構築ʹ͓͚Δ
ରޮՌの໌֬Խࢿ

ᶃࢿରޮՌ
ᶄίスτܭըのཱҊ ˓ ᶃ運用ཁ݅ऀଆʹඞཁなίスτの࡞ੵݟ

� ঝೝ ˙システム構築のঝೝ ᶃシステム構築のঝೝΛಘΔ

�

ཁ݅
ఆٛ

Ӧɺܦ
ɺۀ
システ
ムཁ݅

の
֬ೝ

˙システムԽཁ݅の֬ೝ
˙αーϏス༰ɾϨϕϧの
֬ೝ
˙ମ制の֬ೝ
ըɾスέジϡーϧの֬ܭ˙
ೝ
˙ίスτの֬ೝ
˙Ҡ行ཁ݅の֬ೝ

ᶃシステムԽのഎܠɺҙਤ֬ೝ
ᶄݱ行ۀௐࠪͱݱ行システムௐࠪΑΓݱঢ়のۀϑ
ϩー֓ཁɺシステムϑϩー֓ཁѲ
ᶅシステムԽのൣғ֬ೝ
ᶆ৽ۀϑϩーɺ৽システムϑϩー֬ೝ
ᶇシステムԽཁ݅ɾ機能֬ೝ
ᶈɾ՝֬ೝ
ᶉαーϏス༰ɺαーϏスϨϕϧ֬ೝ
ᶊ開発ܭըɾスέジϡーϧ֬ೝ
ᶋ開発ʢϓϩジΣΫτʣཧํ๏֬ೝ
ᶌ開発 � 運用 � อकମ制ͱن֬ೝ
ᶍ֓ੵݟࢉΓΛࢉग़しɺ߆ଋ期ؒɺ༧ࢉɺίスτ֬
ೝ
ᶎاըஈ֊Ͱཱ֬しͨ開発ऀɾ運用ऀのํのཁ݅Λ
֬ೝし運用ཁ݅ͱして֬ఆ
ᶏҠ行時の制߲ࣄݶなͲΛ֬ೝ

˓

ᶃ 3'1 のཧղ
ᶄシステムԽのૂ͍ɾ֓ཁɾൣғのཧղ
ᶅϚスλスέジϡーϧのೝࣝ
ᶆαーϏスϨϕϧのೝࣝ
ᶇίスτの֬ೝ
ᶈϥΠセϯスकൿٛなͲのن݅
のೝࣝ

�

ඇ機能
ཁ݅

システ
ムج൫

˙システム構の֬ೝ � ఏҊ
˙αーόのϋーυ構ɾ
ཁ݅の֬ೝڥ � ఏҊ
˙ੑ能ɾ拡張ੑཁ݅の֬ೝ
� ఏҊ

ᶃ機能ཁ݅ΛѲしɺシステム構͕運用ʹ͑ΒΕ
Δ͔அ
ᶄシステムΛ構すΔ機ثのੑ能ɾ༰ྔॲཧϐーΫ
ʹ͑拡張ੑඋ て͍͑Δࣄ
ᶅシステム༧ࢉͱরΒし߹Θͤͨ࠷దな構

˓

ᶃシステムのϋーυ構の֬ೝ
ɹɾϐーΫੑ能ΛΧόーして͍Δ͔
ɹɾ拡張ੑͲ͏͔
ɹɾ৴པੑͲ͏͔
ɹɾαーϏスϨϕϧΛຬͨして͍Δ͔
ɹɾอकੑͲ͏͔
ɹɾඪ४Խʹ४ڌして͍Δ͔
ɹɾϧーϧʹ४ڌして͍Δ͔
ɹɾίスτൣғ͔
ᶄシステムのϋーυ構のఏҊ

� ˙ΩϟύシテΟཧཁ݅の
֬ೝ

ᶃऔಘすΔ߲
ᶄ֤Ϧιースのし͖͍
ᶅϐーΫのσーλॲཧྔ
ᶆτϥϯβΫショϯԠ時ؒのし͖͍
ᶇॲཧσーλの૿加Λఆ期తʹऔಘ
ᶈόッνジョブのॴཁ時ؒのし͖͍
ᶉόッνジョブのऴ了時ࠁのڐ༰ൣғɺҟৗΛݕग़Ͱ
͖Δ
ᶊ ジ̍ョブͰ用すΔ࠷େテーϓϢχッτ
ᶋཧखॱのඋͱׇރݯࢿࢭରࡦ

˓

ᶃඞཁσーλྔの֬ೝ
ᶄඞཁτϥϑΟッΫྔの֬ೝ
ᶅඞཁϨスϙϯスの֬ೝ
ᶆඞཁΩϟύシテΟのѲʢϐーΫɺฏৗʣ
ᶇݱঢ়のΩϟύシテΟঢ়گのѲ
ᶈし͖͍の֬ೝ
ᶉকདྷの༧ଌ
ᶊ制߲ݶのѲ
ᶋϧーϧɾඪ४Խʹ४ڌしてΔ͔
ᶌシステム構͕ΩϟύシテΟతʹదਖ਼͔
Ͳ͏͔のݕ౼ͱஅ
ᶍシステム構のఏҊ

�
˙システム構の֬ೝ
˙αーόのιϑτΤΞཁ݅

ʢ運用ܥʣの֬ೝ

ᶃ̨̤ϧーϧඪ४Խʹ४ڌして͍Δ運用Մ能な̤
̨Ͱ͋Δࣄ
ᶄ機ܥシステム͕͋Δ߹機ܥシステムʹ֤
छιϑτΤΞΛಋೖすΔ
ᶅ֤छ運用πーϧطଘඪ४πーϧʹ߹ΘͤΔࣄ

˓

ᶃシステムのιϑτ構の֬ೝ
ɹɾ04 運用Մ能͔ɺ
ɹɾ運用ܥιϑτɺطଘඪ४ιϑτ
ᶄシステムのιϑτ構のఏҊ

�
˙システム構の֬ೝ
˙ύιίϯɾपล機のཁ݅
の֬ೝ �

ᶃύιίϯの構
ᶄϓϦϯλ
ᶅͦのଞपล機
ᶆՔಇՄ能̨̤ɺιϑτΤΞɺ開発࢈ࢿɺαーϏス
ύッΫɺྦྷੵύッνのϨϕϧ 
ᶇ̞̙ ɺύスϫーυのઃఆɺϩάΠϯݶݖઃఆ
ᶈ࢈ࢿ

˓

ᶃΫϥΠΞϯτのιϑτ構の֬ೝ
ɹɾ04 運用Մ能͔ɺ
ɹɾ運用ܥιϑτɺطଘඪ४ιϑτ
ᶄΫϥΠΞϯτのιϑτ構のఏҊ
ɹɾ ιϑτ構Λ֬ೝし /( の߹ఏҊ

すΔ

1� ˙৴པੑཁ݅の֬ೝ
ɹʢԽɾೋॏԽなͲʣ

ᶃ࠷ॏཁシステムۀ࠶開 
ᶄαーόωッτϫーΫ機ثのԽʗࢄԽ構 
ᶅίーϧυスλϯόΠɺϗッτスλϯόΠ構
ᶆシステムのڌସ͑時のଞシステムのӨڹ
ᶇڌସ͑時ɺ࿈ܞシステムなͲͰのସ͑ૢ࡞
ᶈ単独෦ނোͰ機能ఀࢭʹؕΒな͍Խ構ɺ
ϗッτスϖΞ࣮ɺ෦ੑ׆Խަ
ᶉ 2� 時ؒ ��� のαーϏスఏڙの߹Խ構
ͱしɺอकۀ࡞ɺ機ܥʹΓସ て͑ۀ࡞Λ行͏ɻ
ᶊΫϥスλସ͑खॱࣗಈԽɺखॱॻ࡞

˓

ᶃ৴པੑରԠํの֬ೝ
ᶄ৴པੑରԠシステムの֬ೝ
ᶅ৴པੑରԠൣғの֬ೝ
ᶆ৴པੑରԠํ๏の֬ೝ
ᶇରԠ時ؒの֬ೝ
ᶈ৴པੑ構の֬ೝ
ᶉϧーϧɾඪ४Խʹ४ڌしてΔ͔
ᶊ৴པੑ構のఏҊ
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2.3ɹ্ྲྀఔでのӡ༻෦の関༩に関する（3)）܇ڭ

/P ఔ ྨ ߲ શମͰ֬ೝすΔ߲

運用෦の
ؔ༩߹͍
˕ɿ
˓ɿ୲当
˚ɿࢧԉ

運用෦͕֬ೝすΔ߲

11

ཁ݅
ఆٛ

ඇ機能
ཁ݅

システ
ムج൫

˙セΩϡϦテΟཁ݅の֬ೝ

ᶃセΩϡϦテΟํٴͼنఆʹରしɺ運用෦の؍
Ͱのな͍͜ͱの֬ೝ
ᶄΞΫセスݶݖのઃఆ
ᶅ̞̙ ཧ
ᶆݸਓใϑΝΠϧのऔѻ͍
ᶇセϯλーϙϦシーの௨ � セΩϡϦテΟύッνద用
ᶈΟϧスରࡦ

˓

ᶃセΩϡϦテΟରԠํの֬ೝ
ᶄセΩϡϦテΟରԠシステムの֬ೝ
ᶅセΩϡϦテΟରԠൣғの֬ೝ
ᶆセΩϡϦテΟରԠํ๏の֬ೝ
ᶈセΩϡϦテΟ構の֬ೝ
ᶉϧーϧɾඪ४Խʹ४ڌしてΔ͔
ᶊセΩϡϦテΟ構のఏҊ

12 ˙システム構の֬ೝ
˙ωッτϫーΫのཁ݅の֬ೝ

ᶃシステムશମのωッτϫーΫ構
ᶄطଘ૿ڧʢૹ༰ྔΞッϓʣɺ৽૿نઃʢڌ追加ʣɺ
ଳҬ制御
ᶅωッτ機ثɺメーΧ
ᶆઃஔڌのେখʹΑΔωッτ構ͱ機ث
ᶇ̞̥ ΞυϨスɺίϯϐϡーλ໊
ᶈԽのϧーϧ
ᶉํࢹ๏ʢࢹ׆ࢮなͲʣ
ᶊϑΝームΤΞのߋ৽
ᶋిఀނࣄܭըఀిのରԠ
ᶌଳҬ制御
ᶍ ʗ̛̬

˓

ᶃωッτϫーΫ構の֬ೝ
ɹɾτϥϑΟッΫྔ構ʹ͑͏ Δの͔
ɹɾଳҬ制御の֬ೝ
ɹɾԽの֬ೝ
ɹɾํࢹ๏の֬ೝ
ɹɾอकํ๏の֬ೝ
ɹɾఀిରࡦの֬ೝ
ɹɾϧーϧɾඪ४Խʹ४ڌしてΔ͔
ᶄωッτϫーΫ構のఏҊ

1� ઃཁ݅ࢪ˙

ᶃ機ثのઃஔॴ
ᶄઃஔॴのɺిݯɺۭௐɺセΩϡϦテΟの༷
ᶅઃஔ機ثのి༷ݯ
ᶆઃஔ機ثのཧ༷ 
ᶇઃஔ機ثのωッτϫーΫ用
ᶈ機ثのઃஔ期ؒ

˓

ᶃઃஔॴదਖ਼͔֬ೝ
ᶄ༷の֬ೝ
ᶅి༷ݯの֬ೝ
ᶆۭௐ༷の֬ೝ
ᶇೖࣨϧーϧنଇの֬ೝ
ᶈࢪઃཁ݅のఏҊ

1�

運用ɾ
อक

˙ΦϖϨーショϯཁ݅

ᶃՔಇٴͼɺۀ運用時ؒ
ᶄジョブ࣮行ϚχϡΞϧのඋ
ᶅίϯιーϧཁٻͱϚχϡΞϧのඋ
ᶆೖྗ運用
ᶇग़ྗ運用
ᶈόッΫΞッϓの෮چཁ݅
ᶉมߋཧ � ϦϦース � ཧ運用࢈ࢿ
ᶊシステムのൣࢹғɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ
ᶋোݕٴͼ௨のϧーϧ
ᶌ運行อશ用υΩϡメϯτͱҾ͖͗ܧ期ؒ
ᶍϩάのදهɺอଘ期ؒɺআλΠϛϯά

˓

システム運用ํの֬ೝ
ᶃ৽نシステムのۀ運行時ؒの֬ೝ
ᶄྨࣅすΔシステムのอक༰のใఏڙ
ᶅอकܖのଥ当ੑの֬ೝ
ᶆྨࣅすΔシステムのೖग़ྗɾόッΫΞッϓ
ᶇ৽نシステムのೖग़ྗɾόッΫΞッϓ
ᶈݱ行システムͱڞ用Ͱ͖ΔઃඋのఏҊ
ᶉ運用時のશΦϖϨーショϯの֬ೝ
ᶊ運用ޮۀ࡞ԽのͨΊのఏҊ
ᶋ運行อશ用υΩϡメϯτの֬ೝ
ᶌϩάのදهɺอଘ期ؒɺআλΠϛϯά
ᶍ運用ऀཁһܭըのཱҊ
ᶎมߋཧ � ϦϦース � ཧ運用࢈ࢿ
ᶏඪ४Խʹ४ڌして͍Δ͔
ᶐϧーϧʹ४ڌして͍Δ͔ɹ
ᶑ運用ཁ݅のఏҊ

1� ˙ҟৗ時ɺো時のཁ݅

ᶃۀఀ͔ࢭΒ෮چ·Ͱのڐ༰時ؒ
ᶄҟৗ発ੜ時طଘの௨ใシステムͱ࿈ಈ
ᶅϗッτスλϯόΠɺίーϧυスλϯόΠなͲシステム構
ᶆҟৗ発ੜ時のӨൣڹғɺ有ࣄのࡍのؔ࿈෦ॺͱ࿈
ϚχϡΞϧɺ࿈བྷɺ௨ใܞ
ᶇシステムʢαーόɺϗスτɺωッτ機ثʣのࣗಈࢹ
ᶈϦϞーτϩάΠϯԕִ͔ΒোରԠ
ᶉॖୀ運用の༏ઌॱҐͱͦのӨڹ༰
ᶊো̗̙のඋ
ᶋジョブωッτϫʵΫ構

˓

ᶃྨࣅシステムのใఏڙ
ᶄোରԠํの֬ೝ
ᶅোݕํの֬ೝ
ᶆো時࿈བྷମ制のඋの֬ೝ
ᶇোূのอํ࣋の֬ೝ
ᶈ҆ఆతなۀ運ӦのͨΊのఏҊ
ᶉඪ४Խʹ४ڌして͍Δ͔
ᶊϧーϧʹ४ڌして͍Δ͔ɹ
ᶋোରԠཁ݅のఏҊ

1� ˙อकཁ݅

ᶃఆ期อक
ᶄอकのൣғʢճʣ� Քಇใࠂのൣғ
ᶅαーϏス時͕ؒ 2� 時ؒ ��� の߹のอक時ؒ
の֬อ͞Εて͍Δࣄ 
ᶆシステムのՔಇঢ়گΛใࠂすΔఆྫձ
ᶇڌのܭըఀిରԠのܭըఀࢭ用のྟ時システム

˕
ᶃอकํの֬ೝ
ᶄอकαΠΫϧの֬ೝ
ᶅอकཁ݅のఏҊ

1� Ҡ行 ˙Ҡ行ཁ݅

ᶃຊ൪Ҡ行ํ๏ɾସ͕໌֬ʹな て͍ͬΔࣄɹ
 ɾҰׅସຊՔಇ
 ɾॱ࣍ସຊՔಇ
 ɾฏ行Քಇ

˓

ᶃӨൣڹғの໌֬ԽのͨΊのݱ行システム
のใఏڙ
ᶄपํ๏ɺपઌのଥ当ੑの֬ೝ
ᶅҠ行ɾସの֬ೝ
ᶆҠ行ํ๏の֬ೝ
ᶇӨൣڹғの֬ೝ
ᶈҠ行ཁ݅のఏҊ

1� ࠪ ˙෦౷制ɺシステムࠪ
ཁ݅ɹɹɹɹɹ ᶃシステムূΛग़ྗすΔ ˓

ᶃྨࣅシステムのシステムূऔಘํ๏
ᶄ֤छೝূ運用の֬ೝ
ᶅඞཁࢿྉの֬ೝ
ᶆύッέージのબఆɺ֤छೝূࢿྉ
ᶇ෦౷制ཁ݅のఏҊ

1� ߹ҙ ˙ཁ݅ఆٛの߹ҙ ᶃཁ݅ఆٛのશ߲Λ߹ҙすΔ ˓

ᶃڭҭ � Ҿܭܧըの֬ೝͱमਖ਼
ᶄڭҭ � Ҿܧスέジϡーϧの֬ೝͱमਖ਼
ᶅڭҭ � Ҿࢿܧྉの֬ೝͱमਖ਼
ᶆڭҭ � Ҿڥܧの構築ͱ֬ೝ

表 2.3 － 1　ʮ運用ऀ͕اըɾ要݅ఆٛఔͰ確ೝ͢る߲ʯ（2�2）
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2.3ɹ্ྲྀఔでのӡ༻෦の関༩に関する（3)）܇ڭ

さらに、運用者が企画・要件定義に参加するときの心構えを以下にまとめた。

1：運用者は経営戦略、情報システム戦略を十分理解すること（企画）
　 　システム要件を確定し開発・運用を進めるにあたり「オーナーが真にシステムに求めているものは
何か？」「なぜそのようなシステムが必要なのか？」を理解することが重要である。その根底・背景
には必ず企業の経営戦略や情報戦略が存在する。

2：運用者はプロジェクト企画書の作成段階から企画・要件定義者へのサポートを行うこと
 （企画）
　プロジェクト企画書は企画・要件定義者のみで作成するものと決めつけてはならない。
　 　運用者はプロジェクト企画書を企画・要件定義者や経営から直接説明を受け、適宜質問を行い、
意見具申し、その内容を十分理解しながら適切なサポートを行わなければならない。

3：運用者は運用方針／運用要件を定義すること（要件定義）
　 　運用者は、運用方針／運用要件を「自分の言葉で」提案しなければならない。要件定義に運用
要件が盛り込まれていないケースは多く見受けられる。開発者は、業務の要件定義には慣れている
が、運用にかかわる要件定義は不得意である。企画・要件定義者も要求が曖昧になりやすい。

また、運用者が社外中心となっている場合は社外の運用者の意見を求めることも必要である。

効果
運用者が要件定義に参加することで、運用要件の漏れに起因する障害の多くが解決できる。

教訓
システムは運用されてこそ、その価値を生み出すものであり、システムの企画、要件定義段階にお
いて、無駄のない運用ができるような運用設計が大変重要である。このためには、企画・要件定義
作業へ運用者が参加して確認する項目や作業を「見える化」することが重要である。
また、運用者は、要件を十分に説明できていない場合も多いので、開発するものは自分のシステム

であることを自覚して、積極的に要件をだす必要がある。
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2.4ɹ障害ൃੜ࣌࿈བྷのใڞ༗に関する（4)）܇ڭ

2.4 障害発ੜ࣌࿈བྷのใڞ༗に関する教訓（(4）

ӡ用ऀはগしでも気になったࣄは์ஔせͣڞ༗し、
と͜とんٻすし

教訓
(4

問題
A社のシステムが数時間停止し、また対応が遅れたため、公表も遅れた。
同社のオンラインサービスを提供するシステムは現用・待機ノードによる二重化冗長構成を採ってお

り、現用ノードが故障すると、自動的に待機ノードに切り替わる仕組みとなっていた。また、同システ
ムの運用は子会社に委託され、運用子会社の担当者はシステムの異常を検出すると診断メッセージを
出力して保守ベンダに解析を依頼し、その解析結果を本社の運用部門に伝え、本社運用部門では重
大な状況の場合にのみ経営層（CIO）に報告する手順となっており、このような運用手順がマニュアル
に記載されていた。
ある日の夜間バッチ処理中に 1台の現用ノードでメモリコントローラの障害が発生し、監視端末に

エラーを示すメッセージが表示された。
運用子会社の担当者は「障害診断ツール」を使い、診断レポートを出力し、保守ベンダの SEに対

し、電話と電子メールで診断レポートの内容を報告した（図 2.4－1①）。
保守ベンダの SEは診断レポートの内容を見て、待機ノードが正常に稼働していると判断し、運用
子会社の責任者に切替え処理が成功しているとの見解を伝えた（図 2.4－1②）。
運用部門の統括責任者は「当日の業務への影響はない」と判断し、処理が切り替わっていると誤認

したまま障害対応を完了
し、経営陣への報告を
行わなかった（図 2.4－1

③）。
運用部門が経営陣

（CIO）へ報告すべきだと
判断したのは、翌日未明
の業務で一部の情報が
配信できないことが判明
してからだった。CIOに
連絡が取れたのは翌日
朝で、午前中のオンライ
ンサービスは停止となっ
た（図 2.4－1④）。

図 2.4 － 1　障害の経緯

㐠⏝Ꮚ社 ಖᏲ࣋ンࢲ㐠⏝㒊㛛

CIO

障害ᡲዂ

ᛦ௹対応
ኽௐإԓ

ԓإ

Ṟ障害ᚮૺールの
ᚮૺἾἯーἚのϋ容をᩓᛅể
ᩓ܇ἳールỂ̬ܣἫὅἒにإԓ

ṟᚮૺἾἯーἚを誤ᛐẲ、Џஆえầ
ыẲềẟるểׅሉ

Ṡ業務への影響ỊなẟểЙૺẲ
障害対応をܦʕ

ṡ業務システムのီࠝầ
Йଢ後、ᾒᾘᾞにᡲዂ
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2.4ɹ障害ൃੜ࣌࿈བྷのใڞ༗に関する（4)）܇ڭ

原因
今回の問題の直接の原因はメモリコントローラの障害が発生したことである。
これに続いて、以下のヒューマンエラーによるミスが発生した。
①保守ベンダの SEが診断レポートを誤認した。

実際には、待機ノードが処理を引き取って継続するには、現用ノードが処理不能だと表明し、
“バトン”が渡される必要があった。運用子会社の担当者は診断レポートの内容から「現用ノード
は死にかけているが、待機ノードにバトンが渡っていない」らしき状況に気づいていたが、保守ベ
ンダの SEにそのことを連絡せず、保守ベンダの SEは現用ノードからバトンが渡っていると誤認し
運用子会社の責任者に報告した。

②運用部門が主体的にシステムの状態を確認せず、運用子会社からの報告で問題なしと判断した。
③運用部門が経営陣に適切な報告を怠り、業務の対応の遅れにつながった。

さらに調べると、ミスが発生した根本原因は以下であることがわかった。
④  運用子会社の担当者と保守ベンダの SEは、マニュアル通りに作業したが、それに加えて運用子会
社の担当者は、現場での異常を察知したときには、その情報を保守ベンダの SEや運用子会社の
責任者に伝達した上で協議すべきであった。
運用子会社には、オペレーションしている人も疑問に思ったら相談するという「顧客視点」でシ

ステムを捉える考え方が欠けていた。

対策
A社は障害発生時の緊急態勢・運用手順を以下のように整備し再発防止策とした。
最も重視した再発防止策は、
①「運用担当者が現場での異常を察知したときには、状況判断できる運用部門の社員にその情報を
連絡して協議する態勢を作る」ことをオペレーションマニュアルに明記する。

ということである。
あわせて以下のような再発防止策も実施した。
②障害対応を体制面で改善して強化する。
・事象として障害と断定できない場合でも障害の可能性がある場合は、早期に上位役職者へ報告
するルールを追加作成する。
・状況判断できる運用部門の社員（プロパ）がセンターへ 24時間常駐する。

③確認手順及び確認項目を明確に定義する。
・速やかな復旧に向けた取り組みに変える。
・装置の停止有無（コンソールメッセージの伝達方法の改善）、業務影響、障害リスクを明確に定
義する。
・障害対応の確認項目を明確に定義する。
・障害対応時アクションリストに項目を追加する。
・エスカレーション管理台帳を整備する。
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2.4ɹ障害ൃੜ࣌࿈བྷのใڞ༗に関する（4)）܇ڭ

・保守ベンダの連絡ルールを改善する。
④  ハードウェアのハングアップなどで二重化の切替えが不確定な場合には、疑わしき要素を切り離す
仕組みを順次取り込む。（フェールソフト）

⑤必要な教育及び訓練を実施する。

効果
今回の対応後にも障害が発生しているが、報告ルールの整備などの再発防止策により、利用者に
影響を及ぼす重大障害につながらずに対応できている。

教訓
運用現場ではあらかじめ想定できないようなことが起こるので、運用担当者が現場での異常を察知

したときには、状況判断できる運用部門の社員にその情報を連絡して協議するような仕組みを考えて
おくべきである。
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2.5 ॲཧྔ༧ଌに関する教訓（(5）ۀಉར用システムのڞ

サービスの֦େ期にはۀの処理ྔについて
特に入念な予ଌを実施すし

教訓
(5

問題
Xシステムは業界共同システムで、稼働後 1年が経過し、業界普及率がシステム稼働当初から 2倍
に増加する時期に差し掛かっていた。業務の特性上、Xシステムは年度末に処理が集中する傾向が
あるが、キャパシティ予測が不十分であったため、想定を大幅に上回る負荷がサーバにかかったこと
によりミドルウェアの潜在バグが発現し、システムダウンとなった。潜在バグの修正はすぐには対応で
きず、またキャパシティの増強も時間がかかるため、年度末、数日間にわたってシステムがダウン、あ
るいはレスポンスが極度に悪化する事態となり、運用上、大幅な利用制限を行わざるを得ず、業務が
著しく停滞した。重要な業務が停止したことにより、本システム障害による社会的影響は大きいものと
なった。

原因
本システムは、端末からのオンラインリクエストでバッチ処理を起動し、処理結果をオンラインで端
末に返す処理形態である。その概要と今回の障害の流れについて、図 2.5 ‒ 1に示す。
トランザクション量の予測が難しいケースに対しては、トランザクションの流量制御を行い、キャパ
シティ不足によるダウンを回避する等の工夫が必要である。しかし、このケースでは、アプリケーショ
ンサーバで流量制御を行っていたものの、負荷が重いバッチ型オンライン業務に含まれる1トランザク
ション当たりのデータ数が、予測よりはるかに多かった。本障害の直接原因は、DBサーバ内で SQL

処理のタイムアウトが多発し、それがミドルウェアのバグによるメモリリークを引き起こし、アプリケー
ションサーバがダウンしたことにある。これにより、処理の負荷は比較的軽いが、重要な業務である
通常オンライン業務も停止することとなった。なお、メモリリークを引き起こしたミドルウェアの潜在バ
グについては、後日修正された。



 31情報処理システム高信頼化教訓集（ＩＴサービス編）

Ψ
ό
φ
ϯ
ε
ʗ
Ϛ
ω
δ
ϝ
ϯ
τ
領
域
の
教
訓

�

2.5ɹڞಉར༻システムのۀॲཧྔ༧ଌに関する（5)）܇ڭ

原因を突き詰めていくと、障害の根本原因は、前もって行われた年度末のピーク時における処理件
数予測の誤りであるといえる。当該時期における業務別の予測と実績には、表 2.5 ‒ 1のような乖離
があった。

このような不十分な予測となった背景には、これが業界共同システムであり、利用各社が運営をベ
ンダ任せにして、自社のシステムの場合に行うような責任をもった予測を行っていなかったという背景
がある。通常オンライン業務についても、バッチ型オンライン業務についても、過去の利用実績を、

図 2.5 － 1　9システムの概要と障害の流れ
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業務の実態をよく知る者が深く分析した上で予測すれば、これほど乖離した予測となることはなかっ
た。

対策
このような事態を招いたのは、Xシステムをベンダに委託している利用各社が、運営をベンダ任せに

して、システムの運営に十分コミットメントした「かまえ＝態勢」を構築していなかったためである。（X

システムは開発から運用までをベンダに委託している）
その点を反省し、利用各社は「Xシステム運営協議会」（以下、運営協議会と呼ぶ）を作り、キャパ

シティ・プランニングを始め、重要なシステム変更やリリース等、委託する側が責任を持って決めるべ
き点を明確にし、運営協議会で決める態勢とした。また、利用各社とベンダとの個別契約にも、運営
協議会で決めるべき項目を明記した。

効果
利用各社の責任態勢を明確にし、利用各社とベンダがそれぞれの責任にもとづいて健全な緊張感
を持って対峙する態勢としたことにより、以降、業界への普及率が 9割を超えた現在に至るまで、シ
ステム障害は発生していない。
また、このシステム障害を契機に、利用各社がバックアップシステムの必要性を再認識することと

なった。そこで、運営協議会で議論の上、バックアップシステムを構築したことにより、更なる信頼性
の向上を実現した。さらに、「通常運用しないバックアップシステムはいざというときに稼働しない」と
いう経験則を踏まえ、一年に一回、訓練も兼ねて、バックアップサイトで本システムを運用している。

教訓
一部のトランザクション量の変動が激しい大規模なシステムを除けば、コスト等の観点から、コン
ピュータキャパシティの余裕を十分確保することは難しい。しかしながら、サービスの拡大期において
は、利用率が急増する場合がある。
このような場合には、業務の処理量についての入念な予測が重要である。業務をよく知る者を中心
とした態勢により、責任をもって予測することが必要である。
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2.6 ϛスɺルールҳのに関する教訓（(6）ۀ࡞

ϛスとϧーϧҳは、個人の問題でな͘、৫の問題！教訓ۀ࡞
(6

問題
A社システム部門は、多数のグループ会社及び関連会社が利用するグループウェア・サービスを運用し

ている。同サービスは、統合アカウント管理ツールとグループウェアとから構成されている。統合アカウ
ント管理ツールは、運用作業者が通常、ユーザの登録・削除等の運用操作を行うためのシステムである。
グループウェアは、利用者データベースを持ち、利用者データに対する操作が可能となっている。通常運
用作業者は、直接グループウェアのアカウント情報を直接操作してはならないルールである。
そのグループウェア・サービスの障害により、多数の利用者のデータ（送受信メール、スケジュール、
アドレス帳等）が消失してしまい、復旧するのに 2日間を費やした。
経緯は、以下の通りである。
・運用作業者が、統合アカウント管理ツールを使って、新規ユーザ（50名分）のユーザ登録作業を
実施したところ、ユーザの設定が誤っていることに気づいた（図 2.6 ‒ 1①）。
・再登録するために統合アカウント管理ツールを使い先に登録したユーザを削除しようとしたが、
削除できなかったため（図 2.6 ‒ 1②）、直接グループウェアサーバ上で登録したユーザ（50名分）
を削除しようとした（図 2.6 ‒ 1③）。
・ところが、誤って“全ユーザ削除”を実行してしまった（図 2.6 ‒ 1④）。
・すぐに気づき、実行処理を停止しようとしたが、できなかったため、グループウェアサーバを強制
再起動した（図 2.6 ‒ 1⑤）。

図 2.6 － 1　障害状況
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原因
直接原因は、運用作業者が運用ルールにない作業を行ったことによる。
作業者は、自分の判断でマニュアルに記載がない作業を不用意に行った結果、統合アカウント管
理ツールでアカウントの更新を行わなければならないのを、直接グループウェアサーバで作業をしたり
（図 2.6 ‒ 1 ‒ 原因①）、全ユーザを削除するボタンを押下して障害を発生させてしまったり（図 2.6 ‒ 1

‒原因②）、グループウェアサーバを強制再起動させたり（図 2.6 ‒ 1 ‒原因③）、障害を拡大させてし
まった。

根本原因は、システム部門作業者が作業に入れる状況にないにも関わらず、作業を行わせた組織
（システム部門）のマネジメントが働かなかったことである。
当時、グループウェア・サービスの移行スケジュールが立て込んでおり、今回のアカウント登録作業

もすぐに行わなければならない状況であった。そのため、組織（システム部門）の作業依頼者から作
業の緊急性が運用チームに伝えられていた。運用チームでは、教育、作業手順マニュアルの作成が追
いつかず、チーム内のスキルの共有化ができていなかった（作業の属人化）。そのため、作業は、不
慣れな作業者一人で行うことになった。作業中、チーム内ではお互い自分の作業に追われていたため、
作業者は、問題が出ても熟練者に聞くことができず、また、時間の制約による焦りがあった。そのた
め、早く作業を終わらせないと業務に影響が生じ、自分がその原因を作ってはいけないというプレッ
シャを感じていた作業者は、不具合が生じても、独断で作業を進めてしまった（図 2.6 ‒ 2）。

図 2.6 － 2　マネジϝントの問題͔ΒҾ͖起͜͞れた障害
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対策
再起動後、バックアップを使ってデータ復旧を行った。バックアップで復旧できないユーザについて
は、新規にユーザカウントを再作成し、受信メールのみ 3カ月前のメールアーカイブから復旧作業を行
なった。

システム部門は、マネジメントの観点から、作業ミスを減らし、ルール逸脱を無くする対策を行った。
作業ミス、ルール逸脱は、個人の問題とするのではなく、組織の問題と捉え、総合的な対策を立てる
こととした。以下、今回の事例を基に検討した対策案を述べる。このような行動をPDCAサイクルで
廻していく。

ᶃ �作ۀをड͚る場合、作ۀを実施した場合のリスクをੳして断ج準を作成し、ͦのج準
をクリアした্で作ۀ実施をܾ定するɻ
システム部門は、作業を受ける前に、自部門の作業者のスキルや稼働状況、及び作業の目的、
重要度、影響度を基に、作業を引き受けた場合のリスク分析を行い、作業実施の判断基準を設
定する。その場合、過去のヒヤリハット、障害記録なども参考にする。
例えば今回の事例では、以下のような判断基準を設定し確認していれば、障害を未然に防げた。
・作業マニュアルは、万全か。
・作業内容は、チーム内で共有化されているか（作業の属人化に陥っていないか）。
・作業者は、作業中に疑問が生じたときの対応が取れるようになっているか。
当然、このような判断基準がクリアできない場合は、対策を立てる。また、作業依頼部門に
作業実施の再スケジュールを依頼することも必要になるので、作業依頼部門とも十分話し合って
おく必要がある。

ᶄ作ۀ実施時にルールを逸しない作نۀ定を作るɻ
システム部門は、作業実施時にルールを逸脱しないような方策を立て、それをチーム内作業者

と常に改善していくプロセスを実施する。今回の事例では、以下のような対策を実施していれば、
障害の拡大を防ぐことができた。
・ 作業のオペミスを防ぐため、作業は 2名体制（実施者、確認者）で行い、手順書に書かれ
た作業以外は、作業者の判断では、絶対に行わない。また、作業記録をとり、作業実施
ログを保存する。

・ 手順書と違う状態が発生した時点で作業を止め、上位者へ報告し、組織として判断、対応
する。インシデント管理（障害記録の作成）を実施する。

・ 作業ミスを減らすためのシステムの改善点があれば実施する。今回の場合は、重要コマン
ドは、簡単に投入できない様に権限を設定する改善を行う。
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効果
組織としての対策を総合的に行うことで、作業ミスを減らし、ルール逸脱を無くすことができ、シス

テム障害を減らすことができる。

教訓
作業ミスとルール逸脱は、個人の問題にするのではなく、組織として取組むことが重要である。
組織、職場（チーム）、個人が受けるプレッシャによって誘発される作業ミス、ルール逸脱は、組
織内、職場（チーム）内の問題として取組むことによって減らすことができる。それには、組織内、職
場（チーム）内の体制作り、ルール策定、システムによる防御対策を常に PDCAサイクルで回しなが
ら改善を行う。
また、日ごろからの組織内、職場（チーム）内のコミュニケーションが重要な事は言うまでもない。
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2.7 クϥυαーϏスར用࣌の障害対応ମ制に関する教訓（(7）

Ϋϥυऀۀࣄと利用ऀが連携した౷制がとΕた
トϥϒϧ対応ମ制をඋすし

教訓
(7

問題
A社はオンラインによる情報登録及び情報照会の基幹業務システムを当初はオンプレミスで運用し
ていたが、運用コストの削減を目的に複数企業間の共同利用を進める方針となり、B社が提供するク
ラウドサービスに移行した。同時期に共同利用に移行するのは他にD社があり、類似のビジネスを
行っていた。B社が提供するシステムは、業務システム用のサーバと負荷分散装置に分かれている。
業務システムのサーバだけでなく、負荷分散装置も仮想化されており、その一つの論理区画をＡ社は
利用していた。（図 2.7 ‒ 1）
ある日、オンライン開始時からこのシステムに障害が発生してまる1日業務が停止した。基幹オンラ

インシステムが端末から起動できず、すべての窓口でデータベースの更新をともなう処理の受付けがで
きなかった（図 2.7 ‒ 1①）。
なお、A社があらかじめ用意していたクラウド外の「障害時バックアップシステム」に切り替わり、
データ照会処理はできたので、データの更新をともなわないサービスのみを実施した（図 2.7 ‒ 1②）。

B社は障害個所の特定に時間を要し、また A社は各方面への説明対応に追われたこともあり、障
害個所が判明したのは 16：00であった。既に業務終了時間が近づいていたためオンラインは終日停
止、障害復旧作業はその後実施となった。

図 2.7 － 1　システム概要
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原因
直接の原因は、C社製負荷分散装置の sodプロセスのメモリ資源が時間とともに増加するという既

知の不具合であった。
単なる負荷分散装置の障害にも関わらず、その解決と業務の再開に多大の時間を要し丸一日間オン
ラインサービスが停止することとなった原因は、以下のとおりである。
・通信路の疎通状況を確認する pingが通ったことから、B社はシステムの運用に問題ないと誤認
した。
・初めのうちはアプリケーションサーバや専用線の問題と誤認し調査を行っていた。B社の自社製
品ではない C社製負荷分散装置の障害調査は後回しにした。
・負荷分散装置は D社と共用しており、再起動等の対処によるD社サービスへの影響が不明のた
め、A社の了解のもと対処を業務終了後まで先送りすることとした。

根本原因は以下のとおりである。
1.運用時のトラブル対応体制が決まっていなかった。
・障害調査を進め、一体となって協力して進めていく体制ができていなかった。B社の SEは A

社に常駐していたが、トラブル管理体制が明確化されていないので、報告、連絡、相談がうま
く回らなかった。

2.  A社は B社と役割分担やサービスレベルが不明確な運用委託契約のままサービスを開始してい
た。

3.  B社に C社製負荷分散装置の専門家が不在で、社外の製品のため障害情報の入手もしづらく、
障害やパッチの情報をタイムリーに入手していなかった。

対策
再発防止策は以下のとおりである。
1.トラブル対応の体制の強化
トラブル対応体制を明確化し障害発生時の報告、連絡、相談を行う。
（ 考慮すべきこととして、ユーザは、対応をベンダ任せにせず積極的に働きかける。 
ベンダは、ユーザに対する状況報告を密に行う）
トラブル発生時はユーザとベンダを TV会議で結び、ユーザとベンダが密接に協力して対応する
などを検討する。

2.適切な契約でサービスのレベルの定義を行い、責任分界点を明確にする。
3.ベンダは関係する各サードパーティ業者とトラブル対応体制を確立し、障害時の連携を適確に行
う
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効果
クラウドサービスにおいても役割や責任が明確となり、障害発生時のエスカレーションや対応を迅
速に行うことができる。

教訓
ユーザはクラウド型システムの障害発生に備えて、クラウド事業者と連携した統制がとれたトラブル

対応体制の整備が必要である。特にユーザはベンダに対して、役割分担や契約などのやるべきことを
はっきりと要求し、厳しく緊張感を持って対応すべきである。これによりシステムの信頼性が向上する
だけでなく、両者がお互いに成長することができる。

参考資料）
クラウド適用のガイドラインについて *

特定非営利活動法人 ASP・SaaS・IoT クラウド コンソーシアム（ASPIC）
ASPICが取組んできたガイドライン・指針等

* http://www.aspicjapan.org/information/guideline/index.html
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2.8 ༗に関する教訓（(8）ڞಉར用システムのར用ऀؒใڞ

、ಉ利用システムではڞ
ඇ常時対応をؚΊて利用ऀ間の情報ڞ༗をਤる͜と

教訓
(8

問題
教訓 G7と同じ事例である。本教訓で特筆すべきこととしては以下があげられる。
A社とD社は、あらかじめ協議を行い、運用コスト削減という目的が一致したことからシステムを共
同利用することとした。

B社は負荷分散装置のあるファームウェア処理に原因があることをほぼ特定し、再起動により回復
することが見込まれた。しかし、この負荷分散装置は仮想化され、複数の利用者用にそれぞれ論理
区画が設定されていた。そして、A社の論理区画を再起動した場合の共同利用している他企業 D社
のオンライン業務に影響する可能性を明確に排除できなかった。よって、A社の判断により、D社の
オンライン業務が終了する時間まで障害対処を見送ることとなった。また、これらの状況は D社には
全く伝えられていなかった。

原因
直接の原因は、C社製負荷分散装置の sodプロセスのメモリ資源が時間とともに増加するという既

知の不具合であった。
単なる負荷分散装置の障害にも関わらず、その解決と業務の再開に多大の時間を要し丸一日間オン
ラインサービスが停止することとなった原因は、以下のとおりである。
・負荷分散装置は D社と共用しており、再起動等の対処によるD社サービスへの影響が不明のた
め、A社の了解のもと対処を業務終了後まで先送りすることとした。
根本原因は以下のとおりである。
B社においては、共同利用サービスで使用する負荷分散装置等の共用機器に障害が発生した場合
の復旧について、利用者への影響範囲の明確化を含めた手順が整備されていなかった。また、利用
者との間でも、障害復旧に関する合意ができていなかった。したがって、D社に連絡するとともに A

社の論理区画を再起動するという、迅速な復旧のための対処が出来なかった。
一方、A社は、障害発生時には、システムをD社と共同利用していることは認識していたが、トラ

ブル発生時等の情報共有のための利用者間の連絡体制は確立されていなかった。
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対策
対策は以下である。
再発防止策）
・障害復旧時の関係者（サービスの共同利用者である A社とD社、事業者であるB社）の役割
分担や、システムにおけるコンポーネント（各種機器（ハード・ソフト）、データ）ごとの回復措置
の利用者業務への影響範囲を明確化する（表 2.8 ‒ 1）。特に、障害発生時に停止／再起動する
単位と、その停止により影響を受ける利用者の範囲を事前に整理・明確化する。
・B社は、システムを停止／再起動させる場合についての条件や手順、責任等に関する取決めを

SLAで定義し、共同利用各社と合意する。
・共同利用者間の情報共有の強化を行う。基本的にこれはサービス事業者の役割であるが、共同
利用サービスでは、共同利用者間の日常の情報共有を行うとともに、非常時の緊急連絡体制等
を定めておくことが望ましい。

表 2.8 － 1　ίンポーネント（ࠓճのࣄ例）

ϋーυΣΞ ෛՙࢄஔɺωッτϫーΫ機ثɺαーόʢΞϓϦέーショϯɼ%#ɼ8FCʣ

ϛυϧΣΞ ԾԽ 04ɼήスτ 04ɼ0-51ʢΦϯϥΠϯج൫ιϑτΣΞʣなͲ

ΞϓϦέーショϯ ΞϓϦέーショϯۀ

σーλ σーλϕースɼҰൠϑΝΠϧ

効果
障害発生時に、障害対応と再起動のための他社のオンライン業務の一時停止の協力等が得られる
ので、早急なシステムの復旧と業務継続が可能となる。

教訓
共同利用システムでは、利用者は通常はシステムの内容は理解していないので、障害が発生しても
サービス事業者に頼るしかない。しかし、障害により困るのは業務サービスを利用するサービス利用
者、エンドユーザなので、もしもの場合に備え、影響範囲等の制約条件を含む障害復旧手順を明確
にするとともに、共同利用者間での情報共有を図ることが必要である。
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2.9 ඇৗ࣌ସࣄマニュアルに関する教訓（(9）

システム利用不可時の手ۀ࡞によるସۀϚχϡΞϧを
うしߦし定期తな訓࿅を࡞

教訓
(9

問題
教訓 G7と同じ事例である。本教訓で特筆すべきこととしては以下があげられる。
・あらかじめ用意された障害時バックアップシステムがサポートする参照系業務については、基幹
業務システムと同じオンラインマニュアルが整備されており、それを利用して業務を遂行できた。
・業務窓口は、登録系業務の処理の対応手順がわからなかったため　顧客の登録・変更申請に
対応できなかった。結果として、窓口に来た顧客に帰って頂く対応となった。

原因
直接の原因は、C社製負荷分散装置の sodプロセスのメモリ資源が時間とともに増加するという既

知の不具合であった。
しかし、単なる負荷分散装置の障害にも関わらず、顧客の登録・変更申請に対応できず、結果とし

て、窓口に来た顧客に帰っていただくことになった。
根本原因は以下のとおりである。
基幹業務システムを利用する各業務では、今まで障害が発生したことがほとんどなかったこともあ
り、システムが使えないと業務遂行はお手上げの状態であった。基幹業務システムが利用できない場
合の事務マニュアルはなく、業務部門とシステム部門の対策検討もされていなかった。

対策
A社では、今回の障害を契機に、従来の災害対応中心の IT-BCPをシステム障害対応にも拡張し、
再発防止策を検討中である。内容としては、業務部門とシステム部門が協力してシステムの障害の規
模に合わせた手作業による事務処理マニュアルの作成を行うことと、そのマニュアルに沿った訓練を
定期的に実施することである。

効果
ITシステムが使えない状態になった場合でも、手作業での対応など、顧客に多大な迷惑をかけな
いような業務継続が可能となる（登録・変更申請などを、窓口で一旦受付・手書き作成して、後日オン
ライン登録し郵送するなど）。
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教訓
最近は業務処理をほとんどシステムに依存しているため、業務部門・システム部門ともにシステムが
動かないと業務処理が全くできないと考えてしまう傾向がある。顧客視点で考え、様 な々場面を想定
した上で、システム利用不可時の手作業による代替業務マニュアルを作成するとともに、定期的な訓
練を行う必要がある。
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2.10 システム動࡞の͍ٙٛ߹Θ͕ͤあͬͨ߹の対応に関する教訓（(10）

からのٙ義問い合Θせはࣗࣾシステムに問題が発生ऀؔ
している͜とを前提に対処すし！

教訓
(10

問題
A社は 24時間 365日コールセンター受付システムを運用している。コールは会員からの作業員派遣要
請が主でその内容により最寄りのサービス拠点から現場に駆け付けて対処するものであり、1日のコール
数は平均約 3,000件／日である。本システムは全面的なシステム更改実施後 1カ月あまりを経過していた。
ある日の午後、電話コールの一部が着信後に即切断されてしまう事象が発生していた。当初オペ

レータはいわゆるワンギリ（着信後、発信側から通話せずに切断するイタズラ電話）が通常時でもたま
にあることから気にしていなかったが、コールを受けて現場に駆け付けた作業員がコールセンターに
連絡をとろうとして、電話したところ通話がすぐに途切れる現象に気づき申告したことで異常に気づい
た。また、ある通信回線事業者からコールの接続異常が時々発生しているが問題はないかと問い合
わせがあったが、他の通信回線事業者に確認したところ異常は見受けられないとの回答だったため、
問い合わせのあった通信回線事業者側の問題ではないかと回答していた。この事象はシステムを交代
系装置に切り替えて復旧するまで約 4時間近く続いており、この時間帯でのコールは約 500件でその
うち 50件程度が正常に受信できていなかったことが判明した。

A社のコールセンター受付システムの概要構成は以下のようになっている。（図 2.10 ‒ 1）
・一般固定電話、携帯電話等の各回線種別との発着信通話用の回線収容基板を複数個装備
・通話は電話機からの発信により、通信回線事業者からコールセンターの複数の端末装置に呼出
信号が着信し、1台
が受話器を取ること
で応答信号が発信
側に届くことで通話
が確立
・回線状態の正常確
認のために端末装
置側からすべての回
線に向けてコールす
る回線テストを 1日
2回実施

図 2.10 － 1　ίールηンλーड付システムの構成概要
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原因
A社のコールセンターへのアクセスは携帯電話からの利用割合が増えていたため、コールセンター
受付システムの回線収容基板内の一般固定電話回線用モジュールを削減し、携帯電話回線用モジュー
ルを増やすこととし、通信回線事業者と連携して変更作業を実施した。しかし、回線テスト用の回線
管理テーブルの変更も合わせて実施する必要があったが、作業が漏れたため、廃止した一般固定電
話回線に対して継続して回線テストのコールが端末装置から発信されていた。
廃止した一般固定電話回線向け回線テストの呼出信号がシステム内で送出できず、送信待ちとなっ
て回線収容基板の回線共通バッファ内に滞留していった。この回線共通バッファは回線収容基板を経
由するすべての発信通話データの一時待機用に使われるものであり、バッファの空きがなくなると通
話データの送出が出来なくなる。今回、回線テスト用の通話データが滞留し続けて、構成変更実施後
約 3週間で回線共通バッファがオーバフローしたため利用者からのコールの呼出信号に対する応答信
号も送出不可となり、この回線収容基板を経由した通話は確立できずにキャリア側から切断される状
況となった。
障害状況を図 2.10 ‒ 2に示す。

異常となった回線収容基板１を経由しない場合は正常に通話ができていたため、システムの障害と
認識するまでに時間がかかった。システム障害と認識した後は、緊急対策として交代系システムに切り
替えて復旧させた。なお、通話中に交代系に切り替えても通話状態は利用者にとって違和感なく継続
されることは仕様に盛り込まれており、テストで動作確認済みであった。
問題はシステム障害状態となってから正常に復旧するまでに約 4時間が経過していたことであり、
派遣要請した利用者は何回かのコール即切断を繰り返し、暫くしないと接続できない状況が続いたこ
とにある。

図 2.10 － 2　ίールηンλーड付システムの障害状況
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対策
本システム障害事例でとられた対策を以下に記す。
ᶃ直接原因と෮旧ા置

コールセンターに着信後即切断される直接の原因はデジタル PBXの回線収容基板の回線共通
バッファがオーバフローしたためであり、そもそもこのバッファは発信電文の送出待ち待機用で
あることから想定外の事象であった。A社はこのデジタル PBXを交代系に切り替えることを決
定し手動で切替え運用が実施され、オーバフロー状況がなくなり、正常状態に復帰した。また、
回線テスト用の回線管理テーブルの変更を実施するとともに、当面の再発防止のために、回線テ
スト運用を停止する運用措置もとった。

ᶄ作ۀ࿙れの対策
オーバフローとなった原因は一般固定電話回線の一部廃止保守作業時に、回線テストの設定
も合わせて変更する必要があったが漏れたことである。ベンダは設定変更作業等で使用する保
守運用マニュアルの全面的な点検を行い、作業漏れがないよう改善を実施した。

ᶅ障害ঢ়ଶ検の対策
障害状況を検知できなかったシステムの問題に対しては、ベンダは未送出電文がバッファに蓄

積された場合、蓄積件数にしきい値を設定しオーバしたタイミングで監視コンソールにアラート
を表示するようシステムの改善を検討している。

ᶆ௨৴ճઢ事ऀۀかΒのҟৗਃࠂの対策
今回、ある通信回線事業者から接続異常が発生しているという申告があり、他の通信回線事
業者に同様の事象が発生しているか確認を行っているが、発生していないとの回答であったた
め自システムの問題と気づかなかった。実際には他の通信回線事業者でも発生していたと思わ
れる。A社は複数の通信回線事業者との緊急連絡体制と問い合わせ手順を整備しコミュニケー
ションの精度の向上を図ることとした。

ᶇަ系の切ସ断
自システムの障害と切り分けたが、ベンダは原因調査に手間取っていた。A社にとってサービ
ス継続が最優先であり、交代系への切替による復旧の可能性があることから強制切替を決断し
た。これにより、サービスは復旧することが出来た。このことから、障害対策運用マニュアルを
原因調査より復旧作業を最優先するよう改訂した。
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効果
対策による効果を以下に記す。
①の対策により、同様のシステム障害は再発していない。②から⑤の対策では万が一発生した場
合の速やかな検知とサービス継続を維持する効果が期待できる。

教訓
本事例からの教訓はいくつかあるが、障害復旧まで長時間かかった要因のひとつは通信回線事業
者からの疑義の問い合わせがあったにもかかわらず、システム障害と認識できなかったことである。
システム障害と認識できていれば、早期の交代系への切替判断がなされシステムは復旧していたと
思われる。
連携のある他のシステム事業者からの問い合わせに対し自システムの問題を優先して調査確認し、
障害事象を確認したら速やかに復旧運用を優先して実施しサービスを継続することが肝要である。
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2.11 システムの運用ɾอकに関する教訓（(11）

システムの重ཁに応͡て
ӡ用ɾ保कのମ制ɾۀ࡞にೱ୶をつけるし

教訓
(11

問題
A社の社内ワークフローシステムに障害が発生し、連携している顧客向けサービスが終日全面停止

した。障害発生後、システム関係者が集まったものの、状況を把握できず、障害個所の特定に多くの
時間が掛かった。途中、様 な々リカバリ手順を実施したが、なかなか復旧せず、システム停止時間は
長時間に及んだ。
本ワークフローシステムの構成図（概要）を以下の図 2.11 ‒ 1に示す。また、図中には障害発生時の
状況を順番に番号で示している。

物理的なサーバ装置は、稼働系と待機系の 2台にて構成されている。なお、この 2台の物理的な
サーバ装置内を入出力制御機能にて論理区画分割することで、複数の論理サーバとして機能させてい
る。

図 2.11 － 1　システム構成図（概要）
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また、ディスク装置は 2台あり、こちらも二重化されている。各ディスク装置は 4つのディスクグルー
プ（以下、Array）によって構成されており、それぞれ RAID59で構成されている。1つのArrayに障
害が発生した場合には、当該 Arrayを切り離して稼働を継続する。また、一方のディスク装置全体に
障害が発生した際には、当該ディスク装置を切り離して稼働を継続する構成としている。

原因
（直接原因）
本障害の直接の原因は、以下の 3点であった。ここでは、システムが停止した原因と、復旧に時間

が掛かった原因に分けて記載する。

○システムが停止した原因
・DDM（Disk Drive Module）のハード故障
ディスク装置 1号機の Array#2において、ほぼ同時刻に 2台のDDMが故障した（図 2.11 ‒ 1

①）。RAID5の仕様により、Array#2は稼働を停止した。
なお、今回障害が発生した 2つのDDMのうち 1つは、DDMが自己診断機能で異常を検知し、

物理的には機能を継続できる状態であるにも関わらず、製品仕様により自ら機能を停止していた。
・入出力制御機能の不具合
停止した Array#2を切り離す過程で、入出力制御機能の製品不具合により、稼働系サーバがハ

ングアップした（図 2.11－1②、③）。稼働系サーバがハングアップした場合、待機系サーバに自動
的に切り替わる仕様となっているが、切り替わらなかった。

○復旧に時間が掛かった原因
・ミラーリング 10の誤設定
ディスク装置 1号機をシステム全体から切り離すことで、稼働系サーバのハングアップを解消しよ

うと試みたが、成功しなかった（ディスク装置の切離し自体は成功した）（図 2.11 ‒ 1④）。次に、
稼働系サーバの強制シャットダウンにより、待機系サーバへの切替えを実施したところ、他のサー
バは立ち上がったものの、ワークフローサーバだけが立ち上がらなかった（図 2.11 ‒ 1⑤、⑥）。
これは、結果的にはディスク装置 1号機と 2号機間のミラーリングが誤って設定されていたことに

より、ワークフローサーバの稼働に必要なファイルの一部が、ディスク装置 2号機上に存在しなかっ
たからである。しかし、この原因究明に辿り着くまでに多くの時間を要したため、復旧に時間が掛
かってしまった。

（根本原因）
○システムが停止した原因

9 データ及びパリティを複数のハードディスクに分散することで、信頼性を向上させる技術。
10 複数台のハードディスクに、同時に同じ内容を書き込むこと。
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・入出力制御機能については、当該製品の不具合について販売元のベンダも認識しており、他社に
は修正プログラムが提供されていた（他社でも障害が発生していたため）。A社は、重大な修正プロ
グラムについては、ベンダから報告を受けることとしていたが、他社で発生していた障害は影響が
大きいものではないと判断されたため、ベンダから A社には修正プログラムの情報が伝わっていな
かった。

○復旧に時間が掛かった原因
・ミラーリングの誤設定については、システムの構築時は正しくミラーリングがなされていたものの、
その後の運用保守会社（以下、B社とする）による保守作業において、誤ったミラーリングの設定
がなされていた。当該保守作業では当日の作業指示書を作成していたが、記載に誤りがあった。
作業指示書は、上位役職者（現場管理者レベル）のチェックを受けるルールとなっており、ルールど
おりチェックを受けていたが、上位役職者も誤りを検知することはできなかった。
・障害発生時に関係者が集まったとき、それぞれのチームが独自の資料を持ち寄ってきて、共通した
資料（システム構成図など）を持ち合わせていなかった。それに加え、障害発生時の対応マニュア
ル等が十分整備されていなかったため、全員で意思疎通を図るのに多くの時間を要した。

対策
本障害に対する再発防止策として、以下の対策を実施した。

○ DDM保守運用の改善
・DDMの停止を極力低減させる観点から、DDMが自己診断機能で異常を検知した後、自ら機能を
停止する条件が見直された DDMの制御プログラムの適用を実施した。
・DDMのハード障害率そのものを低減させていく観点からも、DDMについてはベンダとともに品質
評価を毎月実施し、相対的に障害率の高いDDM製造ベンダや、製造ロットのものについては継
続的に予防交換を行うこととした。
○システムの重要度に応じた修正プログラム適用ルールの見直し
・ベンダが A社へ報告・連携する修正プログラムを選定する際に、これまでは他社での障害における
影響の大きさが要否の重要な判断基準となっていた。今後はこうした基準に加え、システムの重要
度に応じて、修正プログラムの適用範囲を拡大することとした。システムの冗長化に関する修正プロ
グラムについては、より幅広く抽出するよう見直しを実施した。
○システムの重要度に応じた保守作業におけるチェック体制の見直し
・B社における上位役職者（現場管理者レベル）によるチェックだけでは誤りを検知できなかったこと
を踏まえ、システムの重要度に応じて、（B社の）上長レベル等による二重のチェックを行う体制に
変更した。また、これをルールとして定め、作業マニュアルに明記した。

A社では特に、復旧に多くの時間が掛かり、顧客への影響が大きくなってしまったことに注目し、
以下の対策を実施した。
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○システムの重要度に応じたシステム保守における運用面、体制面の見直し
・障害対応メンバ間の意思疎通がしやすいよう、システム共通の資料を準備し、障害対応の迅速化
を図ることとした。なお、この資料には、全面障害が発生した場合にまず確認すべきポイント等も
記載されている。
・本番システム稼働後、障害発生時に待機系システムに問題なく切り替わるかどうかを確認するため
の、実機を使ったシステム障害訓練・テストを行うこととした。今回のミラーリング設定の不備も、
実際に実機でテストを行っていれば検知することができたと考えられる。
・実機を使った訓練・テストに加え、システムのベンダと協業して作成した障害発生のシナリオに基づ
き、机上での障害対策演習を行うこととした。
・システム障害発生時に、組織内で適切に情報の共有を行うため、システム障害の対策本部を新規
に立ち上げた。この組織には、システム企画部門、リスク管理部門、広報部門等の責任者がメンバ
として参画している。

効果
上記対策を行ったことにより、当該ワークフローシステムを含め、A社においてはその後、重大トラ
ブルは発生していない。

教訓
ここでは、復旧に時間が掛かってしまったことを重大な問題と考え、その主たる原因について、改
めて考える。
前述の根本原因では、保守作業の内容について、ルールどおりチェックを受けていたにもかかわら
ず、誤りを発見できなかったことをあげたが、A社ではシステムによらず、一律にこのチェックのルール
を適用していた。また、修正プログラムの適用範囲もシステムによらず一律であったことを考慮すると、
一番のポイントは、「システムの重要度に優先順位を付けていなかった」ことにあると言える。

A社ではその後、基幹システムを中心に、顧客への影響の有無、影響の範囲、推定される損害額
など、システムの重要度に応じてランク付けを行い、そのランクに応じてシステム保守対応を行うこと
にした。このランク付けに基づき、重要なシステムに対して実機を使った障害訓練を定期的に実施し
たり、修正プログラムを優先して適用したりすることとした。
以上から、今回の障害に横串を通して得られる教訓は、「システムの重要度に応じて運用・保守の

体制・作業に濃淡をつけるべし」となる。
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2.12 ΩϟパシテΟཧのマネジϝϯトに関する教訓（その1）（(12）

ΩϟパシテΟ理は、ۀ部とシステム部のパートφー
シッϓをڧ化するとともに、理߲としきい値を設定し
て1%$"サΠΫϧをまΘすし

教訓
(12

問題
A社のシステムはサービスの継続を優先する、データ非同期送受信（メッセージ交換型）のオンライ

ンシステムである。このシステムの処理データ量には、図 2.12 ‒ 1のように以前から全体的な取引量の
増加にともなう緩やかな増加の他に、突発的な事象による急増がみられた。
このA社のシステムにある日、処理能力（キャパシティ）を越えた注文が殺到し、サービスの時間
が短縮となった。

図 2.12 － 1　日୯Ґの処理σーλྔ

原因
近年はコンピュータでの取引が進み、処理件数の変化が激しい。全体的なデータ量の増加に加え
て、想定を超える突発的な事象によるデータ量の急増が起こり、それに対応できずにサービスが停止
してしまうこともある。データ量の急増に対応できない主な原因としては、業務部門とシステム部門と
のキャパシティの合意形成やキャパシティの管理方法が明確でないことがあげられる。ここでは、こ
の問題に対するある企業での対策（ベストプラクティス）を紹介する。
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2.12ɹΩϟύシテΟཧのマネジメントに関する܇ڭ（ͦの1）（(12）

対策
実施した対策は以下の通りである。

①  キャパシティ管理については、システムごとに責任を持つ業務部門を決め、適材適所で役割分担
し、コミュニケーションをとる協力体制を作る。

　（ア）業務部門がオーナーとなり、業務量とキャパシティの管理に責任を持つ。
　（イ）業務部門とシステム部門が連携して図 2.12 ‒ 2のように、キャパシティ管理を行う。

図 2.12 － 2　システム෦と業務෦のύートφーシッϓ

②  過去の実績をもとに算出したルール（例えば、「突発的な増加に対応可能な過去最高実績の 2倍の
キャパシティを確保する」といったルール）に基づいてシステムの性能を拡張する。
上にあげたルールに従う場合、単位時間当たり100件となる注文急増が発生したら、単位時間当
たり 200件処理できるようにキャパシティを増強し、次に同レベルの急増が発生したときにしきい
値に抵触しないようにするといった対策が考えられる。
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2.12ɹΩϟύシテΟཧのマネジメントに関する܇ڭ（ͦの1）（(12）

③  システムごとに管理項目とそれぞれの管理項目のしきい値を設定し、キャパシティの拡張方法や拡
張限界等を明確化する。（図 2.12 ‒ 3）。さらに、月次の PDCAサイクルをまわし、システム部門及
び業務部門によってキャパシティの月次報告を確認する。

④  業務部門が日々の業務量やビジネス環境などから各管理項目について将来予測を行い、業務部門
の予測に基づいてシステム部門がシステムの拡張を検討する。

図 2.12 － 3　管理߲と͖͠い値ઃఆのํ͑ߟとϨϕル͝とのઃఆ例

教訓
もともとの想定を超えるようなデータ量の急激な変化に対応するには、業務部門とシステム部門の
連携する体制の構築が重要である。（システムをシステム屋の目だけで見て、SLAだけをベースにして
運用してはいけない。なぜなら、システムは実ビジネスを支えるためにあるのだから）

効果
キャパシティに起因する障害を未然に防ぐことができるようになった。
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2.13 ΩϟパシテΟཧのマネジϝϯトに関する教訓（その2）（(13）

ΩϟパシテΟ理はؔ連システムとの合ੑの確保がେ教訓
(13

問題
A社のシステムはサービスの継続を優先する、データ非同期送受信（メッセージ交換型）のオンライ

ンシステムである。このシステムの処理データ量には、以前から全体的な取引量の増加にともなう緩
やかな増加の他に、突発的な事象による急増がみられた。
このA社のシステムにある日、処理能力（キャパシティ）を越えた注文が殺到し、サービスの時間
が短縮となった。

原因
近年はコンピュータでの取引が進み、処理件数の変化が激しい。全体的なデータ量の増加に加え
て、想定を超える突発的な事象によるデータ量の急増が起こり、それに対応できずにサービスが停止
してしまうこともある。データ量の急増に対応できない主な原因としては、システムが一連の系として
コントロールされておらず、相互の連携データ、連携時間帯等について統一した管理がされていないこ
とがあげられる（図 2.13 ‒ 1）。

図 2.13 － 1　ΩϟύシテΟܭըの変更にΑるシステムのӨڹ
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2.13ɹΩϟύシテΟཧのマネジメントに関する܇ڭ（ͦの2）（(13）

対策
実施した対策は以下の通りである。
キャパシティ管理に関する課題を解決するために、全社的なキャパシティ管理業務を担う会議体を

作り、システム連携情報を管理する。個別システムのキャパシティ計画の変更に対しては、図 2.13 ‒
2のように、全システムの担当者が参加するキャパシティ管理会議でレビューし、システム連携情報の
変更と影響の有無を確認して連携して対処する。

図 2.13 － 2　ΩϟύシテΟ管理ձٞ
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効果
キャパシティに起因する障害の影響範囲の拡大を防ぐことができるようになった。また、このスキー

ムは情報システム全般にわたって有効なので参考にされたい。

教訓
キャパシティ管理は関連システムとの整合性の確保が大切である。
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2.13ɹΩϟύシテΟཧのマネジメントに関する܇ڭ（ͦの2）（(13）

参考）以下に、データディクショナリを活用して、システム連携情報を管理し、キャパシティ計画の
変更によるシステム間の影響をチェックしている企業の事例（ベストプラクティス）を紹介する。
データディクショナリに①のドメイン一覧表や②システム間データ連携表の情報を登録して管理する。

①全システムで言葉の定義を統一する。
図 2.13 ‒ 3のように、システムで扱うデータや処理等で、共通するものは同じ呼び名・表記とな
るように定める。

図 2.13 － 3　全システムͰݴ༿のఆٛΛ౷一

②システム間のデータ連携を可視化する。
図 2.13 ‒ 4のように、「どのデータが、いつ、どのくらいの頻度でどこからどこへ送られ、どれく

らいの時間応答がないとエラーになるのか」が見えるようにする。
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図 2.13 － 4　システム間のσーλ࿈ܞΛՄ視化
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2.13ɹΩϟύシテΟཧのマネジメントに関する܇ڭ（ͦの2）（(13）

③  以下のようなデータ管理方針を定め、新システム開発時、データ管理方針に準拠しているか、図
2.13 ‒ 5のように、フェーズごとの会議で確認する。

データ管理方針）
・データディクショナリを標準のデータ項目（アトリビュート）と各項目の定義（名称・意味・型桁・値）
とし、これを管理する。複数システムで共通に使用されるデータを管理対象とする。
・システムの新規開発と更改は、データディクショナリのデータ項目定義と齟齬のないようにする。
・システム間データ連携及びデータベースのデータ項目について、図 2.13 ‒ 3や図 2.13 ‒ 4の表のよう
な規定の書式を使用する。
・システム間データ連携部分については、 データディクショナリのデータ項目定義と齟齬がないか確認
するために事務局へ提出する。

図 2.13 － 5　開発のフェーζ͝とにઃけΒれたձٞͰσーλ管理ํに४ͯ͠ڌ いる͔Λ確ೝ
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2.14 ΩϟパシテΟཧのマネジϝϯトに関する教訓（その3）（(14）

設計時に定ΊたΩϟパシテΟ理߲は、
環境の変化に͋Θせて見すし

教訓
(14

問題
A社のシステムはサービスの継続を優先する、データ非同期送受信（メッセージ交換型）のオンライ

ンシステムである。このシステムの処理データ量には、以前から全体的な取引量の増加にともなう緩
やかな増加の他に、突発的な事象による急増がみられた。
このA社のシステムにある日、処理能力（キャパシティ）を越えた注文が殺到し、サービスの時間
が短縮となった。

原因
近年はコンピュータでの取引が進み、処理件数の変化が激しい。全体的なデータ量の増加に加え
て、想定を超える突発的な事象によるデータ量の急増が起こり、それに対応できずにサービスが停止
してしまうこともある。データ量の急増に対応できない主な原因としては、設計時に定めた監視の時
間間隔（キャパシティ管理項目の一つ）では十分にシステムを監視できていないことがあげられる。
図 2.14 ‒ 1に示すように、設計時に定めた監視間隔の 1分単位では処理件数は安定しているように
見えたが、1秒単位でみると、処理件数が急増していて、処理遅延が発生していた。

図 2.14 － 1　1分たΓと1ඵたΓの処理݅の変化
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対策
実施した対策は以下の通りである。
①  現行システムに対しては、監視の時間間隔を含むキャパシティ計画の修正と、設定したしきい値（ア
ラームを鳴らす処理件数のレベル等）の見直しを行う。

②  ①で見直した内容は、次世代システムのキャパシティ管理要件として、開発時の要件定義に組み込
む。

図 2.14 － 2　ΩϟύシテΟ管理のPDC"サイクルとଞのシステムのインϓット

教訓
キャパシティ管理の仕組み（PDCAサイクル）をまわしていくと、設計時に考えていたしきい値に当
たるものが実際は適切でなかった、あるいは環境の変化により適切でなくなっていたことが判明する
場合がある。このようにシステムを運用する中で判明した問題は、次世代システムのキャパシティ管理
計画へのインプットの課題として、開発時の要件定義に組み込むことが必要である。

効果
次世代システムの開発においてキャパシティに関する要件が適切に盛り込まれるようになった。
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2.15 อक࣌ۀ࡞のϦスクཧに関する教訓（(15）

保कۀ࡞は「予期せ͵ࣄଶの発生」を定し、
サービスܧଓを最༏ઌとして保कۀ࡞前のしを
常に考慮する͜と

教訓
(15

問題
（システムの֓ཁ）

X社のシステムは 24時間稼働のオンラインシステムであり、業務の特性から高度な耐障害性を要求
されている。システムは制御サーバ 1号機と 2号機で稼働系と交代系に二重化され、さらに各制御
サーバ内で A 系システム／ B系システムによるホットスタンバイ構成となっており、全体で 4重化構成
をとって運用している。
運用中のA 系システムと待機中の B系システムはリアルタイムでトランザクションデータの系間同期
が行われ、さらに 1号機と 2号機の間でもサーバ間同期が行われている。

監視システムが A 系システムの障害状態を検知すると、以下のように自動的に切り替わり、トランザ
クション状態を引き継いでオンライン処理が継続される。
①  運用中のA 系システムが障害状態となると、同一制御サーバ内で待機しているB系システムに
瞬時に自動で切り替わりサービスを継続する。この後、A 系システムはトランザクションデータを
一旦リセットし、新たに運用中となった B系システムからトランザクションデータの系間同期が開
始され、数分後にホットスタンバイ待機状態となる。

②  稼働系制御サーバ 1号機が障害状態（待機中のシステムがない場合も含む）となると、交代系制
御サーバ 2号機に瞬時に自動で切り替わり待機中のA 系システムが運用中となりサービスを継
続する。この際もサーバ間同期が一旦リセットされ、新たに稼働系となった制御サーバ 2号機か
ら交代系となった制御サーバ 1号機にサーバ間同期が開始され数分後にホットスタンバイ待機状
態となる。

図 2.15 － 1　4ॏ化構成の概要
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③  交代系制御サーバが稼働系となり、サーバ内のA 系システムが運用中となり、系間同期・サー
バ間同期が再確立されホットスタンバイ待機構成となる。

④  系間切替えやサーバ間切替えが実施された直後から同期処理が再確立するまでの数分間は瞬時
の切替えが出来ない状態になっている。

（保守作ۀの実施）
ソフトウェア保守を行う場合は、自動切替え制御を解除した上で稼働中の制御サーバ 1号機のB系

システムに対してソフトウェア更新を実施し、作業完了後 A系システムから保守作業後のB系システム
に手動切替えをすることにより24時間オンラインシステムを中断することなく新たなサービスが開始さ
れる。この際、新たなソフトウェアによる不具合が発見された場合は、保守作業前の状態であるA系
システムに手動で切り戻すこととしている。正常にサービスを開始できた場合は、残りのA系システム
及び交代系の制御サーバ 2号機に対し保守作業を行い、完了後に自動切替え制御を開始する。

（障害発ੜのঢ়گ）
障害発生の状況は以下の通りであった。（図 2.15 ‒ 2）

図 2.15 － 2　障害状況

自動切替え制御を解除（図 2.15 ‒ 2①）し B系システムに保守作業を実施後、手動切替えを実施
（図 2.15 ‒ 2②）したところB系システムが立ち上がった直後に B系システムのハードウェアに故障が
発生し停止（図 2.15 ‒ 2③）してしまった。A 系システムは新たな同期処理の開始中でありまだホット
スタンバイ待機状態となっておらず（図 2.15 ‒ 2④）切り戻すことができなかった。
通常運用であれば、ホットスタンバイ待機状態である制御サーバ 2号機に瞬時に自動切替えが行わ

れ保守作業前の状態でサービスを継続できるが、自動切替え制御を解除していたため、自動切替え
が行われず、手動で制御サーバ 2号機に切り替えて運用を開始するまで 10分程度オンラインサービス
が停止する状況となった。
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図 2.15 － 3　障害状況
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原因
障害の直接の原因は制御サーバ 1号機内のハードウェア故障であるが、ハードウェア故障への高度

な耐障害性を確保したシステムであったにもかかわらず、サービスが停止となったのは保守作業時の
自動切替え制御を解除していたことが原因である。保守作業時に自動切替えが発生すると予期しない
事態となり保守作業自体が混乱することを危惧し、保守作業マニュアルで自動切替え制御の解除が
手順化されていたものである。
また、一般的には保守作業は稼働中の制御サーバ 1号機ではなく、交代系の制御サーバ 2号機で

実施し完了後切り替えるという手順がとられる。しかし、本システムでは保守作業完了後に切替えを
行うとサーバ間同期が一旦リセットされ制御サーバ 1号機がホットスタンバイ待機状態になるまでの数
分間の間に障害が発生した場合に、保守作業前の状態である制御サーバ 1号機への瞬時の切り戻し
ができないため採用していなかった。

対策
ハードウェア故障等は予期せず発生するものであり、保守作業時にも発生確率はゼロではない。再
発防止対策として、サービス継続を最優先とし、自動切替えを解除しない状態で保守作業を実施す
ることとし、万が一ハードウェア故障が発生した場合は、制御サーバの自動切替えが行われることを
前提に保守マニュアルに対応手順を追加した。なお、稼働中の制御サーバでの保守作業にはリスク
がともなうが、上記の理由から、保守マニュアル改訂後も従来通り稼働中サーバで保守作業を行うこ
ととした。
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効果
保守作業中に予期しない事態の発生があってもサービスが停止するリスクは解消され、改訂された

保守マニュアルに基づいて継続的に実施されている。

教訓
保守作業は時間との戦いである。システムの保守作業を実施する場合、サービス継続を最優先と

し、「予期せぬ事態の発生」を想定してシステム切替え時間・保守作業前の状態への戻し時間を考慮
した保守計画を策定し実施することが重要である。

保守計画はサービス継続の業務特性レベルに応じて例えば以下のように策定することが考えられる。
なお、実務では保守作業の内容等によりサービス継続と比較した上で策定する場合もあるであろう。

●サービス停止が許されない重要なシステムの場合：（ホットスタンバイ）
自動切替え制御を有効にしたままホットスタンバイ環境で保守を実施し作業完了後に切り替え

る。切り替え後障害発生時は自動切替えにより保守作業前の状態でサービス継続、保守作業は
中止判断をする。
●数分間のサービス停止が許容できるシステムの場合：（コールドスタンバイ）
交代系で保守作業を実施し、作業完了後切り替える。切替え後、障害発生時は手動で保守
作業前の状態を保持しているシステムに切り戻しを行うとともに、交代系も保守作業前の状態に
戻してコールドスタンバイ環境を確保し、保守作業は中止判断をする。
●夜間・休日などサービスを停止可能な時間帯枠が確保可能（通常はこのケースが多い）な場合：

その場合でも翌日のオンラインサービス開始を最優先し予期せぬ事態が発生する場合を想定し
て、保守作業前の状態への戻し時間を確保しチェックポイントと戻し判断のタイミング等を必ず盛
り込んだ保守計画を策定し作業を実施する。

また、保守作業計画書は上記業務特性レベルに関わらず例えば以下のような内容を明確にして作業
をマネジメントする。
（保守作業計画書の内容）
・各作業の所要時間見積もり、タイムチャートを作成
・作業人員の確保と役割分担
・バックアップの取得と戻し手順の準備
・チェックポイントを複数設定
・チェックポイントでの計画と実施状況の差異確認と今後の作業予測
・作業続行／中止の判断、緊急時の意思決定体制

など
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2.16 ຊ൪環境に͓͚るۀ࡞ルールに関する教訓（(16）

ຊ൪環境のϦϦースは、
保क୲当がແஅでできないようなΈを࡞るし！

教訓
(16

問題
世界中に顧客を持つグローバル企業 A社は、いつでもどこからでもサービス要求を受付可能な 24

時間運転のWebシステムを運用している。ある日、システム障害が発生したことにより、数十分間、
サービス要求を受け付けられない状態となった。

本システムの構成（概要）を、図 2.16 ‒ 1に示す。

ᶃシステムの構成にͭいて
サービスの種類ごとに、「サービス a受付処理」、「サービス b受付処理」等、それぞれサーバが
別々に処理を行っている構成である（図中には 2号機までしか示されていないが、実際はさらに複数
のサーバで構成されている）。共用ディスクは、ユーザが送信したデータを一時的に保存しておく領域
で、夜間バッチで顧客 DBに登録される運用となっている。（システム構成図に顧客 DBは書かれて
いない）

図 2.16 － 1　ຊシステムの構成（概要）
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ᶄঢ়ଶνΣックπールにͭいて
図 2.16 ‒ 1に桃色で示した状態チェックツールは、サーバの稼働状態（リソース使用状況、ディスク
転送速度等）をチェックするツールである。本ツールは、使用頻度がそれほど高くないことから、現
状、各サーバ上で手動にて起動する運用となっている。
ᶅ運用・保守のମ制にͭいて
本システムは、ベンダに保守と運用を一括委託しており、24時間体制で運用を実施している。アプ
リケーション資産の変更、システムへの機能追加など、システムの変更をともなう作業については、A

社主体のシステム変更会議による審議・承認を得る規則となっている。しかし現状、審議対象案件の
明確な規定はなく、どの程度の変更ならば会議に諮るかは属人的な判断となっている。

原因
システム障害が発生した経緯について、図 2.16 ‒ 2に示す。

①  作業の負荷軽減を目的として、各サーバ上で手動にて起動している状態チェックツールを、一括で起
動可能とするツール起動プロシージャ（バッチファイル）を作成し、運用管理サーバにリリースした。

②プロシージャのリリース確認のため、システムのオンライン中にこのプロシージャを起動した。
③各サーバで状態チェックツールが起動されたことを確認した。
④確認は済んだと認識し、各ツールの完了を待たずにプロシージャを強制終了した。

図 2.16 － 2　システム障害͕発生͠た経緯
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⑤  ツールが行うチェック項目の一つとして、共有ディスクへの書き込み出力機能のチェックがあるが、
ツールが正常に終了しなかったことにより、この機能が繰り返し起動される状況となってしまった。
程なくして、共有ディスクはツールの同機能が出力するテストファイルにより一杯となった。

⑥当該ディスクを共有するすべてのサーバがシステム停止に至った。

なお、作業担当者は、今回の作業はシステム変更会議への付議が不要な運用改善作業の位置付
けと考え、会議に付議していなかったため、A社側では当該作業が行われていることを認識していな
かった。

本事象に対して、ベンダから以下 3点の原因及び対策が示された。

【原因 1】 当該作業は本来、システム変更会議に諮るべき内容の案件だったにもかかわらず、判断を
誤ってしまった。具体的には、作成したものは運用改善のための簡単なバッチファイルであ
り、確認作業も問題なくすぐに終わるはずなので、会議に諮るほどのことはないと安易に考
えてしまった。

【対策 1】 システム変更会議に諮るべき作業対象を明確化する。

【原因 2】 当該プロシージャを作成した担当者と、リリース作業を実施した担当者が異なっており、プ
ロシージャを強制終了することによってどのような影響が出るかについて、情報の共有ができ
ていなかった。

【対策 2】 リリース作業担当者は、自分が扱うものについて、その動作条件を十分に確認した上で実
施することを徹底した。

【原因 3】 「ツールの強制終了」という、作業手順書に書かれていないことを実施してしまった。
【対策 3】 作業手順書に書かれていない操作を禁止する。また、作業ルールに関する継続的教育を行う。

A社はベンダからの報告を聞き、再発防止への対策はこれで本当に十分かを検討した。検討の結
果、A社は、保守作業担当者が承認なしに本番環境で作業を行っていたことがそもそもの問題では
ないかと考えた。たとえ会議に諮る作業の対象を見直したとしても、個人の判断に委ねられる部分が
残る限り、再発のリスクが残るからである。
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対策
A社は、再発防止策を以下のとおりとし、実施のためのルールを策定した。

˓再発ࢭ策
本番環境へのリリースは、保守担当が無断でできないような仕組みを作る。

˓策定したルール
・保守担当は、作業実施にあたってログイン IDの払い出しを受けなければならない。（作業ごとに
ログイン IDは異なる）
・ログイン IDの払い出しを受けるために、保守担当は作業内容について、A社主体のシステム変
更会議に必ず諮らなければならない。
・システム変更会議には、以下の内容を含む保守作業計画書の提出を必須とする。記載内容につ
いて、関係者と情報を共有し、当該変更部分の有識者を交えたレビューを行う。
※ 保守作業計画書に記載すべきもの：作業の目的、テスト環境における作業実施結果、作業タ
イムチャート、作業実施体制、作業手順（作業結果の確認方法を含む）、万が一の際の戻しの
判断基準、連絡体制、ログイン ID払い出し申請

・システム変更会議で承認を受けた作業手順以外のことを実施してはならない。（作業手順書に書
かれていないことを実施してはならない）

効果
この対策を実施してから、A社が認識していない作業によるシステム障害は発生していない。

教訓
本番環境へのリリースは、保守担当が無断でできないような仕組みを作るべし！

なお、今回の問題を引き起こした保守担当者は、作業効率の向上という現場改善意識から自ら工
夫を行った。その手順に不適切な点があったが、作業改善の意欲自体は悪いことではない。もしか
したら、この担当者は、これまでに数々の改善を実践してきたかもしれない。この問題だけを契機に
管理を厳しくするあまり、現場の改善意欲を委縮させることは好ましくない。再発防止施策のバランス
についての配慮も重要であることを付記しておく。
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2.17 重ཁαーϏスの運用に関する教訓（(17）

サービスの重ཁをࣝผし、
そΕに応͡た連བྷମ制障害ݕのし͘Έを࡞Ε

教訓
(17

問題
（システムの֓ཁ）

A社の Bサービスは、本社で作成・編集された情報を、通信回線を通じて全国のグループ企業の
関連部署に配信するグループ企業内のシステムサービスである。配信される情報は音声や動画コンテ
ンツなども含め多岐にわたっており、また重要性・緊急性が異なる情報が混在している。そのため、
通信回線が混雑している場合でも優先的に重要情報を配信できるように帯域制御装置を使用してい
る。配信される情報は重要度に応じて多段階に分けられ、最重要レベルの情報は、リアルタイムに伝
達・処理されるべき情報として、関連部署に送られる。
また、システムは二重化されており、片方の帯域制御装置が故障した場合には、もう一方の側に寄
せてサービスが継続できる構成になっている。ただし、最重要レベルの情報は図 2.17 ‒ 1のシステム
構成概要図に示す帯域制御装置 #1にだけ流れる運用になっていた。

（障害༰）
この帯域制御装置を駆動するソフトウェアは定期的なライセンス更新作業が必要であり、過去数度

にわたり更新を実施しているが、特段の問題は発生していなかった。今回の故障が発生した際も、こ
れまでと同じ手順で作業を実施し、更新そのものは正常に終了した。ところが、作業実施後すぐに B

サービスの利用者から通信ができないという連絡があった。確認したところ、一部のグループ企業の
拠点に対し、最重要レベルの情報が不通になっていることが判明した。帯域制御装置からはアラート
は発出されておらず、また最重要レベル以外の情報配信は正常に行われていた。このため運用管理担
当者は故障に気づくのが遅れ、約 30分にわたり該当の拠点への最重要レベル情報の通信断絶が続
いた。

ライセンス更新作業は、最重要レベルの情報配信に影響を与えないように、先に帯域制御装置 #2

において実施し、問題が発生しなかったことを確認したのちに、帯域制御装置 #1において実施した
が、その際に #1で上記の故障が発生した。既に両装置とも同じ更新を実施済であったことから、帯
域制御装置 #2側に切り替えても同様の故障が再発する可能性があると考え、通信を帯域制御装置
#2に片寄せすることはせず、他の策による回復を選択することにした。最終的に帯域制御機能を停
止することで最重要レベルの情報配信を回復した。
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図 2.17 － 1　システム構成概要

原因
（障の原因ނ）
障害の状況から帯域制御装置の故障が疑われたが、原因の解明に結びつく特段のログが出力され
ていなかったことから、発生原因は特定できなかった。当該装置は海外製品であり、原因分析の対
応に時間がかかるなど、故障発生時に十分なサポートが得られなかった。また、後日再現テストを実
施したが現象は再現せず、原因は不明なままとなっている。

（対応がれた原因）
過去の同様の保守では問題が起きておらず、今回の作業においてもアラートは発生していなかった
ため、運用管理担当者は故障発生に気づかなかった（原因①）。
また、最初に障害に気づいたのはシステムを利用する業務担当者であったが、この時点では業務
担当者から運用管理担当者への連絡ルートは確立しておらず、初動の遅れの一因となった（原因②）。
これは、少しの遅れも許されない重要サービスの運用管理体制としては、不十分な状態であった（原
因③）。
さらに、過去に実績のある作業であったため、関連部署への事前の作業実施連絡は不要として実

施された（原因④）。事前に作業連絡があれば、もっと早く故障を発見する、あるいは現場での運用
対処による影響回避策がとれた可能性がある。

対策
重要サービスに対する保守作業においては、特段の考慮をした作業環境やルールを用意する必要
があると考え、以下の追加対策を実施した。
　対策ᶃçସΞϥʔτΛൃग़ͤ͞ΔΈͷՃ
　 装置本体が持つアラート機能だけでは検知できない場合があるため、データ流量の下限しき
い値監視など、他の機能や周辺機材を活用して代替アラートを発出させる仕組みを構築し、俯
瞰的に故障発生を検知できるようにした。

C社通信回線

D社通信回線

ネットワーク
機器１

ネットワーク
機器２

各種サーバ各種サーバ

帯域制御装置
＃１

帯域制御装置
＃２

本社 関連部署
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ɹɹ対策ᶄç࿈བྷܥ౷ͷݟ͠
　 重要サービスに関しては、迅速に運用管理担当者に連絡が入るよう、通常とは別の連絡系統
を追加した。

ɹɹ対策ᶅçॏཁۀ࡞ͷྨ
　 すべての保守作業項目（約 100件）を抽出し、その作業が影響を与える各サービスの重要度に
応じて、連絡要・不要などの分類を行い、関連部署と共有した。

ɹɹ対策ᶆçࣄલͷۀ࡞࿈བྷ
　 たとえ過去に実績のある作業であっても、重要サービスに対する作業を実施する場合には、
関連部署への作業連絡を必ず実施するようルール化した。

効果
重要サービスに障害が発生した場合、障害発生を早期に検知し、迅速に復旧対応が開始できるよ

うになった。仮に今回の事例と同様の障害が発生した場合には、10分以内に回復が可能となった。

教訓
本件の原因や対策を総括すると、「重要サービスに対しては特別な環境やルールを設定し、遵守を
徹底する」という教訓事例になる。この事例の重要サービスは、重要と位置づけられるものの中でも、
止まると社会的にも影響を与えかねないレベルのサービスであった。そのようなシステム /サービスに
対しては、極めて厚い障害対応への備えが求められる。

より詳細にこの事例を見ていくと、以下のような点が見受けられた。
・何度も実績がある作業だから今回も大丈夫だろう、という判断があった。また製品の輸入代
理店から「ライセンス更新作業は動作に影響を与えない」という情報も得ていた。しかし影響を
与える結果となった。重要サービスに関係する作業に対しては、「実績のある作業であっても、
想定外の事象は起こり得る」と考え方を変えて、二重三重の備えをしておくべきであった。
・システムのアラートが発生した場合は、システム設置拠点から運用管理担当者にメールで通知
が届くフローになっていた。運用管理担当者への通知が一刻を争う場合、より迅速に伝えるた
め、また確実に伝わったことを確認するという意味でも、電話を使った緊急連絡という手段・
体制を加えておくべきであった。
・この業種・業務に特化して実績のある製品は、海外製品しか選択肢がなかった。しかしそう
であればサポート面の不足は避けられないため、国内製品の場合とは異なる特別な運用ルー
ルや体制の整備を行うことにより、サポートが不足する部分を補っておくべきであった。「場合
によっては自組織だけではなく、海外製品製造元と国内代理店ベンダとの間の連携体制にま
で踏み込み、改善に取り組む必要がある」という意識にまでは至っていなかった。
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これらは、従来から当たり前に実施していたやり方や考え方には不備があり、障害からの回復の長
時間化のリスクが内在していた、ということを表している。重要サービスの提供にあたっては、通常
サービスでは必要十分とみなされ、見落としがちな仔細な部分まで深く考慮し、徹底的にリスクを排
除した運用環境を整備していく必要がある。
その際には、極力思い込みを排除し、「大丈夫」と判断する根拠に曖昧な点がないか、をチェック
することが重要となる。例えば上記に「輸入代理店から影響を与えないと聞いた」とあるが、なぜ影
響を与えないと言えるのか、根拠が曖昧な点が残る。こうした曖昧な点がある場合、「そうではないか
もしれない」「仮に影響を与えたらどういうことが起こるのか」と想定を変えて現状のルールの検証及
び事前対策を実施することにより、影響を軽減できる可能性がある。重要サービスに対しては、その
ような特段深い考慮に基づいたルールを整備することが求められる。

本事例から得られたことを中心に、教訓は「サービスの重要度を識別し、それに応じた連絡体制や
障害検知の仕組みを作れ」としたが、リスクについてさらに深く考えることで、この 2点以外の課題
や改善策にも気づくことができるであろう。
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2.18 障害対策をཱҊする際にར用෦ͱऔりܾΊる͖߲ࣄに関する教訓（(18）

障害対策とはڐ容時間内の回復ఀࢭதのۀܧଓまで
۩ମ化する͜と

教訓
(18

問題
A社で保有する社内特定業務向け基幹業務システムは、現場部門に対して 24時間のオンライン業
務サポートを実施している。業務は日中だけでなく夜間も継続しており、かつシステム停止による現場
業務への影響が大きいことから、運用サポート部門も 24時間体制でシステムの運用をサポートしてい
る。業務システムは当該用途向けのパッケージを購入して構築されており、アプリケーションサーバ、
DBサーバ、他システムとの連携サーバなど各層のサーバはそれぞれ冗長構成になっている。システム
は本稼働後 3年の間にサービスの一時停止に至る障害を 3回経験していた。

A社では、おのおのの障害の発生時点で原因分析と再発防止策を適切に実施し、それぞれ効果を
上げてきた。しかしながら、このシステムが A社業務の中核を担うサービスを提供するものであり、
サービスが一時的にでも停止すると A社の業務に甚大な影響をもたらすことから、A社は障害発生時
に早期にシステムを回復させる施策と、システムが停止中でも最低限の業務を継続できる施策の検討
を開始した。

原因
Ａ社が直面したサーバダウンと、その原因、主な再発防止策の概略は、以下のとおりである。

表 2.18 － 1　"ࣾシステムに͓けるサーバఀࢭの概要

ᶺ ༰ 時ؒࢭఀ 発ੜ時期 のݪҼ Өڹ ࡦࢭ発࠶ผのݸ

ᶃ ΞϓϦέーショϯ
αーόμϯ � 時ؒ ຊՔಇ

ɹ2 Χ݄ޙ
ύッέージのજࡏతな
ෆ۩߹ େ 開発ऀʹΑΔ 2� 時ؒ

αϙーτ

ᶄ ΞϓϦέーショϯ
αーόԠなし � 時ؒ

メジϟーόー
ジョϯΞッϓ  
ɹ2 िؒޙ

όージョϯΞッϓ時ʹ
ΕͨϦϦースϊー͞ࢪ࣮
τະࡌهのΞϓϦέー
ショϯमਖ਼のෆ۩߹

த

すべてのमਖ਼ʹରすΔϨ
Ϗϡーձの࣮ࢪ
ճؼテスτシφϦΦの࡞
ͱࣗಈ࣮行ڥの構築

ᶅ

ଞシステムͱのσー
λ࿈ܞαーόのೋ
ॏىಈʢ運用ܥͱ
機ܥʣ

1 時ؒ ᶄの 1Χ݄ޙ
௨৴制御ϛυϧΣΞ
のෆ۩߹ʹΑΔ機ܥ
ସ͑のىޡಈ

খ
ҟৗݕ時のメッセージ
のཧͱɺো発ੜ時の
運用ཁһのରԠൣғมߋ

障害を経験し、対策を早期に実施することにより、発生から回復までの時間は確実に短縮できてい
ることが、この表から読み取れる。
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なお、上記の障害のうち①と②については、それぞれ教訓「T27 パッケージはサポートを買え」、
「T28 パッケージを更新するときは、変更内容の詳細確認と回帰テストで二重に安全を確保せよ」とし
てまとめたので、詳細はそちらを参照していただきたい。

対策
上記の各障害に対する個別の再発防止策は確実に効果を上げているが、A社では、このシステム
が一時的にせよ停止した場合の自社業務への影響が看過できないことから、何らかの障害で一時的
に停止したときに早期に回復する手段の構築と、システム停止期間中でも業務の停止を最低限に止め
る方法を検討した。

【γεςϜͷૣظճ෮策】ۀγεςϜͷೋॏԽͱৗ࣌ฒߦՔಇʹΑΔγεςϜସ͑ͷਝԽ
A社の本番系システムはもともと各層のサーバが冗長化されており、運用系に何らかの障害があっ
た際には待機系に切り替わるようになっていた。ところが、③の障害のように、運用系と待機系を巻
き込んだ障害が発生した際には、通常の運用系と待機系の組み合わせだけでは、短時間での回復に
は不十分である事態が想定される。そのため、これを重視した A社では、テスト用に保有していた別
環境を増強して第二本番系として整備し、常時、本番系と同じ処理を並列で実行させておく運用を開
始した。

図 2.18 ‒ 1の構成で第二本番系を構築し、他システムから連携されてくるデータはそれぞれで受信
して、第二本番系でも同一の処理をさせ続ける運用をとることにより、本番系でトラブルが発生した際
に、並行して稼働している第二本番系に短時間で切り替えられるようにした。これによりシステム運用
者は、障害発生時の対応が長期化しそうな場合には、調査を打ち切って直ちに第二本番系に切り替
えることによりサービスを再開し、その間に本番系での調査を継続できるようになった。

図 2.18 － 1　ຊ൪ܥとୈೋຊ൪ܥͰの運用イϝージ

本番系 第二本番系

社内他システム(データ連携元)

社内向け
Webサーバ

ଞ時

第二本番系に峬データ連携峁峐
૪৶(૪৶ટ峙ઞ用峁峔岮)

ＤＢサーバ
（冗長構成）

ＡＰサーバ
（冗長構成）

連携サーバ
（冗長構成

運用系・待機系）
以下、同じ)

ＤＢサーバ
（冗長構成）

ＡＰサーバ
（冗長構成）

連携サーバ
（冗長構成）
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図 2.18 － 2　障害発生時のସ イ͑ϝージ

本番系 第二本番系

社内他システム(データ連携元)

社内向け
Webサーバ

障害発生時

ＤＢサーバ
（冗長構成）

ＡＰサーバ
（冗長構成）

連携サーバ
（冗長構成

運用系・待機系）
以下、同じ

ＤＢサーバ
（冗長構成）

ＡＰサーバ
（冗長構成）

連携サーバ
（冗長構成）

並行稼働中の第二本番系に
30分以内に切替え

対ԠΛαʔϏεར༻ऀͱ໌֬Խ࣌ো【ͳ͍ͨΊͷ対策ͤ͞ࢭΛఀۀ】
また A社では、このシステムで提供されるサービスの利用部門に対してこのサービスが使用できな
い場合の影響について以下の点を確認した。
①サービス停止から業務に影響を与えない（またはリカバリ可能な）復旧までの許容時間
②サービスが上記時間内に回復しない場合の業務側での代替策の有無と実現性

その結果、A社ではこのサービスの停止後からサービス回復までの許容時間（業務の現場に対する
SLA）を 30分とした。また、サービスが回復しない場合の現場での最低限の業務継続施策を決定し
てもらい、それらを手順化した。作成した手順は、定期的に訓練を行い、継続的に現場への浸透を
図ることとした。

効果
上記の施策により、この事例では以下の効果を得た。

（1）トϥϒル発ੜ時のճ෮までの時間ॖ
第二本番系システムでの並行稼働の開始と、サービスの利用者と合意したサービス再開までの許容
時間にあわせた回復手順の構築により、これまでに発生したことがない障害に遭遇した場合も含めて、
トラブルが発生しても利用者（さらにこのサービスにより提供されるエンドユーザへのサービス）への
影響を極小化することができた。今後、障害が発生した際に、本番系での障害調査・対応に手間取
り、本番系ではサービス利用部門と決定した 30分以内にサービスを再開できない見通しになった場
合には、そこで調査を中断して第二本番系に切り替えてサービスを再開することにより、現場への影
響を最小限に止めることができるようになった。
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（2）αーϏスがͲうして再開できない場合のସखஈの構ங
上記（1）のような施策を講じていてもサービスが再開できない万が一の事態が生じた際、その時点
でこのサービスを使用しないでできる現場の業務を検討するのではなく、事前に現場で実施できるこ
とを想定して準備することにより、現場において、サービスを使用しないで維持する業務の優先度、
実施範囲、実施手順をあらかじめ用意する契機になった。

教訓
基幹業務の一時停止は、多かれ少なかれ、自社の業務に何らかの影響を与える。そのため、ITシ

ステム／サービスの運用者は、システムが停止しないようにサービスの品質を安定化させることが最優
先であることは言うまでもない。しかし、どのように対策してもサービスの停止は発生し得る。
そのため、サービス運用においては、その際の備えとして、以下の事項について準備をしておくこと

が、障害の影響を縮小させる施策として有効に機能すると思われる。
（1） サービス復旧までの許容時間は影響度に応じて異なる。サービスごとに停止不可、1時間以内

など許容時間を明確化し、それらを目標としてシステム／サービス復旧策を具体化する。
（2） サービスの復旧までの間、現場で実施できる施策を整理しておく。その上で、用意した施策を

定期的に現場で訓練し、周知徹底させる。

昨今、ITシステムおよびそれにより提供されるサービスは、業務の支援レベルにとどまらず、それ
自身が業務そのものになりつつある。システム／サービスが停止した際には、それによって実施するビ
ジネスそのものが停止することがほとんどである。ところが、ITシステムは加速度的に複雑性を増し
ており、システム停止のリスクは増加傾向にある。そのため、ITシステム／サービス運用においては、
停止させないことの追求だけでなく、もし停止した場合に、早期にサービスを復旧させることがこれま
でにも増して重要視されてきている。
この事例では、パッケージを導入して構築したシステムに対して、障害発生を機に運用品質を向上
させると同時に、新たなパターンの障害に直面したときの対策として、回復目標時間をサービス利用
部門と合意し、それを達成できる早期復旧策と、施策を実施しても万一復旧しなかったときにサービ
ス利用の現場で採り得る対策の両方を構築して、万全の備えとしている。高度の運用品質を確保する
ために、運用系と待機系の組み合わせをさらに二重化するという、一般にはそう多くは実施されない
方法を採った事例であるが、そのサービスレベルの維持に対する姿勢は、すべてのシステム運用に共
通するものであると考える。障害発生を糧として、システム運用の品質をあらゆる方面から向上させる、
それを継続する姿勢を教訓として発信したい。

教訓タイトルは、「障害対策とは許容時間内の回復や停止中の業務継続まで具体化すること」とした。
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2.19 システム開発ݱのίϛュニケーシϣϯͱϞνϕーシϣϯ্に関する教訓（(19）

Έんなでএ！障害ݮらす教訓ڞ༗教訓
(19

問題
A社では、A社の開発部門が構築した制御装置を監視制御する物流拠点内の配送自動化システム

を運用している。A社の開発部門は、同システムを、長期にわたり物流ニーズの変化に合わせた保守
開発を行っている。
ある日の早朝にこのシステムの制御装置の 1台にシステム障害が発生した（図 2.19 ‒ 1）。

制御装置の稼働系が障害になり（図 2.19 ‒ 1①）、システム監視端末が、異常を検知した（図 2.19

‒ 1②）。システム運用者は、端末の表示メッセージからハードウェアの問題と思い、すぐに、制御装
置を待機系に切り替えた（図 2.19 ‒ 1③）。しかし、切替え後も障害となった（図 2.19 ‒ 1④）。
運用管理者は、すぐに原因が分からなかったが、システムを一旦リセットすることにした。そこで、

システム全体を再起動したところ、稼働系の制御装置は正常に戻った。

図 2.19 － 1　障害状況

制ᚚ置
✌ാ⣔

制ᚚ置
ᚅ機⣔

システム
監視➃ᮎ

③監視➃ᮎ䜘り、ษ᭰䛘実施

①システム停止

④ษ᭰䛘ᚋ
システム停止

②␗常確認

監視・制ᚚ
システム

Ａ社 配送自動化システム

・・・・・・

Ａ社 開発部門

原因
直接原因は、制御装置プログラムが持っている制限値オーバによる制御装置の停止であった。その

ため、制御装置を待機系に切り替えても、待機系の制御装置も制限値オーバで停止してしまった。
根本原因は、今回の障害となった制御装置が持つ制限値は、システム構築当初から存在していた
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ものだったが、このような制限値があることを知っていたのは、この個所の設計、製造を受け持った
一部のメンバだけであった。そのため、この制限値が開発チーム全体で共有されることがなかったた
め、障害復旧が遅れてしまった。

対策
今回のような「担当者しか知らない」仕様があったために起きた障害を 2度と起こさないために、A

社の開発チームは、「どこに問題があったのか」、「対策は何か」等、何回も議論を重ね、アイデアを出
し合って、原因、対策をまとめた。その過程で課題がいくつか浮かび上がった（図 2.19 ‒ 2）。

これらの課題にどのように対応するかを検討したときに、教訓として残し、それを常にメンバが意
識できるようにしておくことが、新しいメンバが参加しても風化させないことにもなると考えた。そこで、
開発チームの代表メンバで「教訓」を作成し、開発チーム内全員で集まったときに、その「教訓」をみ
んなで声を出して読み合うこととした。
具体的には、以下の「教訓」をまとめ、毎日の朝会（開発チーム全員への伝達事項等の共有を図る
ミーティング）の開始前に、全員で唱和している。
なお、「教訓」は、大きな障害が起こるごとに、チーム内で議論し合い、その度に追加・更新して
いった。

ΈΜながࠔるʂ�Βない仕変（仕様変更）

システムやプログラムの制御において，テーブルのサイズ等には上限を定めることが一般的である。
そして、この制限値は、システム間やプログラム間でも相互に影響をもたらすことがある。例えば、あ
るプログラムの制限値を拡張した場合、そのプログラムと連携する次のプログラムにも影響することが
多 あ々る。したがって、この制限値がどのように決められているのか、チームメンバが知っているのか、
などの点を管理することがシステム障害を減らすポイントである。そこで、この開発チームでは、「みん

図 2.19 － 2　ු͔ͼ্͕った՝題

䞉䞉䞉䞉䞉䞉

Ａ社 開発部門
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ဨ䛷ඹ᭷䛥䜜䛶䛔䛺䛔ᵝኚ᭦
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䝁䝭ュ䝙䜿ー䝅䝵ン㊊
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なが困る！　知らない仕変」と各人が肝に銘じておくことに決めた。これによって、今後制限値変更
があった場合、その変更内容を全員が共有できることになった。

ΈΜなが実施ʂ�ண実なϗレンι

システム障害対策においては、チーム全員の連係が重要である。特に多くの開発メンバで仕事をし
ている場合は、誰の担当個所の障害かを判断することや、各人の担当パートをつなぎ合わせてどこが
障害かを探すことなども必要となる。そこで、全員の間で情報伝達が、早く正確にできることを目標
に、着実な、「報告、連絡、相談」を行おうとの決意を込め、このようなメッセージとした。

ΈΜなでڞ༗ʂ�ৗに࠷新、ઃ計書

仕様変更などが起きた場合の情報共有のポイントは、「何をもとに共有するのか」になる。そこで、
開発チームの共有すべきものを設計書とした。一旦、設計書を情報共有の基盤としたことによって、
システム更改に合わせて設計書の改版を行うことは、開発チーム全員にとって重要な作業となった。
このような教訓メッセージを定めることにより、ソフトウェアの変更は行ったが、設計書の改版は後回
しにしてしまったり、改版を忘れてしまったり、などにともなう情報の不整合をなくすことに努力した。

ΈΜなで確認ʂ�ͦのٙ

システム障害が起こる前には、なんらかの予兆が存在していることが多い。そのひとつが、開発
チームひとりひとりの「この点はどうなのだろうか？」、などの疑問から生まれる「気づき」ではないかと
考え、「みんなで確認！ その疑問」とした教訓メッセージを定めた。この教訓メッセージを定めること
により、チーム内で確認し合うことに遠慮がなくなり、コミュニケーションが積極的に取られることを
目指した。

ΈΜなでࢦ ʂͤ�変化にහͮ͘ؾ、ײਓ

　上記の「みんなで確認！その疑問」を実践するためには、ひとりひとりの「気づき」が発揮されな
いと実践できない。やはり、基本はチームひとりひとりのモチベーションの向上が欠かせない。その
ためにも、ベテランメンバから新規参画メンバへの教育や、意見交換などの日ごろの活動が重要になっ
てくる。モチベーション向上の意味でも、この教訓メッセージの全員での唱和は、重要な活動のひと
つとして、定着している。
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効果
このような活動を通して、開発チーム内では、システム障害が起きて対応が一段落するごとに、反
省とこれからどう対策を行うかといった、メンバひとりひとりのシステム障害への積極的な取り組みが
生まれ、自然と、みんなで話し合う風土が醸成さることになった。

朝会など、チームメンバが集まった場で、チーム全員で「教訓」を唱和することにより、チーム内の
コミュニケーション向上と、各人のモチベーションの向上が図られる。
また、システム障害時の経験で学んだことで得た「教訓」をみんなで共有することで、その経験を

風化させないことができる。

教訓
毎日の大半を、ＰＣに向かって行う仕事が多いシステム開発の現場や運用・保守の現場においては、

このような「教訓」の唱和をチーム全員で毎日行うことに違和感を持ったり、なかなかそのような時間
が取れなかったり、などの状況もあるであろう。
しかしながら、システム障害を未然に防ぐのは、そのシステムに参画しているひとりひとりにかかっ

ている。この事例は、チーム内のコミュニケーションの円滑化とモチベーション向上に役立つ取り組み
を行って、過去の障害事例で得た「教訓」を忘れないという大きな成果を生んでいる。
そこで、この事例を紹介することは非常に重要であると考え、この事例のチーム内の個々の「教訓」

を取り上げるのではなく、「教訓」共有活動の重要性を取り上げた。
このような活動に取り組む多くの組織が現れることを期待したい。
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2.20 システム運用環境変ߋの࣭に関する教訓（(20）

「システムӡ用環境変更時の্࣭」は
ਖ਼߈๏のޭྫࣄにֶ �

教訓
(20

問題
A社は自社開発した基幹業務システムを運用して、販売店経由での商品販売を実施している。A社

ではこれまで、運用するシステムの維持・管理は自社要員およびシステム開発・運用を支援する会社の
要員により実施してきており、長年の経験を蓄積して運用の安全性を維持してきた。ところが、ある
年、オープン系のインフラ上で構築した基幹業務システムを変更したのちそれを運用環境に反映（以
下、この教訓ではシステムを改変した結果の運用環境への反映をシステム変更と記す）した際のミス
が原因の重大トラブルにより提供するサービスを一時的に停止させ、自社および販売店の業務に大き
な影響を与えたことにより、結果として、お客様に迷惑をおかけする事態を複数回発生させた。

A社ではこれまでも、トラブル発生の都度、原因分析を行い、適切な再発防止策を実施してきたが、
トラブル発生により自社の基幹業務システム／サービスの提供を一時的にせよ停止させる事態を複数
回発生させたことそのものが、ITシステムを維持・管理する組織の運営上の重大な問題であると認識
し、オープン系システムの運用について組織レベルでの抜本的な対策を実施することにした。

原因
A社では、今回の件を含む、これまでの基幹業務システムを停止させるに至ったシステム維持・管

理の失敗原因を、ハードウェア面とソフトウェア面に分けて分析し、その結果を表 2.20 ‒ 1に示すよう
に分類した。

例えば⑤に関しては、A社では従来から新規開発したシステムの本稼働の際には「リリースレビュー」

表 2.20 － 1　"ࣾシステムの維持ɾ管理に͓いͯ発生͠たトラブルの原因分ྨ

 Ҽྨݪ
1� ϋʔυΣΞ ᶃ γεςϜϦιʔεෆ

ᶄ ثػো
2�ιϑτΣΞ ᶅ γεςϜม͕ߋෳࡶԽ͠ޡΓΛ༠ൃ

ᶆ�ਓҝతͳ୯७ϛεʹΑΔޡۀ࡞り
ᶇ�มߋ༰ʹର͢Δ৫తͳνΣοΫෆ
ᶈ ख़࿅ͨ͠ج൫ཁһͷෆʹΑΔ࣮ࢪ༰ͷޡΓ
ᶉ�ສ͕ҰγεςϜ͕ఀ࣌ͨ͠ࢭͷରࡦ४උෆ
ᶊ�աڈͱಉ͡ݪҼʹΑΔτϥϒϧͷൃ࠶
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や「リリース判断会議」などリスクに応じた審査プロセスが整備されていたが、一方で、サービス開始
後のシステムの変更についてはシステム変更を実際に行うチームによる「変更管理レビュー」が中心で
あった。そのため、その審査には表 2.20 ‒ 2に示すような問題が生じていた。

表 2.20－1に示すような原因のトラブル発生を抑止するためには、従来実施してきたシステム変更
の計画承認プロセスやトラブル原因分析・再発防止活動について、組織全体での見直しを検討する必
要があり、またそれらの施策を実効性のあるものにするためには、システム変更を実際に現場で実施
する個々の要員にシステム変更の重要性を改めて意識付けることが不可欠であると分析した。

表 2.20 － 2　ै来のシステム変更৹ࠪの問題

ᶺ ैདྷͷγεςϜมߋ৹ࠪͷ
1 ͰͷϨϏϡʔ͕த৺؍खॱͳͲٕज़తͳۀ࡞
2 νʔϜؒͰϨϏϡʔ࣭ʹόϥπΩ͕͋Δ

3 ͷϦΧόϦ࣌Λड͚ΔγεςϜͷൣғɺτϥϒϧൃੜڹΑΓӨʹۀ࡞λΠϛϯάɺࢪ࣮
ըͳͲ͕ཏతʹνΣοΫͰ͖ͳ͍ܭ

4 ϨϏϡʔؔऀͷஅʹΑͬͯɺۀ࡞Λ࣮͢ࢪΔ͜ͱ͕෦Ͱࢭ·Γɺใ͢ࠂΔ
ඞཁ͕͋ΔϨϕϧͷ͕ۀ࡞શମΛཧ͢Δ෦ʹୡ͞Εͳ͍͜ͱ͕͋Δ

対策
A社は上記の分析結果にもとづき、組織全体で実施すべきプロセス改善施策を以下のように定めた。
施策⒈ システム変更の品質を確保できるよう作業計画の承認プロセスを再構築する
施策⒉ 過去の失敗を教訓として再発を防止するシステム部門全体での品質向上サイクルを確立する
施策⒊ 障害の原因になるような行動を起こさないよう作業者の意識醸成のための活動を実施する

A社は、上記施策を推進するために、これらの施策を専任で担当する組織（品質保証室：Quality 

Assurance Office）を、開発・運用部門から独立した組織として創設した。（図 2.20 ‒ 1）

図 2.20 － 1　"ࣾの *5システム開発ɾ運用෦に͓ける࣭อূࣨのҐ置付け

Aᅈ IT˖ဒ部ᧉ

開発˖ဒ

開発部ᧉ

開発 開発 運用

ITサービス
ሥ理

Ỽープὅサービス運用

サービスሥ理
σᡫؕႴ

ሥ理

アプリؕႴ
ሥ理

PMO
Լឋ

̬ᚰܴ
(QAO)

運用
サἯーἚ

ἕἚ
ὁーἁ
ሥ理

ˎ想化
サーバ
ሥ理

運用部ᧉ
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（1）施策 ɿ̍システム変更計画のঝ認ϓϩセスの再構ங
品質保証室はまず、表 2.20 ‒ 3に示す「運用サービス指針」を整備し、今後のシステム運用全般に
対する品質保証活動の柱とした。次いで、保有する各システムが要求する運用品質のレベルを、シス
テムの停止が業務に与える影響度や変更実施の難易度を元に「運用品質確保ランク」（表 2.20 ‒ 4）と
して分類し、どのような要求度のシステムがどれだけ分布するかを見える化し、今後の運用改善のベー
スとした。

保有する各システムの運用品質確保ランクの定義に続いて A社では、システム変更の管理プロセス
の改革のために、システム変更の実施を審査する会議体を「システムリリース評議会」として再定義し
た。システムリリース評議会を開催するかどうかは、新たに設定した運用品質確保ランク（表 2.20 ‒ 4）
と審査対象のシステム変更案件の作業難易度をもとに、規約（表 2.20 ‒ 5）として定めた。これによ
り、どのシステム変更案件の審査も統一規準にしたがって確実に実施されるようにした。

表 2.20 － 3　ʮ運用サーϏスࢦʯඋの࣮施༰

/P ༏ઌ औりΈ ༰

1 ߴ
࣭อূࣨͷ
ܭͷઃۀ

・ ଞࣾͷ࣭ཧ෦͔ΒͷྫࣄऩूɺώΞϦϯάΛ࣮͠ࢪɺۀ࡞࣭Λอূ
͢ΔͨΊͷϓϩηεͷݟ͠ɺ֦ॆΛ͍ߦɺ࣭อূࣨͱͯ͠ ͷۀΛཱ֬

2 ߴ
ӡ༻࣭֬อ
ϥϯΫͷఆٛ
ͱల։

・ γεςϜఀ࣌ࢭʹඃΔଛͷେ͖͞ʹͮج ʮ͘ۀࣄͷӨڹ߹͍ʯͱγες
Ϝͷෳੑࡶنʹͮج ʮ͘ӡ༻қʯͷΈ߹ΘͤʹΑΓɺӡ༻࣭֬
อϥϯΫΛ̑ஈ֊ʹྨͯ͠ ఆٛ͠ɺ֤γεςϜΛϥϯΫ͚
・ ͜ ͷϥϯΫʹ͍ͨͮجӡ༻࣭ඪͷઃఆɺϦιʔεΛͨ͏ߦΊͷӡ༻

ઃܭΛ࣮ࢪ

表 2.20 － 4　運用࣭確อランクのఆٛ

ӡ༻࣭֬อϥϯΫ
͍߹ڹͷӨۀࣄ

େ த খ ܰඍ

ӡ༻қ

ߴ ಛ̖ ̖ ̗ ̘

த ̖ ̖ ̗ ̘

 ̖ ̗ ̘ ̙

表 2.20 － 5　システムϦϦースධٞձの開ن࠵

γεςϜϦϦʔε
ධٞձ։࠵ཁ൱

৹ࠪରγεςϜͷӡ༻࣭֬อϥϯΫ

ಛ̖ ̖ ̗ ̘ ̙

มߋ
ۀ࡞

қ
�2

ߴ ඞਢ ඞਢ ඞਢ ෦அ �1 ෦அ

த ඞਢ ෦அ ෦அ ෆཁ ෆཁ

 ෦அ ෦அ ෆཁ ෆཁ ෆཁ

�1 ෦அɿධٞձʹٞすΔ͔Ͳ͏͔Λシステムมࢪ࣮ߋ෦Ͱஅ
�2 มۀ࡞ߋқࣄલূݕ有無ɺա࣮ڈɺۀ࡞時ؒɺۀ࡞ମ制ɺۀ࡞༰͔ΒධՁ
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さらに、これまで各部門で実施してきたシステムリリース判定の実効性を評価した上で、審査内容
についても表 2.20 ‒ 6に示す見直しを実施した。

また、上記のチェック内容は案件事例データとして蓄積し、以降、類似案件の計画時に計画や審
議内容を参照できるようにした。また、システム変更管理プロセスそのものの見える化施策として、実
施件数と成功率、トラブル原因別件数割合、お客様への迷惑度などを数値化し、KPIとして取得す
るプロセスにした。

（2）施策 ɿ̎システム変更の্࣭αΠクルの確ཱ
上記（1）のような施策を実施しても、システム変更に起因するトラブルの発生がすぐにゼロになるわ

けではない。A社では、発生するトラブルを謙虚に受け止めるとともに、トラブル事例をもとにした原
因分析と再発防止策の立案を「なぜなぜ分析」を使用して実施し、それをシステム部門全体で周知す
る活動を開始した。再発防止策を立案する際には、品質保証室が検討をサポートし、「誰の責任か」
ではなく「誰がどのタイミングで防止できたのか」が明確になるように進行を支援している。
また、インフラ系作業の常識集の作成や、考慮漏れチェックリストの公開、メルマガ等での最新情
報の発信、ヒューマンエラー研修の実施などにより、システム運用で得た貴重なノウハウを蓄積し伝
授する活動を上記と並行して実施することにより、品質向上のサイクルが回るようにした。

（3）施策 ɿ̏システム変更୲ऀのマΠンυৢ成
システム変更の品質を向上させるためには、各種チェックの強化や再発防止の徹底だけでは足りな
い。始めは効果的な施策も時間の経過とともに陳腐化する、運用担当者の「慣れ」が怖い、業務プ

表 2.20 － 6　システムϦϦースධٞձͰの৹ࠪ༰

ᶺ ैདྷͷ࣮ࢪ༰ͷ վળ

1
Ͱͷ؍खॱͳͲٕज़తͳۀ࡞
ϨϏϡʔ͕த৺

γεςϜ։ൃɾӡ༻ऀͱ࣭อূࣨΛϨϏϡΞͱ͠ ɺͯγεςϜม
ըͳͲɺܭͷϦΧόϦ࣌λΠϛϯάͷଥੑɺ࿈བྷମ੍ɺτϥϒϧࢪ࣮ߋ
αʔϏεӡ༻ڥͷӨڹΛνΣοΫ

2
νʔϜؒͰϨϏϡʔ࣭ʹόϥ
πΩ͕͋Δ

Ζͬͯ౷Ұ͞Ε͕ͨͦऀɺؔ͠ࢪ४ʹ͕ͨͬͯ͠࿙Εͳ࣮͘نࢪ࣮
νΣοΫ߲Λ৹ࠪ
̖ʣҊ݅ͷ֓ཁ
̗ʣతɾܦҢ
̘ʣϦϦʔε࣌
̙ʣ࣮ εέδϡʔϧͱମ੍ࢪ
̚ʣ  ࣮ 対策༗ࡂɺݶظ༰ɺ対ԠߋɺγεςϜม࣮ڈ༰ʢաࢪ

ແɺํূݕ๏ɺॳͷࢹʣ
̛ʣӨൣڹғʢੑɺΩϟύγςΟɺۀͷӨڹɺۀఀࢭʣ
̜ʣ τϥϒϧൃੜ࣌ͷϦΧόϦܭըʢؒ࣌ۀ࡞ɺӨڹɺτϥϒϧͰ͋Δ

͔Ͳ͏͔ͷஅن४ɺஅऀɺαʔϏε։ޙ࢝ʹϦΧόϦ͢Δ߹
ͷ༰ʣ

3

ΑΓӨʹۀ࡞λΠϛϯάɺࢪ࣮
Λड͚ΔγεςϜͷൣғɺτڹ
ϥϒϧൃੜ࣌ͷϦΧόϦܭըͳ
Ͳ͕ཏతʹνΣοΫͰ͖ͳ͍

4

ϨϏϡʔؔऀͷஅʹΑͬͯ
ɺۀ࡞Λ࣮͢ࢪΔ͜ͱ͕෦
Ͱࢭ·Γɺใ͢ࠂΔඞཁ͕͋
ΔϨϕϧͷ͕ۀ࡞શମΛཧ͢
Δ෦ʹୡ͞Εͳ͍͜ͱ͕͋
Δ
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ロセスだけでなく担当者の意識も変える必要がある、と考えた A社は、品質向上に対する担当者の
マインド醸成のために表 2.20 ‒ 7に示す 7つの施策を実施した。

上記の施策は、システム変更においては、各作業者が以下の基本動作を遵守することが失敗を防
ぎ、システム変更の品質を向上させることに直結するという意識を各担当者に定着させることを狙いと
している。
・作業をする際には実施内容を計画し、ルールに沿った承認を受ける
・承認された手順以外の操作はしない
・入力したコマンドに誤りがないか実行前に再度確認
・想定外のエラーが出たときにはすぐに報告し、勝手に行動しない

「よかれ」と思った行動がトラブルを生むこともある。このような誰もが当たり前だと思うことを、基
本動作として担当者に繰り返し浸透させ、それを守らせないと、現場での作業品質の向上にはつなが
らない。

表 2.20 － 7　システム変更୲ऀのマインυৢ成施策

ᶺ ϚΠϯυৢͷͨΊͷࡦࢪ

1 ӡ༻ݚૅجमʢ৽ೖࣾһɺଞ෦͔Βͷసೖऀɺస৬ऀʣ

2
ώϡʔϚϯΤϥʔݚमʢૅجฤࣾ֎͔Βదͨ͠教ҭΛಋೖɺ࣮ફฤաڈτϥϒϧΛ
ϕʔεʹࣗࣾͰاըʣ

3 ͳͥͳͥੳݚम

4 γεςϜӡ༻νʔϜͱ࣭อূࣨͱͷ対ձ

5 ʣ࣍৽ͷใΛϝϧϚΨൃ৴ʢि࠷

� γεςϜมߋͷ࣭༏लऀදজʢ͚ࣾͩͰͳࣾ͘ͷҕୗઌཁһ対ʣ

� ͝ظͱʹ׆ಈ༰ΛৼΓฦΓγεςϜӡ༻෦શମʹใఏڙ

効果
多方面での施策の組み合わせが奏功して、A社のシステム変更品質には以下の効果が得られた。

（1）値に直接ݱれる成Ռ
①活動初年度
・前年度比でトラブル発生が半減
・作業ミスは 4割減
・トラブル影響度指数（トラブルが発生した場合に業務に与える影響度を運用品質確保ランクと発
生したトラブルの重症度ランクをもとに数値化した指標）も 3割減
→トラブルが発生した場合でも、これまでよりも影響を小さくできている
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②二年目
トラブルの重症度が軽微（業務に何らかの影響が出たもの）以上のトラブルの発生件数は前年

度とほぼ同じだが、トラブル影響度指数は 4割減

効果を数値で端的に評価できるようになったことそのものも、この施策の大きな効果である。

（2）݁ Ռに対するධՁと見直し
単純な作業ミスがかなり削減できている一方で、実施内容・手順に対する考慮漏れによるミスが残

り、相対的に目立ってきている。これに対しては、発生した事例に基づくインフラ系常識集、考慮漏
れチェックリストの追加を行い、順次水平展開を実施予定である。考慮漏れ対策についてはノウハウ
の体系化が難しく、これは今後の課題になっている。

教訓
本件は、システム運用環境でのシステム変更を確実に実施し、サービスをお客様に安定的に提供す
るために、システム変更の承認、トラブル再発防止、人材育成の各プロセスの改善を専任する組織作
りから始めた事例である。

システム変更は、利用の現場から「無事に実施できて当たり前」、を期待される、システム開発・運
用の中でも品質に対する要求レベルの高い作業であるが、それを確実に達成するためには、以下のよ
うなプロセスが必要であることをこの事例は示している。
（1）保有するシステムそれぞれが要求する運用品質レベルを明確化し、システム変更の際には、レベ

ルに応じた検査を、実施内容に関する知識を有する第三者の目で行う
（2）発生したトラブルを貴重な経験と思い、個人の責任で終わらせず前向きに原因分析と再発防止策

の立案を実施して組織全体で再発を防止する
（3）各要員がシステム変更に取り組む際に基本動作として身に付けておくべき意識（何をすべきであり、

何をすべきでないか）を、各種施策により繰り返し醸成する

これらのことを順次実施し、組織全体でシステム変更の品質を向上させることが、システム運用全
体の品質を継続的に向上させ、組織を成長させる最も確実な施策である。

A社ではシステム変更時の品質の向上施策は「幕の内弁当のようなもの」と例えている。『これをや
れば必ず改善する』という特効薬のようなものはなく、一件一件確実に改善するための地道な取り組
みを組織化して 1つのパッケージにすることにより施策の全体で成果を生み出すことができる、との
考えで取り組んでいる。
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2.21 システムにར用期ݶのある機ثʗソフトをΈࠐΉ際の教訓（(21）

サーόূ明ॻの༗効期限の確認方๏をせよ教訓
(21

問題
A社では全社向け基幹業務システムを構築し、同システムを使用して来訪する自社顧客向けのサー

ビスを全事業所で提供している。サービスの提供は平日日中から夜間までだけでなく、一部の事業所
では休日も実施している。業務システムは 2年前に構築したものであり、システム保守はシステム構築
を委託した先の事業者が継続して担当し、システム運用は A社が自ら実施している。A社の基幹業
務システムは端末側アプリを仮想化し、サーバと仮想端末が通信する構成にしていた。

A社基幹業務システムの構成を図 2.21 ‒ 1に示す。

ある休日の朝、サービス利用の現場で、仮想端末上で基幹業務が起動しないという現象が発生し
た。仮想端末を起動すると「ディレクトリサービス連携サーバとの接続ができない」とのメッセージが
表示されるだけであり、仮想端末上で動作するアプリケーションが全く使用できない状態になってい
た。この現象は特定の端末によらず、すべての仮想端末で発生していた。表示されるメッセージから
原因が端末の仮想化技術に関係するとの報告を保守委託先から受けたA社のシステム運用責任者は、
休日にサービスを提供する事業所内に少数ながらも直接アプリサーバと接続する端末（以下、直接接
続端末）が用意されていたことから、トラブルが収束するまでの間、直接接続端末だけを利用するこ
とを利用の現場に連絡して、当日の業務を開始した。
しかしながら、直接接続端末は数量が限定されており処理の順番待ちが多数発生したことから、
一部の顧客が自分の順番を待ちきれずに帰るという事態に陥った。

図 2.21 － 業務システムの構成װجࣾ"　1
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原因
仮想端末に表示されるメッセージから、基幹業務システムが仮想端末で起動しなかった原因はディ

レクトリサービス連携サーバと仮想端末の通信途絶であることは明白であった。通信途絶が発生した直
接の原因は、サーバのハードウェア故障等によるものではなく、ディレクトリサービス連携サーバの SSL

サーバ証明書（以下、サーバ証明書と記す）の有効期限がトラブル発生前日までで切れ、当日以降は有
効でなくなったことにより、サーバと仮想端末が SSL通信できなくなったことであった。
トラブル発生時の状況を図 2.21 ‒ 2に示す。

そして、業務運用中にサーバ証明書の有効期限切れを発生させたシステム運用管理上の原因は、
ディレクトリサービス連携サーバにサーバ証明書が組み込まれており、2年ごとに更新する必要があっ
たこと、さらにその期限がトラブル発生前日までであったことを A社もシステム開発保守委託先の保
守担当者も認識していなかったことであった。
幸い発生したのが休日であったため平日に比べればサービス利用者への影響は小規模で済んだが、
少数ながらもサービスの提供が滞ったことにより一部の顧客がサービスを受けられなかったことを重く
受け止めた A社は、再発防止に向け、根本原因の分析を開始した。

図 2.21 － 2　トラブル発生時の状況
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対策
トラブル発生の原因が上記であることが判明し、A社は直接の対応として以下の処置を実施した。
・ディレクトリサービス連携サーバのサーバ証明書を作成し、ディレクトリサービスサーバに登録
・上記対応が完了し、システムを復旧するまで直接接続端末を増設

次いで A社ではこのトラブルの再発防止のため、自社および開発・保守委託先会社の両当事者を
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集めて根本原因の分析と採り得る再発防止策の選択を実施した。
再発防止策を検討する際には、単にサーバ証明書発行の期限切れの再発防止だけでなく、システ

ム運用において定期的に実施する必要のある管理上の作業全般を対象とした再発防止（他個所の点
検への水平展開）の観点で、実施すべきこと及び優先度の洗い出しを行った。検討の結果を以下に
示す。

表 2.21 － 1　ࠜຊ原因の分ੳ͓Αͼ࠶発ࢭ策のݕ౼݁果
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効果
A社では以前からオフィス等のソフトウェアのライセンスの保有状況や有効期限の管理を実施してい
たが、それに加えて表 2.21 ‒ 1に記載された各対策を実施することにより、今回トラブルが発生した
サーバの証明書の有効期限にとどまらず、電子的な証明書を利用する他のシステムを把握し、それら
の証明書の有効期限と更新作業者、保守委託契約書の記載を調査し、定期的な更新が漏れないよう
管理監督することにより、運用中に不測の期限切れが再発することを防止できている。
また、保守委託先とは契約の不備を見直し、委託した業務においても同様に再発を防止する取り組

みを行っている。今後のシステム開発や運用環境構築時の構築会社とのサーバ証明書などの組込み
有無の確認については、次期システム構築までの見直し検討課題としている。

教訓
この事例では、運用中のサーバの証明書の期限切れを事例として、そこから根本原因を分析して広
範囲の再発防止を検討した過程を説明した。サーバ証明書の期限の管理は、それが原因で大規模なシ
ステム運用障害を引き起こした事例もあり、単純なようで意外に見落としやすい監視対象である。
ここでは、サーバ証明書の管理ができなかった原因をさ様々に考察し、それぞれに適した対策を

検討した。その中で、証明書の期限が近いことをＡ社がトラブルになる前に認識できていなかった根
本原因として特記すべき事項は、構築や保守を担当した委託先も、システムの保有者であり運用の最
終責任者であるA社も、それがシステムに組み込まれているかどうかを運用開始時に確認できていな
かったことである。
一般に、システム開発や運用環境の構築を委託する側に委託先と同レベルの技術が留保されてい
ることは、大規模システムを自社で開発運用する組織以外には期待できない。今回のA社の事例に
限らず、大多数のシステム構築においては、システムを開発した側から運用を担当する側への情報伝
達の漏れをなくすことが、このようなトラブルの発生を防止する最も有効な対策になる。しかしながら、
構築時と保守時で委託先や再委託先が異なることや同じ委託先であっても担当 SEの変更が生ずるこ
とがままあり、その引継ぎの際に技術やノウハウの連携漏れが生ずるケースは少なくない。情報連携
の漏れ防止は、システム構築や運用を受託する側の技術レベルの向上や内部チェックの強化が最も効
果的な施策であるが、委託する側の自己防衛策は、以下の二点である。
・サーバ証明書の更新など運用継続に必要な作業が漏れなく報告されているかどうかを、運用引継ぎ
チェックリストに確認結果の記載を依頼する等により依頼元から積極的に確認することにより、システ
ム構築委託元が知らないうちに証明書が組み込まれているというような事態の発生を抑止する
・サーバ証明書の有効期限のチェックや更新を漏れなく実施する（年間運用スケジュールに明示する）

この事例から教訓として伝えることは、「システム開発や環境構築を委託した際には、SSLサーバ
証明書の有効期限の更新などのシステム運用開始後に定期的に実施すべき運用管理上のイベントの有
無やその内容が漏れなく報告されているかどうかを、運用開始前に委託元から自主的に委託先に確
認することを怠らない工夫をすること」とした。
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重要インフラ企業には、同じ企業内であっても、全く性格が異なる ITサービスがある。
例えば、鉄道会社では、以下の 2種類の ITサービスは“一括り”で捉えるのは妥当ではなく、今回
のコンテキスト調査の結果から 2通りに分類し、教訓を整理・流通させることが妥当と考えられる。
・列車の安全運用を司るもの（以降、「制御系」と分類）
　「変わらぬ使命である究極の安全」を実現するもの（JR 東日本のATOSなど）
・鉄道にかかわる付帯事業を司るもの（以降、「サービス系」と分類）
座席予約、鉄道会社 ICカード（JR 東日本の Suica）など
今回の電力やガスのコンテキスト調査結果からは、「制御系」と「サービス系」による同様な分類が、
下記例のように電力やガスでも有効であることが確認できた。
・制御系：発送配電システムやガス供給システムなどが該当
・サービス系：料金システムなどが該当
また、サービス系は企業の基幹業務を司る「基幹業務系」とインターネットや携帯端末の普及にともな

い顧客が直接利用する「顧客サービス系」は障害発生時の影響度合いが異なるため分けて整理する。
なお、制御系とサービス系のコンテキストに依存しない共通的なシステムは共通系と整理する。
以上のコンテキスト分類に従い、今回得られた教訓は、各コンテキスト分類（教訓活用者）と関連付

けて下図のように整理する。

以降の各節では、上図のコンテキストMAPに記された各コンテキストにおける教訓について解説する。

図 3 － 1　ٕज़ྖҬの܇ڭと֤ίンテΩスト分 との対応（用ऀ׆܇ڭྨ）
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3.1ɹϑΣーϧιϑトに関する܇ڭ（T1）

3.1 フΣールソフトに関する教訓（T1）

サービスのܧଓを༏ઌするシステムに͓いては、
ٙΘしきߏཁૉをੵۃతにシステムからりせ
ʢʠϑΣーϧιϑトʡの考え方ʣ

教訓
T1

問題
サービスの継続を優先するデータの非同期送受信（メッセージ交換型）のオンラインシステムで、

サーバの自動切替えが失敗し二つのノードが稼働する事象が発生した。

原因
直接の原因はミドルウェア・OSの潜在バグである。根本原因は、それに対応してノードA自身が自
動停止しなかったことによるものである。
本システムはキューを使用したシステムであり、システム障害時にトランザクションが不完全に完了し
てもデータの整合性を保つように設計されている。このシステムにおいてノードAがノード Bに『障害
状態との誤ったメッセージ』を送り、ノード Bも Aの代わりに『稼働可能ステータス』に向けた遷移を
開始した。そのため、ノードAもBも稼働状態となってシステム全体のステータスに不整合が発生し
た。

図 3.1 － 1　障害時のイϝージ
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3.1ɹϑΣーϧιϑトに関する܇ڭ（T1）

対策
応急対策としては、手動により障害となったノードAを強制的に切り離した。
恒久対策としては、以下のようにフェールソフトの考え方を適用する。フェールソフトとは、システム
の障害時の際にも、正常な部分だけで稼働を継続させることを重視した考え方である。
・۩ମతͳํ͑ߟ
業務内容に基づいて、システムごとにポリシーを作成した上で、フェールソフトを適用する。

ハードウェア機器の故障、ソフトウェアの処理プロセスの異常等があった場合には、その部位を
積極的に停止させることでシステムから切り離す、場合によってはその系全体を放棄するといった
考え方のもとに処理・対応する。
一方、そのような状況下で一部の部位や系をシステムから切り離しても、システム全体としての
サービスは継続できるように、フェールソフトの考え方に基づいて設計・運用する。
・͜ͷํ͑ߟʹཱͭཧ༝
機器やソフトウェアそれぞれの動作継続を優先し過ぎてしまうと、予期せぬ障害の場合にサー
ビスの影響がかえって大きくなってしまう場合があり、サービスの継続を優先させるためには、む
しろ積極的に関連する部分をシステムから切り離す方が良い場合が多い。
具体的には、ハードウェア、ミドルウェア、ソフトウェアにおいて、それぞれの機器やプロセス
が自己診断等を基に個々に切替え・停止を判断する場合が多いが、予期せぬ障害においては、
その動作が不安定となりコントロールできない状態になってしまうことがある。そのような場合に
は、周囲の機器やプロセスが、コントロールできない状態となっているおそれのある部位を強制
的に切替え・停止させシステムから切り離すことにより、円滑に対応を行える仕組みを構築するこ
とで、サービス継続がより実現しやすくなる。

効果
フェールソフトを実装しておくことで、重大障害が発生しても業務が継続可能となり、取引の停止や
報道発表につながるような重大トラブルが未然に防止できるようになった。
また、未知の障害が発生しても、システムを停止することなく業務の継続が可能となった。

教訓
サービスの継続を優先するシステムにおいては、疑わしき構成要素を積極的にシステムから切り離
せ
（サービスの継続と原因究明とのどちらを優先するかは、サービスの特徴に基づいてマネジメント層
が決定すべきことである。上記対策は、比較的短いメッセージの 1ラウンドの送受信によって完結す
るような、単純な処理において適用可能であり、適用に際しては十分な技術検討が必要である）。
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3.1ɹϑΣーϧιϑトに関する܇ڭ（T1）

【補足説明】対策の詳細
図 3.1 ‒ 2のようにフェールソフトの考えを取り入れ実装する。

図 3.1 － 2　フェールソフトにΑるସ͑時のイϝージ

（1）ࣗ のϔルスνΣックの場合
構成要素自身がヘルスチェックを行う場合、異常を検知して他系の構成要素にその旨の通知を行っ
たとき、通知を受けた系の構成要素は、念のため、通知を行った系の構成要素に対して停止コマンド
を送る。
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（2）ଞ系のϔルスνΣックの場合
相互に他系の構成要素のヘルスチェックを行う場合、他系の構成要素の異常を検知して自身が現用
系として動作するとき、検知した系の構成要素は、念のため、異常と判断した他系の構成要素に対し
て停止コマンドを送る。
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自動停止できない場合のために、手動による停止を容易にするための仕組みを組み込んでおく。
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3.2ɹシステムશମΛ၆ᛌͨ͠対策に関する܇ڭ（T2）

3.2 システムશମを၆ᛌͨ͠対策に関する教訓（T2）

ٜのͩけでな͘、
システム全ମを၆ᛌするௗので૯合తな対策をߦうし！

教訓
T2

問題
A社の制御系システムの下位システム（以下、下位）にある制御装置の稼働系に故障が発生した。
自動的に待機系に切り替わるところが、切り替わらなかった。さらに、上位システム（以下、上位）の
監視端末からの指示による系切替えを実施したが、切り替わらなかった（図 3.2 ‒ 1）。
一般的に制御系システムは、制御システムの監視・制御を行う上位と、それぞれが独立した制御装

置で構成された下位にグループ分けされた構成になっている。

図 3.2 － 1　システム全体図と障害発生状況

原因
直接の原因は、下位の制御装置の稼働系のハードディスクの機器故障である。通常初めに 1回だ

け行う「リセット通知」が故障のため出続けた。そのため処理が渋滞した。ところが稼働系は自分が
処理中であると認識していたため、処理継続状態を続け、待機系への切替えは行われなかった。ま
た、処理の渋滞のため上位との通信が途絶えたため、上位の制御監視端末からの系切替えもできな
かった。
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今回の事象を分析すると、以下のような根本原因があることがわかる。
【原因 1】 稼働系が 1回だけ行う「リセット通知」が出続けていることを、待機系は「稼働系の障害」

と判断する機能が無かった。そのため、系の切替えが下位だけで完結せず、下位が、十分
な自律機能（下位の中で障害対策を行う）を有していなかった。

【原因2】 上位が、下位からの出続けている「リセット通知」を障害と判断する機能が考慮されていな
かった。そのため、系の切替えなど、下位を制御することが十分できなかった。

制御系システムを正常に稼働させるためには、下位の中で自律した動きをまず実施することが重要
だが、下位での障害が生じた場合は、上位が下位の監視・制御を行う必要があった。今回の障害は、
そのいずれにも不具合があった。

対策
制御系システムの系切替えの対策として、以下の 3つの対策を行った。
　【対策 "ô1】  待機系装置からの停止制御機能を追加し確実に系切替えができるようにした（図

3.2 ‒ 2①）。
　【対策"ô2】  上位の制御装置から下位の制御装置の停止を確実にできるようにした（図 3.2 ‒ 2

②）。
　【対策 #】 さらに、上位の制御装置の監視機能の強化を図った（図 3.2 ‒ 2③）。

この系切替えの基本的な考え方は以下の 3項目に整理できる。
　【対策̖】 システムで検知（上位、下位の制御装置）
　【対策̗】 ソフトで検知（上位）
　【対策̘】 手動による系切替え

図 3.2 － 2　対策
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3.2ɹシステムશମΛ၆ᛌͨ͠対策に関する܇ڭ（T2）

今回の対策を当てはめると図 3.2 ‒ 3のようになる。
下位だけでの対策（対策 A ‒ 1）では、「蟻の目」対策であり、それだけでは制御系システムの対策

として不十分である。そこで、「システム全体を俯瞰した鳥の目」対策として、上位からの対策（対策
A ‒ 2、対策 B）を行うことにより、システム全体の信頼性が向上する。また、対策の順序としては、
対策 Aから対策 Cに向かっていくほど障害復旧の時間が長くなるので、対策 Aから順番に行った。

図 3.2 － 3　৴པੑ向্のたΊのܥସ͑の対策
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効果
障害対策は、障害を起こした下位の制御装置だけの対策を考えがちであるが、蟻の目の対策だけ
でなく、システム全体を俯瞰する鳥の目対策を活用することで障害発生時の復旧時間の短縮が可能で
あり、システムの安定稼働（障害発生頻度の減少）が保たれる。
例えば、停電、列車運行停止などが起こらなくなり、復旧が早まる。今回の事例では、2～ 3時間
かかっていたのが、瞬時に復旧することができた。

教訓
上位システムと下位システムとで構成されている制御系システムの障害対策は、障害の発生した制御

機器の対策（蟻の目）だけでなく、システム全体を俯瞰する鳥の目で総合的な対策を行うことが重要
である。
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3.3ɹテストύλーンのඋに関する܇ڭ（T3）

3.3 テストパλーϯのඋに関する教訓（T3）

、場のࣝをूしݱ、場をよ͘りݱ
！場のಈきをシϛϡϨートできるようにすしݱ

教訓
T3

問題
ある鉄道会社の制御系システムの事例である。駅に出入りする列車の運転は、駅に設置してある列

車制御システムにより制御が行われている。折返し運転のある駅で、A列車が折返しホームに入り、
乗客の乗降後、出発時間となったので、元来た方向に出発していった。同じホームを使用するB列
車が A列車の出発後、反対方向から近づいて来た。しかし、A列車が出発していったにも関わらず、
ホーム手前の信号機が B列車の「進入」を表示しなかったため、B列車は、ブレーキが自動で動作
し駅の手前で停止してしまった（図 3.3 ‒ 1）。

図 3.3 － 1　ӺͰの障害発生状況

原因
直接の原因は、列車制御システムのソフトウェアのバグである。先行のA列車の出発完了にも関わ
らず、A列車に対する制御信号が出続けてしまったため、続行の B列車がホームに接近したにも関わ
らず、B列車の制御信号の表示ができなかったためである。
制御系システムは、一般に、制御対象の様 な々「処理の動きとタイミング」をすべて捉え、その動き
すべてに明確な制御・指示（コントロール）ができなければならない。
このような列車の動きを想定した本番と同じようなテスト環境を準備することは、困難であるため、
システムの本稼働が開始する前に実列車を用いてテストを行ってはいたが、今回の事象のようなケース
のテストは行っていなかった。
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3.3ɹテストύλーンのඋに関する܇ڭ（T3）

今回の事象を分析すると、根本原因は以下であることが分かった。
【原因 1】  有識者（ベテラン社員を含む）により、以下のとおり制御信号の機能確認を行っても、まだ

洗い出せていない機能が存在する。（機能要件漏れ）
・有識者（ベテラン社員を含む）による要件確認。
機能要件作成時にあらゆるパターンの洗い出しを有識者に実施。
・有識者による要件＆テスト仕様レビュー。
・有識者による思いもよらない入力テストを実施。（意地悪テストの実施）。

【原因2】  列車の動き、信号システムの動作などを総合的にテストできる環境、つまり、組込みソフト
ウェアを持った制御システムと列車などの動作のすべてのテストが行えるテスト環境ができて
いない。

対策
直接の対策として、駅の列車制御システムの制御信号送信プログラムを改修した。
今回のように、列車の運転を考慮したテストを行わなかったことにより、重大な列車運転阻害を招
く可能性がある。まさしく、「現場」を熟知することが、「安全、信頼」を堅牢なものとする条件であ
る。
【原因 1】については、従来から行ってきていた作業に加えて、一度設計された「機器の動き（列車
の運転）」のパターンを知識データベースとして蓄積し、そこに、さらに新しい動き、機能漏れの動き
を追加登録していく。これにより、すべての「機器の動き」のパターンを知識データベース上で把握す
ることが可能になり、暗黙知が形式知化される。
【原因 2】については、本番環境と全く同じテスト環境を用意し、すべてのタイミングの問題点を実機
や操作員で確認することは不可能である。そこで【原因 1】の制御装置の動きのパターンの知識データ
ベース化が進めば、シミュレーション・システムの強化が可能になる。
制御系システムのシミュレーション・システムの開発を行うためには、現実の制御装置のプロセスを

分かりやすく可視化し、プロセスの骨子を見極めてモデリングする。特に、微妙なタイミングを問題に
するテストは、実機で再現することは難しいが、シミュレーションでは容易に再現することが可能であ
る。

【補足説明】知識データベース
知識データベースとは、ここでは過去の制御装置、移動装置、操作員の「動き」のパターンを記録

することを指す。この制御系システムに新しい要件を追加する場合、この知識データベースの記録や、
有識者からの新たな知識を参照すると、設計時の考慮漏れやリスクの洗い出しができることを目指し
たものである。
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効果
以下の効果を得ることができる。
・知識データベースにより、機能漏れを防ぐことができる。
・シミュレーションにより、特殊ケースでの障害を防ぐことができる。

これにより、堅牢な「安全、信頼」の制御系システムを構築でき、事例で起きた社会インフラの混
乱回避が期待される。
今回の事例は鉄道についてであるが、このような制御系システムは、工場における生産ライン制御、

電力の供給ライン管理制御、通信の交換機制御など、世の中に数多く存在している。多くの制御シス
テムにおいても、今回の列車の運転にあたる被制御機器の動作について熟知し、その動作に対する
テスト項目をたてテストするだけでなく、シミュレータを使用したテストも行うことは、制御システムの
品質を高める上で欠くべからざるものである。まさしく、「現場」を熟知することが、「安全、信頼」を
堅牢なものとする制御システムの条件である。

教訓
現場をよく知り、現場の知識を集約し、現場の動きをシミュレートできるようにする、そのためには、
機能要件の蓄積と実地テストができないためのシミュレータテストを考慮することによって、障害を予
防することが重要である。
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3.4 システム環境の変化への対応に関する教訓（その1）（T4）

システムにӨڹする変化点を明確にし、
その理ϧーϧを策定せよ！

教訓
T4

問題
制御系システムは、監視・制御を行う上位システム（以下、上位）とそれぞれが独立した制御装置・
移動装置を持つ下位システム（以下、下位）とで役割分担をしている。
列車制御システムも同様な構成になっており、列車の運転は上位の指令センターと呼ばれる所で集
中監視を行っている。さらに、事故などがあって列車が乱れた場合に対処するために、数時間先まで
の運転がどのようになるかの予測をシステムで行い、その結果を予測ダイヤとして画面に表示している。
ある日、雪によるポイント不具合が早朝に複数の駅で発生した。駅間停車防止のため複数列車に
列車抑止（列車に対して駅にとどまるよう指示）を入力したところ、画面表示がすべて消えてしまい、
予測ダイヤを見ることができなくなった（図 3.4 ‒ 1）。

図 3.4 － 1　障害発生状況とϞニλーը໘

原因
直接原因は、駅間に列車が停車するのを防止するため、複数列車に対し「列車抑止」入力を行った
ことである。「抑止」入力を行うと、対象となる列車ごとに予測ダイヤの修正個所がシステムの画面に
表示されることになっている。この入力が早朝であったため、変更入力に基づく予測ダイヤ上の「修正
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個所」がほぼ 1日分発生した結果、システムの上限値（修正個所：600件）を超えてしまい、予測ダイ
ヤを表示できなくなった。（上限値を超えた場合には画面を消すという仕様になっていた）
この上限値はシステム構築当初から決まっていたものであった。

システムは、長期間の使用にともない変化が生ずる。その変化は、新サービス開始や法改正等のよ
うにある一点で起こるものと、利用者の増減や装置の劣化のように徐々に緩やかに変わっていくもの
ある。そのような変化によってシステムの要件（ここでは上限値）変更が必要となる要因を変化点とい
う。また、変化点管理とは、変化点を監視することによって未然に対策を取る管理のことである。

根本原因は、システムに大きな変化点があったにも関わらず、それを見逃していたことである。具
体的には、以下のように、変化点の見逃しが 3つ存在していた。

【原因 1】 予測時間の延長
列車ダイヤの予測時間を 4時間先から 24時間先までに変更した際、「修正個所数」の
上限値の増加などシステム全体の機能要件変更を行わなかった。

【原因2】 列車本数の増加
列車の本数が年々増加しており、本来ならば（運転本数の増加の都度、）上限値を超え

た際のシステムの動作を見直す必要があったにも関わらず、行わなかった。

【原因3】 「抑止」機能の使い方の変化
システム導入当初、「抑止」機能は、指定駅区間に指示を行う「駅抑止」を使っていた。
その後、今回の障害のトリガである「列車抑止」が、年月とともに徐々に、かつ優先的に
使われ出した。「列車抑止」は「駅抑止」に比べ、予測ダイヤの「修正個所数」が多い。
このような傾向にも関わらず、「抑止」機能の使い方の変化を監視し、それにともなう「修
正個所数」への影響を確認することを怠っていた。

まとめると、根本原因は、全体に影響する変化点（この場合、予測時間、列車運転本数、使い方
の変化）が管理されていなかったことである。

このように、予測時間、列車運転本数といったハード的（物理面）な観点だけでなく、使い方の変
化（利用形態の変更）といったソフト的（運用面）な観点も含めた変化点を監視し、そこから、システ
ム障害に結びつく上限値超えを事前に察知し、対策を打つことが必要であった（図 3.4 ‒ 2）。
事例では、上限値超えを取り上げているが、システム的には、リソース不足、性能不足などの非機

能要件に影響する変化点を監視することといえる。
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図 3.4 － 2　্限値͑にࢸるʮमਖ਼ݸॴの࠷େՄ能値ʯの変化
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対策
予測ダイヤの処理（1分おき）のたびに修正個所のクリアを行うとともに、修正個所 600件までは予

測ダイヤの演算処理を継続し、予測ダイヤを描画するようにプログラムを改修した。
また、システムの変化点を管理するルールを設け、要件の変更につながるような案件に対しては、

システムの見直しを行うようにした。

過去においては、制御系システムは、上位と下位とで役割分担をしているため、上位が変更されて
も、下位（それぞれ独立した制御装置・移動装置）には影響がなかった。しかし、上位によって下位
が管理されるようなソフトウェア構成になってきている現在ではシステム全体での変化点の管理が必要
になる。
制御系システムでの変化点は、一般的なシステムの仕様変更の他に、運用形態の変化、対象時間、
対象機器の動き、機器数の変化なども含む。障害を事前に防止するためには、この変化点を見逃さ
ない仕組みを構築することがポイントになる。
特に、機能の拡張（制限値に影響する場合）時は、変化点を見逃してはならない。この事例のよう
にアプリケーションプログラムの中でテーブル内のデータ件数の制限を持っているパターンは非常に多
い。制限値に対する上記のような変化点が管理指標のひとつである。

今回の障害では、ある開発時に決定した上限値が、ユーザの取扱い方や輸送形態等の変化、シス
テムの改良などでシステムにかかわる諸元の変動により上限値を超えることがないよう変化点を適切
に管理することになる。
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今回の問題については、以下の 3つの変化点管理を行った。
・上位における仕様変更（予測時間の変更等）　→　【原因 1】の対応
・下位における列車制御装置の変更（列車本数の増加等）　→　【原因 2】の対応
・（オペレーション、運用）項目表を作成し、使い方の変化を常時チェック　→　【原因 3】の対
応

制御系システムの変化点管理ルールを明確にし、そのルールを守る仕組みを構築するために、次の
4点を行う。

・システムが監視・制御する対象と仕様の変化点を洗い出し、管理項目とする。
・変化点管理のルールとそれを守る仕組みを構築する。
・上限／下限値の設定された管理項目の物理的な変化、特に重要データの「見える化」を検討
し、モニタリング機能の強化を行う。
・変化点管理で使用する管理指標を関係部門で共有し、また定期的な会議でその管理指標を確
認しあい、「変化点の見落とし」を防ぐ。

これらの対策により、現場環境の変化、システム要件に変化があった時点を可視化することができ
る。

効果
制御系システムの変化点管理を行うことにより、システム要件の変更の時期が明確になる。その結
果、システムの更新を行うことにより、システム障害を防ぐことができる。
制御系システムは、列車運転に限らず、工場における生産ライン制御、電力の供給ライン管理制御、
通信の交換機制御など、世の中に数多く存在している。これらのシステムにおいても変化点管理を応
用し、社会インフラの混乱を防ぐことができる。

教訓
制御システムのような長期的に使うシステムは、様々な内的（運用の変化）、外的要因（機器などの
物理的増加）から、当初設定した上限値や機能の使い方に大きな変化が起きていることがある。ま
た、新サービス開始や法改正等のような一点の変化点だけでなく、利用者の増減等長期的な変化で
とらえなければならない変化点もある。
それらの変化点を見逃すと、後日重大な障害を起こすことになる。システム全体に影響する変化点
を明確にし、その管理ルールに基づいた変化点管理を行うことが、システムの改修を促す要件変更の
ときを逃さず、システム障害を未然に防ぐ対策である。
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3.5 αーϏス視Ͱの変ߋཧに関する教訓（T5）

サービスの視点で、
「変更理」のΈ࡞りと「࣭理」の明確化を！

教訓
T5

問題
サービス系システムの中には、本店ホスト、事業所サーバ、営業端末などの機器を接続したシステ

ムが多い。
A社の使用料請求システムは、本店ホスト／サーバから請求データを営業員が持ち歩くHT（ハン

ディ・ターミナル）に転送するシステムである（図 3.5 ‒ 1）。
そのシステムから出される請求書の金額が誤ってお客様に渡ってしまい、A社は個別謝罪・請求書

の再発行に追われることになった。

図 3.5 － システムٻ用ྉ　1

原因
直接の原因は、事業所サーバの③「HT送信プログラム」において、使用料請求データの符号判定
処理で、調整額を減算すべきところを加算してしまったことによる。本店ホスト／サーバ上では、正し
く減算ができていた。

さらに、障害の原因を分析したところ、以下の 2点が判明した。
【原因 1】  「使用料請求データの符号判定処理で、調整額を減算する」機能は、初期は本店ホスト／

サーバ上の①、②では考慮されていたが、当時の状況では、減算となる状況が発生して
いなかったため、減算を考慮したテストが不十分であった。今回、初めて調整額の減算
が発生した。

事業所サーバ

請求予定
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PG:プログラム
HT: ハンディ端末

営業HT

ᨦܹ

顧客
データベース

使用料
調整単価

請求予定

本店ホスト/サーバ



 107情報処理システム高信頼化教訓集（ＩＴサービス編）

技
術
領
域
の
教
訓

3

3.5ɹサービスࢹ点でのมߋཧに関する܇ڭ（T5）

【原因 2】  HTはシステム稼働後、数年が経過した後に新規要件として追加された機能であった。
また、インフラ機能であったため、アプリケーション開発部門は参加せず、システム部門
だけで更改作業をおこなった。そのため、機能変更に対する影響の認識が甘かった。

この事例のようなサービス系システムのライフサイクルは長い。その間に、途中で新たな要件が追加
されたり【原因 2】、使用方法が変わったり【原因 1】する。そのために今まで正常に稼働していたシス
テムに、突如障害が発生する場合がある。
それを防ぐには、常にエンドユーザへのサービスの視点で「何が変わったのか」をチェックすること
である。この事例では、障害を未然に防ぐポイントが 2カ所あった。先ずは、【原因 2】のHTを導入
することによりサービスが変更になったことと、次に、【原因 1】の今まで調整額は、プラスしか発生
していなかったが、今回初めてマイナスが発生し、やはりサービスが変更されたことである。つまり、
根本原因としては、システムをサービスの視点で見渡した変更管理ができていなかったことである。
サービスの視点で見渡した変更管理ができていれば、障害を未然に防ぐことができたと考える。

さらに今回の事例で、「本店ホスト／サーバ→事業所サーバ→ HT」と経由していく途中で、以下の
問題が生ずる可能性が考えられる。
①データ整合が取れない可能性がある。
②プログラム仕様、実装、それぞれ整合が取れない可能性がある。
③テスト仕様・実施整合が取れない可能性がある。

対策
このシステム障害を抑えるためには、サービスの視点での変更点を見落とさない仕組みを作る。つ
まり、変更があったときに、システム全体のプログラムの整合性、データの整合性、テスト仕様の整
合性を保つための変更管理を以下の手順で行う（図 3.5 ‒ 2）。
①  機能要件は当初からあったとしても、長い間に変わっている場合がある。エンドユーザにとって、
初めて使用する機能であれば、新規の要件とみなして対応する。

②  現状分析をおこない現行システムの仕様を確認し、機能変更に対する「要件定義書・設計書・
テスト仕様書、プログラム」の影響調査を実施する。

③  上記①、②の変更を含めたシステム全体のテストを実施する。
④  修正漏れがないように、「要件定義書・設計書・テスト仕様書、プログラム」の整合性を管理す
る。

⑤  システム全体のデータ整合性、プログラム整合性、テスト仕様整合性を確認する人を決め、品
質管理責任を明確にし、開発フェーズごとの検証（レビュー等）を行う。
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図 3.5 － 2　システムの概要と障害の対策

効果
変更管理の仕組み作りと開発工程ごとの確認体制を作ることにより、システムの品質を保つことが
できる。

教訓
サービスの視点で、「変更管理」の仕組み作りと「品質管理責任」の明確化を行うことが重要であ

る。サービス開始時に入れた機能でも、その機能を使用していない状態が長く続くと、いざ使うとき
に、思わぬ障害を引き起こすことに注意すべきである。
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3.6 ຊ൪環境ͱテスト環境のࠩҟに関する教訓（T6）

テスト環境とຊ൪環境のࠩ異をମܥతに理し、
障害のϦスΫ対策を࿅る

教訓
T6

問題
サービス系システムで本番保守作業（商用作業）を行うとき、テスト環境での事前確認のときは問題
が生じなかったが、本番環境では障害となることがある。
近年の傾向として、サービス系システムの保守作業が以下のように難しくなっている。
・サービス時間の拡大にともない、オンライン稼働中に保守作業、システム変更を行わざるを得
なくなっている。また、そのような作業も、限られた時間内で行わざるを得ない。
・事前に検証を行うテスト環境には様 な々制約（リソース、コスト等）があるため、本番環境と同
一の環境を構築することが困難である。

A社では、サービス系システムのリプレースにともなうデータ移行準備作業として、データベースの
パラメータ変更作業を計画した。サービス停止時間を極力短くするため、その変更作業の事前準備を
サービス提供中（オンライン稼働中）に実施することとした。本番環境の保守作業実施前にテスト環
境で作業を実施し確認したところ問題は発生しなかった。そこで、本番環境で実施したが、システム
ダウンが発生し、サービスが停止した。

原因
テスト環境と本番環境とに相違があり、テスト環境でうまくいったソフトウェアのリリースが、本番
環境で障害となった。
本番環境には、テスト環境にないデータベース・オプションを導入（コスト抑制のため、テスト環境
では未導入）していた。
今回の障害の直接原因は、データベース・オプション使用環境において、オンライン実施時にのみ
発生するデータベース・パッケージのバグであった。しかし、製品マニュアルには、注意事項の記載が
なかった。また、作業実施日の 1カ月前に「既知のバグ」として製品ベンダの技術情報データベースに
掲載されていたが、見逃していた。

根本原因は、テスト環境と本番環境の差異が明確になっていなかったため、事前テストにおける環
境差異の影響が十分に把握できていなかったことにある。そのため、十分な対策が取られていなかっ
た。
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対策
テスト環境と本番環境の構成（ハードウェア、ソフトウェアや個々のソフトウェアのバージョン、パラ
メータなど）を極力同一にすべきであるが、合わせられない場合には、以下の対策を実施する（図 3.6

‒ 1）。
①  テスト環境と本番環境の差異を明確にする。特に、「ソフトウェア製品管理」、「ハードウェア製
品管理」、「アプリケーション管理」など重要項目をすべて洗い出した「差異分析」を行う。

②  テスト仕様において、事前にテスト環境で確認できない項目、機能が存在する場合、事業部門
／システム部門開発担当／システム部門運用担当の 3者で、リスク分析を行う。

③  そのリスク分析結果を基にそのリスクの度合いに応じて、リスク対策やコンティンジェンシプラン
を立案して、事業部門、または経営トップへリスクを伝える。

④  本番環境の保守作業のリスクをステークホルダ（経営トップ、製品ベンダを含め）で共有する体
制を作る。

⑤大きいリスクは、経営トップが判断する。

また、今回のような事例の場合、製品ベンダからの定常的なパッチ情報の入手とパッチ適用サポー
ト支援を受けることも重要である。製品ベンダとの支援体制を作ることが対策として有効である。

図 3.6 － ҟ分ੳࠩڥ　1
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効果
以下の効果により、本番保守作業でのシステム障害を減らすことができる。
・環境差異分析により、本番保守作業時のリスクの存在個所が明確になり、障害発生時の原因の
絞り込みが行いやすくなる。また、環境差異分析の一覧をチェック表として活用し、環境変更時、
システムリリース時等の確認に使用することができる。
・経営トップも含めたリスク対策を講ずることにより、全社でのリスク体制が取れる。

教訓
テスト環境と本番環境の差異を明確にし、事前テストにおける環境差異の影響を十分に把握できる

ようにする。さらに、障害のリスク対策が立てられることが、障害の予防になる。
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3.�ɹバックアップ切替え失敗に関する܇ڭ（T�）

3.7 όックアッϓସࣦ͑ഊに関する教訓（T7）

όッΫΞッϓସえがࣦഊする場合を考慮すし教訓
T7

問題
冗長化構成を取っていても、障害時、バックアップ切替えが正常に機能しなかったり、障害機器の
切離しによる縮退運転が正常に機能しなかったりと、システム稼働の継続ができない事例が後を絶た
ない。

A社の基幹システムは、デュプレックスシステムでのホットスタンバイ構成をとっている。稼働系シス
テムのハードウェア障害が発生し稼働系がダウンした（図 3.7 ‒ 1①）。障害検知にともない自動的に
バックアップ切替え処理が駆動され（図 3.7 ‒ 1②）、待機系システムを稼働させようとしたが、待機系
が立ち上がった後のオンライン処理が障害となり、待機系もダウンした（図 3.7 ‒ 1③）。このとき、現
場が混乱し、後の対処方法の決定まで多くの時間を要した。最終的に、稼働系のハードウェア故障
の部品を交換し、再度、稼働系を立ち上げて処理を再開させた。

図 3.7 － 1　障害状況
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原因
バックアップ切替え時障害の直接原因は、以下の 2点であることが分かった。

【原因 1】 切替え失敗の直接原因
以前、障害が起きた際の緊急対応時に、稼働系へのソフトウェアのパラメータ設定変更

を行った後、同様に待機系にもこの対応をする必要があったにも関わらず、これを怠った。
さらに、稼働系と待機系の同期を取るべきソフトウェアパラメータと、それぞれの系で独自
に設定するソフトウェアパラメータがあるが、それらの管理を怠った。

【原因2】 復旧時失敗の直接原因
稼働系のパラメータを基に、待機系のパラメータを最新化しようとしたが、稼働系と待機
系で独自に設定するパラメータが分からなかったため、修正を素早く実施することができず、
待機系からのオンライン再立ち上げをあきらめざるを得なかった。稼働系のハードウェア復
旧を行ってから、稼働系で再立ち上げを行ったため、復旧に大幅な遅れが出てしまった。

稼働系システムは変化するため、それに合わせて待機系システムも同期を取る必要があるが、日常
の運用で検証していく仕組み（切替え実施、同期チェック、手動切替え手順書の更新等）を作らない
と待機系システムは取り残されていく。
根本原因は、待機系システムを本番運用の重要な機能であるとの観点が不足しているため、日常の

運用で待機系システムの検証が十分行われていないために起きている。

対策
バックアップ切替えは、本番運用であることを認識し、稼働系と同じ運用を待機系でも行うことを
考えた運用計画、リスク対策を立てる。
この事例を通して、以下の対策を立てた。
・バックアップ切替え対策　（原因 1→対策 1、2）
・切替え失敗時の復旧対策　（原因 2→対策 3、4）

ʻ対策 1̓  ௨ৗอकӡ༻ʹ͓͍ ɺͯՔಇܥɺܥػͷιϑτΣΞύϥϝʔλͷ֬ೝɺϓϩάϥϜ 
όʔδϣϯཧΛపఈ͢Δɻ

通常運用のプロセスの中で、冗長構成を定義したソフトウェアパラメータに矛盾がないことを確認す
る。チェックプログラムを作成し、日常バッチ処理で、稼働系、待機系の構成定義、各サーバの構成
定義のチェックを行う。さらに、システムが正しく動作するかどうか、実機のテストを行う。切替えが
成功したことを確認するだけでなく、待機系でも業務が正常に稼働することまで確認する。そのため、
確認事項／チェック項目（サービスはすべて稼働したか、すべての接続端末は稼働するか、等の動作
確認）を明確にする。
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ʻ対策 2� ఆظతʹαʔϏεఀؒ࣌ࢭଳΛઃ͚ɺো訓࿅Λ͏ߦɻ
バックアップ切替えの運用を理解するために、待機系への切替えの障害訓練を行う。
なお、障害訓練で、待機系に切り替えたために本番処理が稼働してしまい、システム障害を引き起
こす事例が過去にあった。この事例では、業務処理を稼働系、待機系でそれぞれ実行してしまい、
二重処理になった。本番環境で実施するので、事前準備（本番環境のデータ保存、手順書の作成、
訓練終了後の戻し手順、確認手順等）をしっかり行うことが必要である。

ʻ対策 3ʼସࣦ͑ഊΛఆ͠ɺ෮چͷͨΊͷखॱΛ໌֬ʹ͢Δɻ
待機系への切替えができなかったときを考え、手動で障害から復旧する場合（復旧は、バックアッ
プ切替え方法も含めた処理継続の確立を言う）も考慮し、様々なシナリオ（目標所要時間を含む）を
想定した手順書を作成しておく。また、障害復旧テストを行い、各シナリオについての所要時間を計
測し、手順書の確認を行う。

ʻ対策 4ʼো෮چ訓࿅Λ͍ߦɺ࣮͑ʹࡍΔखॱॻΛ࡞ͯ͠ ͓͘ɻ
障害復旧訓練を行い、シナリオに定めた時間内に復旧できるかどうかを確認する。また、実際の人

の動きや判断基準等を考慮して、手順書に反映する。

効果
「バックアップ切替え失敗」になる事例を理解し、対策を実施することにより、バックアップ切替え
が失敗し、障害の復旧に多大な時間を要するリスクを減らすことが期待できる。

教訓
バックアップ切替えが失敗する場合を考慮し、設計時、運用保守時、予防対策を行うことが重要
である。

ここで示した障害事例に加えて、過去に起きたバックアップ切替えにかかわる障害事例を調査し、
分類したところ、11パターンあることが分かった。
ʠ4�2ɹόοΫΞοϓସࣦ͑ഊͷͱ対策ʢৄࡉઆ໌ʣʡ では、それらの事例を発生原因の主
な要因である「切替え失敗」、「性能不足」、「切替え無効」、「ネットワークの切替え失敗」、「設備の切
替え失敗」を問題と対策として説明している。この資料を利用して、発生した障害と同じ問題に対応
する対策を実施することで、再発を防止することができる。また、切替処理に関する対策を網羅的に
確認・実施することができる。
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3.�ɹԾԽ࣌のӡ༻ཧに関する܇ڭ（T�）

3.8 Ծ化࣌の運用ཧに関する教訓（T8）

Ծサーόになっても
Ϧιース理、ੑ能監視はӡ用のཁで͋る

教訓
T8

問題
A社システム部門は、プライベートクラウド（仮想サーバホスティング）の運用を行っている。クラウ
ド環境の共有ストレージは 2つの論理ボリュームから成り、それぞれ仮想サーバグループを構成して
いる（図 3.8 ‒ 1）。

突然、論理ボリューム #1の容量の空きが無くなり、その仮想サーバグループ #1の全サーバの動作
が不安定となった（図 3.8 ‒ 2①）。そこで、マウントしているサーバで不要なサーバを削除したところ
（図 3.8 ‒ 2②）、一時的に回復した。しかし、削除したサーバのスナップショットが大量に出力され
たため、また空き容量が不足してしまい、再度不安定になった（図 3.8 ‒ 2③）。そこで、さらに不要
サーバの削除とスナップショットの世代数を削減し論理ボリュームの空きを確保したところ、障害発生
から 6時間後、正常に向かった（図 3.8 ‒ 2④）。
その後、仮想サーバグループ #1で削除したサーバの運用要件の確認を行い、仮想サーバグループ

#2に削除したサーバを移したことで最終的に全業務正常となった。その間、削除されたサーバ上の 3

業務が、24時間に亘り正常に稼働することができなかった（図 3.8 ‒ 2⑤）。
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図 3.8 － 2　障害発生時の理ϘϦューム状況
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原因
直接の原因は、システム部門の運用担当者が、物理サーバを仮想サーバに移行する過程で、物理
サーバ Xを論理ボリューム #2に割り当てなければならないのを、誤って論理ボリューム #1に割り当
ててしまったことにあった。またサーバの停止状態を復旧するため、割り当てたサーバを削除したが、
そのサーバのスナップショットを共有ストレージ上に定義しており、また大量に出力されることを認識し
ていなかったため、再度急激に論理ボリュームの容量が不足し仮想サーバグループ #1が不安定になっ
てしまった。
さらに、運用担当者は、リソース監視をきちんと行っていなかった。クラウドにサーバを集約したこ

とにより急激にサーバ数が増え、ストレージリソース（論理ボリューム #1）を圧迫していたことに気づ
かずにいた。そのために、十分な容量を確保しない状況でサーバ移行を行い、作業ミスにより容量不
足を引き起こしてしまった。
また、運用担当者は、従来の IT 管理業務の経験は長いが、新技術となる仮想サーバの管理は初

めてであったため、経験不足、教育不足により、障害を素早く復旧させることができなかった。
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根本原因は、システム部門が、仮想化に移行しても、運用の要であるリソース管理や性能監視が重
要であることを理解していなかったことによる。
特に障害事例（図 3.8 ‒ 2⑤）で示したように、障害が発生したとき、仮想化サーバグループ間での

物理サーバの入替えが生じたため、復旧作業に大幅な時間が必要となってしまった。これは、システ
ム部門が、業務部門から出される、機能要件、非機能要件を運用要件として設計せずに、仮想サー
バへの移行を進めたことにより生じたリソース不足が原因である。
このように、各サーバの運用要件を整理せず仮想サーバに移行すると、リソース不足や、性能不足
を起こし、仮想化の効果が上がらない事態が生ずる。

対策
システム部門は、緊急対策として、以下の対策を行った。
・共有ストレージの論理ボリューム割当ての見直しにより、ストレージ容量を確保する。
・スナップショットの世代管理を見直し、世代数を 7→ 3世代に減らした。
・物理的な機器の追加により十分なデータ領域が確保されるまで、新規サーバの構築案件の受
付を停止する。
・実施予定しているストレージ増設を前倒しで実施するよう検討する。
・システム化を含めて論理ボリュームのしきい値としきい値監視方法の見直しを実施する。

再発防止対策として、システム部門は、物理サーバを仮想サーバグループに移行する際の、リソー
ス管理、性能監視を行うプロセスを策定した。
物理サーバを移行する場合、運用設計者は、業務部門（アプリケーション担当）から要件をヒアリ

ングし、例えば、ファイル単位のバックアップ方法、ストレージ設計、専用デバイスの有無　等を整理
し、同じ要件のサーバ同士をグループ化し、その仮想サーバグループ単位でのリソース見積、性能見
積を行う。その場合、仮想化 SW（ソフトウェア）が追加されることにより、オーバヘッドが増大するこ
とを見逃してはならない。仮想サーバグループの性能は、「サーバ台数分＋仮想化 SWのオーバヘッド」
として見積もる必要がある。リソースについても、「サーバ台数分＋仮想化 SW」として見積もる（図
3.8 ‒ 3）。
このような運用設計を実施する中で、システム部門は、サービス開始までに要員のスキルを十分に
高めるために、障害対策の検討、障害対応マニュアルなどの作成などを行い、運用要員教育、障害
訓練（移行時、稼働時）を実施する。
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図 3.8 － 3　Ծサーバのάルーϓ化とオーバϔッυの૿େ
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効果
仮想化サーバへの移行について、システム部門は、設計時から非機能要件、運用面、障害対策を
運用部門が業務部門の要求を考慮することによって、移行時の障害発生を減らすことができ、サービ
ス稼働後も安定稼働を得ることができる。

教訓
仮想サーバになってもリソース管理、性能監視は運用の要である。
仮想サーバへの移行計画を行う場合、仮想サーバ環境としてのリソース管理、性能監視を設計時に
考慮すべきである。その場合、仮想化 SWのオーバヘッドに注意することが必要である。
また、仮想サーバへの移行は、非機能要件定義を明確にしないで実施すると、障害時の復旧が素
早く行われず、サービス後も運用がより複雑になったり、性能の劣化を引き起こしたりして、信頼性向
上に結びつかない事態を引き起こすことになる。
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るɻ͜ىはສ全？そΕでもシステム障害はূݕ
回ආ策を४උして͓͘͜と

教訓
T9

問題
A社の、あるアプリーションサービスを提供する 2つの設備間において、通信障害時にタイムアウト

検出機能の潜在不良が顕在化し、装置のバッファオーバフロー、再起動につながった。サービス再開
までの間、利用者からのリクエスト処理が停滞した。

システムの概要は次の通り（図 3.9 ‒ 1）。
・アプリケーションサービス用のサーバを冗長化。設備 1でリクエストを受付け、設備 2で処理を行
う。
・設備 1には外部からのリクエストの振分制御、処理待ちリクエストのバッファ、サーバ #1、#2それ
ぞれのクライアントプロセス #1、#2が実装される。
・設備 2には 2つのリクエスト処理用サーバ（サーバ #1、#2）が実装される。
・　通常、設備 1で受付けたリクエストは振分制御を介してプロセス #1へ受渡され、設備 2のサーバ

#1により処理され、終了するとプロセス #1へ通知される。

・サーバ #1の障害をプロセス #1が検知すると、リクエストは振分制御によりプロセス #2へ受渡さ
れ、設備 2のサーバ #2により処理され、終了するとプロセス #2へ通知される（図 3.9 ‒ 2）。
・サーバの処理待ち、障害時切替え等の間に受付けたメッセージは、設備 1の処理待ちバッファに蓄
積される。
・処理待ちバッファがオーバフローした場合、設備 1を再起動、バッファはクリアされる。

図 3.9 － 1　システムの構成イϝージɻ通常サーバ�1のܥ౷͕Քಇ
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障害発生の経緯を図 3.9 ‒ 3に示す。

図 3.9 － 2　障害時の自動ৼ分

䝥䝻䝉ス #1

䝥䝻䝉ス #2

サー䝞 #1

サー䝞 #2

ศ制ᚚ
&

䝞䝑䝣䜯

設備 1設備 2

䝥䝻䝉ス #1

䝥䝻䝉ス #2

サー䝞 #1

サー䝞 #2

ศ制ᚚ
&

䝞䝑䝣䜯

設備 1設備 2

①  設備 2のサーバ #1に障害が発生し、TCPレイ
ヤの一方が途絶した。

②  設備 1のプロセス #1はセッション断を検知でき
ず、サーバ #1からの応答待ち状態のままとなっ
た。

③  このため振分制御側で異常を検知してプロセス
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図 3.9 － 3　障害発生の経緯

原因
直接的な原因は次の通り。
・設備１のプロセス #1における、アプリケーションレイヤのタイマ制御処理ソフトウェアのバグにより、

TCPレイヤでの切断時にタイムアウトを検知できなかった。
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根本的な原因は、本事例の契機となった通信障害のケースについて事前に検証できていなかったこ
とにあるといえるが、その責を当該システムの調達側であるA社の不備に帰することは現実的ではな
いと考える。
・ネットワーク機器の不具合に起因する障害は、検証のため再現することさえ難しい場合も多く、取
りうるすべての状況を事前に確認することは事実上不可能である。
・当該システムは全体を外部から調達したもので、タイムアウト検出機能の動作についても、本来製
造元で担保すべきものである。さらに、本事例の原因となった通信途絶は希少なケースであり、検
収時点においては調達側、供給側の双方とも当該ケースの存在を認識していなかった。

対策
本事例において実際に行われた対策は次の通り。
・暫定処置
－手動によりプロセス #2ヘ強制的に切り替え、業務を継続した。
・直接的な原因への対策
－設備 1クライアントプロセスのタイマ制御不具合を修正した。
・類似障害の再発防止策
－タイムアウト前にオーバフローによるリブートが発生しないよう、バッファサイズを拡大した。
－サービス復旧のための作業優先順位を定め、障害時の強制切替え手順を明記した。

当該システムがとり得るすべての状態の組み合わせを検証できていなかったことについては、対策と
して、設計・検証を徹底的に厳密化すべしと謳うことは、些か実現性に乏しいと考える。
現場においては、対象システムの重要性に応じて、検証に費やすことのできる時間と労力は制約さ
れる。発生確率の低い、希少なケースについて、完全に洗出し検証することは難しい。
当該システムの供給者の立場においては、システムの価値に応じて要求される品質水準を満たすよ
う、必要十分な検証を行ったことが確認できれば、責任は果たしていると考えるのが一般的であろう。
本事例で見ると、次のようにいえる。
・プロセス #1とサーバ #1の間にクローズドループ（指示に対して必ずフィードバックが得られる関
係）が成立していることを確認（保証）するために、各レイヤごとの応答有無のすべての組み合わ
せについて動作を想定し、検証しておけば、本事例の不具合が事前に検出された可能性はある。
・テストスタブを用いて、各レイヤの応答が得られなかった場合の動作を検証することは理論的に
は可能だが、本事例のような不具合を検出するためには、少なくとも各レイヤの応答有無の組み
合わせを網羅する必要がある。
・上記検証方法が、当該システムの品質要求に照らして必要、または所要コストからみて許容でき
るものであった場合には、実施されるべきであった。
したがって、当該システムを用いて業務機能を提供するサービス提供者の立場においては、常に不
具合が潜在しているとの前提に立ち、検知と障害個所の回避により業務の継続性を確保することが、
障害発生の予防策に劣らず重要である。
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効果
・不具合修正により、同様の通信途絶時にタイムアウト検知が可能となった。
・バッファサイズ拡大により、設備 1がリブートされる前に人手による強制切替えを実行できる時間的
余裕が確保された。
・今後製造側では設計、検証段階において、調達側では検収、統合テスト段階において、より注意
深いチェックが行われるようになると期待される。

教訓
要件定義、設計、構築等の各段階（工程）において、十分な検証が行われたことが関係者間で確

認・合意されていても、運用開始後の障害につながる不測の事態（要因）が完全に排除されたと保証
できるわけではない。
サービス提供者は、システムには常に不具合が潜在するとの前提に立ち、業務継続性を担保でき

るよう、障害回避策等を準備しておく必要がある。

・調達（購買、内製の双方を含む）局面において、当該システムが要求する品質水準を確保できるよ
う、必要十分な範囲で障害発生条件を網羅検証し、想定し得る障害の発生を予防する。
・運用局面において、システム障害に備えて、設備を冗長化し、障害を検知したら発生個所を切離し
て運用を継続する等、当該システムが要求するサービス継続性を確保できる体制、手続きを整える。
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問題
A社の、サーバとNASをフルメッシュ接続したシステムにおいて、局所的なディスク障害がシステム

全体に波及し、すべてのサーバがダウンした。サービス再開までの間、トランザクション処理が中断
した。
システムの概要は次の通り（図 3.10 ‒ 1）。
・あるサービス用のシステムにおいて、性能及び可用性確保のため複数のサーバと 8基のNASをフ
ルメッシュで接続していた。

図 3.10 － 1　フルϝッシュ構成のイϝージ
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図 3.10 － 2　ϖア構成ɻ障害時にϖアの一ํ͕処理ΛҾ͙ܧ
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・NAS #11と #12、～ #41と #42はそれぞれペア（4ペア）を組み、同時並列稼働（アクティブ/アク
ティブ）している。各ペアには、処理対象クラスのインスタンスが分散して保管されている。
・ペアの一方に障害が発生した際には他方で処理を引継ぐ（図 3.10 ‒ 2）。
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障害発生の経緯を図 3.10 ‒ 3に示す。

原因
直接的な原因はフルメッシュ構成そのものにある。すべてのNASがすべてのサーバに接続されてい

たため、NASコントローラファームウェアの不具合により障害ディスクの切離しに失敗したことがシステ
ム全体に影響を及ぼし、全サーバのダウンにつながった。

根本的な原因は、フルメッシュ構成のリスクについて充分に考慮しないまま採用したことにある。
メッシュ構成により理論上の信頼性（可用性）は向上するが、ネットワークを構成する機器・装置の一

図 3.10 － 3　障害発生の経緯
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NAS#31, #32のペアにおいて、
①  NAS #32にハードウェア障害が発
生。

②  ファームウェアの不具合（バグ）に
より、#32を切り離すことができず、
NAS #31への処理引継ぎ、切替え
が完了できない状態となった。

③  フルメッシュ構成であったため、す
べてのサーバにおいて NAS #31の
マウントポイントが「外れている」と
認識された。

④  そのまま時間が経過し、全サーバが
ダウンした。
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部に発生した障害が、メッシュ化された全領域に波及する危険性も増大させる。サービス提供者とし
て、許容可能なリスクの程度についての事前検討が必ずしも十分でなかった。

対策
本事例において、実際に行われた対策は次の通り。
・暫定処置として、トラフィックをBCP設備へ迂回させることによりサービスを継続した。
・NASコントローラに対してファームウェアの機能修正パッチを適用した。
・類似障害の再発防止のため、局所的な障害により全サーバがダウンするような事態を回避するため、
フルメッシュ構成を見直した。
－1基のサーバと 2ペアのNASを接続した「グループ」から成る構成に改めた。
　 一部のデータにアクセスできなくなっても、他のデータに対するトランザクション処理は継続でき
るようにした（図 3.10 ‒ 4）。

－  グルーピングに対応して、振分機能を、単なる負荷分散から、各サーバが接続するNASに応じ
てトランザクションを振分けるように改修した。

グルーピング後のシステム構成のイメージを図 3.10 ‒ 5に示す。

サー䝞 # 4

N A S
# 12

N A S
# 11

N A S
# 4 1

N A S
# 4 2

サー䝞 # 1

N A S
# 2 1

N A S
# 2 2

N A S
# 12

N A S
# 11

サー䝞 # 2

N A S
# 2 1

N A S
# 2 2

N A S
# 3 1

N A S
# 3 2

サー䝞 # 3

N A S
# 3 1

N A S
# 3 2

N A S
# 4 1

N A S
# 4 2

͏͏͏

͏͏͏

図 3.10 － 4　サーバと/"4のάルーϐンά例
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図 3.10 － 5　ϝッシュ化ݟ͠後のシステム構成
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・さらに、再発防止策ではないが可用性を担保するための施策として、迂回時の性能劣化を防ぐた
め、BCP設備を増強した。

効果
NASの局所的な障害が波及する範囲が限定されたことにより、同様の障害によりすべてのサーバが
ダウンするリスクは低減された。

教訓
・メッシュ構成により可用性の向上が期待できる。一方で局所的な障害が全体に波及するリスクも増
大する。安易にフルメッシュ化するのではなく、目的に応じた最適な構成を検討することが望まし
い。
・本稿に揚げた構成は対策の一例であり、グルーピングの単位、メッシュ化対象範囲の考え方等につ
いては個別に検討されたい。
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3.11 αΠϨϯト障害に関する教訓（T11）

サΠϨϯト障害をݕするには、దなサービス監視が重ཁ教訓
T11

問題
A社の、あるWebサービスにおいて、明示的に障害が検出されていないにも拘らず性能が劣化す

る、いわゆる「サイレント障害」が発生した。障害が解消されるまでの間、利用者は応答速度低下の
影響を受けた。

ネットワークシステムにおいて、通常の運用監視の仕組みからは検出されないまま、性能劣化等の
現象が発生することを「サイレント障害」と呼ぶ。放置すれば最終的にネットワークに接続できなくな
るなど、システム全体に影響が及んで大規模な障害につながることもある。
サイレント障害では、発生個所、原因の特定に多くの時間と労力を要することが多い。そのため利

用者は不利益を、サービス提供者は機会損失や風評リスクを長時間にわたり蒙ることになりがちであ
る。

システムの概要を図 3.11 ‒ 1に示す。
・負荷分散のため、1台の負荷分散装置下に 3～ 6台のサーバを配したセットを、複数配置している。

障害発生の経緯を図 3.11 ‒ 2に示す。

図 3.11 － 1　システム構成のイϝージ
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図 3.11 － 2　障害発生の経緯
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①  負荷分散装置において、セッ
ション数オーバによるリクエ
スト廃棄・再送が発生。応
答速度が低下した。

②  サービス監視からの通知はな
く、性能が低下した状態が
続いた。

③  外部（社員）から指摘を受け
るまで発見できなかった。

原因
直接的な原因は次の通り。
・負荷分散装置のファームウェアの不具合があった。障害発生時に使用中のバージョンにおいては、
受付けるセッション数の上限が、設定値の 1/4迄しか許容されない「仕様」とされていた。これを
認識しないまま上限値を設定したため、想定を遥かに下回るトラフィック数であったにも拘わらずリ
クエスト廃棄が発生した。
後のバージョンで改善（修正）されているので現在は問題ないとメーカは説明している。
・サービス監視はリクエストが一定回数連続して廃棄された場合にアラームを発するよう設定されてい
たが、しきい値を超えるまでには至らなかったため、サービス監視からの通知はなかった。

根本的な原因は、サービス監視条件が必ずしも最適ではなかったことにあるともいえるが、ファー
ムウェアの不具合がなければ、特段問題視されることはなかった可能性もある。

対策
本事例において、実際に採られた対策は次の通り。
・直接的な原因への対策
－負荷分散装置のファームウェア更新
－  サービス監視条件を変更。リクエストが一定時間内に一定回数以上廃棄されたら通知するよう改
めた。

・類似障害の再発防止策は次の通り。
－取扱ベンダを一本化し、製品の情報を直接入手できるようにした
－  本事例の発生以前から、定期的なサービスへのアクセス、目視による SNS上の「つぶやき」監
視等を行っている。つぶやきから監視機能よりも早く障害を検知できる場合もあり、有効である
と認識している。
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－さらに、「インバリアント分析」を用いた早期検知の試みを開始した。
本事例においては、サービス監視条件の設定が妥当であれば、より早い段階で障害の兆候を把握

できた可能性はある。
運用中にサイレント障害の発生を速やかに検知し、分析・対処につなげるための基本的な取り組み
は、サービス監視機能を用いる、或いは実際にサービスにアクセスしてみる等の方法により、性能劣
化が見られないかをチェックすることである。
基本的な取り組みを実践した上で、更なる早期発見、対処を望むサービス提供者においては、監

視機能に加えて障害検知、分析のための技術・製品が用いられるようになっている。

参考に、最近登場している、サイレント障害の検知や分析を行うための技術の例をいくつか紹介す
る。
（1）サイレント障害切分けシステム
　 IPルータ網監視システムのサブシステムとして開発された。従来の障害検出技術によってサイレント
障害を発見するには、高度な技能を持つ保守担当者による長時間の探索が必要であったが、当該
システムが提供する「サイレント障害検出機能」と「サイレント障害発生区間特定機能」により、サ
イレント障害の検出及び障害個所の特定が容易になった。
　 「大規模な IPネットワークにおける高精度な障害切り分けシステムの開発」（NTT DOCOMO テク
ニカル・ジャーナル Vol18 No.1）

（2）インバリアント分析技術の応用
　 性能情報間の相関関係のうち、平常時に変化しない関係（インバリアント）を自動的に学習してモデ
ル化し、そのモデルと一致しない「いつもと違う」動作をサイレント障害として検知する。自動的に
性能情報を収集し、リアルタイムで分析を行い、障害を検知した時点で警告メッセージを通知する
機能もある。
　 「WebSAMの分析技術と応用例～インバリアント分析の特長と適用領域～」(NEC技報 Vol65 

No.2/2012)

（3）ビッグデータ分析技術の応用
　 ネットワーク装置のログ（Syslog）や SNS上の「つぶやき」情報といったビッグデータをリアルタイム
に分析し、障害の早期発見、ひいては予兆検知に利用する技術が研究されている。

　 「Syslogと SNS分析によるネットワーク故障検知・原因分析技術」（NTT技術ジャーナル 2013.07）

効果
・直接的な原因への対策により、システム障害に至る前の段階で、性能劣化を検知できる確率が高
まった。
・さらに、SNS監視や、各種技法を用いることにより、サイレント障害をより早期に検知できるように
なると期待できる。
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教訓
サービス中断、サーバ停止といった「分かりやすい」障害と異なり、サイレント障害はその発生を検

知することが難しく、解決にも時間を要しがちである。
サイレント障害検知のためには適切なサービス監視が最も重要であり、基本的な取り組みである。

更なる早期検知、分析のための技術、製品等の利用も始まっている。
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3.12 ෦のೖΕସ͑に関する教訓（T12）ޓ

新は、旧とಉ一༷とݴΘΕても、
ඞͣࠩ異を確認！

教訓
T12

問題
ユーザ X社の制御系システム（24時間稼働）には、2重化されている制御装置（CPUとディスク装
置を含む）が組み込まれている。
その制御装置のA 系の LANボードに不具合が生じた。そこで、制御装置のA 系のみを停止させ

て LANボードを交換することとした。
先ずA 系を停止させる自動シーケンスを実行した。A 系 CPUが切り離された（図 3.12 ‒ 1①）後、

B系 CPUから両系のシステムディスク装置へのリセットが行われた（図 3.12 ‒ 1②）。この処理におい
て、両系のシステムディスク装置ともタイムアウトが発生し、制御装置全体が動作を停止した（図 3.12

‒ 1③④）。
A 系、B系ともに再立上げを続けたが、復旧できなかった。原因究明中に、開発環境の制御装置

が本番機として使用できることが分かり、急遽代用機として使用した（図 3.12 ‒ 1⑤）。
このサービスの利用者は、1日中影響を受けた。

図 3.12 － 1　障害状況
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原因
システム導入当初、制御装置のシステムディスク装置は，HDDを使用していた。
保守運用フェーズに入り、数年前にHDDから SSDに交換した。
しかし、今回の障害では、制御装置の片系 CPU停止時の OSのタイマ監視時間と SSDのリセット

完了時間とに不整合があった。直接の原因は、ベンダが、SSDは、標準として規定されているコマン
ド・インターフェースで HDDと互換性があると認識していたため、HDDと SSDの起動時性能（標準
の規定外の事項）での差異を見逃してしまったことによる（図 3.12 ‒ 2）。

また、根本原因は、今回の障害を防ぐことができた（事前に不具合を発見できた）時点が 2カ所
あったが、以下のようにそれを見逃してしまったことである。
ᶃલ、ϕンμが、システムσィスクを)%%かΒ44%にަしたとき
　 　ベンダは、交換する新部品がシステムと整合しているかについて、SSDは、HDDと互換性が
ある仕様になっていると判断してしまい、以下のような視点からの確認を怠ってしまった。
・機能やインターフェースが一部異なる。また、新機能が追加されている。
・異なる部品、製品の場合には，設計思想そのものが異なっている。
・機能仕様は同じであっても、性能等の非機能仕様が異なる。
また、テストの中でも、先の観点から、2重化されている制御装置の片系を交互に停止させる
動作確認を行うべきであったが、テストの必要なしと判断してしまったため、不具合を発見する
ことができなかった。
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　ᶄ今ճの本൪作ۀલにߦった事લ確認のとき
　 　ベンダは、自工場での手順書確認で制御装置の片系を止めて LANボードの交換を実施してい
たが、HDDで動作確認しただけで「問題なし」と報告し、本番環境と同じ SSDでの動作確認
を行っていなかった。そのため、ここでも不具合を発見することができなかった。

対策
直接の対策として、ベンダは、プログラムの更改（制御装置 OSのタイマ－監視時間を SSDのリセッ

ト処理完了までに延長）を行った。さらに、部品の更新時に確認不足を起こさないために社内ルール
を見直し、作業手順を自工場内で確認するときは、工場内の装置は現地と同一構成で行うようにした。
また、ユーザは、制御装置に関する作業準備について、影響範囲を関係部署と共有し、事前に開
発環境の制御装置にて動作確認を行った上で、本番環境の部品交換を行うようにした。

制御系システムは、保守運用が非常に長期になる場合が多い。そのため、途中で部品の供給が中
止となったり、ソフトウェアの保守契約が切れてしまったりなどの理由により、新製品（HW、SW）に
交換せざるを得ない事態が起こる。
予防対策では、今回の事例のように、新製品と従来製品との差異を見逃さないためのルールを作る
ことが重要となる。その場合、従来と異なる新装置、新ソフトウェアがシステムに組み込まれるときは、
どんなに互換性があると言われているものであっても、変更部分と非変更部分との整合性を確認する
ことが重要である。
そのためには、ベンダ、ユーザ双方が、相手の役割分担を支援し合うことが重要である。特にユー

ザがベンダの障害予防対策の実施状況を確認する、つまり、ベンダの確認の見落としを補完すること
がより有効である。ユーザは、ベンダからの報告を鵜呑みにせず、リスク、ハザード分析などを行い、
システムの重要度に応じてテスト範囲を明確にし、受け入れテスト（デグレードテスト）を行うなど、ベ
ンダ側に一歩踏み込んだ対応が重要である。
ベンダとユーザ双方が新製品をシステムに組み込む場合のそれぞれの対策例を一覧で示す。さらに、
本編の他の参照すべき教訓（T6, T7）を加えた（表 3.12 ‒ 1）。
一覧の作業項目は、対象となるシステムや役割分担の決め方によって異なるので、ベンダとユーザ
で十分話し合って決める必要がある。
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表 3.12 － 1　対策例一ཡ
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効果
制御系システムを長期間保守運用する場合、今までと異なる新装置、新ソフトウェアをシステムに組
み込まざるを得ない事態が生ずる。その場合、ユーザとベンダが役割分担の上、連携し、補完しあい
ながら、変更部分と非変更部分との整合性を確認することにより、障害を減らすことができる。

教訓
新旧製品の差異に因る障害は、互換性があると言われても、変更部分と非変更部分との整合性を

確認することが重要である。
特に、ユーザは、ベンダの予防対策に踏み込みことにより、ベンダの予防対策をより効果のあるも
のにする。
つまり、ユーザとベンダは、既存製品から新製品に交換するときは、同じ物と言われても別物に交

換するものとして対策を考え、連携し補完し合いながら、従来製品と新製品との整合性を確認するこ
とになる。
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3.13 シφϦΦテストに関する教訓（T13）ۀ

利用ऀの観点にཱった、ۀシφϦΦにଈしたϨビϡー、
テストが重ཁ

教訓
T13

問題
A社が提供するWebサイトにおいて、サービス申込みができなくなる事態が生じた。システムの概
要は次の通り（図 3.13 ‒ 1）。
・業務系システムが既にサポートしているサービス Jについて、Web経由で申込・利用を可能とする窓
口を、Webサイトに追加した。
・申込時には、当該サービス利用のための顧客の適格要件確認が必要である。Webサイトでは①適
格確認 → ②サービス申込 と続けて入力した後、適格確認済と判断されたデータを業務系システム
に連携する。業務系システムはこれを用いてサービス登録処理を行う。
・申込の受付時間は 07：00～ 19：00である。

障害発生の経緯は次の通り。
・Web窓口リリース後、18：45～ 19：00の 15分間に限り、Webサイトからのサービス J申込みがす
べて「適格確認が未済」との理由でエラーとなった。
・顧客からの連絡で判明した。

図 3.13 － 1　システムの概要

原因
直接的な原因は次の通り。
・Webサイト上のサービス J窓口と業務系システムの間で、適格確認情報、サービス申込情報の連携
について、次のような制約があった。
－適格確認情報は 18：45以降業務系システムへ連携されない。
－サービス申込情報は 19：00まで業務系システムへ即時連携される。
・当初の全体設計では、業務系システムへ連携されるデータは適格確認済のものに限定されるので、
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業務系システムではWebサイトからの申込については適格確認済チェックを行わないものとしてい
た。
・実際には、Web側で適格確認済のデータに対して、業務系においても再度同様の適格確認済チェッ
クを行っていた（図 3.13 ‒ 2）。

・問題の 15分間にWebから受付けたデータは適格確認情報を持たないため、このチェックによりす
べてエラーとされた（図 3.13 ‒ 3）。

根本的な原因は、Webサイトと業務系システムの間で、適格確認データの連携に関する仕様が、全
体設計から個別システム設計に正しく引継がれず、そのまま実装されたことにある。
・当初の全体設計では、①店頭取扱分は業務系システム側で適格確認済チェック、②Webサイトか
らの申込分はWebサイト側で適格確認済チェック、と定めていた。この処理内容であれば、非同

図 3.13 － 2　処理の概要
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図 3.13 － 3　障害時の状況
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期時間帯（18：45～ 19：00）の間も、Webサイトからの申込データを用いてサービス登録を行うこ
とができる（図 3.13 ‒ 4）。ところが、業務系システムの内部設計段階で、業務系システム側で全件
チェックする仕様に変わってしまった。
・業務系システム開発担当者に、Webサイトからの申込情報に対して再度チェックを行うことについて、
冗長ではあっても不当なものではなく、実害はないとの誤認があった。

・Webサイト開発担当からも、非同期時間帯（18：45～ 19：00）における業務系システムの処理設計
について、積極的に確認することはしなかった。
・その後のシステムごと及び全体レビューにおいても、この設計変更の影響、問題点等について指摘
されることはなかった。

リリースまでに発見できなかった原因は次の通り。
・適格確認、サービス申込それぞれのデータが、それぞれが連携可能な時間帯においてWebサイト
と業務系システム間で正常に連携できることは確認した。
・Webサイトからのサービス J申込にかかわる一連の処理が完遂できるかという、利用者の観点に
立った、業務シナリオに即したテストを実施しなかった。
 本事例においては、サービス開始前、開始時（直後）、通常運用時間帯、終了時（非同期時間帯）、
終了後の各タイミングで、Webサイトからのサービス J申込が実行・完了できるか否かを検証してい
れば、問題は発見できた筈である。

図 3.13 － 4　ॳのઃܭ
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対策
本事例において実際に行われた対策は次の通り。
・直接的な対策
－業務系システムのプログラム修正。Webサイトからのサービス申込に対しては、業務系で適格確
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認済チェックを行わないようにした。
・類似障害の再発防止策
－  要件定義、設計段階において、関連システム全体で、対象業務の実現性が担保されているか、
インターフェース変更個所において曖昧な記載はないか等について、ウォークスルーによるレ
ビュー等を通じて、関係者相互で確認するよう周知徹底した。

－  複数システムにより提供されるサービスについては特に、テスト設計・実施段階において、利用
者の観点に立った、業務シナリオに即した検証を計画・実施するよう周知徹底した。確認のため
のチェックリストも整備した。

効果
・直接的な対策により、Webサイトからのサービス J申込業務は支障なく提供されるようになった。
・再発防止策により、今後同様の案件において、本来リリース迄に除去可能であった潜在バグに由来
するような障害は少なくなると期待できる。

教訓
複数システムの連携により実現される業務サービスにおいては特に、既存部分と新規追加部分のイ
ンターフェースや、両者に跨る処理に着目し、利用者の観点に立った、業務シナリオに即したレビュー、
テストが確実に行われるよう、注意する必要がある。
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3.14 8FC ϖージߋ৽࣌のੑ能に関する教訓（T14）

8FCϖージ更新時には、
応の変化、ੑ能໘のνΣッΫもΕͣに

教訓
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問題
A社が提供するWebサイトにおいて、特定のサービス Bにアクセスしにくい事態が生じた。応答遅
延により、多くの顧客がサービス Bを利用できなかった。
システムの概要を図 3.14 ‒ 1に示す。障害発生の経緯は次の通り。
・サービス Bのトップページのコンテンツを更新した。
・リリース直後より、利用者が A社企業サイト上のサービス Bトップページをクリックすると、応答に
長時間を要し、サービス B本体に接続できないケースが多発した。
・DDoS検知装置での検知、及び利用者からの照会により、障害発生が判明した。

図 3.14 － 1　システムの概要
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原因
直接的な原因は次の通り。
・サービス Bの業務部門担当が、当該トップページコンテンツの大規模リニューアルを行った。その
結果、1顧客当たりのダウンロードサイズが従来の約 4倍に増大した。
・データ量増大による応答速度等への影響を確認しないまま、当該トップページを A社企業サイトに
組込みリリースした。その結果、利用者が当該ページにアクセスすると、ネットワーク帯域の逼迫、
応答遅延によるスレッド枯渇が発生した。
・大部分のページは高速ネットワークサービスを経由してアクセスされるようになっているが、当該トッ
プページへのアクセスは同サービスを経由していなかった。

根本的な原因は次の通り。
・各サービス用サイトのコンテンツは、それぞれの担当業務部門の管理に任されており、内容の追加・
更新に際して、システム部門等の専門家が技術的な観点から評価することはルールとして定められ
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ていなかった。
・業務部門は、Webページコンテンツのサイズ変更（増大）が、サービスの応答速度等に大きく影響
を与える危険性について、それほど懸念していなかった。
・Webサイトの運用を担当するシステム部門では、コンテンツ更新にともなうデータ量の増減について
特に自発的に注視することはなく、自部門で所管するシステムとの連携を確認する程度であった。
 少なくとも高速ネットワークサービスを経由せずにアクセスされるWebページのコンテンツに対して
は、運用担当の観点から注意しておくべきであった。

対策
本事例において実際に行われた対策は次の通り。
・暫定的な対策
－  当該トップページコンテンツを更新前のものに戻し、サービスを再開した。合わせて、ネットワー
ク帯域の拡張、受付スレッド数の拡張を行った。

・直接的な対策
－  当該トップページへのアクセスを高速ネットワークサービス経由に変更し、再リリースした。
－  コンテンツ変更量の自動チェック機能を導入し、最新のコンテンツ量とアクセス量を可視化した。
・類似障害の再発防止策
－  業務部門が Webページコンテンツを更新する際には、システム部門が技術的な観点で確認を行
うことを、コンテンツ追加・更新手順書に明記した。

－  システム部門はWebページ更新時のコンテンツ量の増減を確認し、必要に応じて打鍵確認や机
上計算を行い、サービス提供に悪影響があると判断した場合には、業務部門に対してリリース
中止を指示できるようルールを改めた。

効果
・直接的な対策の結果、当該トップページを経由したサービス Bへのアクセスに支障がなくなった。
・再発防止策により、Webページの更新にともない性能が著しく低下するような事態は少なくなるもの
と期待できる。

教訓
業務内容をよく知る担当部門が、当該業務サービスにかかわるWebサイトのコンテンツ管理に責任

を持つことは妥当である。ただし、単に内容を追加・更新するだけでなく、リリース前にシステム部
門等の専門家により、技術的な問題の有無について評価・助言を受けることも、業務部門の責任の
一端と認識すべきである。

Webコンテンツの管理における各部門の役割と責任、実施すべき作業項目等は、規定・手順書等
に明記し、周知を図ることが望ましい。
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3.15 σーλのҰ؏ੑ֬อに関する教訓（T15）

時͜そ、σーλの一؏ੑを確保するよう意すし教訓ٸۓ
T15

問題
A社が提供するWebサービスにおいて、顧客ごとのサービス利用状況と人口統計データを組み合

わせて分析し、顧客を分類するためのカテゴリ判定に不正が生じた。修正対応までの約 1日間、一
部の顧客に対して不適切なカテゴリが適用された。

カテゴリ判定処理の概要は次の通り（図 3.15 ‒ 1）。
・カテゴリ判定・適用は毎月末に夜間バッチ処理で行う。
・①事前に顧客データ（オンライン）から作成した顧客データ（バッチ処理用）、②顧客別の月次取引
実績、③外部から取得する人口統計データを用いて、各顧客のカテゴリを算出する。
・結果を顧客データ（オンライン）に反映する。

障害発生の経緯を図 3.15 ‒ 2に示す。

図 3.15 － 1　処理の概要
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図 3.15 － 2　障害発生の経緯

原因
直接的な原因は次の通り。
・カテゴリ判定に用いる顧客データ（バッチ処理用）の内容に不備があった。当該データの源である
顧客データ（オンライン）に対する修正が顧客データ（バッチ処理用）に反映されていなかった。

根本的な原因は次の通り。
・顧客データ（オンライン）の修正が異例かつ緊急を要するものであったため、影響範囲の事前調査
が不十分であった。
・修正作業及び関係各所への報告に意識が集中し、後続する通常業務への引継ぎが疎かになった。
・データ更新時の影響確認を効率化するための、原本（マスタ）と複製（コピー）の対応表等の情報
が整備されていなかった。

対策
本事例において実際に行われた対策は次の通り。
・直接的な対策
－修正済み顧客データに基づくバッチ処理用データを作成。カテゴリ判定を再実行した。
・類似障害の再発防止策
－  緊急時対応に際して、通常業務とは異なる手順、内容の作業を行うことの影響範囲を見極め、
対応結果が後続する平常時の業務及びシステム運用の流れに確実に繰り込まれるよう、確認手
順、テストケースの洗出し等を特に意識的に行う旨周知した。
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①  カテゴリ判定ロジックを修正した。
②  新ロジックに対応するためのデータ
移行の際に顧客データの不備が判
明。業務部門の依頼により、緊急
作業として顧客データ（オンライン）
に対し修正を行った。

③  このとき、既に作成済みであったカ
テゴリ判定バッチ処理用顧客データ
は修正または再作成されなかった。

④  月末にそのままカテゴリ判定処理を
行い、顧客データ（オンライン）を更
新したため、一部の顧客について
誤ったカテゴリが適用された。
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効果
・直接的な対策により、一部顧客に対する不正なカテゴリの適用は約 1日で解消された。
・再発防止策により、緊急時対応の影響により後続の通常業務に支障を来すような事態は少なくなる
と期待できる。

教訓
システム内には、ある原本（マスタ）データに対して、業務プロセスやアプリケーションの必要に応
じて、複数の複製（コピー）データが存在する。これらの原本及び複製は、各業務における追加・更
新・削除等を通じて、一貫性（インテグリティ）が保たれなければならない。
一貫性を確保するためには、原本とそこから派生するすべての複製の対応関係を把握し、各業務
プロセスを通じてそれぞれのデータがどのように同期、更新される必要があるかについて整理し、作
業時に参照する、あるいは必要に応じてツール等を利用して自動的にデータが同期、更新されるよう、
作業ルール・手順等を明確化し、環境を整備する必要がある。
通常業務について、上記のような作業手順・環境を整備済みの組織であればなおさら、緊急時対
応の影響により一貫性が破綻するような事態は避けたい。自動化の要否については管理対象の重要
性やコストを勘案して個別に決定すれば良いが、少なくとも緊急時対応において、以下の点に十分な
注意を払い、作業手順等に定めておくことが望ましい。
・作業開始時に、一貫性の観点から影響を受けるデータを把握しておくこと
・作業終了時に、それらのデータを同期させ、後続の通常業務に支障を来さないようにすること
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3.1�ɹमਖ਼ύッνのద༻に関する܇ڭ（T1�）

3.16 मਖ਼パッνの適用に関する教訓（T16）

システムߏثػのमਖ਼パッν情報のऩूはසൟにߦい、
に応͡て計ըతに対応すしੑٸۓ

教訓
T16

問題
A社はオンラインによる情報登録及び情報照会の基幹業務システムを当初はオンプレミスで運用し
ていたが、運用コストの削減を目的に複数企業間の共同利用を進める方針となり、B社が提供する
データセンターに移行した。B社が提供するシステムは、業務システム用のサーバと負荷分散装置に
分かれている。業務システムのサーバだけでなく、負荷分散装置も仮想化されており、その一つの論
理区画を A社は利用していた。ある日、オンライン開始時からこのシステムに障害が発生してまる１日
業務が停止した。基幹オンラインシステムが端末から起動できず、すべての窓口でデータベースの更
新をともなう処理の受付けができなかった。
システムが障害となった経緯は以下の通りである。（図 3.16 ‒ 1）
①  負荷分散装置のファームウェアで行っているある処理（sodプロセス）にてメモリ不足エラー（out

of memory）が発生した。
②  待機系がスタンバイからアクティブへ切り替わり、この段階で未だ稼働系がアクティブであった
ため、両系間で多数の電文が繰り返し転送される現象（系間ループ形成によるマルチキャストス
トーム）が発生した。

③ L2スイッチのポートが閉塞した。
④ sodプロセスが再起動された。
⑤稼働系がスタンバイへ切り替わった。
⑥  系切替え（フェールオーバ）動作が完了し、待機系に切り替わったが、待機系自体が out of

memoryに近い状態であったため、極端なレスポンス悪化が発生した。
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図 3.16 － 1　障害の経緯
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原因
直接の原因は、C社製負荷分散装置の sodプロセスのメモリ資源が時間とともに増加するという既

知の不具合であった。本不具合に関する技術情報とファームウェアの修正パッチは、A社のシステム
障害が発生する約 1カ月前に、C社より公表されていた。
根本原因は以下である。
B社は、システム構成機器の技術情報の確認サイクルを、3カ月に 1回程度と非常に粗く設定して

いた。そのため、パッチの公表に気づかず、本障害発生前に出ていた負荷分散装置の重大障害の修
正パッチを適用できなかった。また、A社は、同社のシステムを構成する負荷分散装置に関する技術
情報が、メーカより時々公表されていることを認識していなかった。

図 3.16 － 2　ύッチద用の流れ
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対策
原因となった不具合は、装置の再起動により障害発生を抑止できるものであったため、直接対策と

しては、まず、負荷分散装置を再起動した。
その後、期間をおいて負荷分散装置における既知の不具合に関する技術情報を確認の上、業務へ

の影響が少ないタイミングでその修正パッチを適用した。
再発防止策としては、A社とB社とで協議の上、技術情報の確認サイクルを見直して 3カ月に 1回

から 2週間に 1回に変更した。特に重大な不具合では、修正を反映させる手立てや修正の優先度付
けを行うこととした。

教訓
ネットワーク機器についても、修正パッチ情報等の技術情報を定期的に検索し、その緊急性に応じ

てパッチを当てるか否か判断する。また、特に重大な不具合では、修正を反映させる手立てや修正の
優先度付けが重要である 。
特に、クラウドサービスなどでは、パッチの適用については、オンプレミスと異なり、利用者には、

自らパッチの情報を得て適用する方策がないため、パッチ情報の提供者（サービスやハード・ソフトを
提供する側）とパッチの適用判断者（主にサービスやハード・ソフトを所有する側）がお互いに協力し
あうことが信頼性の向上につながると考える。

効果
構成機器の技術情報の収集に漏れがなくなり、障害発生が予防できる。



 147情報処理システム高信頼化教訓集（ＩＴサービス編）

技
術
領
域
の
教
訓

3

3.1�ɹఆظతͳى࠶ಈに関する܇ڭ（T1�）

3.17 ఆ期తͳ࠶起動に関する教訓（T17）

時間連ଓӡసによる不安定ಈ࡞発生の回ආには
定期తな再ىಈも༗効！

教訓
T17

問題
教訓 T16と同じ事例である。特記事項としては、A社のシステムでは、本稼働以来、負荷分散装

置は 8カ月以上連続運転状態であり、一般的なネットワーク機器と同様に再起動をしたことがなかっ
た。

原因
直接の原因は、C社製負荷分散装置の sodプロセスのメモリ資源が時間とともに増加するという既

知の不具合であった。本不具合に関する技術情報とファームウェアの修正パッチは、A社のシステム
障害が発生する約 1カ月前に、C社より公表されていた。
根本原因は以下である。
負荷分散装置の再起動によりこの不具合による障害発生を回避することが可能であった。
しかし、A社のシステムでは、本稼働以来、負荷分散装置は 8カ月以上連続運転状態であり、一

般的なネットワーク機器と同様に再起動をしたことがなかった。
今回の障害は定期的に再起動をしていれば顕在化しなかった。

図 3.17 － 1　障害の経緯
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対策
原因となった不具合は、装置の再起動により障害発生を抑止できるものであったため、直接対策と

しては、まず、負荷分散装置を再起動した。
その後、期間をおいて負荷分散装置における既知の不具合に関する技術情報を確認の上、業務へ

の影響が少ないタイミングでその修正パッチを適用した。
再発防止策としては、本来の対応として、装置に関する技術情報をこまめに確認するルールを設け
た。
さらに次善の対応として、システムの再起動のサイクルを検討し、定期的な再起動も行うこととした。
具体的には、保守ベンダ（B社）と協議して、毎月の定期保守日に状況を見て再起動を行うこととした。

効果
ネットワーク機器を定期的に再起動することにより、長時間連続運転による不具合の顕在化が回避

でき、障害発生のリスクを低減できる。

教訓
ネットワーク機器については、定期的に再起動することにより、長時間連続運転による不具合の顕
在化が回避できることが経験的に知られている。
かつては単純な機能がハードウェア制御により実現されていたため、可用性向上等のために連続稼
働されていたが、近年では複雑な機能がファームウェア／ソフトウェアにより実現されているものが出
現してきている。そのため、潜在的な不具合によるシステム障害発生のリスク低減のために、サービ
スに影響のないタイミングで定期的に再起動することも有効である。



 149情報処理システム高信頼化教訓集（ＩＴサービス編）

技
術
領
域
の
教
訓

3

3.1�ɹطଘシステムとのσーλ࿈ܞに関する܇ڭ（T1�）

3.18 既存システムͱのσーλ࿈ܞに関する教訓（T18）

新たなサϒシステムとٺ化した既存システムとを連携する
場合は྆ऀの༷合ੑを十分確認すし

教訓
T18

問題
A社のシステムは日中のオンラインと夜間バッチで構成されている。日中のオンラインにより受け付
けたサービス要求を夜間バッチに連携し、そのサービス実行処理を完結する流れとなっている。
ある日、特別な事象が契機となり、オンラインで大量の入力処理が集中した（図 3.18 ‒ 1①）。
しかし、オンラインではデータ制限がなされておらず、そのまま夜間バッチに連携されたが、夜間
バッチの処理能力の制限値を超えたため異常終了した（図 3.18 ‒ 1②）。
その制限値を拡大して夜間バッチを再実行したが、異常終了時に欠落したデータの復元作業が難

航し、夜間バッチ処理に予定以上の時間を要した（図 3.18 ‒ 1③）。
ぎりぎりの時点での判断により、翌朝の通常時刻でオンライン処理を開始するため、夜間バッチを
中断しバッチからオンラインへの切替えの実行に着手した（図 3.18 ‒ 1④）。
強制中断の結果、以降の（あるいは，残存した）バッチの自動運行ができなくなり、手動で夜間
バッチを実行せざるを得なくなった（図 3.18 ‒ 1⑤）。

この結果、膨大な作業が発生し、処理失念や誤処理による多数の副次的障害も発生した。これに
より、翌日のオンライン開始処理とこれにともなう各種の処理が大幅に遅延した。この状況は 1日で
は回復せず、影響は日を重ねるごとに広がり、収束までに 10日間を要した。顧客への影響としては、
オンライン業務のサービス開始が遅延、及びサービス停止となり、一部のサービス明細が欠落するこ
ととなった。

図 3.18 － 1　障害の経緯
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3.1�ɹطଘシステムとのσーλ࿈ܞに関する܇ڭ（T1�）

原因
直接の原因は、夜間バッチの処理能力の制限値を超えたため異常終了したことである。
携帯電話からのバースト的なサービス要求（あるいは，サービス利用）データが無制限に受け付け
られて、後続のバッチシステムに連携された。
根本原因は以下である。
バッチシステムの 1日の処理量には上限が存在すること、それを超過した場合は異常とみなし処理

停止することが確認できていなかった。また、バッチ処理を一旦強制中断させると以降の処理の自動
運行はできず、手動によらざるを得ないことも把握できていなかった。

対策
本件に対する再発防止策を以下に示す。

（1）既存システムの要件定義の有無と要件定義の内容を再度チェックして見える化し、これをもとに現
在の環境との整合性や、新たなサブシステムを構築して既存システムと連携する場合は両者の整合性
を確認する。これらの事項を盛り込んだルールを作成しマニュアルに取りまとめる。
さらに、以下についても実施しておく。

（2） システムが異常終了しても途中から再開始可能な仕組みと対応手順をあらかじめ考慮しておき、異
常終了してもシステムが誤動作せずに制御できるようにする。

効果
全体の視点で既存システムの要件を見える化したため、新システムの追加による既存システムへの

影響が明確化され、障害の連鎖回避、影響の極小化などが実現できた。

教訓
老朽化した既存システムは、仕様・制限等が不明確になっていることがある。既存のバッチ処理シ
ステムに対しフロントにオンラインシステムを追加する場合や、フロントのオンラインシステムを機能拡
張する場合は、制限値を超えたときのチェック方法や、既存のバッチ処理システムが異常終了しない
かどうかについて、両者の整合性を十分確認する必要がある。
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3.1�ɹ3%#MSのクエϦ࠷దԽػに関する܇ڭ（T1�）

3.19 3%#.4のクΤϦ࠷適化機能に関する教訓（T19）

ϦϨーシϣφϧσーλϕースʢ3%#.4ʣの
ΫΤϦࣗಈ最ద化ػ能のద用は৻重に！

教訓
T19

問題
A社の営業拠点は全国に約 1,000カ所存在する。この営業支援システムは全国地域を数個のブロッ

クに分けて順次リリースを行いシステムリソースの増強を行いながら全国規模で順調に稼働していた。
営業拠点の活動は、当日訪問する既得意あるいは新規の顧客に対して提案資料を営業拠点で朝一

番にオンライン作成・印刷しパンフレット等と同梱して営業に出発する形態が多い。オンラインシステ
ムは朝 7時に起動され、8時から 9時 30分が利用のピークとなる。ピーク時には約 50件／秒のトラ
ンザクション処理が発生していた。ある朝、オンラインシステムのタイムアウトが多発し運用監視コン
ソール端末にトランザクション異常終了のメッセージが連続的に出力された。利用者はシステムからの
印刷物が得られず営業活動に出られない状況となった。図 3.19 ‒ 1にシステム構成の概要を示す。
障害の発生状況は次のようであった。

当日１件目のトランザクションにおいて利用者から広範囲にわたる検索条件入力が投入された（図
3.19 ‒ 1①）ため、DBサーバで稼働するリレーショナルデータベース（RDBMS）の自動最適化機能に
より全件フルスキャンを行うSQL実行計画が適用され RDBMSサーバ内で SQL処理が長時間実行
されたものである（図 3.19 ‒ 1②）。これにより、アプリケーションサーバの SQL監視タイマのタイム
アウト（3分）となりアプリケーションが異常終了した（図 3.19 ‒ 1③）。また、以降のトランザクション
も同じ SQL実行計画が適用され続け、タイムアウトが連続的に発生し運用監視コンソール端末に大量
のエラーメッセージが出力され続けた（図 3.19 ‒ 1④）。

図 3.19 － 1　"ࣾӦ業ࢧԉシステムの概要
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原因
RDBMSはDBのデータ分布状態の統計情報と起動後最初に実行される SQLの内容により最適と

判断した SQL実行計画を選択する（クエリ最適化機能）。統計情報取得は日次夜間バッチによるデー
タベース再構築後に毎日実施している。
図 3.19 ‒ 2はデータの変動と RDBMS性能（レスポンスに要する時間）の関係を表したものであり、

一般的にデータベースのデータ件数増大にともなって徐々に性能（レスポンスに要する時間）は劣化す
る。

クエリ最適化機能による SQL実行計画の切替えの概要を図 3.19 ‒ 3に示す。

図 3.19 － 2　σーλ変動にとな Ϩ͏スポンスのྼ化

図 3.19 － 3　σーλの変動にとな͏42L ըの自動ସܭߦ࣮
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RDBMSの SQL実行計画は最適化機能によりデータの変動に応じて選択されるが、図 3.19 ‒ 3に
示すように性能劣化限界点で瞬時に切り替わるものではなく、統計情報と SQLのヒット件数で危険域
を予測し事前に切り替わることが多い。今回は、最初のトランザクションの SQLヒット件数が大量と
なることにより、フルスキャン型の SQL実行計画 Bが選択されたと推察できる。つまり図 3.19 ‒ 3の
②のケースが最初の SQL実行計画選択時に発生したと考えられる。
その後、2件目以降のトランザクションにおいても SQL実行計画Ａに戻らず続行されたため、通常

のトランザクションもフルスキャン型となり長時間処理、タイムアウト多発に至った。
根本的には RDBMSのクエリ最適化機能の特性と利用者の使い方に関する分析が不足していたこ

とが原因としてあげられるが、十分な分析を事前に行うことは難しく、同様の障害が他のサイトでも発
生することが多い。

対策
データセンターでは緊急措置としてオンラインサービスを停止し、RDBMSを再起動して回復したが

この間はサービスが中断となった。
翌日以降の当面の運用対処として早朝にアプリケーション担当者がオンライン起動後の最初のトラ

ンザクションを通常のインデックスを使用する検索条件で投入し SQL実行計画Ａが選択されるように
した。
抜本的な対策として、表 3.19 ‒ 1に示すようにインデックスを追加しフルスキャンが発生しないように

する、あるいは SQL実行計画を固定する（統計情報を取得しない）ということが考えられるが、A社
は更新の負荷増大とクエリ最適化機能を無効化することのメリット・デメリットを比較しインデックスを
追加する方策を1カ月後にリリースした。

表 3.19 － 1　42L ըの変更にΑるੑ能ྼ化発生の対策ܭߦ࣮
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効果
抜本的な対策を実施後は、SQL実行計画 Aが常に選択され極端な性能劣化は発生しなくなった。

教訓
RDBMSの最適化機能はデータ変動と SQLのヒット件数を予測しながら SQL実行計画を選択す

るため、必ずしも臨機応変に最適な選択が行われるわけではない。ユーザの利用要件を十分に分
析し、データベース設計時にインデックスの付け方、SQL実行計画の選択方法（SQL実行計画を
RDBMSの最適化機能に任せる、あるいは固定化し最適化機能を使用しない方式にするか）、また統
計情報取得のタイミングと頻度（リリース時のみの取得にするか、あるいは定常運用で行う場合は頻
度をどうするか）について検討しリスクヘッジすることが肝要である。このためにはアプリケーション担
当とインフラ担当（データベース担当）の協力が欠かせない。
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＊1 telnetによる呼処理プロセスの稼働状況を自動監視する機能、デジタル PBXサーバ内に実装（図中の「保守（自動監視）
プロセス」）

3.20 パッケージの機能ΧスλマΠζに関する教訓（T20）

パッケージのػ能ΧスλϚΠζはϦスΫを認ࣝし
特にඞཁ十分なνΣッΫମ制νΣッΫ手順をඋして
ਐΊる͜と

教訓
T20

問題
A社は 24時間 365日コールセンター受付システムを運用している。コールは会員からの作業員派
遣要請が主でその内容により最寄りのサービス拠点から作業員が現場に駆け付けて対処するものであ
り、1日のコール数は平均約 3,000件であり連休の際には特に集中する。
連休中のある日の 12時頃、オペレータが受付端末のタッチパネルが反応しなくなっていることに気
づいた。また利用者からコールがつながらないとのクレームも数件寄せられていた。本事象は同じ構
成を持つ交代系システムへの手動切替えを実施し回復するまで約 10分間継続していた。この間のコー
ル数は不明だが、直前の 10分間では 20件のコールが発生していた。
このコールセンター受付システムは新システムに更改してから1週間連続稼働していた。新システム

は手作りで構築された旧システムと異なり、ベンダのパッケージ製品ソフトを導入し構築されたが、A

社の要求仕様に対応するためベンダは機能追加＊１のカスタマイズを実施していた。
システムの構成の概要は以下のとおり（図 3.20 ‒ 1）。
・電話系の呼処理を制御するデジタル PBXサーバ
・電話コールに連動して受付端末の画面を制御するCTIサーバ
・各サーバは現用系と交代系の二重化構成

図 3.20 － 1　ίールηンλーड付システムのϓϩηス構成概要
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原因
デジタル PBXサーバを交代系に手動切り替えし回復させた後で、ハングアップ状態であった現用系

のシステムダンプを取得し解析した結果、保守員が行った障害情報収集のための telnet接続と呼処
理の稼働状態を自動監視するための telnet接続が競合し無限ループ状態に陥ったことが原因である
と判明した。また、システムの異常を検知して交代系システムに自動的に切り替える機能もソフトウェ
アの不具合から無限ループを検知できなかったため作動しなかった。障害の発生状況を図 3.20 ‒ 2

に示す。

調査の結果、telnetの競合は希少なタイミングで発生するコールセンター受付システムのファームウェ
アのプログラム不具合と判明した。また、交代系への自動切替えが出来なかった事象は自動切替え制
御機能の不具合が原因であるとベンダから報告された。
なお、本システムの構築にあたりユーザであるA社から提示された要求仕様を満たすために、ベン
ダは同業他社でも広く利用されているパッケージ製品ソフトをベースにカスタマイズを実施したが A社
に十分な説明がされていなかった。

図 3.20 － 2　ίールηンλーड付システムの障害状況
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対策
本システム障害事例でとられた対策を以下に記す。
ᶃ直接原因と෮旧ા置
コールセンター受付システムのファームウェアの不具合によるシステムハングアップがサービス停止
の直接原因であった。交代系への手動切替え実施により復旧し、受付サービスを再開した。
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ᶄϓϩάϥム不具合の対応
問題を起こしたファームウェアのプログラム修正を行い、再現テストを繰り返して検証し 4日後に

本番環境に適用した。

ᶅ̎ͭの UFMOFU 接ଓのڝ合の対策
機能追加した呼処理自動監視プロセスへの接続は telnetプロトコル方式をやめて、RS232C回
線による接続方式に変更し競合が発生しないように対処した。

ᶆ '5" ੳ 11を׆用した૯点検
同様の競合発生個所の有無について、FTA分析手法を活用した総点検を実施し、同様の不具合

を数件検出、対策計画を策定し、緊急性に応じて順次対策を実施している。

効果
前述の対策により、障害は再発せず順調に稼働している。また、telnet接続を本来のパッケージ製
品ソフトの仕様どおり1本にしたことから、同種の製品を使用している同業他社と同様の信頼性を確
保したと考えられる。

教訓
今回の障害はシステムを刷新し、稼働を開始した直後の初期トラブルであるが、非常にまれなタイ

ミングで発生する競合が引き金になったものであり、事前のテストでは検出が困難であった。同業他
社でも使用されている信頼性の高いパッケージ製品ソフトを採用していたが、呼処理の自動監視をす
る要求仕様に対応するため、このパッケージ製品ソフトに機能追加を実施しており、そのプログラム
不具合が競合発生の原因となった。ベンダは発注者に対してこの機能追加にともなうリスクを共有し、
改造個所の処理方式を説明し、必要十分なチェック体制とチェック手順を整備して進めることが重要
である。

11 FTA分析（Fault Tree Analysis:故障の木解析）
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3.21 運用อकͰ起͜るۀ࡞ϛスに関する教訓（T21）

、らすたΊにはݮϛスをۀ࡞
！の連携で࿙Εのない対策をऀۀ࡞とऀࣔࢦۀ࡞

教訓
T21

問題
A社は、顧客の集荷依頼の電話をその顧客の所属するエリアの該当集荷本部へ転送するサービス

を行っている。A社は、B社への集荷依頼を関係外の C社集荷本部に転送していたことを、C社か
らの連絡で知った。詳しく調べたところ、4回に 1回の割合で B社への集荷依頼を C社集荷本部に
転送しており、C社が B社へ電話転送することで対処していたものの、現場は混乱し、集荷作業漏
れが多発し、顧客からの苦情が殺到していたことが判明した。

図 3.21 － 1　障害状況

原因
システム運用保守は、様 な々ソフトウェア、ハードウェアの変更作業をサービス中に行わなければな

らない場合があり、そのような状態では作業ミスが起きやすくなる。
障害の直接原因は、作業者の些細な誤りであったが、根本的には、誤りを見逃しやすい作業環境
と最後の砦となるべき作業指示者の確認不足によるものであった。

【直接原因】
A社は、コール数の増加に対応するため、ゲートウェイ（GW）の GW#3, #4の増設作業を行っ

た（図 3.21 ‒ 2①）。作業指示者から依頼された作業者（図 3.21 ‒ 2②）は、エリア情報管理サー
バの GUI画面から転送先データの登録作業を実施した。しかし、GW#3、GW#4とも転送先名
「KAWAHATA（カワハタ）」を「KAWAMATA（カワマタ）」と誤って設定してしまった（図 3.21 ‒ 2③）。
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【根本原因】
　根本原因は、「作業者が作業ミスを起すような状況、環境に置かれた」ことと、「作業指示者が、
作業者の実行結果をきちんと確認していなかった」ことである。以下、根本原因を、作業者と作業指
示者に分けて示す。

͔Βͷࠜຊ原因؍ͷऀۀ࡞˗

①パラメータがローマ字で見誤りやすかった。
作業は 2人体制で行っていたが、操作担当者が「KAWAMATA（カワマタ）」を誤って「カワハタ」

と読み上げたため、チェック担当者は「OK」としてしまい、操作担当者は、そのまま「KAWAMATA

（カワマタ）」と誤って登録してしまった。
海外ベンダ製の管理ツールの GUI表示がアルファベット順のローマ字表記のため、読み間違いが
起こりやすい状況であった。

②設定に関係しないパラメータが表示されていた。
管理ツールの GUI表示に、B社の設定と関係のない C社のエリアまで表示されていたため、設定
すべきエリアを見落としやすい状況にあった。

③設定結果を自ら再確認する手順が抜けていた。
作業者は、サービス中に直接本番環境で変更作業を行い、集荷依頼コールを送っていた。
このとき、作業者は、テスト環境がないため本番環境で変更作業を行わざるを得ず、さらに、作業

者が設定作業を終えた後自分自身でその内容を確認する手順が抜けていた。

図 3.21 － 2　障害原因
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͔Βͷࠜຊ原因؍ͷऀࣔࢦۀ࡞˗

①設定結果を作業指示者が確認する手順が抜けていた。
作業者が本番環境で設定作業を終えた後、作業指示者は、作業実施チェックリストや、作業手順
書、作業ログなどを使って、その設定作業の結果を確認していなかった。

②相手との関係で、全ルートの確認テストができなかった。
作業者は、設定後に 2回のコールで集荷本部への 2回線が正常に繋がることを確認したのみであ
り、全振分けパターン（8回線）をテストしていなかった。
これは、作業指示者が、「集荷本部側は、本番の集荷依頼コールが優先であり、テストコールのた
めに集荷依頼コールを受けられない時間が増えることに抵抗がある」ことを気にして、2回のコールで
も良いことにしてしまったことによる。

対策
それぞれの根本原因から、対策を立てた。

͔Βͷ対策؍ͷऀۀ࡞˗

①パラメータがローマ字で見誤りやすかった。
【対策 1】  このゲートウェイ(GW）は海外機器メーカ製のため、漢字などの表示はできない。その

ため、登録時の入力確認のための読上げは、アルファベットを「K（ケー）A（エー）W

（ダブル）A（エー）．．．」と 1文字ごとに区切って読み上げることにした。

②設定に関係しないパラメータが表示されていた。
【対策 2】  エリア単位の設定画面に当該エリアのみ表示するようツールの改良を機器メーカに依頼し

た。

③設定結果を自ら再確認する手順が抜けていた。
【対策 3】  作業者が、設定作業後、設定誤りを未然に発見できるように、「設定変更結果を CSV

出力し、変更前／後の差分チェックを行う」ルールを運用手順書に明文化した。
【対策 4】  テスト環境と本番環境との 2面環境とし、テスト環境での確認後、その設定をそのまま

本番移行できるような仕組みの実装を機器メーカに依頼した。
【対策 5】  テスト時の接続ルートの可視化として、実回線を接続せずにテストが可能な「疑似確認

ツール」の強化を機器メーカに依頼した。
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͔Βͷ対策؍ͷऀࣔࢦۀ࡞˗

①設定結果を作業指示者が確認する手順が抜けていた。
【対策 �】  作業指示者は、作業者が作業終了した後の作業結果を、作業実施チェックリストや、作

業手順書、作業ログなどによって確認する手順を運用手順書に追加した。

②相手との関係で、全ルートの確認テストができない。
【対策 �】  設定作業を行った場合、全ルートの確認を行うプロセスを相手と合意して実施することに

決め、その旨を各社に申し入れた。

効果
作業指示者が、運用保守作業に責任を持った取り組みを行うことで、作業指示者と作業者の連携
が生まれ、作業ミスを減らすことができる。このような連携は、関係者の合意形成を築きやすい。さ
らに、このような取り組みの蓄積が、ノウハウの蓄積に繋がる。

教訓
作業ミスは、ともすれば作業者の自覚の問題とされる場合が多い。しかし、作業者の観点から、
個人、環境、ハードウェア、ソフトウェアの視点で、作業ミスの原因、対策を考えることが重要であ
る。
さらに、作業には、必ず作業指示者が存在する。その作業指示者が、作業結果に責任を持った
行動を取ることが作業ミスを減らす上で重要な役割を持つ。作業指示者は、障害の責任を作業を間
違えた作業者、ソフトウェアのバグ、ハードウェアの故障などに持っていかず、システムの問題を仕組
みや組織として改善することに主眼を置くことが重要である。
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3.22 όッフΝϓールのཧに関する教訓（T22）

ӅΕたόッϑΝの存ࡏを把握し、తผのしきい値設定と
աΞϥート監視でΦーόϑϩーをະવに防ࢭする͜と

教訓
T22

問題
A社は 24時間 365日予約受付システムを運用している。複数種類の業務の予約を同時に受け付け

ており1日の受付数は平均約 10,000件／日、ピーク日は 30,000件／日である。
ある日の夜間、業務予約処理Ａのバッファが処理待ちで滞留し、予約受付システムからの転送が
停止していた。暫くすると、通常処理できていた予約処理 BとCも受付ができなくなり、すべての予
約処理の受付が停止する状況となった。A社の予約受付システムの構成概要と問題の発生状況は図
3.22 ‒ 1のようになっている。
処理概要を以下に示す。
・稼働系と交代系のホットスタンバイ構成で交代系に切り替えてもバッファの内容は引き継がれる
・インターネットからの受付処理により、チェック・登録された入力データは共通バッファに入れら
れる
・共通バッファから振分処理で随時入力データを仕分けし、予約処理ごとの転送バッファに格納する
・各転送処理は転送バッファに登録された入力データを予約処理サーバに転送する
・予約処理サーバは転送された入力データで予約データベース（以下、予約 DB）を更新し、イン
ターネットを通して回答を端末に返却する。

図 3.22 － 1　システム概要と障害の発生状況
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原因
予約処理 Aの受付はこの日から開始されたものであった。予約処理 Aサーバの処理がメモリ不足
により、スローダウン状態となった（図 3.22 ‒ 1①）ため、処理待ちバッファに徐々に入力データが滞
留し、上限の 1,000件を越えた（図 3.22 ‒ 1②）。これにより、予約受付サーバ側の転送バッファに
未送信データが滞留して満杯となり（図 3.22 ‒ 1③）、共通バッファから予約処理 Aの入力データが取
り出されなくなり、共通バッファも満杯となり（図 3.22 ‒ 1④）全予約処理の受付が停止した。スロー
ダウンが発生してから、受付が停止するまで 30分程度の時間差があった。
この障害発生過程において、予約受付システムの共通バッファが満杯になった段階で、すべての予

約受付業務を停止するメッセージが表示されたため障害が発生していることが判明した。
予約受付システムは、予約処理の種類ごとに受付中／受付停止を設定することは可能であったが、
問題が起こった予約処理 Aのみを受付停止する前に全予約業務停止となってしまった。さらに、交代
系に切り替えてもバッファの内容は引き継がれるため、このケースでは復旧できなかった。

対策
ᶃ෮旧ા置
予約業務 Aサーバのスローダウン状態を設定変更により回復させ、滞留している入力データを順次
処理していくことにより、2時間程度かけて共通バッファを空にした。この後、予約受付システムを再
開し、通常運用に戻った。

ᶄόッϑΝオーόϑϩーঢ়ଶの検
障害状況を早期に検知できなかったシステムの問題に対しては、各バッファの蓄積状況を監視し、

警戒レベルに達したら監視コンソールにアラートを表示するようシステムの改善を実施した。

効果
バッファへの入力データの滞留状況を監視し、異常な状態を早期に検知することでシステム障害の

発生を未然に防止することが可能になった。

一般的に情報システムはメッセージをプロセス間でバッファを用いて受け渡すバケツリレー方式と
なっていることが多い。（図 3.22 ‒ 2）
よって受け取り側のプロセス処理が遅れたり、停止したりするとバッファにメッセージが滞留してい

くことになる。システムが良好なパフォーマンスを維持しているかどうかはこのバッファの滞留状況を
監視し適切な状態であることを評価することで判断できる。
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3.22ɹバッϑΝプーϧのཧに関する܇ڭ（T22）

このバッファがオーバフローすると、プロセス Xからのメッセージ登録ができなくなりシステム障害
となることが多い。よって、バッファの蓄積状況を監視し、一定のしきい値を超えたら監視コンソール
にアラート情報を表示することが有効であり、しきい値は注意レベル、警告レベル、危険レベルのよ
うにレベルを分けアラート情報の緊急度も合わせて表示することが望ましい。
なお、しきい値の設定にあたっては、プロセスXとプロセスYの連携度合いにより適切な値を検討する。
リアルタイムに近いメッセージ連携形態の場合は数件蓄積されただけでも異常が発生している可能

性があるが、メッセージの登録が時間帯によってピーク性がある場合には 70%～ 80%程度まで許容
範囲とみなすことができるので、それぞれの適切なタイミングでアラートを表示するよう設計を行う。
また、各バッファのサイズ（最大収納件数）は構成情報として管理し、稼働状況や業務要件の変化
等に応じて見直しを行う。
通常の 1日単位で運用されるシステムでは、システム開始時にバッファは空であり、稼働中のバッ

ファは増減を繰り返すが、システム終了時に空に戻る、あるいは終了時点で蓄積データが存在した場
合には後処理で対応を行う。しかし、24時間連続稼働のシステムではこのバッファは常に増減をして
いるため、管理には特に注意し、オーバフローを未然に防止しなければならない。
また、パッケージ製品を利用する場合はバッファが明示されないことがあるため、どこに何のバッ
ファが存在しているかを把握することも必要である。

図 3.22 － 2　バッフΝΛ経༝͠たϓϩηス間通৴
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教訓
本システムのような共通バッファのオーバフローに起因するシステム障害から得られる教訓は以下の

とおりである。
○各種バッファの存在を認識し、構成情報としてその最大収納件数を認識・管理する。
特にパッケージ製品を利用する場合は明示されていない内部バッファの存在を把握しておく必要が
ある。
○ 用途別にしきい値を設定し、しきい値を超えた場合にアラートを表示することでオーバフローによ
るシステム障害を未然に防止する。
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3.23ɹ障害ػࢹの͋Γํに関する܇ڭ（T23）

3.23 障害監視機能のあり方に関する教訓（T23）

障害監視は、複数の観点から実装し、障害の見逃しを防げ！教訓
T23

問題
A社の基幹システムは 24時間 365日稼働のオンラインシステムであり、業務の特性から瞬時の停止
も許されない。DBサーバは 4重化されており、それぞれ障害監視機能を持っている。
ある日、DBサーバ 4台すべてが順番に停止した。

DBサーバの障害監視には 4つの機能が用意されていたが、今回の障害に関係した機能は以下の 2

つであった（図 3.23 ‒ 1）。
（1） データ同期更新

DBサーバは 4台の物理サーバでデータ同期機能を構成しており、1台のDBサーバでデータ
更新があれば、DBのバッファ・キャッシュと呼ばれるメモリ領域にあるデータをコピーし、ネッ
トワークスイッチを介在して、他のDBサーバにデータ同期更新を実行する。このデータ同期更
新処理がタイムアウトした場合、DBミドルウェアに付随する監視プロセスから監視サーバに通知
を行う。監視サーバはこれを受けて、データ同期更新の発信側のDBサーバを停止させる（図
3.23 ‒ 1①）。

図 3.23 － 1　DBサーバの障害監視

ೞኒࢳ

ᾓᾑἇὊἢᵁᵿ

ἕἚὁὊἁスỶἕἓ
ᆙኒ

ᾓᾑἇὊἢᵁᶀ ᾓᾑἇὊἢᵁᶁ ᾓᾑἇὊἢᵁᶂ

ỴプἼἃὊἉἹὅἇὊἢ

ἉスἘἲ࠴ؕ

ṟᐯἠὊἛႳᙻ

ṞἙὊἑӷૼ

ᡲઃẴỦٳᢿἉスἘἲ



166 情報処理システム高信頼化教訓集（ＩＴサービス編）

技
術
領
域
の
教
訓

3

3.23ɹ障害ػࢹの͋Γํに関する܇ڭ（T23）

（2） 自ノード監視
これは、各 DBサーバが自ら稼働しているかどうかを監視する機能である。各 DBサーバが、
サーバ OSの障害保護機能を使って自分自身に SQLを投入し、返信の有り無しで死活を調べる
監視を 45秒ごとに行っている（図 3.23 ‒ 1②）。

原因
サーバ停止の直接の原因は、ネットワークスイッチのキャッシュメモリ故障であった。このスイッチ
は、本件に関してエラーメッセージを出力しなかったので障害検知ができなかった。以下、全 DBサー
バが停止した経緯を示す（図 3.23 ‒ 2）。

DBサーバ #aにデータ更新が行われた際、DBサーバ #a はデータ同期更新機能によって他のDB

サーバ 3台との間でセッションを張り、DBサーバ #a から他のDBサーバ 3台へデータ更新の送信を
行った（図 3.23 ‒ 2①）。この時点でネットワークスイッチが正常動作しておらず他のDBへの同期更
新が正常に行われなかったため（図 3.23 ‒ 2②）、DBサーバ #aと受信側のDBサーバがタイムアウト
になった。監視機能は DBサーバ #a が DB更新エラーになった通知を受け取り、DBサーバ #a を止
めた（図 3.23 ‒ 2③）。DBサーバ #b 、#c でもDBサーバ #aと同様のDB更新エラーが発生し、順
次停止していった（図 3.23 ‒ 2④）。
ネットワークスイッチの障害だけであれば、DBサーバ #a、#b 、#c が停止した時点でデータ同期

更新機能は稼働しないため、最後の 1台のDBサーバ #d で運用が継続できるはずであった。しか
し、タイミング悪くDBサーバ #d は、停止する直前のDBサーバ #c のデータ同期更新中に自ノード
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図 3.23 － 2　障害経緯
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3.23ɹ障害ػࢹの͋Γํに関する܇ڭ（T23）

監視機能の SQLを投入したため、この SQLがデータ同期更新のタイムアウトに巻き込まれてタイムア
ウトになってしまい、DBサーバ #dも停止してしまった（図 3.23 ‒ 2⑤）。
このように、2つの監視機能（データ同期更新、自ノード監視）の実行タイミングの重複によって全

DBサーバが停止してしまった。

このような障害が発生した根本原因は、ネットワークスイッチを含んだ DBサーバの障害監視が適
切でなかったことである。以下にその原因を示す。

【原因 1】 ネットワークスイッチの死活監視でつかめないエラーの発生
本来であれば、稼働系スイッチが障害を起こせば、待機系スイッチに切り替えるのだが、今回は、

稼働中のネットワークスイッチが完全に動作を停止しておらず、障害メッセージを出力しなかったため、
監視機能でエラーを摘出できなかった。
ネットワークスイッチは、「動くのが当然」と思っていたため、設計段階でスイッチの観点でのリスク
抽出が十分網羅されておらず、十分な対応策が練られていなかった。そのため、せっかく冗長構成に
おける予備系への切替え機能を用意しながら、実行することができなかった。

【原因 2】 DBサーバの監視機能の不整合
データ同期更新と自ノード監視が同時に起動したときのエラー判断に考慮漏れがあった。このパ
ターンに対応できていれば、ネットワークスイッチの障害（データ同期更新ができない）によって4台
のDBサーバの内 3台が停止したとしても、1台で運用を継続できた。

さらに障害原因を調査すると、A社のシステム部門では、業務部門から「瞬時の業務停止も許され
ない」との過酷な要件を課せられていた。点検内容については製造ベンダも含めて設計を行っており、
システム部門が必要と判断した保守作業は業務要望よりプライオリティを上げて対応を行っていた。し
かし、今回の障害を踏まえ、敢えて以下の点を指摘したい。

【原因 3】 保守（点検作業）不足
ネットワーク機器の点検の実施範囲が最小限に抑え込まれており、十分ではなかった。障害を起こ

したネットワークスイッチは、メーカ推奨に基づき、保守点検を行っていたが、電源 off/on、稼働系 /

待機系の入替えなどは実施していなかった。

対策
直接の原因であるネットワークスイッチは、交換することにより対応した。
根本原因としてあげた「ネットワークスイッチを含んだ DBサーバの障害監視が適切でなかった」こ

とに対する対策をまとめると以下のようになる。
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【対策 1】 個々の機器の監視を複数のツールで行う
今回のように監視メッセージが出力されないため障害を見逃すことがあることを想定し、複数の観
点から監視機能を検討し、実装する。予備機への切替えは、いずれの監視機能でも検知し実行でき
るように設計する。

【対策 2】 複数の監視機能の組み合わせで動作に問題がないか確認する
この障害の対策としては、データ同期監視が完了してから自ノード監視の判定を行うように、自ノー
ド監視機能に、「SQL投入からの死活監視のデータのタイムアウト待ち時間を延ばす」、「リトライを数
回行う」などの対策を行う。これにより、データ同期監視機能と自ノード監視機能の不整合を解消す
る。さらに、他に同様な問題がないか監視機能の組み合わせ確認を行い、テストを実施する。

【対策 3】 十分な保守時間の確保
システム部門は、業務部門との調整を行った上で、システムの安定稼働のための保守時間を確保す
る。その保守時間を使って、ネットワークスイッチの電源 off/on、パッチの適用などの定期保守点検
を十分に行う。さらに、バックアップ切替え確認、正副機器の切替えによる入替えなど、日ごろ待機
系になっている機器を動作確認する、あるいは稼働系として使うなど行う。

効果
ネットワークスイッチなどの機器の監視は見逃される傾向があるため、そのスイッチが障害になると

重大な影響を及ぼす。システム部門は、ネットワークスイッチを含めた複数の監視方法を実装し、監
視漏れがないように、またそれぞれの監視機能に矛盾が生じないようにすることで、障害を減らすこ
とができる。
また、業務部門は「瞬時の業務停止も許さない」運用を行うことを求める傾向があるが、今回のよ

うな事例を考えれば、システム部門は、十分な保守時間の確保を業務部門に提案することができる。
これにより、システム障害が減り、トータルのサービス提供時間が増えることになる。

教訓
ネットワーク機器が高度になり、接続される機器も増えている中、システム障害対策も複雑になっ

ている。そのため、監視技術が重要度を増している一方で、監視の不具合による障害も増えている。
この事例は、監視ミス（自ノード監視がエラーでないものをエラーとした）と監視漏れ（ネットワーク
スイッチのエラーを見過ごした）が同時発生した事例である。
教訓は、「障害監視は、複数の観点から実装し、障害の見逃しを防げ！」とした。
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3.24ɹ障害தのӡ༻に関する܇ڭ（T24）

3.24 障害中の運用に関する教訓（T24）

サービス縮退時の対策を考慮せよ教訓
T24

問題
A社の統合システムは、基幹業務と情報提供業務をメインとして様 な々対外システムやインターネッ

トと連携したシステムである。
ある日、統合システムの 3台でクラスタリング構成を組んだ DBサーバが順次停止し、全 DBサー

バが停止した。原因が判明しなかったが、1台だけ稼働させたところ（図 3.24 ‒ 1①）、性能的に問
題があるもののサービスを続けることができた。そこで、情報提供業務を停止させて基幹業務だけに
専念させてサービスを継続させた（図 3.24 ‒ 1②）。

A社の窓口では、システム部門と状況を確認しながら業務を実施することができた（図 3.24 ‒ 1③）。
しかし、データ連携会社は、情報提供を受けられなかったため、自社の業務を進めることができな
かった。さらに、インターネットからの法人顧客や個人顧客も情報提供を受けられなかったため、直
接電話で A社の窓口に状況を確認するしか方法がなかった（図 3.24 ‒ 1④）。そのため、A社の窓口
も外部からの対応に追われてしまい、業務の遅れが徐々に大きくなり、混乱は終日続いた。

図 3.24 － 1　障害状況
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3.24ɹ障害தのӡ༻に関する܇ڭ（T24）

原因
統合システムの停止に至った直接原因は、DBサーバのソフトウェアのバグであった。
障害の影響が拡大したのは、情報提供業務を稼働させることができなかったためであった。全

DBサーバが停止したが、その後 1台だけ稼働させ基幹業務を稼働させることができた。しかし、情
報提供業務は、性能上の問題から停止せざるを得なかった。これは稼働当初からの懸案で、当時 1

台で性能要件を満たせる高性能のサーバが製品化されていなかった。

当初統合システムは、基幹業務が中心であった。数年後に情報提供業務を追加することになった
が、あくまで付属的な意味合いで考えていた。そのため、大幅な業務要件の見直しを考えていなかっ
た。
そのため、アプリケーションサーバは基幹業務アプリケーションサーバと情報提供業務アプリケー
ションサーバに分割していたが、DBサーバについてはひとつのインスタンス（1論理 DB）構成とした
ままであった。
しかし、インターネットやスマートフォンを活用した業務へのニーズが増すにつれて、データ連携会

社やインターネット（個人、法人顧客）に対する情報提供業務の全業務に占める割合は大きく拡大し、
多くの外部関係者に重要なサービスを提供することが業務の中心になっていた。

今回のシステム障害では、統合システムが障害になりサービス縮退となった場合、対外システムやエ
ンドユーザに「障害情報と復旧見込み」などの情報を発信することができなかったことが、システム障
害の影響を大きくしてしまった。
根本原因は、サービス縮退が長期化することによって、問題が大きくなることを見逃していたことで
ある。

対策
直接原因のDBサーバのソフトウェアのバグを改修した。また、業務制限を行わなくても 1台で十
分性能を満たせるDBサーバに入れ替えた。

さらに、根本原因で提示した「サービス縮退が長期化することによって、問題が大きくなること」を
未然防止する対策を考えたい。

【対策 1】 エンドユーザの要求の変化を検証する
今回の事例における情報提供業務の追加のように、新システムを検討する場合は、お客様の要求
変化を考慮し、基幹系業務とそれ以外の周辺システムを分けるなど、サービスの特徴、役割を考慮し
た設計を行う。そのために新システムを検討する場合は、要求定義の中で「お客様の要求の変化」を
分析する。
その上で、設計時にリスク分析を行い、システム障害発生時のリスク低減策を講ずる。
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【対策 2】 ディペンダビリティ 13を追求したシステム構成
【対策 1】の検証に基づき、今回のような事例においては、お客様の観点でシステム障害発生時の
情報を提供できるように、業務の疎結合を考慮しDBサーバを基幹業務と情報提供業務に分離した
DBサーバ構成とする。
その際、基幹業務サーバが障害のときに情報提供業務サーバで障害情報を提供するのはもちろん

のこと、情報提供業務サーバが障害の場合でも、外部へ情報提供できる代替策を検討する（図 3.24

‒ 2）。

この事例のように途中で新たな要件が加わり、長年使用し続けているシステムのエンドユーザのニー
ズが変化することは、往々にして起こり得る。「システムを利用する顧客のどの要件に照準を当ててシ
ステムを見直すか」は、重要なポイントである。
新たなシステムの要件を検討する場合は、例えば変化したステークホルダとの要件確認（あるいは
合意）プロセスで、要件定義を再検討することも必要であろう。

図 3.24 － 2　【対策 2】の一例

ወӳシステム

ESB（ỺὅἑープライἌ・サービス・バス）

ϋਗໜ ᅈϋシステムෙ外ਗໜ

Ἑーἑᡲઃ
˟ᅈ

イὅἑーἕἚ
（̾ʴ、ඥʴܲ）

ᆸӝ業務
APサーバ

APサーバ

・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・

DBサーバ

DBサーバ

ẸれẹれᇌỂᆙỂẨるシステム

業務࠴ؕ

ऴإ੩̓
業務

13 ディペンダビリティ（dependability）とは、例えば、システムの一部が壊れても残りの部分で補いながら、または機能を縮
小させながら、稼働状態を保つといった自立的、自己修復的な動作を示す概念である。
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【対策 1】と【対策 2】の対策をまとめると、「【対策 1】エンドユーザの要求の変化を検証する」こと
により、「【対策 2】ディペンダビリティを追求したシステム構成」のあり方が、方向づけられることにな
る。

効果
サービスの拡大にともない今まで付属的なシステムと思われていたものが、重要度を増すような変化
がしばしば見られる中において、この事例のような「エンドユーザが要求する機能」の優先度も変化し
ていくことがある。そのため、今までサービス縮退で停止しても問題にならなかった機能が、長時間
停止することで問題になったりする。
前述した対策は、そのようなサービス縮退時の観点を見失わず、対策を検討するのに役立つ。

教訓
この事例では、設計時にリスク分析を行いディペンダビリティの確保に対応する最適なサービス縮
退を考慮することにより、最適対策を取ることができる。
サービス縮退のあり方から、「システムの集中」が良いか、「システムの分散」が良いかなど、システ
ム障害のリスクを軽減する構成を決めることも検討できる。
この教訓は、「サービス縮退時の対策を考慮せよ」とした。
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3.25 原因不明障害への対応に関する教訓（T25）

障害原因が不明でも再発予防と発生時対策はできる教訓
T25

問題
A社の社内共通基盤システムはWebでの社内向け／顧客向けの様 な々情報公開や各従業員の仮想

化 PCのドメイン管理などの機能を保有している。システムの各サーバは仮想化されており、外部連
携用の基幹スイッチ、自社内連携用の集約スイッチ、仮想ネットワークスイッチにより機器間の通信を
行っている。また、業務の特性上、システム障害発生時に銀行オンラインや航空券予約システムのよ
うな高レベルの即時回復は要求されない。

ある朝、業務開始後に物理 PCや社内共通基盤上に構築された仮想化 PCから使用していた業務
画面からのレスポンスがなくなる現象が発生し始めた。Webで提供される各種サービスは動作せず、
仮想化 PCはすべて動作しなくなった。物理 PCは単独では動作したが、ネットワークに接続する業
務は動作せず、外部とのメールも送受信できない状態になった。

社内システム管理者は個別の業務ではなく、ネットワークを経由するシステム全体が動作しない状況
からスイッチやストレージなどの基盤系処理装置の障害を疑い、各層のスイッチの調査およびコマンド
による再起動を実施したが業務時間終了までの回復が期待できず、17時になって当日の業務再開を
断念し全社に通知した上で、ハード／ソフト両面からの再調査に着手した。

図 3.25 － 1　障害状況
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ハード／ソフト両面からの全面再調査の過程で、この会社に設置していたサーバやスイッチ機器を
物理層からすべて再点検した結果、午前中に再起動したはずの集約スイッチの状態表示 LEDの点灯
状況が通常と異なることが判明した。コマンドによる再起動では状態が改善していないことから、電
源コードオフによる物理的な再起動を試みたところ、今回は通信が回復し、当日の 22時頃にシステム
の動作は正常に戻った。

この結果、いずれかのスイッチ機器の動作異常がトラブルの原因であるとの、トラブル発生後の初
期調査時の判断が正しかったことが証明されたが、一方でこの障害はコマンドによる再起動では解消
しないという別の問題があることも判明した。

図 3.25 － 2　障害対応状況

基幹スイッチ(L3)

集約スイッチ(L2)
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原因
トラブル発生時にスイッチ機器から取得したログを機器の製造元に調査依頼した結果、ファーム
ウェアの障害が原因である可能性が高いとの回答が寄せられたが、以下の理由から発生原因について
の確証が得られず、本件の発生原因はこの教訓の作成時点で判明していない。

原因を特定できない理由
（1）障害発生時のトラフィック（通信内容）の情報を取得できていない
（2）障害発生の前後の時間帯に、異常が発生したスイッチに障害を示すログが出力されていない
（3） 調査用の情報が限られるため、スイッチ機器開発元でも自社に寄せられた過去の障害事例か

ら原因を類推するまでが限度であり、その後、根本原因が判明したとの報告はない。
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対策
上記の理由により発生原因を特定できず、この事例では再発防止に向けた恒久的対応を実施する
ことができなかった。そのため、この会社では次善の策として障害再発リスク軽減のための予防保守
【対策 1】と、それでも事象が再発したときの発生時対策の準備【対策 2】をそれぞれ実施した。

【対策 1】 障害再発リスクの軽減
この事例では、確定ではないながらも以下の障害原因が考えられたことから、以下の再発防止策を
実施した。
（1）集約スイッチ機器のハードウェア故障

未知の故障個所が内在している可能性もあるため、予防のために機器の交換を実施。ただし、
機器を交換するためにはこのスイッチで通信を制御している社内共通基盤システムを一時的に停止
する必要があったため、後日、休日にシステム停止日を設けて交換を実施した。

（2）集約スイッチのファームウェア障害
当該のスイッチ機器は 1回 /年の法定点検日にその時点の最新のファームウェアを適用する運用
にしており、障害発生時には最新のファームウェアを適用していなかった。ファームウェアを最新の
ものに更新していれば今回の障害の発生を予防できたかどうかは不明であるが、今回の障害の調
査の過程で集約スイッチの開発元からはファームウェア障害が原因である可能性も報告されたこと
から、集約スイッチ機器の交換時にあわせてファームウェアを最新のものに更新した。

【対策 2】 障害再発時の対策の準備
このシステムは 365日 24時間の稼働を要求されるようなものではないが、トラブル発生時には早期
に回復ができないと、回復までの間は社内の業務が停止する影響度がある。【対策 1】の実施により
同一原因による障害の発生リスクを軽減できたと考えられるが、原因が判明していない以上、再発の
危険性は解消されていないものとして、以下に示す対策を実施した。
（1）障害原因切り分け基準の決定

今回と同様の事象が発生した際に、スイッチ装置の LED点灯に異常が発生しているかどうかの
判断が対応した要員によって異なることがないように、正常動作時の LED点灯状況を文書化した。

（2）障害対応手順の作成
スイッチ装置の動作異常が発生していると判断できた場合に、スイッチの物理的な電源切断から
再起動、正常に再起動したかどうかの確認、正常動作しなかった場合の機器の切り離しまでの一
連の動作を間違えずに実施できるよう、作業手順を文書化した。

（3）根本原因調査のための施策の組込み
このシステムで提供する業務も障害発生時には回復最優先であるが、今後もこの障害が多発する
リスクをなくすため、障害が今後再発したときに原因調査用に最低限取得するログを選択し、回復
処置を実施する前に短時間で確実に取得できる手順を作成した。

（4）障害対応マニュアルへの追加
上記で作成した（1）から（3）までの各文書を既存の障害対応マニュアルに追加し、印刷して設
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効果
上記の施策により、この事例では以下の効果を得た。

（1）同一事象再発の抑止。
予防保守の効果があったかどうかは不明であるが、同一事象は再発していない。

（2）障害発生時の早期回復
仮に同一の障害が発生した場合には、作成した手順に沿って調査から回復処置までを実施し、
早期に業務を回復させられるプロセスを構築できた。

（3）今後新たなパターンの障害があったときの基本動作の醸成
今後、今回と異なるパターンの未知の障害に直面した場合にも、今回と同様に予防保守の実施、
発生時対策の構築により、サービス運用の改善を図る組織風土を醸成できた。

教訓
この事例からは、以下の事項について教訓として活用ができると考えられる。

（1）スイッチ機器がコマンドによる再起動で回復しないときは電源切断を試みる
コマンドによる再起動で正常動作に復帰しない場合には、機器の内部で論理エラーが発生して

いてコマンドを正常に処理できない状態になったと判断して、電源切断と再投入による機器の回復
操作を行うことが必要になる。スイッチ機器のように電源投入用のハードウェアスイッチがない機器
の場合には、電源プラグの抜線により上記を代替することが必要になる。スイッチ機器の物理的な
電源断が可能な環境では、一見乱暴な手段に見えてもこれらの操作を回復手順に組み込む事が、
障害からの早期回復に役立つ。ただし、判断基準と作業手順を文書で周知徹底し、作業を標準化
することとペアで実施することが必要である。

（2）システムの運用要件に沿ったリスク軽減策と発生時対策を用意して障害に備える
発生原因不明の障害や原因解明済でも根本対策が実施できない障害の再発リスクがあるときに
は、とり得る対策を実施した上で、いざ発生したときにどう対応するかを決定して、再発に備える事
が必要になる。稼働に対する要求はシステムごとに異なる。再発のリスクが残っても直ちに現場の
業務を復旧させる必要があるシステムもあれば、原因調査を綿密に実施して障害を再発させないこ
とが最優先のシステムもある。障害対策の立案においては、対象とするシステムの特性に合わせて
実施することが必要になる。

（3）根本解決のために必要最低限の調査資材を取得する
障害発生時における対応については、即時復旧と再発防止のバランスの考慮が必要である。即

時復旧最優先のシステムであっても、原因究明用に取得が必要な必要最小限の調査資材を選択し、

備近くに常備することにより、障害発生時にすぐに参照できるようにした。その際には、今回の対
策で追加したスイッチ点灯状況の切り分け基準に当てはまらなかった場合や、対応手順どおり実施
してもスイッチが正常動作に復旧しなかった場合の対応、スイッチ機器製造元への障害発生の連
絡などの対応ルールを追加した。
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それらを短時間で確実に取得する手段を用意しておくことが、障害の根本原因解明への糸口となり、
最終的にシステム稼働品質の向上に結びつく。

この事例では、障害とその対応から得られた経験は相応の対価を払って得た貴重な財産であり、た
とえ根本原因がわからず恒久的な解決策が実施できない状況にあったとしても、次回発生への備えと
して必ず活用すべきものであることをまとめた。

昨今、システム構築においては自己の開発するアプリケーション以外に多種多様な機器を組み合わ
せることが多く、それらの機器には未摘出の障害が潜んでいるリスクも大きくなってきた。あらゆるリ
スクを事前に察知し、リスクの除去や軽減を行うことは事実上不可能である以上、システム運用にお
いては障害再発の予防策と障害発生時の対応策を、そのシステムの要求レベルに応じて実施すること
が必要である。この教訓では、各システムにおいて上記を実施して障害に備えることの重要性を発信
したい。

教訓タイトルは、「障害原因が不明でも再発予防と発生時対策はできる」とした。
なお、ネットワーク機器における未知の障害への予防策として、教訓 T17「長時間連続運転による

不安定動作発生の回避には、定期的な再起動も有効！」もあわせて参照を願う。
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3.26 既存システムの流用開発に関する教訓（T26）

既存システムの流用開発はその前提条件を十分把握し、
そのまま利用可能な部分と変更する部分を調査して実施する

教訓
T26

問題
A社のシステムは営業店に対してサービスを提供するオンラインシステムであり、夜間の業務終了か

ら業務日付変更のバッチ処理が行われ翌日定刻にオンラインサービスが開始される（図 3.26 ‒ 1）。
ある日、定刻のオンライン業務が朝から開始されず取引が停止した。ログ調査の結果、通常は朝

方に実施される業務日付変更処理がこの日は正常終了していないことが判明した。オンラインシステム
が復旧し取引可能となるまで数時間を要した。

オンライン業務終了22：00

システム日付変更00：00

業務日付変更のバッチ処理5：00

オンライン業務開始7：00

図 3.26 － 1　オンラインシステムの日次起動スケジュール（自動運用）

原因
【直接原因】
原因は、業務日付変更のバッチ処理の不具合である。
当時、バッチの一つとして夜間に起動される業務日付変更処理は、通常時、次のように動作してい
た（図 3.26 ‒ 2）。

JOB管理機能から 2つの運用ジョブ XとYが順次起動され、並列に動作を開始する。各運用ジョ
ブ内の先行サブ処理が完了すると JOB管理機能宛に完了メッセージを送る。JOB管理機能は、サブ
処理 X1からの完了メッセージを受領すると後続のサブ処理 X2を起動する。同様に、サブ処理 Y1

からの完了メッセージ受領により、後続のサブ処理 Y2を起動する。サブ処理 X2、Y2がともに終了



 179情報処理システム高信頼化教訓集（ＩＴサービス編）

技
術
領
域
の
教
訓

3

3.2�ɹطଘシステムのྲྀ༻։ൃに関する܇ڭ（T2�）

すると、取引業務日付変更処理が完了する。先行する各サブ処理と後続の各サブ処理は完了メッセー
ジを介して同期をとる仕組みであった。

ところが、当日は、サブ処理 X1の処理が遅延し、サブ処理 Y1がサブ処理 X1よりかなり先に終
了した。このとき、サブ処理 X1からの JOB管理機能宛の完了メッセージと，サブ処理 Y1からの
JOB管理機能宛の完了メッセージとが同一内容であったため、JOB管理機能が先にサブ処理 Y1か
ら受領した完了メッセージをサブ処理 X1からの完了メッセージと誤認し、後続のサブ処理 X2を起
動した。サブ処理 X2はサブ処理 X1の終了が前提となっているが、この時点でサブ処理 X1は終了
していなかったため、処理に論理矛盾が発生しサブ処理 X2が未処理となり業務日付変更のバッチ処
理が正常に終了しなかった（図 3.26 ‒ 3）。
過去のログを調査したところ、これまでにも同様の終了時刻の逆転はときどき発生していたが、極

小時間の差でありサブ処理 X2の開始までにはサブ処理 X1が終了していたことから、JOB管理機能
による完了メッセージの誤認があっても問題は発生していなかったことが判明した。
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図 3.26 － 2　業務日付変更のバッチ処理（通常時）

図 3.26 － 3　業務日付変更のバッチ処理（トラブル発生時）
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【根本原因】
A社のシステムは当初システムの開発から機能拡張 ‒ 1、機能拡張 ‒ 2と追加改修が実施された。

機能拡張 ‒ 1から完了メッセージによる制御機能を入れたが、このときには運用ジョブ Xは単独の
ジョブであったので問題にならなかった。機能拡張 ‒ 2から運用ジョブ Yが追加され、運用ジョブ X

と並行して動作するようになった。追加した運用ジョブ Yは運用ジョブ Xを流用して開発され、完了
メッセージの内容がそのままコピーされていたため、2つの完了メッセージが運用ジョブ X、Yどちら
のものか識別できない（メッセージが一意でない）不具合が作りこまれた。
運用ジョブ Xの処理詳細は仕様書に記載されていたが、運用ジョブ Yの設計者は運用ジョブ Xの

設計者とは異なっており、既存仕様書の調査分析が不十分であった。
また、サブ処理 X2が未処理となっていることに気づかなかったため、原因究明に時間がかかった
ことも問題であった。

表 3.26 － 1　システム開発の時期と運用ジョブの追加

システム開発の時期 当初システム 機能拡張 － 1 機能拡張 － 2

運用ジョブ すべて単独ジョブ 運用ジョブ X 追加 運用ジョブ Y 追加

開発の形態 初期構築 流用開発 流用開発

完了メッセージ制御 なし あり あり
並行ジョブの有無 なし なし あり

対策
問題の直接原因を取り除く措置として、実施した対策は以下の通りである。
・運用ジョブ Xと運用ジョブ Yで使用する完了メッセージをそれぞれ区別できるメッセージに修正
し、メッセージの一意性を担保した。
・念のため、運用ジョブ Xと運用ジョブ Yを並行処理から逐次処理に変更した。

なお、全システムを調査して、同様のケースがあれば同じ対処も実施し、完了メッセージ一覧をド
キュメントに追記した。
また、オペレータがトラブル発生を早期に検知するために、未処理となったジョブを監視するように
した。

再発防止策は以下の通りである。
・設計でのレビューの強化
流用開発における既存システムの前提条件の確認、追加部分と既存部分とが不整合や競合を

起こすことがないか、システム全体を俯瞰するチェックを行う。
特に、一部を流用している場合には、システム内に類似処理が存在することになり、それらが
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コンフリクト（衝突）を起こすリスクがあることを認識する。（今回は、並行稼働する 2つの運用
ジョブの完了メッセージが同じものとなった。）
このための手段としては、例えば、システム全体の運用スケジュールとプロセスやジョブの起動

するシーケンス図を作り、ウォークスルーを実施する。特にメッセージやファイル名等の一意性が
担保されているかチェックを行う。
・既存仕様書への処理の前提事項の記述追加
完了メッセージによる順序性の制御は単独処理が前提であり、並行処理する場合の留意事項

の追加を記述する。

効果
その後のシステム改修では再発防止策の観点で稼働中システムに対しても設計レビューや追加テス

トを実施するようになったため、以降は特に問題なく運用している。

教訓
システムを流用開発する場合は、稼働済みの既存システムを信頼してまるごとコピーしがちであるが、

メッセージやファイル名等が一意でなくなるなどの落とし穴があることが多い。既存システムでの前提
条件を十分把握し、そのまま流用可能な部分と変更が必要な部分を調査分析し、可能であれば既存
システムの開発者も交えてレビューすることが大切である。



182 情報処理システム高信頼化教訓集（ＩＴサービス編）

技
術
領
域
の
教
訓

3

3.2�ɹ基ܥװシステムにύッέージιϑトΛద༻するࡍの܇ڭ（ͦの1）（T2�）

3.27 基幹系システムにパッケージソフトを適用する際の教訓（その1）（T27）

パッケージはサポートを買え教訓
T27

問題
A社で保有する社内特定業務向け基幹業務システムは、現場部門に対して 24時間のオンライン業
務サポートを実施している。業務は日中だけでなく夜間も継続しており、かつシステム停止による現場
業務への影響が大きいことから、運用サポート部門も 24時間体制でシステムの運用をサポートして
いる。業務システムは当該用途向けの海外製パッケージを購入して構築されており、アプリケーション
サーバ、DBサーバ、他システムとの連携サーバなど各層のサーバは冗長構成になっている。構築し
たシステムは本稼働後、2カ月目を迎えようとしていた。

ある日の午前、アプリケーションサーバが突然システムダウンした。そこから、システム回復までの
経緯はおおよそ以下のとおりである（カッコ内の時刻はパッケージ開発元の現地時間を表す）。

10：15（2：15） 運用センターでアプリケーションサーバのシステムダウンを検知
すぐにサーバ再起動、スタンバイへの切替えを行ったが状況は変わらず  

11：40（3：40） 導入したパッケージの開発元であるB社のサービスデスクに調査を依頼
その際にサーバのシステムリソースの枯渇状況も連絡
サービスデスクでは問題を解決できず、パッケージの開発チームを深夜に呼び出す

14：35（6：35） B社から復旧策 1を受領
指示された作業を実施したがサーバダウンは解消せず
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図 3.27 － 1　障害発生後の対応状況
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16：50（8：50） B社の継続調査により、原因と思われるデータの削除を提案される（復旧策 2）
提案の作業を実施した結果、サーバダウンは解消した

17：30（9：30） 他システムとの連携を再開し当該システムへのデータ入力を再開
18：30（10：30） すべてのデータ入力が完了し正常稼働を確認した上で、サービスを再開

問題発生後、サービス再開まで 8時間を要した結果、その間、当該特定業務の業務運用は手作業
に頼らざるを得なくなり、当該業務を通してエンドユーザに提供しているサービスにも大きな影響が出
た結果、その復旧を含めてＡ社のビジネスに大きな損害をもたらした。

原因
サーバがダウンした直接の原因は、導入したパッケージの潜在的な不具合によるサーバのシステムリ
ソースの枯渇（アプリケーションが使用する内部テーブル上に古い情報が滞留したこと）であり、A社
で初めて発生した事象であった。このパッケージは A社以前に複数社に導入された実績のあるもので
あるが、今回のトラブルが先行する他の導入先で発生しなかった理由は、先行する他の導入先では取
り扱うデータ量が A社ほど大量ではなく、ディスク、メモリ等のシステムリソースを枯渇するまで使い
切ることがなかったためであった。A社がこのパッケージで取り扱うデータ量が他の先行する導入先
に比べて圧倒的に多かったことが、この障害を初めて顕在化させた。
また、このトラブルの発生後、復旧までに長時間を要した理由は、A社からB社に調査を依頼す
る先が B社のサービスデスクであり、開発チームがすぐに調査を開始することになっていなかったた
め、高度の技術、製品に対する豊富な知識を必要とする調査であることの判断、深夜に開発チーム
を呼び出して調査を開始するまでの初動に時間を空費したことがあげられる。

対策
上記の原因を特定した A社では、直接の原因であるパッケージの不具合の修正だけでなく、今後、
同様にトラブルが発生した場合に、対応時間を短縮するために、以下の対応をB社と協議の上で実
施した。

【対策 1】 B社開発チームによる 24時間サポート体制の構築
このシステムで提供する業務は障害発生時には回復最優先であることから、パッケージ開発者自身
による調査を迅速に開始することが最も効果がある施策であると判断した A社は、障害発生時の B

社連絡先をこれまでのサポートデスクからB社開発チームのメンバへの直接連絡に変更し、日本国
内製の他の重要パッケージのサポートと同様に 24時間いつでも直接開発担当者によるサポートを受
けられるようB社に対応強化を依頼した。その上で、B社の開発チームのメンバの氏名を公開しても
らい、当番制で直接連絡できるようにした。
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【対策 2】 トラブル対応のサービスレベルを明確化
トラブル発生時のファーストコールから回答までの目標時間を設定し、この時間内に正しい回答が
得られない場合にはペナルティを課すことを SLA（Service Level Agreement）に定め、サポート契約
を締結し直した。
これを今回のトラブルに当てはめると、下記のようになる。

図 3.27 － 2　施策と期待効果
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効果
上記の施策により、この事例では以下の効果を得た。

（1）トラブル発生時の回復までの時間短縮
この施策で期待する効果そのものであり、A社ではその後発生した別内容のトラブル対応において

大幅な時間短縮（再開まで 1時間）を達成し、施策に効果があることを立証した。
（2）SLA 締結による調査精度向上

SLA 締結は B社内での緊張感の持続をもたらし、結果として後続の障害における調査、対応方法
提案の精度を向上させることができた。その効果は上記（1）の時間短縮に表れている。

教訓
この事例からは、一時的なシステムの停止が業務に大きな影響をもたらすシステムにパッケージを

組み込む際の以下の注意点が教訓として活用できると考えられる。
（1）パッケージ提供元の開発チームによる直接の協力体制の構築
業務時間中にシステムが停止すると業務に多大な影響を与えるようなシステム（ITサービス）にパッ

ケージを組み込む場合には、そのパッケージが運用中にトラブルを発生させた場合に即時対応でき
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る体制を開発元の協力により構築することが有効である。自社開発したシステムにおいて、開発に関
わったチームを維持メンバとして保持することに相当する行為として、パッケージの内容を最も知悉し
た開発元の要員に素早く調査を委ねることが最速のトラブル解決方法になる。
（2）トラブル対応の目標設定による協力と緊張の維持
トラブルに即時対応する体制を構築しても、ゴールを定めないと、調査の開始時間が早まるだけで、

調査時間の短縮には直接は結びつかない。
そのため、今回の事例のように、トラブル対応の委託先とは以下のような事項について目標を設定
して SLAとして文書化し、契約することが有効に作用する。

（SLAの項目の候補）
・トラブル発生の連絡が開発元の技術者に受け付けられるまでの時間
・調査・回答の提案までの時間
・回答の正確性（回答によって事象が解決した率）
・パッケージ障害発生率

これらの事項を決定して契約することにより、開発元にも緊張感が生じ、製品やサポートの品質に
対する意識の向上も期待できる。
（3）重要なシステムリソースの枯渇監視を組み込む
今回の事例でもサーバリソースの枯渇監視を実施しており、本件の原因になったリソースの枯渇が
報告されていたが、枯渇の原因まではわからず、解決には開発元の調査を待つしかなかった。だから
といって、リソースの枯渇監視には意味がないというわけではなく、リソースの枯渇状況は開発元に
情報として伝えられ、調査の取り掛かりに有力な情報になった。直ちにトラブル解消に結びつかなく
ても、予兆の察知や調査情報の提示に有効に働くことが期待できることから、重要なサーバのシステ
ムリソースの枯渇監視も実施を検討すべき施策であると考える。

昨今、システム構築においてパッケージ製品を組み込むことが多くなってきている。パッケージを適
用することは、システム構築のスピードを向上させることに多大なメリットをもたらすが、同時に内容
がブラックボックス化して導入した会社だけではトラブルを解決できないというデメリットをもたらす。
システム構築、特に高度の安定稼働を必要とする業務システムの構築にパッケージを適用する際には、
パッケージ本体の製品品質だけでなく、何かあったときに必要なサポート体制を高い品質で提供して
くれる開発元であるかどうかも、パッケージ選択の重要な要素になる。この教訓では、パッケージ選
択の際には、適用するシステムの特性に応じた必要十分なサポート体制を供給してくれる提供元であ
るかどうかを確認することが重要であること、国内はもちろんであるが海外製パッケージを導入する際
には、現地時間の休日・夜間においても上記のサポート体制を維持できるかどうかが、導入の重要な
決め手になることを発信したい。

教訓タイトルは、上記を強調することを狙いとして「パッケージはサポートを買え」とした。
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3.28 基幹系システムにパッケージソフトを適用する際の教訓（その2）（T28）

パッケージを更新するときは、
変更内容の詳細確認と回帰テストで二重に安全を確保せよ

教訓
T28

問題
A社で保有する社内特定業務向け基幹業務システムは、現場部門に対して 24時間のオンライン業
務サポートを実施している。業務システムは当該用途向けのパッケージを購入して構築されており、ア
プリケーションサーバ、DBサーバ、他システムとの連携サーバなど各層のサーバは冗長構成になって
いる。構築したシステムは本稼働後、2年間安定稼働したのち、2週間前にメジャーバージョンアップ
を実施したばかりであった。

ある日、アプリケーションサーバからの反応が突然なくなった。そこから、システム回復までの経
緯はおおよそ以下のとおりである。

7：48 サービスが使用できない（応答がない）と現場から多数の連絡が入るようになった
 すぐにアプリケーションサーバやデータ連携用のサーバを再起動したが、状況は全く改善せ
ず

8：51  未処理のまま滞留している他システムからの連携データを一度すべて削除し、他システムと
のデータ連携も一時的に停止した上でアプリケーションサーバを再起動した結果、レスポン
スが回復

10：30 正常の構成に戻してサービスを再開

問題発生後、サービス再開まで 3時間を要した間、当該特定業務の運用が完全に停止し、当該業
務を通してエンドユーザに提供しているサービスにも大きな影響が出た結果、その復旧を含めて A社
のビジネスに大きな損害をもたらした。ただし、当サービスの不測の停止に備えて、このサービスを
使用する運用現場とサービスが稼働しない状態でも実施できる範囲の業務対応を準備していたことか
ら、最も影響のある業務の停止だけは回避できた。

原因
アプリケーションサーバがダウンした直接の原因は、2週間前にパッケージをバージョンアップした

際に置き替えられたアプリケーションに混入していたバグであった。パッケージの開発元ではメジャー
バージョンアップの際に、一部のアプリケーションについて性能改善のための改造（アプリサーバの
キャッシュで更新制御）を実施していたが、その際、誤って複数の処理間でのリソース競合が発生す
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るような内容での修正を実施したことにより互いに処理待ちになっていたことが，サーバが反応を返さ
なくなった原因であった。

上図において処理 Xはキャッシュ、ディスクの順で資源を確保し、処理 Yはその逆の順で資源を
確保する不統一な作りになっていた。その上、それぞれが自分の占有した資源を開放せずに他方が占
有した資源の解放を待つ作りになっていたため、両者ともに相手の資源開放待ちで停止した。
また、パッケージ開発元から提供されるリリースノートには、機能レベルの大きな変更までしか記載

されておらず、今回のような個々の処理に対する性能改善レベルの修正が実施されていることは A社
には伝わっていなかった。そのため、A社ではその修正内容の是非やリスクの検討、テスト環境での
事前の動作確認はできていなかった。

図 3.28 － 1　サーバ資源占有競合の概要

処理X
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②④
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ＡＰサーバ

対策
パッケージ開発元から発生原因が上記である旨の報告を受けた A社では、パッケージの当該個所
の修正だけでなく、今後もし同様のトラブルが再発したときの備えとして、パッケージ開発元と協議の
上で、以下の対策を実施した。

【対策 1】 パッケージアップデートに含まれるすべての修正に対するレビューの設定
A社では、これ以降、パッケージ開発元からアップデートが提供される際に、アップデートに含まれ

るすべての修正に対して内容の詳細な報告を求め、両者による修正内容のレビュー会を実施すること
をパッケージ開発元に承諾させ、提示されたすべての修正内容に応じた受入テストを計画することとし
た。また、A社内ではレビュー会を実施していないアップデートの運用環境への適用を一切禁止する
ルールを敷いた。これにより、パッケージ開発元から報告された修正に対しては運用環境に適用する
前に A社でも内容を認識し、確認することができるようになった。
また、レビュー会においては、今回の障害の直接原因になった資源占有（排他）順序の不統一のよ
うな誤りを、パッケージ開発元で出荷前にちゃんと摘出できるようなプロセス改善が適切に計画され、
実施されているかどうかをあわせてチェックすることにより、不具合混入の再発防止を行った。
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【対策 2】 回帰テストシナリオの作成とテストの実施
A社では、さらにパッケージ開発元の管理者でも認識していないような修正が、開発元内での修正

報告漏れなどにより実施されているような場合に備え、回帰（リグレッション）テスト用のテストシナリ
オを作成して、パッケージが入替え前後で同一の動作をすることを確認することを手順化した。さらに、
このテストシナリオを自動で動作させられるテスト環境を構築し、システムを更新するときに回帰テスト
を実施する際の負荷軽減とテスト手順の誤りによる障害摘出漏れの防止を実現した。

【対策 3】 アプリケーションレベルでの死活監視の組込み
A社では、今回のアプリケーションサーバとDBサーバの間での資源競合のような、サーバ単体で

のデッドロック監視では検出しきれないエラーへの対策として、アプリケーションレベルでの死活監視
を新たにシステムに加えた。さらに、実行中のプログラムがエラー発生を検知したら、すぐにシステム
運用担当者に直接メールが発信されるようにアプリケーションに機能を追加し、システムに組み込ん
だ。これにより、場合によってはエラー発生時の初動を、サービスの利用者からの連絡よりも早く開
始することができるようになった。

効果
上記の施策により、この事例では以下の効果を得た。

（1）アップデート適用前の修正内容の全件把握とテストによる確認の確実な実施
提供されたアップデートを運用環境に適用しても問題ないかどうかの確認を、これまでよりも正確か
つ緻密に実施できるようになった。また、アップデート受入れ時の動作確認においても、修正個所に
直接関係するテスト項目の設定を高精度で実施できるようになり、確認の精度が向上した。
（2）パッケージアップデート前後での同一動作の担保
パッケージをアップデートしても、アップデートに関係しない部分の動作がこれまでと同様であるこ
とを維持できているかどうかを、より低負荷かつ確実に確認できるようになった。

教訓
この事例からは、パッケージのように他社から実行形式モジュールだけを提供され、その内容につ
いてまでは利用者側では詳細を知り得ないソフトウェアを業務システムに組み込んでいるシステムを更
新する際に考慮すべき、以下の注意点が教訓として活用できると考えられる。
（1）アップデートを適用する際には、修正内容を詳細まで把握すること
通常、パッケージソフトウェアの更新モジュールにはリリースノートが添付されているが、そこに記載

される内容は、業務上の機能レベルでの追加や変更が大まかに記載されていることがほとんどである。
パッケージの個々のモジュールのどこにどのような修正をしたかについてまでは、リリースノートに記載
されていないどころか、開発元でも詳細レベルまでは管理しきれていないのが実態ではないかと思わ
れる。パッケージの利用者はそれらの不十分な情報をもとに、自己の運用するシステムに適用する前に
受入確認を行い、その後に運用環境に適用する。今回の事例のような高度の運用品質を求められる
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システムにパッケージを適用する必要がある場合には、特別のサポートにより修正内容を詳細に報告
させ、それに基づいた厳密な受入れテストを実施できるような体制を採ることが必要である。
（2）回帰テストの実施により、予期しない変更に備えること
すべて報告すると契約していても、漏れが生ずるリスクは当然残る。そのリスクの顕在化に備えて、
パッケージがアップデート前後で同じ動作をすることを、上記（1）の受入れテストとは別に、回帰テス
トによって確認することが望ましい。できればすべての機能について、あるいは、それが現実的には
困難な場合には、パッケージの主要な機能についてテストシナリオを用意して、それをシステム更新前
に必ず実行するように準備しておけば、アプリケーションの入替えだけでなく、OSやミドルウェアの
アップデートや、機器の入替えの際にも動作確認に使用できることから、確認の範囲が広がり、シス
テム保守の信頼性をより向上させることができる。

システム構築において、OS、ミドルウェア、アプリケーションの各層にパッケージ製品を組み込むこ
とは最早当たり前になってきている。パッケージを適用してシステムを構築した場合、そのアップデー
トが出ても自己の運用するシステムに影響がある修正でない限り適用をしないユーザも多い。ただし、
自己のシステムに影響があるアップデートや、あるアップデートを適用する際に、これまで適用を保留
してきた大量のアップデートをまとめて適用することが必要になった場合、今回の事例のようなアプ
ローチによって、少しでも安全にアップデートを行うことが必要になる。また、もしパッケージに選択
の余地があるなら、アップデートの提供時により詳細な内容の更新情報を提供するパッケージ開発元
を選択することも必要になってくると考えられる。この教訓では、システムに組み込まれているパッケー
ジにアップデートを実施する際には、適用するシステムに求められる運用品質に応じた更新情報の取
得努力と、それが得られない場合のリスクヘッジを用意することが重要であることを発信したい。

教訓タイトルは、「パッケージを更新するときは、変更内容の詳細確認と回帰テストで二重に安全を
確保せよ」とした。
なお、ソフトウェアパッケージと同等にブラックボックス化しやすいハードウェアコンポーネントを交

換した際に発生したシステム障害の事例として、教訓 T12「新製品は、旧製品と同一仕様と言われて
も、必ず差異を確認！」もあわせて参照を願う。
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3.29 システム環境の変化への対応に関する教訓（その2）（T29）

単位などの定義が異なる制限値、
連携するシステム間で使っていませんか？

教訓
T29

問題
A社の物流センタでは、全国に拠点ターミナルを設置し、拠点ターミナルでは、配送担当の運転手

にハンディ端末を持たせ、配送先への荷物の優先度に応じた配送を管理している。この管理は、連
携する 3つのシステムを用いて行われている。中央管理センタの全社配送管理システムは、全社の配
送計画を作成し、拠点配送計画システムへ全体配送計画を送る。拠点配送計画システムは、全体配
送計画を受け取り、拠点ターミナルから入力される「配送ルート」データと「配送車両」データを受け
取り、配送車両に応じた個別の配送ルート計画を策定し、その情報を個別配送監視システムに送る。
個別配送監視システムは、個々の配送車両と配送ルートの配送状況をリアルタイムで管理する（図 3.29

‒ 1）。

障害のあった日は、大型連休明けの初日でもあり、大量の荷物を扱うことになったため、前日に登
録する配送車両１台当たりの配送ルート数が増えていた（図 3.29 ‒ 1①）。障害のあった日の早朝、個
別配送監視システムが停止してしまい（図 3.29 ‒ 1②）、拠点ターミナルでは配送状況が分からなくな
り（図 3.29 ‒ 1③）、運転手も配送状況のやり取りができなくなった（図 3.29 ‒ 1④）。原因はすぐに
つかめなかったが、配送そのものについては順調に行われていたので、拠点ターミナルと運転手の間
で、電話でのやり取りで対応し、その日の業務を終えることができた。
業務終了後に原因が判明し、緊急システム改修（暫定対応）を実施し、翌日早朝にシステムは復旧

した。
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図 3.29 － 1　システム構成と障害状況
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原因
A社は、過去にシステムの配送ルート数の制限値の管理をしていなかったために、システムが停止

する障害を発生させたことがあった。その障害を踏まえ、配送ルート数の制限値を拠点配送管理シス
テムと個別配送監視システムを通し、一律管理する運用を行っており、1日当たりの配送ルート数の制
限値を、「1,000ルート」としていた。ここでいう配送ルート数は、例えば配送車両 1台が拠点ターミ
ナルから出発して戻ってくるまでを1ルートと数える。繁忙時に、1台の車両で拠点ターミナルを 2回
出入りすれば、2ルートと数えるので、物理的な車両台数ではない。

A社のシステム部門は、拠点配送管理システムから個別配送監視システムに転送されるデータは、
拠点配送管理システムで上限を超えないことについて担保されるため、下流側の個別配送監視システ
ムでは制限値を超える可能性についての検討は重要視していなかった。そのため、システム部門は、
拠点配送計画システムの開発ベンダとは別のベンダである個別配送監視システムの開発ベンダに、制
限値「1,000ルート」と伝えただけであった。
しかし、このシステムでは、配送ルート数として持つ制限値としては、当日分の配送ルート数と、翌
日分の配送ルート数が存在していた。それは、拠点ターミナルで当日に翌日分の配送計画を事前に立
案できるようにし、拠点ターミナルでの負担を減らすためであった。その制限値が 2つあるにも関わら
ず、個別配送監視システムの開発ベンダは、当日「1,000ルート」、翌日「1,000ルート」とあるべきとこ
ろ、当日、翌日あわせて「1,000ルート」と理解して、システムの設計、製造を行ってしまった（図 3.29

‒ 2）。

今回の障害は、当日「900ルート」、翌日「400ルート」の 2日分のデータが、個別配送監視システ
ムの制限値「1,000ルート」を超えた「1,300ルート」であったために起きた。直接原因は、上位システ
ムと下位システムとで制限値の定義が異なっていることに気づかなかったことであった（図 3.29 ‒ 3）。
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図 3.29 － 2　制限値の意味の違い
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根本原因は、機能仕様書を作成するとき、制限値の単位（本事例では、1日ごと）や、システム連
携範囲（本事例では、システム全体で一元管理）を明確にすることまで考慮が及ばず、記載内容を曖
昧なままにしていたことであった。そのため、設計レビューでもその不整合を確認することができな
かった。また、このような制限値を確認する総合テストも行っておらず、そのため、システム部門、開
発ベンダともに十分な確認が行われていなかった。

図 3.29 － 3　制限値オーバになるケース
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対策
緊急対策として、個別配送監視システムの制限値を、「1,000ルート」→「2,000ルート」に拡張した。

再発防止策としては、以下の手順を実施した。
⑴個別配送監視システムの機能仕様書の制限値の定義見直し
・機能仕様書とプログラム実装の制限値の定義に差異がないよう比較調査し、記載内容の見直
しを行った。
・文章だけではなく、シーケンス図等を使い処理の流れを明確化にした。

⑵個別配送監視システムの制限値超過時の振る舞い調査
・個別配送監視システムの全制限値において、制限値超過時の振る舞いを設計書から調査した。
誤りがあれば修正し、また説明が足りない部分は、それを設計書に明文化した。

⑶各システム間の制限値再点検と一元管理
連携するシステム間で持つ制限値は、その定義を明確にし、複数のシステムの制限値が同じ意

味を持つことを確認する。さらに、そのような制限値を一元管理する。
・システム間の制限値の整合性を確認した。
・運用時に、実際のデータが制限値にどこまで迫っているのかのデータ使用率調査を行うことと
した。
・上記の調査結果を常に監視できるよう、データ管理方法の見える化（システムごとの制限値一
覧の作成、その制限値の変更履歴管理、性能調査状況履歴管理、等）を行い、システム間で
の制限値がどのように使われているかを明らかにし、すべての制限値を共通パラメータ化して
定義する一元管理の運用を開始した。将来的には、共通パラメータ値の変更により自動的にす
べての制限値定義の変更ができるよう、システム化することを検討する。
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制限値には、機能要件と言われる業務要件から決めるものと、非機能要件と言われるシステムリ
ソースの制限から決められるものがある。
また、システム間で管理すべきものもあるが、あるシステム内の閉じた中で管理するものもある。さ
らに個々のプログラムのロジックの関係から制限値を決めている場合もあり、その管理は複雑であり、
すべてを管理することは至難である。
したがって、制限値の確認が必要な事象をとらえ、実際の運用に入る前に、本番環境と同様な環

境で、事前テストを行うことが有効である。
個別配送監視システムの恒久的な対策として、制限値再調査の結果を受け、システム間で整合性を

保つよう制限値を拡張した上で、制限値、およびピーク時の実データでの確認テストを実施することに
した。

事例では制限値の中の上限値オーバが障害となったが、下限値についても同様に管理する必要が
あり、その他の注意点も、当然のことではあるが、以下になる。
・制限値には、上限値、下限値がある。また、等号（＝）が含まれるかも確認する。
・上限値、下限値は、プラス、ゼロ、マイナス　なのかを確認する。
・上限値、下限値は、一般に、「△△当たり○○」（または、○○ /△△）といった形で表され、
△△と○○は、単位を明確にする。例えば、「1日当たり1,000個」（または、1000個 /日）、「1

時間当たり100円」（または、100円 /時間）などのように確定する。
「△△当たり」は、「時間当たり」、「面積当たり」、「個別当たり」などが当てはまる。「時間当た
り」の単位は、1秒、1分、1時、1日、1月、1年、・・・などであり、「面積当たり」の単位は、
1㎢、1㎡、・・・など、「個別当たり」は、1プログラム当たり、1人当たりなど、様々な単位が考
えられる。○○は、「数量」の単位（ルート、台、回、個、トン、・・・など）であるが、「%」な
どの率もある。
図にまとめると、以下のようになる（図 3.29 ‒ 4）。

図 3.29 － 4　制限値の明確化ポイント
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効果
制限値の管理を厳密に定義する、つまり、システムで持つ制限値は、数値だけでなく、「単位」、

「単位当たり」、サイン（符号）、上限値、下限値など、正確な定義をした管理を行うことにより、連携
システム間の不整合によって起こるシステム障害の発生を防ぐことができる。具体的には、以下の対
策を行うことにより実現される。
・設計時のレビュー時に制限値の定義を明確にする。
・制限値付近の境界テストや、制限値の定義に合った動作ができるかのテストを行う。
また、これらの対策を実施するにあたり、マルチベンダでの開発時におけるコミュニケーション
ギャップによる不具合にも対応することができる。

教訓
連携システム間で持つ制限値は、その定義を明確にすることにより、複数のシステムの制限値が同
じ意味を持つことが確認でき、さらに、そのような制限値は、一元管理することが重要である。
本事例では、1日の制限値「1,000ルート／日」であったが、システムによっては、1日の制限値に
加えて、1時間の制限値、あるいは 1秒の制限値など、意味の異なる複数の制限値を個別に管理す
る場合もあり得る。また、本事例では上限値オーバであったが、下限値の制限も忘れてはならない。
特に「－（マイナス）」がチェックできなかったため、誤った結果をもたらすこともある。そのような点も
踏まえ、この教訓を活用していただきたい。

この教訓では、制限値の定義を主題にしたのだが、他に、制限値（上限値）オーバに関する教訓
があるので、参考にしていただきたい。制限値の管理に関しては、その定義を明確化することと、そ
れが変わる変化点を見逃さないこととを合わせて検討していただきたい。

【教訓 T4】システム全体に影響する変化点を明確にし、その管理ルールを策定せよ！

また、システム間での連携の在り方を述べた教訓がある。こちらも参考になると考える。
【教訓 T5】サービスの視点で、「変更管理」の仕組み作りと「品質管理責任」の明確化を！

さらに、このような制限値を一元管理する教訓がある。こちらも参考になると考える。
【教訓 G13】キャパシティ管理は関連システムとの整合性の確保が大切
【教訓 T18】 新たなサブシステムと老朽化した既存システムとを連携する場合は両者の仕様整合性を

十分確認すべし
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3.30 ネットワーク２重化の敷設に関する教訓（T30）

意味がない、一緒に束ねた２重化配線！教訓
T30

問題
A社では、自然再生可能エネルギーによる電力供給を管理するシステムを持ち、個々の風車をつな
いだウィンドファーム（風力発電所）を運用している。個々の風車の制御装置をつなぐネットワークは、
デュアルリング型の構成を取っており、A 系ループ（プライマリ）とB系ループ（セカンダリ）がある。
A 系ループで切断があれば、瞬時に B系ループに切り替わり、また、A 系、B系が同時に切断する
事態が発生しても、ノードからの折り返し機能により復旧することが可能なネットワークであった。
以下、障害のあった C風車の回線を中心に、A 系ループ、B系ループのそれぞれのノード（結線）
を持つ回線を往路回線、ノード（結線）を持たない方を復路回線と呼ぶことにする。

ある日、A社のウィンドファーム内の風車の制御装置をつなぐネットワークで、障害が発生した（図
3.30 ‒ 1）。上述の通り、A社のネットワークは、デュアルリング型なので、A 系ループの障害が起きた
時点で、B系ループに切り替わろうとしたが、A 系、B系ともに接続断が発生した（図 3.30 ‒ 1①）。
さらに同時にノードがない復路回線も接続断となり（図 3.30 ‒ 1②）、折り返し機能によって、C風車
とD風車間のすべての風車がネットワークから切り離された（図 3.30 ‒ 1③赤点線枠）。

C風車の現場に担当者が駆けつけ、C風車でケーブルの断線を発見して再接続した。その結果、
ネットワークは復旧し、A社は、運転を再開することができた。

図 3.30 － 1　障害状況
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原因
直接原因は、工事作業員が C風車の建屋の中で「風車保守作業」を行った際に、ケーブルを誤って
切断したことであった。2重化されたケーブルの両系が断線され（図 3.30 ‒ 2①）、同時にリングの復
路にあたるケーブルが切断されてしまった（図 3.30 ‒ 2②）。切断個所は、工事のために一時的に両系
のケーブルの往路（4回線すべて）と復路が建屋の中で束になって仮配線されていた個所であった。

背後要因を探ると、工事発注者が施工者に工事の注意点を説明しておらず、さらに施工者の作業
状況を確認していなかった。そのため、現場でどのような状況でケーブルが敷設されているか知らな
かった。つまり、折り返しケーブルまでも建屋の壁に空けた 1個の穴を通る同一の配管内に束ねた工
事を行っていたという「見えないところでシングルポイントとなっていた」ことが根本原因である。
本来なら、発注者は、施工者に工事を発注する場合に、それぞれのケーブルがどのような役割を
持っているかを丁寧に説明すべきであった。つまり、各ケーブルを束ねて敷設すると、複数ケーブルの
同時切断が起こる障害発生の可能性が高くなるため、複数ケーブルを束ねるようなことがないように敷
設条件を明確に提示する必要があった。それによって、均質な品質を保つことができたと考えられた。

対策
せっかくネットワークを 2重化にしていても、敷設工事のときにケーブルを一緒に束ねておいては、
今回のように意味をなさないことが起きてしまう。そこで、以下のような対策を行った。

⑴緊急対策の実施
全風車の建屋内のケーブルの設置状況、敷設状況の点検を行い、今回の切断個所と同様に集線さ
れている個所では、配線を分離した。

図 3.30 － 2　障害原因
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⑵2重化構成になっているが両系切断になりうる個所の点検・変更
ウィンドファーム構内のケーブル敷設で、2重系となっているが両系切断となりうる個所の点検・変

更を行い、その分離を 2つの方法で行った（図 3.30 ‒ 3）。
・ケーブルの敷設を A 系ループのシールドと、B系ループのシールドに分離し、同時に断線になら
ないようにした（図 3.30 ‒ 3①）。
・建屋内の基幹ループの往路と復路の両方が引き込まれている建屋では、のケーブルのシールドを
往路（A 系ループ、B系ループ）と、復路（A 系ループ、B系ループ））とに分離した（図 3.30 ‒
3②）。

⑶施工標準の見直し
ネットワーク構成の強化および故障時の信頼性確保のため、②の対策を盛り込んだ「施工基準」を
設定し、社内担当者はもちろんのこと、施工業者にも説明をし、理解してもらった。

⑷将来のネットワークの見直し
今回の対策を行っても、今後両系ともに障害が発生しないとは限らないため、以下の 4点を将来の
設計時に見直すことにした。

a）大規模災害を想定した対策
分離したとはいえ、大規模な災害などを考慮すると、ループの往路と復路を身近なルートで施
設するのは、未だ危険が残るので、さらに敷設ルートの距離を空けること（別ルート）を検討す
る。

b）ネットワーク障害マニニュアルの作成と研修、訓練
今回の障害は、日常の運用保守で障害訓練を行っていれば、事前に気づくこともあったと考え

図 3.30 － 3　対策
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られた。そこで、ネットワーク障害時の対策マニュアルを作成し、そのマニュアルを使った研修、
障害訓練を行うことを検討する。

c）ネットワークのシングルポイントの点検、検討
システムのネットワーク全体を見直したとき、シングルポイントの個所を点検し、装置の重要度

に合わせて、2重化にすべきかどうかを検討する。特に、確認できない（見えない）個所をなくす
ことが必要である。

d）監視機能の強化
ウィンドファーム管理棟で風車の制御装置の状況が監視できない事態が発生したときの対策と
して、別回線を使った監視用ネットワークを検討する。

これらの将来の設計段階でのネットワーク構成の見直しを考えると、図 3.30 ‒ 4のようになる。

図 3.30 － 4　将来に向けたネットワーク
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効果
ネットワークが現場でどのような物理的形状で敷設されているのか、物理的な２重化が機能するよ

うな形状になっているのかを現地確認することにより、信頼性は担保される。
また、ケーブルを 2重化している目的を、「施工基準」として明確にすることにより、「2重化しても
意味のない」工事を防ぎ、どの敷設業者が敷設を行っても、均質な品質を保った工事を行うことがで
きる。
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3.3�ɹネットϫーク̎ॏԽのෑઃに関する܇ڭ（T3�）

教訓
ネットワークは、現場でどのような物理的形状で敷設されているのかを確認しないと、「2重化して
いるから大丈夫。」とは言えず、シングルポイントを作っていることがある。この教訓は、「ネットワーク
は現場での敷設状況を確認することが、設計時の品質を担保するために必要である」ことを教えてく
れる。
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3.31ɹ障害対策マχュアϧに関する܇ڭ（T31）

3.31 障害対策マニュアルに関する教訓（T31）

復旧手順は、
システムとその環境の変化に対応させ常に最新に！

教訓
T31

問題
A社では、各工場に置かれた制御装置を専用回線でつないだネットワークを構築していた。
ある日の早朝、A社の制御装置の稼働状況が集中監視センターから確認できなくなった。
監視センターの監視員が原因を調査したところ、ネットワーク障害が発生していることが判明した。
その後センターのルータが故障していることが判明し、そのルータの交換を行い、昼頃ネットワークを
再度立ち上げた。
その後、監視員は、障害対策マニュアルに従い、稼働再開のため「全リセット」機能（各制御装置
の障害復旧後に障害時の仕掛中の稼働情報をリセット）を実行した（図 3.31 ‒ 1①）。しかし、正常に
作動せず、さらに制御装置のいくつかがハングアップ状態となり、復旧が大幅に遅れた。
制御装置には新型機種と旧型機種が混在していたが、障害となったのは旧型の制御装置であった

（図 3.31 ‒ 1②）。
そこで監視員は現地に赴き、ハングアップ状態の旧機種の制御装置に対して 1台ごとに再立ち上げ

（リセット）を実施した（図 3.31 ‒ 1③④）。

図 3.31 － 1　障害状況
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3.31ɹ障害対策マχュアϧに関する܇ڭ（T31）

原因
直接原因は、障害対策マニュアルの記述が曖昧であり、本来使用する必要がなかった機能を実行

したことであった。
監視員は、障害対策マニュアルにしたがって一連の操作を行った。マニュアルの手順では、「全リ

セット」機能を使用するようになっていたが、この機能は、今回のようなすべての制御装置が正常に停
止した場合には使う必要がなく、ネットワーク復旧後には、通常の立ち上げ時に行っている制御装置
への「稼働開始」機能を実行すればよかった。また、「全リセット」機能は、システムの初期リリース
時に保守用として作られて以来、全く使われておらず、その後の制御データの増大にともなっても、シ
ステム拡張や機能追加時にもテストされていない機能であった。当然、データ量増大時の旧型制御装
置の動作性能への影響についても十分な確認テストが行われていなかった。
根本原因は、本来使用すべきでない機能が障害復旧手順として障害対策マニュアルに記載されてお
り、そのような誤った記述のマニュアルが更新されずに放っておかれたことによるものであった。

システム障害の原因がすぐに突き止められ、その原因から復旧の道筋が明確になった場合の復旧
作業は、ある意味簡単であろう。しかし、今回のように当初原因が分からず、その原因をつかむのに
時間がかった場合や、想定していなかった障害の場合、その復旧手順は複雑になり、従来のマニュ
アルの手順ではうまくいかない事態が発生する。
まとめると、以下のような課題が存在した。

⑴今までにない（想定されない）事象が起きた場合のマニュアルやオペレーションの在り方
・二次障害を回避するオペレーションはあったのか
・オペレータは常にマニュアルに従うべきか

⑵「滅多に使わない機能」の管理、運用方法
・その機能は，オペレーションマニュアルでどのように扱うべきか
・その機能は、事前に，どこまでテストされるべきであるか

このような課題に対して、関係者が集まって議論することが必要であった。

対策
システム障害対策マニュアルは、障害発生時に原因をどう突き止めるか、そこからどのように復旧す
るかをまとめている。
今回のシステム障害は、その頼るべきマニュアルが、障害時に使える記述になっていなく、また内

容も管理されていなかったので、A社では、「障害復旧改善に向けた障害対策の最新化する運用」を
設定することにした（図 3.31 ‒ 2）。
具体的には、障害対策マニュアルを常に最新版の状態に保てるように、障害対策マニュアルを維持
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管理する運用ルールを定め、実践していく体制を作った。

⑴障害対策の計画・追記
・障害対策は、障害時に障害対策マニュアルのどこを見れば良いか、どこから作業を行えば良い
か、どの手順（フローチャート）で行えば良いか、が担当者にすぐにわかるものとする。
・そのためにも、現場の声を聴き、現場の声を反映させる障害対策マニュアルとする。
・障害対策マニュアルが正確であることを確認する、検証、障害訓練を計画する。

⑵障害時の対応
・障害対策マニュアル通りに実行する。復旧しなかった場合は、エスカレーションを実行する。
・その対応が，障害対策マニュアルの手順通りにできたかどうか記録する。
・障害対策マニュアルにない想定外の事象にどう対処したか記録する。

⑶障害後の検証
以下の観点などを検証する。
・その対応は、正しい行動だったのか
・障害対策マニュアルにない行動だった場合、なぜそのように行動したのか
・その対応がマニュアル通りとしても、正しい行動だったのか
・その機能が事前にどこまでテストされていたのか

図 3.31 － 2　運用と障害対策マニュアルの維持管理の流れ
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3.31ɹ障害対策マχュアϧに関する܇ڭ（T31）

⑷障害対策の更新・確認
・新たな障害に対応した後に、その際に実施した対策を追加する場合は、手順が明確になってい
る「想定する事象への対応」と、万が一、手順通りにいかなかった場合の「想定外の事象への対
応」の両方についてのフローを障害対策マニュアルに記述し、システム障害時の対応を検証する。
　「想定外の事象対応」を記述することは、例えば「想定外の事象」が起きた場合は、緊急対策
本部を立て、関係者にすぐ連絡する、お客様対応部門への連絡、などの危機管理対応を障害対
策マニュアルに明記することを指す。
・制御データ量の増大、新規機能追加、機能変更が発生した場合についても、同様に、「想定す
る事象対応」と「想定外の事象対応」の両方について、障害対策マニュアルに記述し、そのマ
ニュアル通りにシステムが復旧することを検証する。

効果
A社は、今回のネットワーク障害時における稼働再開までの手順とマニュアルの見直しを行い、常
にマニュアルを中心にした、システム運用を開始した。それにより、以下の効果が生まれた。
a） システム運用と、障害対策マニュアルを関連付けながら行うので、システム障害対策が運用の中心
として位置づけられるようになり、障害対策マニュアルが置き去りになる事態を防ぐことができた。

b）  「機能の解説」から「障害対策」を中心とした障害対策マニュアルへ修正したことにより、障害対応
の手順（フローチャート）を明確にすることができた。具体的には、以下のような効果が表れた。
・障害時は、マニュアルのフローにしたがって実施できるようになり、手順も確認しやすくなった。
・新たな障害パターンについての追加記述も関係者の合意を取りながら行えるようになった。
・監視員の対応が明確になった。
・障害対策の訓練や教育が、マニュアルを中心に行うことができるようになった。
・障害発生時に連絡すべき関係者が明確になった。

教訓
システム障害対策マニュアルは、どのシステム部門も管理しているが、システムを取り巻く環境の変
化やシステム更改に合わせたマニュアルの更新が追いつかず、後回しにされる場合もよくある。その
ため、いざ障害が発生しても、マニュアル通りに行うことを躊躇して対応が遅れたり、いざ行うと当該
事例のような二次的障害を引き起こしてしまったりと、システム障害の影響範囲を拡大してしまう。
この教訓は、「システム障害対策マニュアルは常にシステム運用の中心として管理すべきもの」であ
り、そのためには、「システム障害対策マニュアルは、常に最新にしていくべきこと」を教えてくれる。
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3.32ɹपىظಈΛͭ࣋システムに関する܇ڭ（T32）

3.32 周期起動を持つシステムに関する教訓（T32）

周期処理、「時間」と「変化」を監視せよ！教訓
T32

問題
A社の物流センターの制御システムは、同期して連係動作する多数の PLC（Programmable Logic 

Controller）14により構成され、新型 PLCと旧型 PLCが混在していた。
ある日の早朝、A社工場内の制御ネットワークで障害が発生した。
ネットワーク復旧後、運転再開のため、「再稼働初期設定」機能を実施した（図 3.32 ‒ 1①）。「再

稼働初期設定」機能とは、監視制御サーバから各 PLCの制御装置に対して、その保持する最終稼働
状況（稼働が仕掛状態となっていた個所）の検索を行い、その中断個所を初期化し、各制御装置の
開始時点の同期を合わせる機能である。この機能を実施したところ、旧型の PLCの制御装置が正常
に作動せず、ハングアップ状態となり（図 3.32 ‒ 1②）、その原因究明と対処のために制御システムの
復旧が大幅に遅れた。

14 リレー回路の代替装置として開発された制御装置。自動機械の制御に使われる。

図 3.32 － 1　障害状況
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3.32ɹपىظಈΛͭ࣋システムに関する܇ڭ（T32）

原因
A社の制御装置のソフトウェアは、制御ネットワークからコマンドや制御情報をイベント発生時に受
信・登録する処理「イベント処理」と、周期起動でコマンドや制御情報を受け取り、集約装置を稼働
させたり、制御情報を更新させたりする処理「周期処理」の 2つで構成されている（図 3.32 ‒ 2）。監
視制御サーバから発せられた「再稼働初期設定」コマンドは、イベント処理により登録され、周期処
理により取り出されて実行される。

制御システムの復旧が大幅に遅れた直接原因は、今回の「再稼働初期設定」機能の実施によって、
旧型（20年以上稼働）の PLCの制御装置上での周期起動で開始する「コマンド受信」から「再稼働
初期設定」の検索までの処理が、周期時間内（1サイクル当り 0.5秒）で処理が完了しなかったため、
以降の周期処理のコマンドが次 と々滞留し、その制御装置に高負荷状態が発生し、ハングアップ（無
応答）状態となったことであった。
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図 3.32 － 2　制御装置　ソフトウェア構造

図 3.32 － 3　障害原因
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3.32ɹपىظಈΛͭ࣋システムに関する܇ڭ（T32）

監視センターから実行した「再稼働初期設定」機能が、各制御装置に命令を出した。旧型 PLCの
制御装置は、「コマンド受信」から「再稼働初期設定」を実行した。それは、本来 0.5秒以内で行え
る処理であったが、今回は、「作業開始時点から現時刻（昼過ぎ）までの、対象となる制御情報」を
検索する際に制御情報が想定数以上存在したため、0.5秒以内で完了することができなかった（図
3.32 ‒ 3①）。そのため、0.5秒ごとに「コマンド受信処理」が起動され、これらが連鎖的に遅れたた
め、旧型 PLCの制御装置は、ハングアップ状態となった（図 3.32 ‒ 3②）。

周期処理は、ひとつの完結する処理群が周期時間内に完了することが条件であり、新たな機能や、
制御すべき機器が増えた場合でも、その周期内で処理が完了することは必須である。すべてのコマン
ド処理が正常に稼働するかを事前に実機で確認すべきであった。
「再稼働初期設定」機能は制御システム導入時に作られたものだが、障害時にだけ使う機能であった
ため、長年このコマンドを実行していなかった。その間、集約装置につながれた機器の増加や、流れる
制御データの増大、ネットワークの長時間の停止による検索処理時間の増大を考慮する、などの実行環
境の変化に気づかなかったにも関わらず、障害マニュアルでは、使われるツールとして記載されていた。
したがって、根本原因は、周期処理を持つ制御システムについて、その周期時間を管理しておらず、

新しい環境の変化があった場合の周期時間の見直しや、すべての PLC機器について動作確認を行っ
ていなかったことである。

また、A社の物流センターの制御システムで使用しているPLCは、コンピュータ部分のようなライ
フサイクルが比較的短い制御装置と、メカ部分のようなライフサイクルが非常に長い集約装置が一体
となっている機器であった。そのため、機器全体の交換時期が設定しづらい装置であった。今回の
ような集約装置につながる現場機器の増設が行われ、また検索に時間がかかるような制御装置の処
理速度上の問題がリスクとして潜在化し、最新の制御装置に交換しなくてはならない事態になっても、
コスト面の関係からすべての PLCを旧型から新型に入れ替えることがなかなかできない状態であった
ことも根本原因の一つとしてあげられる。

対策
周期処理が含まれる制御システムの機能追加を確実に実施する対策として、以下の 3点を実施する
ことにした。

⑴周期時間管理
周期処理が組み込まれている制御プログラムで設定されている周期時間を管理するとともに、その
周期時間を超える場合がないかを適宜監視する管理ルールを定める。このような周期時間管理は、
制限値管理と同様な管理方法となる。
さらに、周期処理の周期時間を超え得ることを考慮したプログラムロジックも検討することとした。

（例） 立ち上がった周期処理は、前の周期処理が完了していない状態で、かつ 0.5秒を経過した場合、
実際の処理を行わずに終了し、結果を監視に通知（または監視が検知）する仕組みとする。
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⑵新機能追加時の運用ルールの策定
・機種ごとの仕様をもとに周期時間を評価した上で、すべての機種について動作確認を実施する。
・障害対策を設計時に検討し、マニュアルに追加する。そして、検証時は、どこまでの検証を行
うか、関係者と議論し、「テスト一覧」を作成する。それをもとに、できない検証についてのリス
ク評価を行い、その対策の手順を明確にし、対策マニュアルとして作成する。

以上、周期処理を持つ制御システムの機能追加の手順をまとめると、図 3.32 ‒ 4のようになる。

⑶「旧機種の装置を新機種の装置に更新しやすい」構成を作る
今回の場合、遅い PLCの制御装置を最新の高速な PLCの制御装置に置き換える対策もある。し
かし、A社の PLCは、制御装置と集約装置とが一体となっているため、製品寿命の短い制御装置だ
けではなくPLC全体を入れ替えなくてはならず、高コストとなっていた。
近年、この制御装置と集約装置の内部 I/F（インターフェース）が、独自プロトコルでなく、汎用的
なイーサネット（Ethernet）になった。
そこで、制御装置だけを入れ替えられるように、両装置間の I/Fがイーサネットで、制御装置 -集
約装置分離型の PLCをベンダに製造してもらうことを要請した。この分離型の PLCを導入すること
で、ベンダの制約が緩和されるとともに、新制御装置だけの入替えもできるようになった（図 3.32 ‒ 5）。

図 3.32 － 4　周期時間管理と制御システムの機能追加との関係
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図 3.32 － 5　分離型PLC
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効果
制御システムの周期時間は、設計時にすべての処理時間を考慮して決定される。当然、周期時間
が短ければ処理効率がよくなるが、短すぎると今回のような障害を引き起こしたり、空振りや CPU負
荷増となったりする。そのようなバランスの上で決定された周期時間は、制御対象機器が増えたり、
制御データが増大したり、新規機能追加や新型機器が導入されたりすることにより、見直す必要性が
生ずる。この教訓は、制限値管理の「制限値」と同様に、「周期時間」の変化を見逃さない周期時間
管理の重要性を気づかせてくれる。

制御システムの周期処理に新旧の制御装置が混在する場合は、性能差が生ずることから、システム
全体の構成に注意が必要である。その際には、製品の入れ替えを容易にする製品構成についても検
討する機会を持つことができる。

教訓
一般的に、制御システムは、20年以上使うこともよくあり、使用中に部品の供給が中止になったり、
ソフトウェアやハードウェアの保守契約が切れたりすることが多い。そのような状況において、コスト
の面から一度にシステム内のすべての装置を更新できないことから、同一システムの中に、徐々に新型
の高性能な機器が導入され、新旧の機器間で処理時間に違いが生ずることが多々起こる。また、長
期の間に運用方法も変わり、今まで使われてこなかった機能が使われるようなことも起こる。その中
で、周期時間は、制限値と同様に変化を見逃さない管理方法が必要である。具体的には【教訓 T4】
で述べている変化点管理を対策とすることができる。
【教訓 T4】システムに影響する変化点を明確にし、その管理ルールを策定せよ！

制御システムは、比較的短期のうちに性能が上がっていくコンピュータ部分と、長期にわたって使用
していくメカニック部分が混在する機器がある。このような状況も踏まえ、短期間で交代可能なコン
ピュータ部分と長期間使用するメカニカル部分を分けた機器構成も検討する必要がある。
この教訓は、そのような制御システムに対する運用管理とシステム構成の在り方を教えてくれる。
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3.33 排他制御に関する教訓（T33）

入念な方式設計と多段階の確認は当たり前、
個人情報を扱う場合には特に排他制御に気をつけて

教訓
T33

問題
イベント運営会社Ｉは、顧客からのイベント参加予約を複数の代理店を介してネットで受け付け、イ

ベント管理システムによりその情報を一元的に処理している。各代理店は、それぞれの登録された顧
客からのイベント予約を仲介している。（図 3.33 ‒ 1参照）
ある日、代理店 Aの担当者が、予約が締め切られたばかりのイベントの予約者一覧リストを I社の
イベント管理システムからダウンロードしたところ、リストに同代理店の顧客以外の情報が含まれてい
た。同じ頃、代理店 Bの担当者も同様の作業を行ったところ、同代理店の顧客以外の情報がダウン
ロードしたリストに含まれていた。それらの情報には、個人情報として扱われるものも含まれていた。
不審に思った両代理店の担当者は、前後してイベント管理会社 Iのコールセンターにその状況を伝

えた。同時期に 2つの代理店からダウンロード情報の異常を伝えられた I社のシステム担当は、情報
漏えい（セキュリティ・インシデント）が発生したと認識し、同社の情報セキュリティ規定に基づく対応
を開始した。
まず、イベント管理システムのダウンロード機能を即座に停止した後、発生原因の調査を開始した。
また、同様の事象が過去に発生していた可能性がないか、システムログの解析を行った。並行して、
同社幹部が両代理店に出向き、今回の件について謝罪するとともに、ダウンロードしたリスト情報の
廃棄を依頼し、その実施を確認した。その後、Ｉ社は、規定に基づき、今回のインシデントの発生
をホームページで公表した。
幸い、過去に同様の事象が発生していた形跡は確認できなかった。また、発生原因が突き止めら

れ、改修の後、発生から 3日後にダウンロード機能の提供を再開した。

図 3.33 － 1　システムの全体構成概要
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原因
（1）直接原因
本セキュリティ・インシデントの直接原因は、I社のイベント管理システムのソフトウェアの不具合で

あった。イベント予約者一覧リストのダウンロード処理において、リスト情報転送用の一時ファイルの
競合対策が不十分であった。具体的には、次のように処理が行われていた。（図 3.33 ‒ 2参照）
代理店からのリストのダウンロード要求に対し、一旦、ダウンロードデータを一時ファイルに書き込
んだ後、所定の契機で一時ファイルの内容を要求元に転送する処理になっていた。ところが、複数の
代理店から同タイミングで要求されるケースへの対策が不十分であり、要求の競合を考慮せずに一つ
の一時ファイルを排他制御無しで使用するようになっていた。そのため、ほぼ同時にダウンロード要求
のあった 2つの代理店の予約者情報が、同じ一時ファイルに混在して書き込まれてしまった。その後、
その内容がそのまま両代理店に転送された。
なお、I社のイベント管理システムは、5年以上運用していたが、今回のような問題が発生したのは
初めてであった。

（2）不具合の混入原因
一時ファイルの競合対策が不十分であった原因を分析するため、関係者にヒアリングを行った。そ

の結果、システム開発当時の当該処理の設計担当者には、自身のそれまでのシステム開発経験に基
づく思い込みがあり、それが今回の問題を引き起こす要因となったことが判明した。
その担当者のそれまでの設計経験では、オペレーティングシステム（OS）あるいはミドルウェアがリ

ソース競合対策の機能を有していたので、排他制御の機能をアプリケーションレベルで実装する必要
はなかった。今回の対象システムの動作環境では彼の経験とは異なり、排他制御のための処理を担
当プログラムに組み込む必要があったが、上記の理由により、それを自ら作り込むということには思い
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図 3.33 － 2　問題となった処理の流れ概要
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が至らなかった。
また、当時の開発チーム編成時には、開発対象システムの内容や開発プロセス・環境に照らした、
各担当者のスキルや経験についての細かな確認が行われていなかったことも分かった。

（3）不具合が開発時に摘出できなかった理由
システム設計時には、第一に、リソース競合対策（排他制御）を始めとする処理方式等が慎重に考
慮されるべきである。個人情報を取り扱う場合には特に、細心の注意が必要である。次に、たとえ
設計時にリソース競合対策（排他制御）を適切に実装していなくとも、その後のレビューやテストにお
いて、そのことは発見されるべきである。それが今回の問題発生まで発見されなかった理由を追求す
るため、I社では、システム開発時の膨大な記録を分析した。その結果、以下の（a）～（d）に示すよ
うな問題点が判明した。

（a）I社のシステム開発標準における設計指針には、リソース競合対策に関する記載がなかった。
過去の経験から、一時ファイルの競合対策（排他制御）を担当プログラムに実装することに思

いが及ばなかった設計担当者は、設計指針によっても、その必要性に気づかされることはなかっ
た。
リソース競合対策は、情報処理システムにおける常識ではあるものの、念のための注意喚起の
意味から、少なくとも項目だけでも設計指針の中に記載されるべきである。また、リソース競合
対策を含む方式設計を入念に行った上で、アプリケーション設計に進むべきである。

（b）I社のシステム開発標準プロセスでは、設計指針／コーディング指針と設計レビュー用チェック
指針／コードレビュー用チェック指針とは、それぞれ全く同じものを兼用し、指針以外の観点で
のレビューはなされなかった。
競合対策が不十分な設計がなされたが、設計指針にはしたがっていたため、設計レビューで
不備が指摘されることはなかった。コーディングについても、指針にしたがって設計書の内容を
そのままコード化したため、コードレビューで不備が指摘されることはなかった。
設計者／プログラマは、設計指針／コーディング指針に基づいて作業する。その作業結果に対

し、設計レビュー用チェック指針／コードレビュー用チェック指針に基づいてレビューされるわけ
であるが、設計指針と設計レビュー用チェック指針とが全く同じものであると、設計指針に基づ
いて忠実に設計する限り、レビューにおいて指摘されることはあり得ない。コーディングについて
も同様である。レビューでは、設計指針／コーディング指針にしたがっているかという観点に加
え、より多様な観点からチェックされるべきである。

（c）I社のテスト項目抽出基準は、設計書の内容のみに基づいてテスト項目を導くものであった。
設計書には共有リソース競合対策（排他制御）に関する記載が一切なかったので、その処理

に対応するテスト項目が抽出されることはなかった。今回問題となった事象が発生するのは、複
数の代理店がほぼ同時にダウンロード要求を行った場合である。この場合には、システム実装上
の共有リソースの競合が発生し得る。通常、設計書の記載とは関係なく、このようなシナリオや
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ユースケースを想定して共有リソース競合対策に問題がないかを確認するテストを行う。すなわち、
「複数代理店からランダムに要求が来るということは、リソースの競合が起き得るな」ということを
想定するはずであり、そう想定したならば、リソース競合対策の妥当性を確認するためのテスト
項目を設定するはずである。今回は、そのテストが実施されなかった。また、テスト項目を含む
テスト仕様書に対するレビューは行われなかった。
なお、このような微妙なタイミングに絡むケースのテストを実地で行うことは一般に困難である

が、疑似的な環境で負荷テストを長時間実施することにより、発生確率を高めることはできる。

（d）対象システムの開発においては、第三者によるレビューが実施されていなかった。
レビューは開発チーム内で行われ、その主な観点は、「上位設計書の通りに実装されている
か？」てあった。そのため、今回は上位設計書に誤りがあったが、それが摘出されなかった。レ
ビュー者のうち一人でも、複数のダウンロード要求を同時に扱う処理のレビューを行っているとい
うことを意識していれば、その処理における共有リソースの有無やその競合対策について思いが
及んだものと思われる。
一般に、知見や経験の豊富な第三者やシステム運用担当者などが、それらに基づいてチェック

することにより、誤りの摘出率は高くなる。レビュー対象がどのようなシナリオ（ユースケース）に
対応する処理かということを意識しさえすれば，それに対応した注意事項や関連した過去のトラ
ブル事例に思い当たることは間違いない。

（4）保守時での不具合発見の機会逸失（セキュリティの観点）
I社のイベント管理システムでは、その初期開発時には、代理店によるイベント予約者一覧リストの
ダウンロード機能において個人情報を扱ってはいなかった。ところが初期リリースから数年後に、当
該機能を更新していた。このときの更新内容は、ダウンロード対象項目の拡張であり、ここで初めて、
ダウンロード情報にいわゆる個人情報が含まれることとなり、セキュリティに対する要求レベルが上
がった。にもかかわらず、I社では十分な影響確認が行われなかった。もし、この時点で影響確認が
セキュリティ要求レベルにふさわしい内容で実施され、それによってソフトウェアの不具合が発見され
ていれば、今回のインシデントは発生しなかった。
実際には、単なる情報項目の追加に対して、一般に、それを扱う処理のロジックは影響されないこ
とから、当該システムにおいて、この機能更新時には十分な確認が行われなかった。もし、「セキュリ
ティ（個人情報の取扱い）」という点を重視し、更新対象の情報項目にかかわる処理パスを方式設計に
まで遡ってすべて徹底的にチェックしていれば、予約者一覧リスト情報を一時ファイルに書き込む処理
の妥当性確認も確認対象となったはずであり、あるいは、競合対策漏れの不具合を発見できたかも
しれない。
なお、Ｉ社のシステム開発標準には、セキュリティにかかわる処理に関し、このようなチェックを行

う具体的な規定はなかった。
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対策
直接原因への対応として、I社は早急に、次の不具合修正を行った。

（1） イベント管理システムのソフトウェアの不具合である、イベント予約者一覧リストのダウンロー
ド処理における一時ファイルの競合対策処理（排他制御）を正しく修正

また、根本原因への対策として、I社は、全般的に、セキュリティ（特に、個人情報）を扱う場合に
は入念な設計・確認が必要な旨をシステム開発標準に明記した。その上で、各原因に対応し、システ
ム開発標準を次のように改訂した。
（2） 開発対象システムの内容や開発プロセス・環境に照らして、開発チームメンバ候補のスキルや

経験について確認し、全体として必要条件をカバーできるようチームを編成
（3a） 設計指針、及びコーディング指針に、リソース競合対策（排他制御）に関する事項を追記
（3b） 設計／コーディングレビュー用チェック指針に、過去のトラブルに基づく確認項目を追加
（3c） テスト項目リストもレビュー対象に追加
（3d） 一定規模以上のシステムや重要度の高いシステムにおいては、知見・経験の豊かな第三者によ

るレビューを義務化
（4） セキュリティ（特に、個人情報）にかかわる更新時には、当該システムの重要性が一定以上の

場合に、更新対象のセキュリティにかかわる部分に関連する全処理の再トレースに基づく確認
を義務化

　以上の措置について、今回のインシデントの概要とともに、I社内の関係者に周知した。

効果
I社のイベント管理システムでは、対策実施後、セキュリティ・インシデントは発生していない。
また、システム開発標準の改訂後、I社の開発するシステムに同種のインシデントは発生していない。
なお、I社では、改訂したシステム開発標準に基づき、システム開発チームの編成時に、メンバの

経験やスキルにより注意深く配慮するようになった。また、個人情報を取り扱う場合には、リソースの
競合対策（排他制御）等について開発の各段階で確実にチェックする習慣ができていった。例えばレ
ビューに関しては、どのようなシナリオやユースケースに対応する処理を確認しているのかを考慮する
など、レビュー対象範囲のみに集中するのではなく、より広い視点でレビューを行う傾向が高まって
いった。

教訓
システムの開発段階で混入した不具合は、システム障害を引き起こしたり、出力の誤りという形で

現れたりすることが多い。本教訓における問題は、個人情報の漏えいというセキュリティ・インシデン
トを招いたものである。最近では、個人情報の漏えいは社会的影響が非常に大きくなっており、その
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十分な対策が求められている。したがって、個人情報を扱うシステムでは、その処理で重要な排他制
御等について、開発の初期段階から保守段階に至るまで、その入念な設計・確認が必要である。

今回のケースでは、不具合の混入は担当者の思い込みによるものであるが、それがずっと摘出され
ず、システムのサービス開始以降何年も経過した後で初めてセキュリティ・インシデントという形で発
現した。その理由としては、開発チーム編成や方式設計、レビュー方法、テスト項目等、様々な段階
での要因が考えられる。
まず、開発の早期で入念な方式設計を行うことが最も重要である。特に、排他制御はセキュリティ
対策の要の一つであり、動作環境を踏まえた慎重な設計が求められる。
不幸にしてこのような検討をすり抜けて混入した不具合は、開発チームあるいは第三者による多様
な視点からのレビューにより、システムのリリース前に摘出することができる。特に、微妙なタイミング
に絡むような実地テストが困難な処理については、レビューが欠かせない。第三者によるレビューが
効果的であるが、コスト面の制約から小規模なシステムでは開発チーム内でレビューすることもある。
多様な視点でのレビューを行うには、レビュアの知見や経験、関心や専門等が多様であることが重要
である。すなわち、チーム編成やレビュアの選定がポイントの一つとなる。
特に、個人情報を取り扱うなどセキュリティがクリティカルなシステムにおいては、より慎重な確認
が求められる。そのためには、方式設計時やレビュー時にセキュリティに着目したシナリオやユース
ケースを設定する必要がある。また、テスト項目に関する適切な抽出、レビューも重要かつ効果的で
ある。
そして、これらを踏まえ、設計やレビュー等の関係者の拠り所となるシステム開発標準を適切に整

備・保守することが重要である。



事例から見えてくる傾向
４

4.1� IT サービスマネジメント（ITSM）プロセス観点での分類と傾向

4.2� バックアップ切替え失敗の問題と対策（詳細説明）

4.3� ヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

4.4� システムの高負荷／過負荷に関する問題と対策（詳細説明）

4.5� 「注意すべき観点」に基づく障害の分類
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4.1ɹIT サービスマネジメント（ITSM）プロセス観点での分類と傾向

事例収集・原因分析から教訓化の作業を通していくつか傾向が見えてくる。本章では、その内容につ
いて解説を行う。

4.1 *T αーϏスマネジϝϯト（*T4.）ϓϩηス؍Ͱのྨͱ

ITサービス提供者は提供する ITサービスのマネジメント（ITSM）を効率的、効果的に運営管理し、
安定的なサービスを提供することが求められる。ITサービスマネジメントの仕組み（ITサービスマネジ
メントシステム：ITSMS）の仕様及び実践のための規範が JIS20000（ISO/IEC20000）として規格化さ
れている。（文献 4.1 ‒ 1）

JIS　Q20000の規格群には、次に示す部編成がある。
　JIS　Q20000-1　第 1部：サービスマネジメントシステム要求事項
　JIS　Q20000-2　第 2部：実践のための規範

ここでは、教訓集に登録されている教訓事例を対象として原因の分析を行った。改善が必要と思われ
る主要なサービスプロセスに●印、関連して改善を検討すべきサービスプロセスに△印をつけて整理し
ている。（図 4.1 ‒ 2及び図 4.1 ‒ 3参照）

㢳ᐈ（ཬ䜃
のᐖ
㛵ಀ⪅

ーΫΑ
ါݥমࣜ

ーΫΑζΥΐιϋΠシΑΞθ（䠯䠩䠯）

⤒Ⴀ⪅の㈐௵ の㛵ಀ⪅䛜㐠⏝䛩る
䝥䝻䝉䝇の䜺䝞䝘ン䝇

SMS䜢☜❧䛩る
ᩥ書の㐠⏝⟶⌮

㈨※の㐠⏝⟶⌮

૧ܰーΫΑྌ͉ーΫΑ་͈ࢵ
୭࣐ࠗ֊͍ݞ

㢳ᐈ（ཬ䜃
のᐖ
㛵ಀ⪅

ーΫΑ

䝃ー䝡䝇ᥦ౪䝥䝻䝉䝇
䝃ー䝡䝇䝺䝧䝹⟶⌮
䝃ー䝡䝇のሗ࿌

⤫ྜⓗไᚚ䝥䝻䝉䝇
ᵓᡂ⟶⌮
ኚ᭦⟶⌮

䝸䝸ー䝇ཬ䜃ᒎ㛤⟶⌮

ᐜ㔞䞉⬟ຊ⟶⌮

䝃ー䝡䝇⥅⥆ཬ䜃
ྍ⏝ᛶ⟶⌮

ゎỴ䝥䝻䝉䝇

䜲ン䝅䝕ン䝖ཬ䜃
䝃ー䝡䝇せồ⟶⌮

ၥ㢟⟶⌮

㛵ಀ䝥䝻䝉䝇

ᴗ㛵ಀ⟶⌮

౪⤥⪅⟶⌮

ሗ䝉䜻ュ䝸䝔䜱⟶⌮

䝃ー䝡䝇のண⟬ᴗົ
ཬ䜃ィᴗົ

(JIS Q 20000-1:2012 より引用）

図 4.1 － 1　*5サーϏスマネジϝントシステムのϓϩηス
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4.1ɹIT サービスマネジメント（ITSM）プロセス観点での分類と傾向

No.

JIS Ｑ20000-1：2012より（●主な問題個所、△関連する問題個所）

ˑȅ ˒ȅーΫΑރプυΓΑ ȅ˓۾߸プυΓΑ ˔ȅٜ プυΓΑࠨ ˕ȅൡࣣഎଷࢄプυΓΑ

新
規
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
変
更
の

設
計
及
び
移
行

サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
管
理

サ
ー
ビ
ス
継
続
・
可
用
性
管
理

サ
ー
ビ
ス
報
告

容
量
・
能
力
管
理

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理

事
業
関
係
管
理

供
給
者
管
理

イ
ン
シ
デ
ン
ト
管
理

問
題
管
理

構
成
管
理

変
更
管
理

リ
リ
ー
ス
管
理

ˣ2 △ ●

ˣ3 ● △

ˣ4 ● △

ˣ5 △ △ ●

ˣ6 ● △

ˣ7 △ ● △

ˣ8 △ △ △ ●

ˣ9 ● △

ˣ: △ ●

ˣ21 △ ●

ˣ22 △ ●

ˣ23 △ ●

ˣ24 △ ● △

ˣ25 △ ●

ˣ26 △ △ ●

ˣ27 △ △ ● △

ˣ28 △ △ ● △

ˣ29 △ ● △ △

ˣ2: ● △

ˣ31 △ △ ● △

ˣ32 △ △ ● △

図 4.1 － 2　ΨバφンスɾマネジϝントྖҬの܇ڭと*54.ϓϩηス
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4.1ɹIT サービスマネジメント（ITSM）プロセス観点での分類と傾向

No.

JIS Ｑ20000-1：2012より（●主な問題個所、△関連する問題個所）

ˑȅ ˒ȅーΫΑރプυΓΑ ȅ˓۾߸プυΓΑ ˔ȅٜ プυΓΑࠨ ˕ȅൡࣣഎଷࢄプυΓΑ

新
規
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
変
更
の

設
計
及
び
移
行

サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
管
理

サ
ー
ビ
ス
継
続
・
可
用
性
管
理

サ
ー
ビ
ス
報
告

容
量
・
能
力
管
理

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理

事
業
関
係
管
理

供
給
者
管
理

イ
ン
シ
デ
ン
ト
管
理

問
題
管
理

構
成
管
理

変
更
管
理

リ
リ
ー
ス
管
理

˰2 ● △

˰3 △ ●

˰4 ● △ △

5˰ △ ● △ △ △

˰6 △ ●

˰7 ● △

˰8 ● △

˰9 ● △

˰: ● △

˰21 △ ●

˰22 ● △

˰23 △ △ ● △

˰24 ● △ △

˰25 △ ● △

˰26 △ ●

˰27 △ △ ●

˰28 △ ●

˰29 ● △

˰2: ● △

˰31 △ ●

˰32 △ △ ●

˰33 ● △ △

˰34 ● △ △

˰35 △ ● △ △

˰36 △ ●

˰37 △ ●

˰38 △ △ ●

˰39 △ △ ● △

˰3: △ ● △ △

˰41 ● △ △ △

˰42 △ △ ● △

˰43 ● △ △ △

˰44 △ ● △ △

図 4.1 － 3　ٕज़ྖҬの܇ڭと*54.ϓϩηス
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4.1ɹIT サービスマネジメント（ITSM）プロセス観点での分類と傾向

本教訓集に掲載した各教訓の障害発生に繋がったプロセス上の問題個所（●と△）の ITSM観点で
の分類を試みた。

教訓集に取り上げた障害事例を ITSMサービス管理プロセスのプロセス別に分類すると「構成管理」、
「サービス継続可用性管理」、「変更管理」、「容量・能力管理」、および「サービスの設計・移行」のプロ
セスにおいて問題が多いことがわかる。

ITサービスの安定的な提供に向けて、特にこれらの管理プロセスを組織としてマネジメントする体制・
運用管理ルールの整備がポイントとなる。

23ˑ, ನሥ理

19ˑ, サービスዒ

ዓ・ӧ用性ሥ理

15ˑ, 容量・能

力ሥ理

17ˑ, 変ሥ理19ˑ, 設計ӏỎ

ᆆᘍ

10ˑ, ʙ業᧙̞ሥ

理

13ˑ, ̓ዅᎍሥ理

9ˑ, サービスἾἫ

ルሥ理

10ˑ, リリースሥ理

7ˑ, イὅシἙὅἚሥ理

ITSMサービスሥ理プロἍスのբ᫆Ў(151ˑ）

図 4.1 － 4　*54.サーϏス管理ϓϩηスผの問題の分ྨ
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4.2ɹバックアップ切替え失敗の問題と対策（詳細説明）

4.2 όックアッϓସࣦ͑ഊのͱ対策（ৄࡉઆ明）

冗長化構成を取っていても、障害時、いざバックアップ切替えや障害機器切離しによる縮退運転を行っ
てみると、システム稼働の継続ができない事例が後を絶たない。
そこで、バックアップ切替えの失敗事例を報道事例と教訓集から調べ、それらを分類、分析し、問題
と対策としてまとめた。
本対策の特徴は、バックアップ切替え失敗事例を「問題」として分類、体系立てて整理している点で
ある。過去にまとめられたもの（文献 4.2 ‒ 1）に対し、部会で議論された障害事例情報等を含めて再整
理したものである。

（失ഊ事ྫのྨ）
この資料では、失敗事例を11パターンの問題に整理し、発生個所に合わせてマッピングした（図 4.2

‒ 1）。

όッΫΞッϓସえがޭしない༷ʑなঢ়گを考慮して、
対策をཱてよ

図 4.2 － 1　問題のछྨと発生ݸॴ
※注　吹き出しの中の括弧内数字は、問題番号を示す。

(1䠅 シΑΞθ͈ࠏ൱ؾ
障害̦ະෝ

(2) ఞࠏܥシΑΞθ̦障害́೪
গ̱て̞̹、͘ ̹͉ఞࠏܥシ
ΑΞθ̦ςςーΑ、୭Ⴣͦ
ͥ͢ͅ障害́Θ;ϋ

(3) ఞࠏܥシΑΞθ͈͒ͺプςΉー
シοϋςςーΑჃͦ

(5) 動̤̫ͥͅΨッ· ッͅプ୨ఢ
̢、ੀపഢ͈ैުηΑ

(6) Ψッ· ッͅプ୨ఢ̢ࢃ、ੀప
ഢͅࢃෝະ௷̦発生̳ͥ

(7) シΑࠏܥシΑΞθ、ఞࠏ൱ؾ
テムのŐŔ、ミΡσ;Ϳͺ̦൳
֚Ψーΐοϋ͈̹͛、Ψッ·
ッͅプͅ୨ͤఢ̢て͜障害ͅ

̈́ͥ

(8) ະୃΟーΗईह͈̹͛、
Ψッ· ッͅプͅ୨ͤఢ̢
て͜障害̈́ͥͅ

ࠏ൱ؾ
ఞࠏܥ/
८ؾ൱

現用

ഩ࡙౾
(࡛ဥ)

ഩ࡙౾
(ထ)

ΥッΠ
χー·

ΥッΠ
χー·

ΟーΗ

䝝ー䝗䜴䜵䜰

䜰䝥䝸䜿ーシ䝵䞁
OS➼

䝝ー䝗䜴䜵䜰

䜰䝥䝸䜿ーシ䝵䞁
OS➼

(9) シΑΞθ༗ैުশ、ಿا
̱て̞て͜、ၰͥࡷͅࠏੜၑ
;Θࠏાࣣ͉、ၰ࣐̦ͥͦͩ
ῧ ̈́ͥςΑ·̦̜ͥ

(4) Ψッ· ッͅプ୨ఢ̢、
ੀపഢを̳࣐ͥ
ΕέΠ;ͿͺͅΨΈ

(11) ഩ࡙౾をඵਹ̱اて̞ͥͅ
̥̥ͩͣ͜ 、̴Ψッ· ッͅプͅ
୨ͤఢ̢て͜障害̈́ͥͅ

(10) ΥッΠχー·をඵਹا て̱̞̥ͥ͜ͅ
̴̥ͩͣ 、ু 動୨ఢ̢ͅ෴̳ͥ

予備



 221情報処理システム高信頼化教訓集（ＩＴサービス編）

ࣄ
ྫ
͔
Β
ݟ
͑
ͯ
͘
Δ



�

4.2ɹバックアップ切替え失敗の問題と対策（詳細説明）

（原因のྨ）
この 11パターンの問題から原因を以下の 5つに整理した。
　4.2.1．切替え失敗
　4.2.2．性能不足
　4.2.3．切替え無効
　4.2.4．ネットワークの切替え失敗
　4.2.5．設備の切替え失敗

「切替え失敗」、は、バックアップ切替え機能を管理できていないことにより起こる。
「性能不足」は、要件設計時の考慮不足、あるいは急激な情報量急増に対する対策の遅れにより起こ
る。
さらに、注意すべき点は、バックアップ切替えが正常に実行されても、処理の継続ができない「切替
え無効」が起こることである。
また、「ネットワークの切替え失敗」は、ネットワークに関する切替え失敗や性能不足が起こることであ

る。
「設備の切替え失敗」は、システム機器に重大な被害をもたらすため、決して疎かにできない。

（と対策）
このような点を踏まえ、対策を整理し、「問題と対策一覧」としてまとめた（表 4.2 ‒ 1）。
・設計時に、チェックリストとして活用することにより、バックアップ切替えの機能要件漏れや対策漏
れを減らすことができる。
・運用保守時に、発生した障害と同じ問題に対応する対策を実施することで、障害の再発を防止する
ことができる。
・切替え処理に関する対策を網羅的に確認、実施することができる。
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4.2ɹバックアップ切替え失敗の問題と対策（詳細説明）

䚷

1 ✌ാ⣔システムの障害᳨知が不能 䠘対策1䠚㏻常保守運用に䛚い䛶、✌ാ⣔、

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌ᚅ機⣔の䝋䝣ト䜴䜵䜰䝟䝷䝯ータの確認、

䚷䚷䚷䚷䚷䚷  䝥䝻䜾䝷ム䝞ー䝆䝵䞁⟶理䜢ᚭᗏ䛩る䚹

2 ᚅ機⣔システムが障害で停止し䛶い䛯、 䠘対策䠎䠚ᐃ期的にサービス停止時間ᖏ䜢設け、

䜎䛯䛿ᚅ機⣔システムが䝸䝸ース、 㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌障害カ⦎䜢⾜䛖䚹

設ᐃ漏れで䝎䜴䞁し䛯 䠘対策䠏䠚計⏬的にᚅ機⣔システム䜢

3 ᚅ機⣔システムへの 㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ᮏ␒システム䛸し䛶用䛩る䚹

䜰䝥䝸䜿ーシ䝵䞁䝸䝸ース漏れ 䠘対策䠐䠚ษ᭰䛘ኻᩋ䜢ᐃし、ᪧの䛯䜑の

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌手㡰䜢᫂確に䛩る䚹

4 䝞䝑䜽䜰䝑䝥ษ᭰䛘、⦰㏥運㌿䜢実⾜䛩る 䠘対策䠑䠚障害ᪧカ⦎䜢⾜い、実㝿に䛘る

䝋䝣ト䜴䜵䜰に䝞䜾 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷手㡰᭩䜢作ᡂし䛶䛚䛟䚹

䠘対策䠒䠚ษ᭰䛘、⦰㏥運㌿の

5 手ືに䛚ける䝞䝑䜽䜰䝑䝥ษ᭰䛘、⦰㏥運㌿ 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷運用せ௳䠄カ⦎、障害時対ᛂ䠅䛿、

の作業ミス 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷設計時に᫂確に䛩る䚹

6 䝞䝑䜽䜰䝑䝥ษ᭰䛘ᚋ、⦰㏥運㌿ᚋに 䠘対策䠓䠚䝞䝑䜽䜰䝑䝥ษ᭰䛘ᚋ、⦰㏥運㌿のሙ合

性能不足が発生䛩る での䝢ー䜽時性能䛿、᪥常の監視の

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌中でᐃし、ᚲせにᛂじ䛶システム䜢見┤䛩䚹

䠘対策䠔䠚ᮏ␒✌ാに㏆いテスト環境䜢用意し、

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷性能䠄㈇Ⲵ䠅確認が⾜䛘る䜘䛖䛺䝒ー䝹

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜢作ᡂ䛩る䚹

䠘対策䠕䠚ษ᭰䛘、⦰㏥運㌿の性能せ௳䠄䝢ー䜽時䠅䛿、

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷設計時に᫂確に䛩る䚹

7 ✌ാ⣔システム、ᚅ機⣔システムのOS、 䠘対策䠍䠌䠚OS䠈ミ䝗䝹䜴䜵䜰䠈䜰䝥䝸䜿ーシ䝵䞁の䝸䝸ース時䛿、

ミ䝗䝹䜴䜵䜰がྠ୍䝞ー䝆䝵䞁の䛯䜑、 䚷㻌㻌㻌ᪧ䝞ー䝆䝵䞁でのษ戻し手㡰䜢᫂確にし、

䝞䝑䜽䜰䝑䝥にษり᭰䛘䛶䜒障害に䛺る 䚷㻌㻌㻌㻌障害カ⦎㻌䜢実施䛩る䚹

8 不正データΰᅾの䛯䜑、䝞䝑䜽䜰䝑䝥に 䠘対策䠍䠍䠚ᮏ␒✌ാに㏆いテスト環境䜢用意し、OS、ミ䝗䝹

ษり᭰䛘䛶䜒障害に䛺る 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜴䜵䜰の䝞ー䝆䝵䞁䜰䝑䝥時のື作確認䛸性能

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠄㈇Ⲵ䠅確認が⾜䛘る䜘䛖䛺䝒ー䝹䜢作ᡂ䛩る䚹

9 システム保守作業時、長化し䛶い䛶䜒、 䠘対策䠍䠎䠚長化䜢実施䛩るሙ合、䛩䜉䛶の

୧⣔に㊬るฎ理が⾜われるሙ合䛿、 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷機ჾが長化䛥れ䛶䛚り、༢体機ჾ、

୧⣔䝎䜴䞁䛸䛺る䝸ス䜽が䛒る 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜎䛯䛿ᐦ⤖合の機ჾの䜘䛖䛺長化に

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷に䛺䛳䛶い䛺い機ჾ、機能が䛺いこ䛸

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜢常にⅬ᳨䛩る䚹

䠘対策䠍䠏䠚ษ᭰䛘ኻᩋの䝸ス䜽䜢⪃慮し、

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ኻᩋのᙳ㡪䜢ᒁᡤ化䛩る対策䜢❧䛶る䚹

䠘対策䠍䠐䠚㻌計⏬的にᚅ機⣔システム䜢ᮏ␒システム

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷 䛸し䛶用䛩る䚹

10 䝛䝑ト䝽ー䜽䜢㔜化し䛶いるに䜒かかわ䜙ず、 ษ᭰䛘ኻᩋ、性能不足の対策が有ຠ

⮬ືษ᭰䛘にኻᩋ䛩る 䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䠘対策䠍䠚䡚䠘対策䠔䠚

<対策䠍䠑䠚䠎㔜化ᅇ⥺のྠ時ษ᩿䜢㑊けるᩜ設䜢⾜䛖䚹

11 㟁※置䜢㔜化し䛶いるに䜒かかわ䜙ず、 䠘対策䠍䠒䠚㟁※➼の設備につい䛶䛿、䚷ᐃ期Ⅼ᳨䛸、

䝞䝑䜽䜰䝑䝥にษり᭰䛘䛶䜒障害に䛺る 䚷ண備設備の✌ാ確認䜢⾜䛖䚹

     䚷䚷䚷䚷䚷 䜎䛯障害カ⦎䜢ᐃ期的に⾜䛖䚹㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷

䠘対策䠍䠓䠚㟁※➼の設備の長化の運用せ௳䛿、

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷設計時に᫂確に䛩る䚹

設
備

性
能
不
足

ษ
り
᭰
䛘
↓
ຠ

ﾈｯﾄ
䢘ｰ
ｸ

対策ၥ㢟NO
ศ
㢮

ษ
り
᭰
䛘
ኻ
ᩋ

表 4.2 － 1　ʮ問題と対策ʯ一ཡ



 223情報処理システム高信頼化教訓集（ＩＴサービス編）

ࣄ
ྫ
͔
Β
ݟ
͑
ͯ
͘
Δ



�

4.2ɹバックアップ切替え失敗の問題と対策（詳細説明）

問題
（1）Քಇ系システムの障害検が不能
これは、稼働系システムの障害を検知できず、バックアップ切替えや障害機器の切離しが実行され
ないままで、障害回復ができない問題である。
事例では、稼働系システムが停止していると判断ができない状態（サーバ間の状態監視不具合、制

御信号の不具合など）であった。
また、前処理用サーバが後処理用サーバの障害を検知できずにデータのやり取りを続行したため、
折角後処理用サーバの待機系があったにも関わらず、障害となった事例もあった。
他に何らかの理由（急激なデータ量増加による輻輳状態の発生、ある部分に集中したトランザクショ

ンのデッドロック多発のためロールバック多発など）で処理が大幅に遅延しながらも稼働状態のままで
完全に停止しない事例もある。
※技術の教訓 T1、T2,T9、T20は、このパターンである。

（2）�機系システムが障害でఀࢭしていた、また機系システムがリリース、ઃ定࿙れにΑる障
害でμンした
待機系システムに障害が発生していたが切替え時まで気づかない。稼働系システムへの基本ソフト
のパッチ適用、パラメータ等の設定変更を行った後、同様に待機系システムにもこの対応をする必要
があったにも関わらずこれを怠った。このような状況で、バックアップ切替えを実行したため、待機系
システムがダウンしてしまった。
また、待機系システムのDISKミラーリング定義が誤っており、切替え後に使用できないDISKが
生じてしまい、業務が停止してしまったなどの事例もある。
※ガバナンス／マネジメントの教訓 G11、技術の教訓 T7は，このパターンである。

（3）機系システムのアϓリέーションϓϩάϥムリリース࿙れ　
稼働系システムへのアプリケーションプログラムリリースを行なった後、待機系システムに対しても稼
働系システムと同じアプリケーションプログラムリリース作業を実施する必要があるが、これを怠った。
そのため、稼働系と待機系でアプリケーションプログラムに相違が発生した。これを放置したまま、
バックアップ切替えを実行したため、待機系システムで、旧バージョンのアプリケーションプログラムが
動き、データベースのデータ不具合が発生した。そのため、待機系システムを止めて、データ修復を
行う甚大な障害に至った。

��ɽ�ɽ��çସࣦ͑ഊ
稼働系・待機系運用では、稼働系から待機系への「切替え失敗」の障害事例が多い。また、多重化
運用でも障害機器の切離しが失敗する事例もある。最近は、切替え専用ソフトウェアの性能・品質向上、
仮想化などの新技術などにより、このような障害は防げる傾向にあるが、依然として大きな課題である。
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4.2ɹバックアップ切替え失敗の問題と対策（詳細説明）

（4）όックアッϓ切ସ͑、ॖୀ運సを実ߦするιϑトΣアにόά
バックアップ切替え、障害機器の切離しの縮退運転を自動的に実行するソフトウェア自体にバグが
あった。そのため、障害が発生しても、バックアップ切替え、障害機器の切離しを実行できず、障害
復旧ができなかった。

（�）खಈに͓͚るόックアッϓ切ସ͑、ॖୀ運సの作ۀϛス
上記、問題（1）から問題（4）の自動切替えが失敗した場合には、手動で切替えを実行する。また、
デュプレックス構成のコールドスタンバイやウォームスタンバイ、クラスタ構成の一部でも手動切替えを
行う場合がある。そのような状態の場合、マニュアルの不備や障害訓練不足、オペレーションミスな
どにより、手動での切替えに失敗することがあった。

原因
稼働系システムは変化するため、それに合わせて待機系システムも同期を取る必要があるが、日常の

運用で検証していく仕組み（切替え実施、同期チェック、手動切替え手順書の更新など）を作らないと
待機系システムは取り残されていく。多重化構成についても、同様に検証する仕組みが必要である。
根本的な原因は、「待機系システムも本番運用の重要な機能である」との観点が不足していることで

ある。日常の運用で、待機系システムを検証していく仕組みが本番運用として十分に行われていない
ために起きている。

対策
ʻ対策1ʼ �௨ৗ保守運用に͓いて、Քಇ系、機系のιϑトΣアύϥϝーλの確認、ϓϩάϥ

ムόーδョン管理をపఈするɻ
通常運用のプロセスの中で、冗長構成を定義したソフトウェアパラメータに矛盾がないことを確認す
る。チェックプログラムを作成し、日常バッチ処理で、稼働系、待機系の構成定義、各サーバの構成
定義のチェックを行う。
また、プログラムライブラリは、DISKミラーリングで同期取りをする。それができない場合は、各
サーバ上のバージョン管理をチェックする。（文献 4.2 ‒ 2）
さらに、システムが正しく動作するかどうか、実機のテストを行う。切替えが成功したことを確認す
るだけでなく、待機系でも業務が正常に稼働することまで確認する。そのため、確認事項／チェック
事項（サービスはすべて稼働したか、すべての接続端末は稼働するか、等の動作確認）を明確にす
る。
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4.2ɹバックアップ切替え失敗の問題と対策（詳細説明）

ʻ対策 2ʼ定期తにαーϏスఀࢭ時間ଳをઃ͚、障害܇࿅をߦうɻ
バックアップ切替えの運用を理解するために、待機系への切替えの障害訓練を行う。
さらに、ネットワーク機器の切替え訓練も行うようにする。
なお、障害訓練で、待機系に切り替えたために本番処理が稼働してしまい、システム障害を引き起
こす事例が過去にあった。この事例では、業務処理を稼働系、待機系でそれぞれ実行してしまい、
二重処理になった。本番環境で実施するので、事前準備（本番環境のデータ保存、手順書の作成、
訓練終了後の戻し手順、確認手順等）をしっかり行うことが必要である。

ʻ対策 3ʼ計画తに機系システムを本൪システムとして使用するɻ
定期的に本番稼働するシステムを交互に使うことにより、「稼働系と待機系システムの同期が取れて
いる」確証が得られる。さらに、障害で切り替わっても日常運用の一環であり、運用部門に負担とな
らない。また、急な保守作業が入って、片系を止めるような運用にも対応することが容易となる。
さらに、ネットワーク機器も交互に切り替えて使用する。

ʻ対策4ʼ切ସ͑失ഊを想定し、෮旧のたΊのखॱを໌確にするɻ
待機系への切替えができなかったときを考え、手動で障害から復旧する場合（復旧は、バックアッ

プ切替え方法も含めた処理継続の確立を言う）も考慮し、様々なシナリオ（目標所要時間を含む）を
想定した手順書を作成しておく。また、障害復旧テストを行い、各シナリオについての所要時間を計
測し、手順書の確認を行う。

ʻ対策 �ʼ障害෮旧܇࿅をߦい、実ࡍに使͑るखॱ書を作成して͓͘ɻ
　障害復旧訓練を行い、シナリオに定めた時間内に復旧できるかどうかを確認する。また、実際の

人の動きや判断基準等を考慮して、手順書に反映する。

ʻ対策 �ʼ切ସ͑、ॖୀ運సの運用ཁ 、ઃ計時に໌確にするɻ（࿅、障害時対応܇݅）
バックアップ切替えの成功のためには、その対策を設計時に明確にしておく。
運用に関する「原理原則」を活用し、冗長化対策として設計時に活用する。（文献 4.2 ‒ 3）
・システム化の方針として、バックアップ切替え、縮退運転の稼働運用を定義する。
・システム要件として、バックアップ切替え、縮退運転の稼働運用を定義する。そして、受入テス
トとして記述する。また、障害訓練も日常運用として定義する。
・バックアップ切替え時間を定義するとともに、障害時の復旧時間、災害時の復旧時間を定義す
る。
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4.2ɹバックアップ切替え失敗の問題と対策（詳細説明）

��ɽ�ɽ��çੑෆ
稼働系システムから待機系システムへの切替え時、障害機器の切離し（縮退運転）時に起きた性能不
足の問題と対策を述べる。

問題
（�）όックアッϓ切ସ͑後、ॖୀ運స後にੑ能不が発ੜする
バックアップ切替え時は、切替えが完了するまでに新規のトランザクションを滞留させることになる。
そのため、切替え後、滞留したトランザクションが待機系システムに一気に入るため、高負荷がかかり
システムが処理できなくなる。
また、多重化運転の場合、縮退運転時には通常より性能が落ちた状態で処理することになる。縮
退運転時のトランザクション処理性能を十分に確認していなかったため、縮退運転に切り替えた後、
たまたまピークのトランザクションが発生した結果、処理しきれずにシステムが停止する。この縮退運
転切替え時にトランザクションを滞留させる事態が発生すると、さらにピーク時処理性能を高く考慮す
る必要がある。
また、縮退運転は、障害時以外にも保守作業時に実施することもある。そのときに性能不足が発
生した事例もある。

原因
多重化運用では、縮退運転直後の「性能不足」事例が多く起きている。複数サーバで負荷分散を
兼ねた多重系システムで、年々処理件数が増え、処理負荷の増加が進んでいるのを見逃したため、
障害時に縮退運転を行ったときに性能不足が起きてしまう。
また、稼働系・待機系運用でも切替え時間が長くなってしまった場合は、その間処理の滞留が生ず

るため、切替え直後に性能不足が起こる。
根本的な原因は、日常の運用で、縮退時運転、バックアップ切替え時の負荷を想定した対策を怠っ
たためである。

対策
ʻ対策 �ʼ�όックアッϓ切ସ͑後、ॖୀ運సの場合でのϐーク時ੑ能、ৗの監視のதで想定

し、ඞཁに応͡てシステムを見直すɻ
バックアップに切り替える場合、切替え時間中は仕掛中のトランザクションの復旧作業を優先するた
め、新規のトランザクションはキューに溜められる。このため、バックアップ切替え後に、キューに滞
留したトランザクションを一気に処理するため高負荷がかかることが多い。性能監視を日常の運用で
監視することにより、切替え後のピーク稼働時での必要性能要件を明確にし、システムの見直し（性
能向上）を実施する。
多重化運用（負荷分散クラスタ構成など）で稼働しているシステムの障害時は、障害機器を切り離
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4.2ɹバックアップ切替え失敗の問題と対策（詳細説明）

す縮退運転になる。性能監視を日常の運用で監視することにより、縮退運転時での必要性能要件を
明確にし、システムの見直し（性能向上）を実施する。
また、保守作業時でも縮退運転が行われることも考慮する。特に緊急対応を行う保守作業は、シ

ステム障害発生後の縮退運転時に行うことになる。よって同様に縮退運転時での必要性能要件を明
確にする。
これらの対策を、常に日常運用で監視、分析し、必要に応じて性能要件の見直しを行う。

ʻ対策�ʼ�本൪Քಇにۙいテストڥを用ҙし、ੑ能（ෛՙ）確認が͑ߦるΑうなπールを作成す
るɻ

性能（負荷）確認は、本番稼働に近いテスト環境で、自動的に大量のトランザクションを発生させる
ことができるツールを用意し、性能（負荷）確認が行えるようにする。

ʻ対策 �ʼ切ସ͑、ॖୀ運సのੑ能ཁ （݅ϐーク時）、ઃ計時に໌確にするɻ
切替え時、縮退運転時の性能不足を起こさないためには、その対策を設計時に明確にしておく。
運用に関する「原理原則」を活用し、冗長化対策として設計時に活用する。（文献 3.19 ‒ 3）
・システム要件として、バックアップ切替え、縮退運転の稼働運用を定義する。
・バックアップ切替え時、縮退運転時の性能要件にピーク時の負荷要件を明記する。
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4.2ɹバックアップ切替え失敗の問題と対策（詳細説明）

��ɽ�ɽ��çସ͑ແޮ
バックアップ切替えが正常に機能しても、処理の継続ができない事例がある。そのような事例を、「切
替え無効」と名付けた。ここでは、その問題と対策を述べる。

問題
（�）�Քಇ系システム、機系システムの04、ϛυルΣアがಉ一όーδョンのたΊ、όックアッ

ϓに切りସ͑て障害になる
バージョンアップした OS、ミドルウェアそのものにバグがあり、バックアップ切替えを実行しても、
待機系もそのバグで障害となってしまった。さらに、切戻し手順が明確になっていなかったため、復
旧に大幅な遅れが出てしまった事例もある。
また、稼働系が、ファームウェアのバグでメモリ不足エラーを起こして待機系に切り替わったが、待

機系も同様にメモリ不足エラーを起こしたといった事例もある。
※技術の教訓 T10、T16は、このパターンである。

（�）不ਖ਼σーλ混在のたΊ、όックアッϓに切りସ͑て障害になる
アプリケーションプログラムにバグがあり、不正なデータがデータベースに混在したため、バックアッ
プ切替えを実行しても、待機系もその不正データの処理で障害となってしまった。

（�）�システム保守作ۀ時、化していて、両系にލるॲ理がߦわれる場合、両系μンとな
るリスクが͋る
冗長化しているにも関わらず、一方の系のシステムの処理が他方の系のシステムにも影響が及ぶよう
な仕様になっている場合、その処理が両系に跨り両系ともシステム障害となってしまった。
※技術の教訓 T12は、このパターンである。

原因
ここで提示した問題は、結果として「切替え失敗」の事例であるが、本質は、切替えがうまく行けば問
題が無くなるわけではなく、冗長化の前に対策を行うべき問題である。このようなバックアップ切替えが正常
に機能しても処理の継続ができない「切替え無効」の事例では、冗長化していても防げないことがある。
一般に、「冗長化は、ハードウェア障害のためであり、ソフトウェア障害のためではない」と言われ
る。しかし、ソフトウェア障害でも、稼働系から待機系に切り替えたことにより、システムの再起動が
行われ障害がなくなった事例もよくあり、稼働系の動きがおかしいと思った場合に待機系に切り替えて
みるなどの運用が実際に行われる。
そのような前提で、問題（7）から（9）のような事例があることを理解しておくことが、障害時にあわ
てないためにも重要となる。



 229情報処理システム高信頼化教訓集（ＩＴサービス編）

ࣄ
ྫ
͔
Β
ݟ
͑
ͯ
͘
Δ



�

4.2ɹバックアップ切替え失敗の問題と対策（詳細説明）

対策
ʻ対策1�ʼ �04、ϛυルΣア、アϓリέーションのリリース時、旧όーδョンでの切しखॱ

を໌確にし、障害܇࿅を実施するɻ
OS、ミドルウェア、アプリケーションのリリース時は、そのソフトウェアにバグがあった場合、待機

系に切り替えても、稼働系と同様に待機系も障害になる。
よって、旧バージョンの手動での切り戻し手順を考え、その手順書を作成しておく。当然、障害訓
練をおこない、手順書の確認を行う。

ʻ対策11ʼ�本൪Քಇにۙいテストڥを用ҙし、04、ϛυルΣアのόーδョンアッϓ時のಈ作
確認とੑ能（ෛՙ）確認が͑ߦるΑうなπールを作成するɻ

本番稼働に近いテスト環境で、新バージョンでの動作確認と性能（負荷）確認が行えるツールがあ
れば、本番稼働が正常に行えるかどうかの検証ができる。それにより、システム障害を未然に防ぐ手
立てとなる。

ʻ対策12ʼ�化を実施する場合、すての機ثが化されて͓り、୯ମ機ث、またີ݁
合の機ثのΑうな化になっていない機ث、機能がない͜とをৗに点検するɻ

冗長化をしていると思っていたところが、厳密には冗長化と言えない構成が存在する。製品特性を
よく理解し、障害発生時に影響の生じない構成になっていることを常に点検する。冗長化された一つ
一つの機器を確認し、一方が障害になっても問題がないことを確認する。
※技術の教訓 T12は、この対策も有効である事例である。

ʻ対策13ʼ切ସ͑失ഊのリスクをྀߟし、失ഊのӨڹをہ所化する対策をཱてるɻ
例えば、サーバが複数台あり冗長化構成のグループを複数作ることができるならば、グルーピング

することによって、障害のあったグループだけが停止し、他グループは正常に稼働を続けるようなシス
テム構成を取ることもできる。
これは、サーバだけでなく、ネットワーク、ストレージ（NAS）でも同様にグルーピングを考慮するこ

とによってシステム全体が止まるようなリスクを軽減できる場合がある。一般には、フルメッシュ構成
を取る場合が多いが、このような対策も検討に値すると考える。
※技術の教訓 T10は、この対策をとった事例である。

ʻ対策14ʼ計画తに機系システムを本൪システムとして使用するɻ
定期的に本番稼働するシステムを交互に使う。そのことで、一方を止める（電源断）ことになり、長
期間連続運転によって引き起こされるOS，ミドルウェアなどの潜在バグを未然に防止することができ
る。あわせて、「稼働系と待機系システムの同期が取れている」確証を得ることができる。
また、ネットワーク機器にもこのような対策は、効果があると考える。
※技術の教訓 T16は、この対策をとった事例である。
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4.2ɹバックアップ切替え失敗の問題と対策（詳細説明）

��ɽ�ɽ��çωοτϫーΫͷସࣦ͑ഊ
ネットワークでの待機系への切替え時、障害機器の切離し（縮退運転）時の失敗について、問題と対
策を述べる。

問題
（1�）ネットワークをೋ重化しているにؔわΒͣ、ࣗಈ切ସ͑に失ഊする
ネットワークの機能向上により、ネットワーク機器のソフトウェアも複雑になってきている。そのた
め、ネットワークの切替えや、機器切離しの設定ミス、オペレーションミス、切替え後の性能問題など、
ホスト／サーバで起きている障害が、ネットワーク機器でも発生している。
・ネットワークで相互監視をおこなっている装置（ルータ等）が相手の障害を検知できずに、自動
切替えが実施されずに障害が発生した。
・ネットワーク障害時、ネットワーク機器の設定パラメータが誤っていたため、正しく切替えができ
なかった。
・ネットワークの切替え時にも端末側の再接続要求が集中したりして輻輳状態が発生し、性能問題
が生じた。
・サーバ間のメモリ上のデータ同期をとるため、ネットワークスイッチを介在した構成で、稼働系ス
イッチが自身の故障を認識できず、スイッチが待機系に切り替わらなかった。
※技術の教訓 T23は、このパターンである。
・2重化された回線が、集約された敷設のため、物理的な同時切断を引き起こす場合がある。
※技術の教訓 T30は、このパターンである。

原因
ネットワークの切替え失敗、縮退運用での性能問題の原因は、ホスト／サーバで起きている原因と
同じものがある。近年、ネットワーク機器の機能が向上しているため、ホスト／サーバと同様に管理し
なければならないが、現場の体制、技術が追い付いていないことも考えられる。

対策
対策についても、ホスト／サーバで立てた対策　＜対策 1＞から＜対策 9＞までを活用できる。

ʻ対策1�ʼ2重化ճઢのಉ時切断をආ͚るෑઃをߦう
せっかくネットワークを 2重化にしていても、敷設工事の時にケーブルを一緒に束ねておいては、物
理的切断が同時に起こる可能性が高くなる。そこで、ケーブルの設置状況、敷設状況の点検を行い、
同時切断が起こるような回線の集線個所では、配線を分離する。



 231情報処理システム高信頼化教訓集（ＩＴサービス編）

ࣄ
ྫ
͔
Β
ݟ
͑
ͯ
͘
Δ



�

4.2ɹバックアップ切替え失敗の問題と対策（詳細説明）

��ɽ�ɽ��çઃඋͷସࣦ͑ഊ
設備の冗長化失敗について、問題と対策を述べる。設備の障害は、結果として甚大な被害になること
があるので、対策は重要である。

問題
（11）ి 　装置をೋ重化しているにؔわΒͣ、όックアッϓに切りସ͑て障害になるݯ
無停電電源装置（UPS）や、自家発電機を準備しているにも関わらず、日常の点検漏れで動作確認

が行われず、いざ商用電源の供給が止まったとき、それらの装置が予定通り稼働しないために、シス
テム障害となった。また、自家発電機を複数台用意していたが、センサーが冗長化されておらず、な
おかつセンサーの障害に気づかなかったため、燃料切れを認識できなかったなどの事例もあった。

原因
運用管理者にとって設備については、やや専門外でもあり、注意が回らない場合がある。しかし、
一旦電源などの障害が起きた場合、すべてのシステム機器が故障する可能性を持つため被害は甚大で
ある。さらに、近年クラウドの普及により、データセンターの設立が相次いでおり、設備での不具合
が多数のシステム障害を一気に発生させる原因になっている。

対策
ʻ対策1�ʼ �ి ࿅܇うɻまた障害ߦのઃඋにͭいて、定期点検と、༧උઃඋのՔಇ確認をݯ

を定期తにߦうɻ
電源等の設備は、定期点検を行っている中で、予備設備に切り替えたりして稼働確認を行う。また、
設備担当の点検内容をヒアリングし、システムからの以下の観点も考慮する。

・冗長化されていない設備や周辺機器があるか。
・故障している設備や周辺機器があるか。
・無停電電源装置（UPS）などの充電は十分か、自家発電の燃料は充分あるか。　等

また、電源等についても、障害訓練で予備設備の本番稼働での使用を確認する。障害訓練中に障
害になる可能性もあるので、実施計画は慎重に立てる。例えば、一旦本体機器の電源を落とした後、
切替え後に順次本体機器の電源を入れるなどの工夫が必要である。

ʻ対策1�ʼిݯのઃඋの化の運用ཁ݅、ઃ計時に໌確にするɻ
電源等の設備においても、切替え時の不具合を起こさないように、多重化になっている個所、多重

化されていない個所の洗い出しを明確にし、対策を設計時に立てておく。
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

4.3 ώューマϯΤϥーのͱ対策（ৄࡉઆ明）

システム開発手法にのっとった、ソフトウェアのバグが皆無のシステムを安定稼働させていても、運用
時に些細なヒューマンエラーで、重大なシステム障害になる場合がある。これほど残念なことはない。
このヒューマンエラーは、どのくらい発生しているのであろうか。IPAの「情報システムの障害状況一
覧」の 2010年から 2018年前半に報道されたシステム障害件数 315件のうち、76件（全体の 24%）が
「作業ミス、設定ミス」などのヒューマンエラーであった。また別の調査 15では、ヒューマンエラーは、第
1位の「ハードウェア障害（40%）」に次いで、「ソフトウェア障害（13%）」を抜いた、第 2位の 29%であっ
た。
このヒューマンエラーは、現象は単純だが、完璧に無くすことは、人間が介在する以上、不可能であ

る。しかし、過去の報道事例から、ヒューマンエラーの失敗事例を分析し、その問題と対策をまとめる
ことによって、何らかの体系立った対策が得られるのではないかと考え、本節を設けた。
対策の特徴は、報道されたヒューマンエラー事例を「問題」として分類、体系立てて整理し、ヒュー

マンエラーに対して、多層防御で対策を考えることを提案している点である。さらに、部会で議論された
障害事例情報等を含めて、ヒューマンエラーの観点での対策の立て方を整理した。

��ɽ�ɽ��çݪҼੳํ๏ͱݪҼͷྨ
ヒューマンエラーが原因で起きたシステム障害は、原因分析方法を「人間特性」16に基づいて考える
必要がある。ここでは、ヒューマンエラーの原因分析方法と実際の原因分類を述べる。

（ώューマンΤϥーの原因ྨ）
一般に報じられるシステム障害で起こるヒューマンエラーの原因は、「作業ミス」や「設定誤り」として、
片付けられることが多く、本当の原因をつかむことが困難である。それは、システム障害の原因が、障
害が起きた個所がどこ（稼働時、保守作業時など）なのかを問題にする「システム観点」で捉えられるた
め、人がどのような作業で間違えたのかを問題にする「人間特性の観点」での視点が詳しく分析されず、
そのために「作業ミス」や「設定誤り」と簡単に片付けられてしまうからである。
そこで、ヒューマンエラーの原因分類には、従来の「システム観点」からの原因分析だけでなく、「人
間特性の観点」からの原因分析が必要である（図 4.3 ‒ 1）。

ώϡーϚϯΤϥーは、多防御で防げ！

15 日常でも、いざという時にも役立つバックアップとは？ ITmedia，2013.3.28
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1303/28/news003.html
16 人間が本来持っている性質
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

（システム観点での原因ྨ）
システム障害の報道事例から直接原因をシステムの観点で括って見ると、5つのフェーズで障害が発生

していることが判明した。さらに、その 5つのフェーズを起きた障害原因で分類したところ、12の原因
に分けられた（図 4.3 ‒ 2）。

「（1 ‒ 1） 運用・保守」は、運用保守作業時に起きた事例である。日常的な運用とは言え、対応する人
の経験状況、作業時間の制限など、いくつかの条件によって引き起こされている。
「（1 ‒ 2） システム更改」は、システム更改時の、移行作業、運用設定時に起きた事例である。このよ
うな更改作業時は、運用手順書を作成し、限られた時間内で、しかも1回で完了させなければならない
ため、作業ミスが目につく。
さらに注意すべき点は、システム更改時に事前に行う「（1 ‒ 3） テスト実施時」がシステム障害を引き起
こすことがある。せっかくシステム更改を障害なく行うために行った事前テストが仇となってしまっては、
せっかくの苦労が水の泡となったことであろう。
また、「（1 ‒ 4） 障害発生時」は、システム障害発生時にヒューマンエラーを起こした事例である。障害
対策の訓練等が事前に十分に行われていたならば、発生を減らせるものである。
「（1 ‒ 5） 窓口」は、システムを利用する人が起こしたシステム障害事例である。今後システムが社会にま
すます浸透していく中で、システムの利用者は広がっていき、システム開発時に想定しなかった使い方や
操作が多くなっていくことによって起きているエラーである。今後、決して疎かにできないエラーであろう。

図 4.3 － 1　ώューマンΤラーの原因分ྨ

ἤューἰὅỺラー
（作業ミス、設定ミス）

システムᚇໜの原因

ʴ᧓ཎ性のᚇໜの原因

図 4.3 － 2　原因のछྨと分ྨ

(1-1) 運用・̬ܣ
(1-1-1) サービスܱ中の作業ミス

(1-2-1) サービスܱ中の作業ミス

(1-4-1) 障害発生時の作業ミス

(1-5) ᆸӝ

(1-2) システムો

(1-1-2) サービスͣഥ時の作業ミス

(1) システムᚇໜ

(1-4-3) Ⴓᙻれ

(1-4) 障害発生時

(1-4-4) ્ፗ

(1-3-1) ἙーἑЪᨊ/Ẳࣔれ

(1-4-2) ऴإσஊミス

(1-5-1) ᆸӝの作業ミス

(1-2-2) サービスͣഥ時の作業ミス

(1-3) テスἚܱ時

(1-3-2) テスἚᄩᛐれ

(1-4-5) ᧈ᧓誤りにൢ˄Ầẵ
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

さらに、「（1 ‒ 1） 運用・保守」時に起きたヒューマンエラーと「（1 ‒ 2） システム更改」時に起きたヒュー
マンエラーには、「サービス実施中の作業ミス」と「サービス停止時の作業ミス」がある。当然「サービス
停止時の作業ミス」よりも「サービス実施中の作業ミス」の方が作業の難易度が高い。

（ਓ間ಛੑの観点での原因ྨ）
報道事例では、障害原因を作業ミス、設定ミスの一言で終わっているため、システム障害の現場でも
人間特性からのヒューマンエラーの原因は掴めていないのではないだろうか。
人間特性についての分類は、医療におけるヒューマンエラー 17などの先行研究があるが、これらの文

献を参考にして、システム障害の原因分析に活用していきたい。

人間特性は、大きく3種類に分類できる（図 4.3 ‒ 3）。18

「（2 ‒ 1） 生理学的特性」は、人間の持っている生理的特性であり、避けることができないものである。
この特性を無視し、作業者が、睡眠不足な状態であるにも関わらず、無理な作業スケジュールを立てて、
実行時エラーを起こすことなどは、この特性に起因するヒューマンエラーと言えよう。
「（2 ‒ 2） 認知的特性」は、外部からの情報に対する人間の認知能力が、誤りを起こす判断となる特
性である。「思い込み」、「誤認」、「忘却」、「学習・経験」に基づいた認識などは、日常的にもしばしば
見られるものである。「正常化の偏見」は、保守的で異常を認めない、明確な証拠がないと動かない傾
向を指す。「こじつけ解釈」は、情報の中から不都合な情報を都合の良いようにこじつける行動を指す。
「緊急時」は、異常事態では、簡単なことでも思い出せない状態を指す。「注意ちがい」は、あるものに
集中すると他の注意はおろそかになることや、関心があるものには注意がいくが、ないとおろそかにな

17 河野龍太郎「医療におけるヒューマンエラー第 2版」医学書院　2014年
18 同上

図 4.3 － 3　3ͭのਓ間ಛੑ�（จݙΛとにฤू）

(2-3) ২ٛ理学的特性

(2-1) 生理学的特性

(2-2) 認知的特性

・生理࡛ય
・ଗྨະ௷
・緊張
・スΠレス

・এいࣺ͙
認ࢋ・
・དྷݕ
・学ਠ、ࡑࠐ

ր͒のਲࡀ・
・ਬ౬に合わせる理
・২ٛ的手าき
・ਬ౬ஃၪ
・Ù¾¸±・½ÍÅ࡛ય

・ୃ常اの༊見
・こじつけ解釈
・緊ݢশ
・注意ちがい

（参考）河野龍太郎 「医療におけるヒューマンエラー第２版」医学書院2014

ɦໝତの特性が۾߸し合うા合̜͜る

(2) 人ۼ特性
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

ることや、注意は同じ水準で持続させることができないことを指す。
「（2 ‒ 3） 社会心理学的特性」は、複数の人間（集団）になると、その集団に属している人間が表す、
ある特性を持った行動を指す。「権威への服従」は、思っていても言えない、権威を持った人に逆らえ
ない状態を指す。「集団に合わせる心理」は、みんなが言うからいいや、などの安易な追従行為を指す。
「社会的手抜き」は、誰かがやるだろうと考え、1人当たりの作業量が、単独の場合と比べて集団では低
下する現象を指す。「集団浅慮」は、連帯感が強い集団は、集団の外部からの意見を聞かなくなる状態
を指す。「リスキー・シフト現象」は、赤信号みんなで渡れば怖くない、など集団の決定が、個人の決定
よりも危険な方に向かう状態を指す。

システムを開発、運用するのは、人間集団である。このような、人間特性が原因となるシステム障害が
あると思われるため、この人間特性を考慮したシステム障害対策を考えることが、ヒューマンエラーを減
らす方向につながると考える。

��ɽ�ɽ��çγスςϜ؍ͰͷݪҼྨྫࣄ
問題（事例）については、「（1）システム観点」での分類にしたがって紹介する。
日常の運用・保守作業において、ヒューマンエラーを起こす確率は高い。発生した事例を見ていくと、
運用・保守作業時における作業ミスを防ぐチェック機能が十分でなく、システム開発時におけるようなシ
ステムの不具合を取り除くチェックフェーズ、防御壁が薄いためと考えられる。

（1Ȃ1）運用・保守時のώューマンΤϥー
システム運用保守作業時に作業ミスを起こした事例をまとめた。作業ミスの主体者は、「運用担当者」、

「運用オペレータ」となる場合が多い。
このシステム運用時の作業ミスは、「サービス実施中の作業ミス」と「サービス停止時の作業ミス」に
分類できる。

（1Ȃ1 Ȃ1）αーϏス実施தの作ۀϛス
これは、サービス実施中に運用・保守作業を行ったときに、システム障害となった事例である。サー
ビス向上が進んでいる中、情報処理システムも「24時間 365日」稼働させることになり、運用保守作業
時にサービスを停止することができないため、サービス実施中に、運用・保守作業を行う場合が増えて
いる。
ここでは、「サービス実施中の作業ミス」としてまとめた。

ྫࣄ】 1】ূ ݊औҾॴɾऔҾγεςϜ
証券取引所において、日経平均先物やオプションなどのデリバティブ取引のシステムが障害となり、

11時 5分から同 30分までの 25分間、取引が中断した。先物取引が止まったことでヘッジ手段が限ら
れ、現物株に売りが出た。影響は日経平均で数十円程度とみられる。
原因は、基準値段（誤発注等による価格急変の防止の観点で導入された即時約定可能値幅）入力後

に人手によって実施すべきオプション取引のステータス切替えの作業にミスがあったことである。



236 情報処理システム高信頼化教訓集（ＩＴサービス編）

ࣄ
ྫ
͔
Β
ݟ
͑
ͯ
͘
Δ



�

4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

ྫࣄ】 2】ফɾྩ࢘γεςϜ
通話コールが 4時間にわたって着信してもすぐに切れてしまう状態となった。この時間帯の通報のうち、

着信後すぐに電話が切れる事態が発生。担当者が記録されている番号に折り返し電話することで対応
した。
通報を受ける装置の設定ミスが原因。過去に固定電話用の回線を一部廃止したにもかかわらず、シス

テムの設定を変えず、廃止した回線に接続確認のためのデータを送り続けたため、バッファオーバフロー
により通報がつながりにくくなった。

ྫࣄ】 3】ใಓؔػɾχϡʔε৴γεςϜ
記事編集や配信に使う基幹システムに障害が発生し、加盟新聞社 56社やテレビ・ラジオ局 106社へ

の記事配信ができなくなった。
電源設備の定期点検中に、誤ってシステムへの電力供給の不具合が発生、システムがダウンした。

（1Ȃ1 Ȃ2）αーϏスఀࢭ時の作ۀϛス
これは、サービス停止時に運用・保守作業を行ったときに作業ミスを起こし、サービス稼働に影響を
及ぼし、システム障害となった事例である。
これらの作業ミスを見ていくと、以下のような疑問が生ずる事例が多いように思われる。
・作業前の準備は万全だったのか
・作業後の動作確認は、万全だったのか

※ガバナンス／マネジメントの教訓 G6は，このパターンである。

ྫࣄ】 1】ϨϯλϧαʔόαʔϏεձࣾ
利用していた約 5,700件の顧客のメールデータやホームページデータなどを消失。大半のデータにつ
いて復旧も不可能となる。
サーバの保守作業に用いたプログラムに誤って「データ消去」のコマンドが混入していたのを気づかず
実行したため、不具合が発生。作業手順にも不備があり、バックアップデータも同時に消去してしまっ
た。

ྫࣄ】 2】ۜ .ɾ"Tߦ
早朝から全国 73拠点、429台のATMについて障害が発生し、取引不能となった。（ATMは全国に
約 6,000台）停止時間は約 6時間半。
業務終了後の定期保守で ATMのセキュリティ対策（OSのバージョンアップ）を実施したときに一部
作業ミスがあり、翌日の業務開始時点に ATMが動作しなかった。

ྫࣄ】 3】όεձࣾɾӡγεςϜ
バス会社では、消費増税にともなう運賃システム変更にミスがあり、消費税改定前の 3月 31日から増
税後の運賃を乗客から取っていた。ミスがあったのは路線バス 1台で、乗客 68人から10円ずつ余分
に取っていた。
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

3月 26日の運行終了後にシステム切替えの設定をしたが、1台だけ日付を誤って 1日早くセット。31日
始発から増税後の運賃を取り、約 2時間後に乗客の指摘で発覚した。

ྫࣄ】 4】ࣗ ຊாγεςϜجମɾॅຽ࣏
証明書発行システムで障害が発生。発行窓口に設置された約 3,200端末のすべてで遅延が発生した。
約 3万 5千件の書類発行が最大で 2時間遅れた。
年明けから「基幹系システム統合基盤」が稼働したが、印刷サーバの設定ミス（同時に実行できる印
刷命令数の設定ミス）により、処理遅延が発生した。設定ミスの原因は、帳票作成用パッケージソフト
ウェアの仕様を把握していなかったため。

（1Ȃ2）システム更վ時のώューマンΤϥー
システム更改は、一定期間内での一発作業であり、また多くの人の作業をスケジュール通りに進行さ

せていく工程であるため、作業ミスは起こりやすい状態である。
具体的には、以下の困難さをともなう。
①作業時間の制限
新しい機能、システムの開始予定時間までには、作業を完了させなければならない。

②十分な確認時間がとれない
①と同様ではあるが、作業の手戻りや、作業進捗が予定通り進まないことにより、十分確保した
確認時間が無くなってしまうことがある。

③ベンダによる独自のパラメータ/SG仕様等がある
ベンダ独自のパラメータ/SG仕様があるため、作業者は一般に不慣れな状態で作業を行う。新
製品の扱いであればなおさらのことであろう。

作業ミスの主体者は、「運用担当者」、「運用オペレータ」の他に、データ移行システム開発者なども加
わることがある。このシステム更改時の作業ミスも、「サービス実施中の作業ミス」と「サービス停止時
の作業ミス」に分類できる。

（1Ȃ2 Ȃ1）αーϏス実施தの作ۀϛス
システム更改時の作業は、難易度が高い上に、サービス実施中の作業であれば、さらに難易度が高
い運用作業になる。
※ガバナンス／マネジメントの教訓 G10は，このパターンである。

ྫࣄ】 1】௨৴ձࣾɾܞଳిαʔϏε
一部ユーザの各種設定情報が、他ユーザにより閲覧・変更可能となる。メールアドレス設定、モード

パスワードなどが変更された人数は約 780人、迷惑メール設定などが変更された人数は約 4,600人。各
種設定サイトを停止した。
ソフトウェア更改時の適用先サーバの誤りにより、本来は許されない参照・更新が可能となった。こ
のシステムは、利用者を 3群に分けて同じ機能を持つサーバ A群とB群に分散して収容していたが、
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

今回ソフトウェアの更改にあたって、B群サーバに誤って A群サーバ用のソフトウェアを適用してしまった
ため、B群側からA群側のユーザの情報を参照・更新可能となってしまった。

ྫࣄ】 2】௨৴ձࣾɾܞଳిαʔϏε
携帯電話（スマートフォン）の Eメールリアルタイム受信設定を行っていた端末について Eメール送受

信サービスが利用できなくなった。
新機能の追加のために実施したバージョンアップ作業において、現行設備のユーザ情報の新設備への
コピー作業中のコマンドに誤りがあり、現行と新設備の間でユーザ情報に不一致が生じた。

ྫࣄ】 3】έʔϒϧςϨϏձࣾɾ*1 ిαʔϏε
一部地域の利用者が 110番通報すると、4回に 1回の割合で地域外の警察署につながっていた。
IP電話サービスのサーバ内の設定を変更した際、誤って別データを登録したことにより障害となった。

（1Ȃ2 Ȃ2）αーϏスఀࢭ時の作ۀϛス
これは、サービス停止時にシステム更改作業を行ったときに作業ミスを起こし、サービス稼働に影響

を及ぼし、システム障害となった事例である。
※技術の教訓 T21は，このパターンである。

ྫࣄ】 1】ۜ γεςϜܥఆצɾߦ
オンラインシステムに障害発生。全国の本支店の店頭及びATMでの入出金、為替、照会などの取引

2,884件が不能に。インターネットバンキング利用の 988名が取引出来ず。他行やコンビニ店などでの
ATMにおける 2,805件の取引が出来ず。
正月 1日から 3日にかけて実施したシステムの更新作業で、更新すべきファイルを取違えたため。

ྫࣄ】 2】ۜ γεςϜܥఆצɾߦ
ATMシステムの障害により、ATM356台で通帳やキャッシュカードが ATMから戻らないトラブルな
どが発生し取引出来なくなった。全国のコンビニのATMでもトラブルが発生したため入金と振込みを停
止した。
サーバのシステム改修中に、関係のない ATMのデータを初期化したのが原因。

ྫࣄ】 3】మಓձࣾɾ࠲੮༧γεςϜ
鉄道会社のインターネット列車予約サービスでシステム障害が発生し、携帯電話・パソコンからの座

席予約・変更操作が利用出来なかった。
鉄道会社は、座席予約システムの管理をベンダに委託しており、ベンダの「旅客販売総合システム」に
接続している。この「旅客販売総合システム」サーバがダウンしたためサービスが停止した。サーバのダ
ウンの原因はプログラムの設定ミスであった。
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

（1Ȃ3）テスト実施時のώューマンΤϥー
テスト時にヒューマンエラーを起こしてしまい、本番環境に影響を及ぼしたために、システム障害となっ
た事例が存在する。これらの事例を、「（1 ‒ 3 ‒ 1）データ削除 /戻し忘れ」と「（1 ‒ 3 ‒ 2）テスト確認漏
れ」に分けて整理した。

（1Ȃ3 Ȃ1）σーλআ �しれ
本番環境でテスト実行後、テストデータを削除し忘れたり、元の本番環境に戻し忘れたりした事例で
ある。

ྫࣄ】 1】ۜ ɾҝସγεςϜߦ
残高証明書の発行手数料を 2重に引き落としてしまった。
原因は、月初めに実施したテストにおいて用いたテストデータの削除を忘れ、そのままバッチ処理を実

行したため、二重引き落としが発生してしまった。

ྫࣄ】 2】మಓձࣾɾվػࡳγεςϜ
消費増税に対するシステム更改前のある日、始発から午前 8時 40分ごろまで、鉄道会社 A 駅の自動
改札機を ICカードで出た利用者から過剰に運賃を収受した。
改札機の周辺機器を前日夜に更新した際、メーカが誤って消費税が 8%に増えた場合の運賃を登録し

ていた。改札機の周辺機器の更新を受託したメーカが、社内で消費増税に対応した動作をするか確認
するテストをした後、正しいデータを登録し直さないまま、現場に機器を設置してしまった。

ྫࣄ】 3】ۚ ༥ؔػɾҝସγεςϜ
外貨の為替レートとして誤った値を配信してしまった。別の日にも誤配信が発生した。
テスト用に使った仮のデータを誤って本番に反映してしまったために起きた。

（1Ȃ3 Ȃ2）テスト確認࿙れ
テストを本番環境で確認できなかったため、いざ本番で使うときに稼働しなかった事例である。この
ような本番環境で確認できない事例は、本番で障害を起こしやすい。
※技術の教訓 T12は，このパターンである。

ྫࣄ】 1】ࣗ ใϝʔϧٸۓମɾ࣏
システム導入時から約 1年半にわたって、緊急速報メールを送れない状態だった。24日の市総合防
災訓練までメールを使用する機会がなかったため、発覚しなかった。
職員が市内の携帯電話やスマートフォンにメールを送信しようとシステムを操作したが、携帯電話 3社
との通信が始まっても、メールを送れないままシステムが途中で終了した。システムを納入したベンダの
担当者の初期設定にミスがあったほか、自治体がテスト送信をせず、気づかなかったことが原因。



240 情報処理システム高信頼化教訓集（ＩＴサービス編）

ࣄ
ྫ
͔
Β
ݟ
͑
ͯ
͘
Δ



�

4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

（1Ȃ 4）障害発ੜ時のώューマンΤϥー
システム障害発生時に、ヒューマンエラーを起こした事例を整理した。原因を、「（1 ‒ 4 ‒ 1）障害発生
時の作業ミス」、「（1 ‒ 4 ‒ 2）情報共有ミス」、「（1 ‒ 4 ‒ 3）監視漏れ」、「（1 ‒ 4 ‒ 4）放置」「（1 ‒ 4 ‒ 5）
長期間誤りに気づかず」に分類した。

（1Ȃ 4 Ȃ1）障害発ੜ時の作ۀϛス
障害発生時に、作業ミスが起きた事例である。

※ガバナンス／マネジメントの教訓 G11、技術の教訓 T15は，このパターンである。

ྫࣄ】 1】ۜ γεςϜܥఆצɾߦ
東日本地域の約 1,000台のATMで、取引出来なかった。
前日夜に発生した地震による停電から、復旧作業を行っていたが、そのときに人為的ミスが生じた。

ྫࣄ】 2】௨৴ऀۀࣄɾ௨৴γεςϜ
新機能対応端末でパケット通信障害が発生、Web閲覧やメール送受信が全国でできなくなった。
信号制御装置の呼処理をする部分で、呼処理のログを現用系システムから予備系システムにリアルタイ
ムでコピーする機能に遅延が生じた。このとき、通信異常が生じたという誤ったアラームが出た。運用者
は、稼働系と待機系を収用する装置全体の復旧措置を実施した。そのため、LTE端末のセッションが
すべて開放され、LTE端末から一斉に再接続要求が発生し、過度にアクセスが集中し、新規接続がで
きない状況となった。
本来であれば、このアラームに対する対処としては、稼働系システムから待機系システムに切り替えれ
ば済むはずであったが、対処法が復旧手順書に記述されていなかったため、誤った手順で復旧作業を
行ってしまった。

（1Ȃ 4 Ȃ2）ใڞ༗ϛス
障害発生時に、情報共有ができていなかった事例である。
※ガバナンス／マネジメントの教訓 G4は，このパターンである。

ྫࣄ】 1】మಓձࣾ 3 ࣾɾ༧݊ചγεςϜ
予約券売システムが計約 4時間半にわたって停止した。切符の受け取りができなかったり、エラーと
なって販売ができなかったり、混乱が続いた。
原因は、システムを管理する関係会社間で、保守を実施する情報が共有されていなかったことである。
利用者へ通告がないままサービスが停止した。

ྫࣄ】 2】ࣗ ମɾೲ੫αʔϏε࣏
ある自治体は、クレジットカードで納税ができるサービスを新規リリースした。市民に「スマートフォン

からでも納税サービスが利用できる。」とアナウンスしていたが、実はその機能がなかった。
自治体の担当者が、ベンダの提案資料を誤解し、別契約が必要だったスマートフォンからの納税サー
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

ビスがそのまま利用できると勘違いした。クレジットカードの利用については事前にテストしていたもの
の、スマートフォンからの納税サービスについては運用テストを行わなかったため、市民から通報がある
まで気がつかなかった。

（1Ȃ 4 Ȃ3）監視࿙れ
障害が発生しているにも関わらず、障害と認識できなかった事例である。

ྫࣄ】 ຊ෦ɾҨࣦཧܯ【1
県内遺失物が警視庁のシステムに登録できず、また警視庁のシステムから他県からの拾得物情報を受
け取れない事態が発生した。その結果、ある期間の遺失物が持ち主に返還出来ないなどの影響が出た。
障害発生後、サーバのメモリ増強、プログラム修正に加えて、警視庁システムとの間の情報転送を自
動から手動に切り替えた。

ྫࣄ】 ಉར༻ηϯλʔڞ【2
スパコンを共同利用するために結んだネットワークの共同利用センターにて障害があり、利用者の保存
データの破損、消失が起きた。
共同利用センターで、データの書き込みを行う部分に障害が起き、保存データが破損した。中にはコ

ピーも破損し、復旧ができなかったものも生じた。障害はその後システムを更新する過程で修復された
とみられ、利用者が指摘するまでトラブルに気がつかなかった。

（1Ȃ 4 Ȃ 4）์ 置
放置の事例は、問題があると分かっていたにも関わらず、そのままにした事例である。

ྫࣄ】 1】ࣗ ใγεςϜࡂࡂମɾ࣏࠭
対応しているWebブラウザが IEのみで、さらに IE7以降のバージョンでは、互換表示機能を使わな

いと表示ができなかった。
自治体は不具合を解消する必要性を認識していたものの、検討のスピードが遅かった。（IEと互換表
示機能の利用を呼びかけるに留まっていた）次年度予算にシステム改修費を計上したものの、契約方法
の検討に手間取ったため、次年度になっても着手ができなかった。

（1Ȃ 4 Ȃ �）期間ޡりにͮؾかͣ
長期間誤りに気づかず、後になってシステムの誤りに気づく頃には被害が大きくなっている事態がたび
たび発生している。原因は、作業者（窓口担当者、エンドユーザ）の誤りとされたり、ソフトウェアのバ
グとされたり、そのようなシステムの不具合に長期間気づかなかった事例を取り上げた。

ྫࣄ】 1】ଛอݥձࣾɾอࢧۚݥ͍γεςϜ
システム上の不備で長期間にわたり、契約者から保険料を取り過ぎていたと発表した。
担当者が保険金支払いシステムに事故の種類を入力し忘れ、翌年以降、多く保険料を支払わなくては
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

ならない等級にしてしまった。車の盗難や火災、落書きなどで保険金の支払いを受けた契約者が該当。

ྫࣄ】 2】௨ൢձࣾɾΩϟογϯάαʔϏε
キャッシングサービスにおいて、過去 10年分の利息を誤って請求していた。
誤請求が発生したのは、キャッシングをして、その一部を約定日前に返済したケース。このケースで
は、利息を日割りで計算するが、システムには日割りの計算機能がなく、手作業で計算していた。手作
業での事務オペレーションにミスがあり、過剰請求につながった。
顧客対応や事務処理は、現場の判断で個別に対応していたので、システム部門や経営陣は、業務実
態を把握していなかったとみられる。

（1Ȃ �）૭ޱのώューマンΤϥー
システム利用者（エンドユーザ）が起こしたシステム障害を「窓口のヒューマンエラー」としてまとめた。

（1Ȃ � Ȃ1）૭ޱの作ۀϛス
ྫࣄ】 ձࣾɾ༧γεςϜۭߤ【1
予約システムの誤設定により、国内線の座席予約情報が消失。約 10万 6,000席の座席指定情報が
取り消され（航空券の予約は無効になっていない）、各顧客に座席予約のやり直しを依頼。
原因は、営業担当者が時刻表情報を予約システムへ更新する際に、誤って座席指定の予約情報を消
去したことである。営業担当者 2人による二重チェックを行ったが防げなかった。

ྫࣄ】 2】ࣗ ମɾॅຽථγεςϜ࣏
住民から求められていないのに、誤って個人番号（マイナンバー）を記載した住民票を交付した障害
が、5自治体で発生した。
原因は、窓口の職員の誤り。住民票コードを記載した住民票の申請に対して、個人番号（マイナン
バー）を記載した住民票を交付したケースが多い。

��ɽ�ɽ��çώϡーϚϯΤϥーରࡦ
ヒューマンエラーの対策は、「（1）プロセスの観点の対策」、「（2）関係性の観点の対策」、「（3）人間特
性の観点の対策」の 3つの観点を組み合わせた対策として考える（図 4.3 ‒ 4）。

ヒューマンエラー対策は、「システム観点」からの原因と「人間特性の観点」からの原因との組み合わ

図 4.3 － 4　ώューマンΤラー対策（ଟ御対策）

ἤューἰὅỺラーの対ሊ

(1) プロἍスのᚇໜの対ሊ

(2) ᧙̞性のᚇໜの対ሊ

(3) ʴ᧓ཎ性のᚇໜの対ሊ

対ሊࣂ᧸ޖٶ

運用プロἍスの対ሊ

開発プロἍスの対ሊ
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

せで、様 な々パターンが生ずるため、「このシステム観点で起きたこの事例グループには、これが対策で
ある」といった限定した対策の整理が難しい。
そこで、ヒューマンエラー対策は、対策の立て方、考え方についての手順を提示する。実際の対策は、
ここで示した手順で考えることにより、漏れのない対策を多層防御的に立てることができる。以下に、
具体的に説明する。

（1）ϓϩセスの観点の対策
プロセスの観点の対策は、「（1 ‒ 1）運用プロセスの対策」と「（1 ‒ 2）開発プロセスの対策」とに分け
て立てる。
運用時の些細な障害であれば、運用プロセスの対策で考えれば良いが、システム改修時の障害やシ

ステム開発時にまでさかのぼって対策を考えなければならない障害の場合は、開発プロセスの対策も検
討する必要がある。

（1Ȃ1）運用ϓϩセスの観点の対策
通常の、運用プロセスは、「準備」、「作業」、「確認」の 3段階のプロセスが存在し 19、スイスチー

ズモデルで表すと（図 4.3 ‒ 5）のように、3つの防御壁ができることになる。システム障害を防ぐには、
様 な々防御壁を立てて、その壁の穴を塞ぐことが有効である。

「（1 ‒ 1 ‒ 1）準備」プロセスは、運用・保守作業を行う場合、いきなり作業をするのではなく、その準
備作業が存在する。準備作業は、作業計画の作成（目的、実施時期、対象システム、HW、SW、アプ
リケーション、・・・等）、作業の変更内容、手順書作成、関係者のレビュー、事前テスト、確認などが
ある。これらの準備が十分行われれば、次の「作業」に進む。
「（1 ‒ 1 ‒ 2）作業」プロセスは、作業計画、作業手順書にしたがって、実際に本番環境で作業を行う。
ここでのポイントは、作業中に想定外の事態が生じた場合の対策をどのように考えておくかである。
最後に、作業終了後の「（1 ‒ 1 ‒ 3）確認」プロセスである。この確認が漏れ無く、誤り無く行われて
いることが確認できれば、本番稼働時の障害を防ぐことができる。

19 共通フレーム 2013では、保守プロセスとしてさらに細かく分類しているがここでは簡潔に 3段階とした

図 4.3 － 5　運用ϓϩηス

システム障害不具合/ミス
の要因

(1-1-1) แͳ (1-1-3) ᄩᛐ(1-1-2) ˺ಅ

対策 穴をふさぐ
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

（1Ȃ2）開発ϓϩセスの観点の対策
ここでは簡潔に、開発プロセス 20を、「設計」、「製造」、「テスト」の 3段階のプロセスとした。運用プ
ロセスと同様に 、スイスチーズモデルで表すと（図 4.3 ‒ 6）のように、3つの防御壁ができることになる。
運用プロセスと考えは同じなので、説明は、省略する。

（2）ؔ の観点の対策ੑ
ヒューマンエラーの原因と対策は、ヒューマンエラーの起こした本人とその周りの要素を「m-SHEL」モ

デルとして考えることができる（図 4.3 ‒ 7）。21

ここでは、m-SHELモデルの詳細は省略するが、m-SHELモデルを活用して、ITにおける対策の観
点を抽出すると、「マネジメント」、「運用改善」、「SW改善（運用）」、「SW改善（業務）」、「HW改善」、
「オペレーション環境」、「開発環境」、「支援体制」に分類される。

「（2 ‒ 1）マネジメント」は、m（マネジメント）の観点から対策を検討する。

20 運用プロセスと同様に、正確なプロセスは、共通フレーム 2013を参照
21 河野龍太郎「医療におけるヒューマンエラー第 2版」医学書院　2014年

システム障害
不具合/ミス

の要因

(1-2-1) 設計 (1-2-3) テスト(1-2-2) 製造

対策 穴をふさぐ

図 4.3 － 6　開発ϓϩηス

䠨-䠨䠄૽䠅൚ম৪、׳ఘଷ͈۷ത̥
ͣଢ଼̳ͥ

䠤䠄ΧーΡ;Ϳ 䠅͈ͅ
۷ത̥ͣଢ଼̳ͥ

䠯䠄ΕέΠ;Ϳͺ䠅、ဥ͈۷ത
̥ͣଢ଼̳ͥ

䠡䠄۪ޏ䠅͈۷ത̥ͣଢ଼̳ͥ

䡉䠄ζΥΐιϋΠ䠅͈
۷ത̥ͣଢ଼̳ͥ

䠄ฟ䠅Ἑ㔝㱟ኴ㑻 m-SHEL䝰デ䝹、䝠䝳ー䝬䞁䜶䝷ー

ᶋᵋᵱᵦᵣᵪἴἙἽ

(2-1) ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

(2-2) 運用改善

(2-3) SW改善(運用)

(2-4) SW改善(業務)

(2-5) HW改善

(2-6) ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ環境

(2-7) 開発環境

(2-8) 支援体制ᶋᵋᵱᵦᵣᵪἴἙἽ

m-SHEL䝰デ䝹

図 4.3 － 7　N�4)&LϞσルと*5 関係ੑ
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

「（2 ‒ 2）運用改善」、「（2 ‒ 3） SW改善（運用）」、「（2 ‒ 4） SW改善（業務）」の 3つは、S（ソフトウェ
ア）、運用の観点から対策を検討する。m-SHELモデルでの観点をシステムの観点から 3分割すること
により、運用面での対策、運用ソフトウェアの面での対策、業務ソフトウェアの面での対策、それぞれ
に対策の漏れが生じないようにした。
「（2 ‒ 5） HW改善」は、H（ハードウェア）の観点から対策を検討する。
「（2 ‒ 6） オペレーション環境」、「（2 ‒ 7） 開発環境」は、E（環境）の観点から対策を検討する。「（2

‒ 6） オペレーション環境」は、本番環境、運用プロセスでの対策であり、「（2 ‒ 7） 開発環境」は、テス
ト環境、開発プロセスでの対策になる。
「（2 ‒ 8） 支援体制」は、L-L（人）当事者、支援体制の観点から対策を検討する。

（3）ਓ間ಛੑの観点の対策
ヒューマンエラー対策では、戦略的エラー対策の考え方として、エラー対策を 4ステップに段階的に考

えていく方法がある。22 

˗εςοϓ ʢ̍ػձ࠷খʣɿݥةΛͱͳ͏۰ૺۀ࡞ͷݮ
ここでは、危険がともなう作業を減らすことを考える。具体的には、「やめる（なくす）ことはできない
か」を考える。しかし、多くの場合、行わないだけでは、本質的な解決にならないであろう。

˗εςοϓ ʢ̎࠷খ֬ʣɿ֤ۀ࡞ʹ͓͚ΔΤϥʔ֬ͷݮ
レヴィンの行動モデルでは、エラー発生確率＝ f（人的要因、環境要因）で表される。
環境要因での具体策では、「できないようにする」、「わかりやすくする」、「やりやすくする」があり、人
的要因の具体策では、「知覚能力を持たせる」、「認知・予測させる」、「安全を優先させる」、「できる能
力を持たせる」がある。

˗εςοϓ ʢ̏ଟॏݕग़ʣɿଟॏͷΤϥʔݕग़策
一般に多層防御（多重防御）などと呼ばれ、エラー検出を多数の手段、段階で行う対策を立てること

である。具体的には、「自分で気づかせる」、「検出する環境を作る」がある。
システム障害は、日常の運用中に起こるヒューマンエラーであることを考えれば、作業の様 な々個所で、
エラーを検出することが重要になる。

˗εςοϓ̐ ʢඃݶہʣɿඃΛ࠷খͱ͢ΔͨΊͷඋ͑
これは、万が一、システム障害になった場合の備えを考えることである。システム障害の拡大は、大
きなリスクになる。逆に、障害が発生しても、すぐ復旧できたり、障害を局所化できたりすれば、大き
な問題になることを防げる。

この 4ステップの対策をシステム障害の発想手順として、「（3 ‒ 1） 作業軽減」、「（3 ‒ 2） チェック機能」、
「（3 ‒ 3） 未然防止」、「（3 ‒ 4） 能力向上」の 4つにまとめた（図 4.3 ‒ 8）。

22 河野龍太郎「医療におけるヒューマンエラー第 2版」医学書院、2014年　P.65
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

「（3 ‒ 1） 作業軽減」は、やめる、できないようにする、分かりやすくする、やりやすくする、をまとめ
た作業者環境の対策である。
「（3 ‒ 2） チェック機能」は、障害を検出する対策を考えることである。
「（3 ‒ 3） 未然防止」は、障害を未然に防止する対策を考えることである。
この「（3 ‒ 2） チェック機能」と「（3 ‒ 3） 未然防止」の対策は、システム障害の発生をソフトウェアで防
ぐ対策が有効である。よって、システム部門としては、対策を実行にうつしやすい。
「（3 ‒ 4） 能力向上」は、知覚能力を持たせる、認知・予測させる、安全を優先させる、できる能力を
持たせる、自分で気づかせる、などのヒューマンエラーを起こした作業者自身の対策であるが、システム
障害を減らすための作業者への過度な期待は対策として限られるため、検討順序は下位になる。

（4）多ޚ対策
今まで述べてきた 3つの観点から対策をまとめると、多層防御対策になる。
　（1）プロセスの観点の対策 6段階
　（2）関係性の観点の対策 8段階
　（3）人間特性の観点の対策 4段階
を掛け合わせることで、192段階の対策を検討することができ、192の防御壁を構築することができる
（図 4.3 ‒ 9）。

図 4.3 － 8　ਓ間ಛੑの؍の対策
（参考）河野龍太郎 「医療におけるヒューマンエラー第２版」医学書院2014
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

では、具体的に対策の検討方法を述べる。ここでは、運用プロセスで考えてみたい。
対策の検討は、「（1）運用プロセスの観点」の段階で、ヒューマンエラー当事者の「（2）関係性の観

点」面での、「（3）人間特性の観点」対策を考えることによって、見つけ出すことができる（図 4.3 ‒ 10）。

例えば、以下の問いかけを発することにより、対策を探し、検討することができる。

図 4.3 － 9　ଟ御対策

運用プロセス

แͳ

˺ಅ

ᄩᛐ

関係性

ῼῩ 

人間特性

˺ಅ᠉ถ運用ોծ

ᵱᵵોծ(運用)

ᵱᵵોծ(ಅѦ)

ᵦᵵોծ

ῢῺ ῝ῩΊ ؾ

開発ؾ

ૅੲ˳С

΅ῗῥೞᏡ

ச᧸ഥ

ᏡщӼɥ

ᾅ ᶣ ᾇ ᶣ ᾃ ᾌ ᾀᾈᾁ ỉݣሊ

開発プロセス

ᚨᚘ

ᙌᡯ

ἘスἚ

図 4.3 － 10　対策のݕ౼ํ๏

段階で、 (3) 人間特性(1) 運用プロセス (2) 関係性 対策䛿䛺い䛰䜝䛖か䠛面での
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(3ᵋ1) ˺ಅ᠉ถ(2ᵋ2) 運用ોծ

(2ᵋ3) ᵱᵵોծ(運用)

(2ᵋᵒ) ᵱᵵોծ(ಅѦ)

(2ᵋᵓ) ᵦᵵોծ
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

・準備段階で、支援体制面での　未然防止策はないだろうか？
・準備段階で、運用改善面での　作業軽減はできないだろうか？
・作業段階で、SW改善（運用）での　チェック機能はないだろうか？
・作業段階で、オペレーション環境での　能力向上策は？
・確認段階で、支援体制での　チェック機能はなにがあるか？
・確認段階で、開発環境での　未然防止策はないだろうか？

こうして考えられる192個の対策案をひとつひとつ検討することによって、漏れのない、そして多層防
御的な対策になる。なお、考えられた対策は、すべて実行する必要はなく、優先度（効果、コストなど）
を検討して実行することになる。

��ɽ�ɽ��çώϡーϚϯΤϥーରྫࣄࡦ
このような対策事例は、報道事例からでは導き出すことは難しいので、「教訓集」の事例から考えてみ
たい。教訓集の中にヒューマンエラーの事例がいくつかあるが、そのうちの 1件をもとにヒューマンエラー
の原因分析と対策を導き出してみたい。

【事ྫ】ʦ܇ڭ(�ʧ　作ۀϛスとルール逸、個ਓのでな͘、৫のʂ
事例の経緯については、「2.6　作業ミス、ルール逸脱の問題に関する教訓　［教訓 G6］」を参照して

いただきたい。

【ਓؒಛੑ͔Βͷ原因】
当時、グループウェア・サービスの移行スケジュールが立て込んでおり、今回のアカウント登録作業も
すぐに行わなければならない状況であった。そのため、組織（システム部門）の作業依頼者から作業の
緊急性が運用チームに伝えられていた。
運用チームでは、教育、作業手順マニュアルの作成が追いつかず、チーム内のスキルの共有化ができ

ていなかった（作業の属人化）。そのため、作業は、不慣れな作業者一人で行うことになった。
作業中、チーム内ではお互い自分の作業に追われていたため、作業者は、問題が出ても熟練者に聞
くことができず、また、時間の制約による焦りがあった。そのため、早く作業を終わらせないと業務に
影響が生じ、自分がその原因を作ってはいけないというプレッシャを感じていた作業者は、不具合が生
じても、独断で作業を進めてしまった。
この経緯をまとめると、（図 4.3 ‒ 11）のようになる。教訓に示した図と基本は同じだが、右側にシステ
ム観点の原因として「通常運用　サービス停止時の作業ミス」があり、人間特性観点の原因分析として、
それぞれ、システム部門長、運用チームリーダー、作業者の原因を表示した。
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

組織（システム部門）の作業依頼者は、作業スケジュールが詰まっているにも関わらず、運用チームへ
の過度な期待から、「大したことではない。いつもやりきっている。なんとかなる。」と思い、作業の指示
を運用チームに伝えた。これは、人間特性の「認知的特性」の思い込みや誤認に相当する。
運用チームは、お互い自分の作業に追われていたため、不慣れな作業者に対する注意が行かない状
態であった。これは、人間特性の「認知的特性」の注意ちがいのひとつで、あるものに集中すると他の
注意はおろそかになる状態に相当する。
作業者は、新人のため作業に不慣れな上、短い時間で終わらせなければならないといった状態であっ
た。これは、人間特性の「生理学的特性」の、緊張、動揺、焦りなどの状態である。さらに、作業者
は、不具合が生じたとき、本来行ってはいけない作業手順を先輩もやっていたので自分もやっても構わ
ないだろうと考え、独断で作業を進めてしまった。これは、人間特性の「認知的特性」の情報の中から
不都合な情報を都合の良いようにこじつけることに相当する。

【ώϡʔϚϯΤϥʔ対策】
ヒューマンエラー対策は、「（1） 運用プロセス」段階で、「（2） 関係性」面での「（3） 人間特性」対策を
考えることになる。
（図 4.3 ‒ 12）に、事例で登場するシステム部門長、運用チームリーダー、作業者について、それぞれ
の原因から対策の一部を示した。

システム部門

職場

（運用チーム）

個人

→作業者

作業スἃἊュールầᛄộẾẺ

作業時᧓のᡐ
作業に不ॹれなཞඞ

ấʝẟᐯЎの作業に追Ừれ、
ᡲઃỂẨẵ

運用ἓームへの過ࡇな̔᫂

プレッシャー（圧力）

プレッシャー（圧力）

プレッシャーを感じて、動揺。障害発生

Ꮛ、ऴإσஊ、ἰニュアル作
ầ追ẟếẦẵ（ޓʴ化）

作業依頼
認知的特性

たいしたことはない
なんとかなる

生理学的特性

緊張・動揺・焦り

認知的特性

こじつけ解釈ルール外ẻẬỄέもởẾềẟるώώ

認知的特性

注意ちがい
作業者に注意がいかない

㏻常運用 サービス停止時の作業ミス

図 4.3 － 11　ਓ間ಛੑにΑる原因
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

システム部門長は、「たいしたことはない。何とかなる。」といった点を改善する対策として「作業を指
示する前にチームリーダーの意見を聞き作業依頼の可否を判断する」ことにより、作業スケジュールの適
切化が図られ、ヒューマンエラー防止ができる。
運用チームリーダーは、「作業者に注意がいかない」点について、「2名体制」をとることにより、誤り
のない手順で作業を行わせることができる。
作業者は、「緊張、動揺、焦り」が起きないように、事前の対策を十分検討する。また、「先輩がやっ
ているからいいや」と言った、ルール違反をチームで行わない対策を立てることができる。

対策は、これ以外にも色々考えられるであろう。ここは、一例としてとらえていただきたい。この事
例のような手順で、様々なアイデアを関係者同士で出し合い、問題と対策の共有を図ることが、今後の
ヒューマンエラーを防ぐことになると考える。

運用チームリーダー

作業者

【対策】 作業を指示する前にチームリーダーの意見を聞き作業依頼の可否を判断する。

【対策】 作業を作業者１人で行わせず、２名体制で確認しながら行う。

【対策】 日常の中で、チーム内ミーティングを行い、作業ルールを守ることの意義を話し合う。

認知的特性

たいしたことはない
なんとかなる

生理学的特性

緊張・動揺・焦り

認知的特性

こじつけ解釈

認知的特性

注意ちがい
作業者に注意がいかない

(2)ἰἊἳὅἚ

(3)ἓỹἕἁೞᏡ

(2)ૅੲ˳С

段階で、 (3) 人間特性(1) 運用プロセス (2) 関係性 対策面での

(1)แͳ (3)˺ಅ᠉ถ

(2)ૅੲ˳С(1)˺ಅ

(1)แͳ (3)ᏡщӼɥ

段階で、 対策面での

段階で、 面での 対策

段階で、 面での 対策

【対策】 作業を行う前は、作業手順書を作り、チームレビューを行い、作業者自身が、納
得のできる作業環境を作る。

(1)แͳ (3)ᏡщӼɥ段階で、 面での 対策(2)ἰἊἳὅἚ

システム部門長

図 4.3 － 12　ώューマンΤラー対策例
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

��ɽ�ɽ��çͱରࡦͷ·ͱΊ
ここまでの問題から対策への流れを整理し、「問題と対策一覧」としてまとめた（図 4.3 ‒ 13）。
ヒューマンエラーの対策は、以下の手順で行うことになる。

　ᶃ（作ۀϛス・ઃ定ϛス）
障害発生時の状況を整理する。図 4.3 ‒ 13の問題の分類を見て、該当するグループがあるかどう
かを調べる。このグループに当てはまれば、類似事例を見つけやすくなるが、このグループに当て
はまらない場合であれば、新たなグループとして整理すると、別の観点での対策が立てやすくなる。

　ᶄシステム観点の原因ੳ
システム観点の原因分析は、システムのどのフェーズで、どの場所で起きたかを分類することによ
り、システム観点でのヒューマンエラーの類似性を見つけることができる。
今後、システム障害事例の収集が進むにつれて、新たなカテゴリが発生することも考えられる。

　ᶅਓ間ಛੑ観点の原因ੳ
ヒューマンエラーの原因分析は、人間特性を考慮した、「なぜなぜ分析」を分析ツールとして用い
るのが一般的である。
人間特性については、他分野（航空、鉄道、原子力、医療など）での色々な先行研究があり、

幅広くそれらの文献を当たってみることも新たな気づきを得る上で、有効であろう。

　ᶆώューマンΤϥー対策
「4.3.3　ヒューマンエラー対策」で述べた、「（1） プロセスの観点」の段階で、ヒューマンエラー当
事者の「（2） 関係性の観点」面での、「（3） 人間特性の観点」の対策を考える。
プロセスの観点は、運用プロセスと開発プロセスがあることを述べたが、開発プロセスの観点が
必要となる対策は、その障害原因が、システム開発プロセスで対策を講ずる必要があるかどうかを
検討すべき場合に、検討する。
開発プロセスの観点では、サービス実施中の運用対策、システム更改時の運用対策、障害発生
時の窓口運用対策などが、考えられる。

ヒューマンエラーは、システム障害の単独の原因である場合のほかに、他の障害（ハードウェア、ソフ
トウェア）が起きたとき、そのときの人間の対応に問題があり、システム障害の影響が拡大する場合があ
る。
そのような場合でも、ヒューマンエラーの原因を中心に考えてみると、そこから新たな対策が見いださ

れると考えられる。
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4.3ɹヒューマンエラーの問題と対策（詳細説明）

④ヒューマンエラー対策
②システム観点の原因分析

運用・保守

障害発生時の
作業ミス

窓口

システム
更改

監視漏れ

障害
発生時

放置
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窓口の作業ミス

サービス実施中の
作業ミス

サービス実施中の
作業ミス

サービス停止時の
作業ミス

サービス停止時の
作業ミス

データ削除
/戻し忘れ

開発プロセス

準備

作業

確認

関係性

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 人間特性

作業軽減

運用改善

SW改善
(運用)

SW改善
(業務)

HW改善

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ
環境

開発環境

支援体制

ﾁｪｯｸ機能

未然防止

能力向上

設計

製造

・生理現象
・睡眠不足
・緊張
・ストレス

生理学的特性

・思い込み
・誤認
・忘却
・学習、経験
・正常化の偏見
・こじつけ解釈
・緊急時
・注意ちがい

認知的特性

・権威への服従
・集団に合わせる
心理

・社会的手抜き
・集団浅慮
・ﾘｽｷｰ・ｼﾌﾄ

社会心理学的特性

③人間特性観点の原因分析

テスト
実施時

テスト確認漏れ

運用プロセス

段階で、

(3) 人間特性

(1) 運用プロセス

(2) 関係性 対策面での

(1) 開発プロセス

①問題（作業ミス、設定ミス）

長期間の誤りに気
付かず

テスト

図 4.3 － 13　ώューマンΤラー　原因と対策一ཡ
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4.4ɹシステムの高負荷／過負荷に関する問題と対策（詳細説明）

4.4 システムのߴෛՙʗաෛՙに関するͱ対策（ৄࡉઆ明）

��ɽ�ɽ��çߴෛՙʗաෛՙʹؔ͢Δͷൃੜঢ়گ
本教訓集にもいくつか事例が収録されているように、システムが何らかの原因によって高負荷／過負
荷状態に陥ったこと（直接原因）をきっかけに、システムの停止などの障害を引き起こした事例がしばし
ば見られる。IPAの調査によると、2010年から 2018年前半の間に発生した情報システムの障害総数
315件（新聞等で報道されたもの）の内、この種の事例が 37件、約 12％に上っている。

これらを現象面から見ると、システムが高負荷の状態になったために、潜在的に抱えていたソフトウェ
アのバグが顕在化したもの、ハード障害や保守作業によって高負荷となり障害となったケース、障害か
ら復旧してサービスを再開した直後に待機していたユーザからのアクセスが集中して再びサービスが中断
した事例など、原因は様々である。しかし、いずれの障害もシステムの高負荷／過負荷が契機（直接原
因）となっており、この共通の観点からの障害分析や対策は、事故の防止のために有効であると考える。

��ɽ�ɽ��çݪҼͷྨ
システムが高負荷／過負荷状態に陥った原因は様々であるが、システム障害の報道事例や本教訓集の
教訓事例から同じような原因と考えられる関係する事例を括って見ると次の 5つに大別できた。さらに、
その中でも、まとめられる事例を中分類として括ってみたところ、15の原因に分けられた（図 4.4 ‒ 1）。
システムが高負荷／過負荷状態になる原因は、その原因がシステム開発時に正しく想定できていたか、
いなかったに分けられた。
システム開発時に正しく想定できていなかった理由は、もともとの想定が正しくなかった、「（1）もとも
との処理能力不足」と、運用の中での一時的に生じた特殊事態を想定できなかった、「（2）一時的なリ
ソース不足」と、想定していた以上に処理能力が必要な事態が起きてしまった「（3）想定を超える負荷」
の 3つに分類できた。
残りの原因は、システム開発時には正しく高負荷／過負荷状態になる事態を想定していたが、その後

の運用や環境の変化にともない、当初の想定以上の高負荷／過負荷状態になった、「（4）環境の変化へ
の対応遅れ」によるものに分類することができた。
さらに、2018年前半の事例から、外部要因による高負荷・過負荷が起こることが新たに加わった。

このような外部要因としては、サイバー攻撃などによって起こる事例も過去にあったことから、それらも
含め、「（5）外部要因による高負荷・過負荷」とした。

次に、各大分類に含まれる事例を整理しながら、さらにどのような原因があったのかを、述べていき
たい。

システムのੑ能条件は、開発の最ऴ段階での確認、調にҕね
るのではな͘、ӡ用をؚΉすてのఔでඞཁな手をଧつɻ
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4.4ɹシステムの高負荷／過負荷に関する問題と対策（詳細説明）

（1）ととのॲ理能ྗ不
システムの高負荷／過負荷の第一に考えられる原因は、システム構築時の設計段階における、処理能
力の見積もり誤りであろう。この原因は、さらに分析すると以下の 2つに分類できる。

（1Ȃ1）見ੵりޡり
もともとの処理能力不足の原因を探ると、そもそもシステムへの負荷の見積りが誤っていたことが判明
した事例があった。

ྫࣄ】 1】өըࡇɾిࢠνέοτൢചγεςϜ
ある日 12：00からのチケット発売開始後、アクセスが集中し、1時間半あまりでシステムが停止した。

発売開始直後から、Webサーバに 1分間で 3万 7000件を超えるアクセスが集中した（想定の 6倍以
上）。新たにクラウド上に構築した本システムは、利用状況に応じて処理能力を増やせる仕組みだったが、
最大限に拡張しても対応できなかった。チケット購入希望者のアクセスの仕方が、通常の映画ファンとは
異なり、短い時間で何度もアクセスを繰り返すことを認識できていなかった。

教訓集の中では、この分類に入る事例は、【教訓 G6】が該当する。

図 4.4 － ෛՙʗաෛՙ　原因の分ྨߴ　1

直接原因
(高負荷・過負荷)

(2)一時的なリソース不足

(1)元々の処理能力不足

(3)想定を超える負荷

(4)環境の変化への対応遅れ

(1-2)設定ミス

(2-1)ハードウェア故障

(2-2)運用ミス（作業ミス）

(2-3)プログラムバグ
(処理の集中による発現を含む)

(3-5)サービス再開後の過負荷

(3-1)機能追加、リニューアル

(3-2)災害の発生

(3-3)処理の極端な集中

(3-4)設定ミス + 処理の集中

(4-1)システムの限界値を超過

(4-2)容量設計の不備
(性能不備による処理の遅延)

(4-3)業務処理量の予測不備

(1-1)見積もり誤り

(5)外部要因による高負荷・過負荷

(5-1)外部システムの影響

(5-2)サイバー攻撃
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4.4ɹシステムの高負荷／過負荷に関する問題と対策（詳細説明）

（1Ȃ2）ઃ定ϛス
さらに、もともとの処理能力不足の原因を探ると、そもそもシステムへの負荷の見積りは正しかったが、
設計ミス、容量設計ミス、確認ミスなどによって、システムの能力がそれを満足できていなかった事例が
あった。

ྫࣄ】 2】ࣗ ຊாγεςϜجମɾॅຽ࣏
証明書発行システムで障害が発生し、発行窓口に設置された約 3,200端末のすべてで遅延が発生し
た。約 3万 5千件の書類発行が最大で 2時間遅れた。年明けから「基幹系システム統合基盤」が稼働
したが、印刷サーバの設定ミス（同時に実行できる印刷命令数の設定ミス）により、処理遅延が発生し
た。昼休み時間帯に、設定を暫定的に変更したところ、遅延は解消した。設定ミスの原因は、帳票作
成用パッケージソフトウェアの仕様を把握していなかったため。

教訓集の中では、この分類に入る事例は、【教訓 T28】が該当する。

（2）一時తなリιース不
一時的なリソース不足とは、システムの本番稼働中に、システムのリソースが一時的に不足し、相対
的に負荷が高くなった（主に内的要因によるもの）事例をまとめてみたものである。
　この原因は、さらに分析すると以下の 3つに分類できる。

（2 Ȃ1）ϋーυΣアނ障
ハードウェア故障とは、ハードウェアの故障により、一時的にリソースが不足した事例である。

ྫࣄ】 3】௨৴ऀۀࣄɾܞଳిγεςϜ
スマートフォンのサービスで、ホームページへの閲覧やメールの送受信がしにくい状態が 7時間続いた。
通信の中継設備が故障し、それにともない通信が集中したために発生した。

ྫࣄ】 4】௨৴ऀۀࣄɾܞଳిγεςϜ
国際ローミングサービスが利用しづらい状況となり、220の国と地域の最大 7万人に影響を与えた可

能性があった。国際電話用交換機の故障がきっかけとなって、国際共通線の輻輳および接続・切断の
繰り返しが発生し、利用がしづらくなった。

ྫࣄ】 5】ࣗ ใγεςϜࡂମɾ࣏
当該期間の約 1カ月、システムを利用できない状態が続いた。処理が遅延し、4～ 5時間前の情報

が表示される状態に陥ったため、システムの稼働を止めた。原因はハードウェア故障。冷却ファンとハー
ドディスクを交換すると、正常に稼働するようになった。ハードウェア故障は経年劣化によるもの。
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4.4ɹシステムの高負荷／過負荷に関する問題と対策（詳細説明）

（2 Ȃ2）運用ϛス（作ۀϛス）
運用ミス（作業ミス）とは、運用作業で、作業ミスを犯したために、本番稼働時にシステムが一時的
にリソース不足を起こした事例をまとめたものである。

ྫࣄ】 �】௨৴ऀۀࣄɾ-T& αʔϏε
4G LTE対応端末でパケット通信障害が発生、Web閲覧やメール送受信が全国でできなくなった。通

信異常のアラームに対処するためにシステム全体の復旧措置を実施したため、LTE端末のセッションが
すべて開放された。その結果、LTE端末から一斉に再接続要求が発生し、過度にアクセスが集中し、
新規接続ができない状況となった。 このアラームの対処としては、現用系システムから予備系へ切り替
えれば済むはずであったが、手順書に記述されていなかった。

ྫࣄ】 ੍γεςϜྩࢦிɾ【�
電話が、4時間にわたって着信してもすぐに切れてしまう状態となった。この時間帯の通報 712件のう
ち、59件で着信後すぐに電話が切れ、担当者が記録されている番号に折り返した。59件のうち 8件
では再度通報があり、救急隊が出動した。原因は、通報を受ける装置の設定ミスだった。先月 24日に
固定電話用の回線を一部廃止したにもかかわらず、システムの設定を変えず、廃止した回線に接続確認
のためのデータを送り続けたため、バッファオーバフローにより通報がつながりにくくなった。

ྫࣄ】 8】๏ਓஂମɹ݂ӷۀࣄใγεςϜ 
全国各地の 150カ所の献血ルームの約 7割や採血車で献血を受け入れられない状態が発生。数千人

が献血できない状態になった。献血者のデータなどを管理するシステムに障害システム内にある文書デー
タのフォルダー名を変更したことで、サーバに負荷がかかり、障害が発生した。

教訓集の中では、この分類に入る事例は、【教訓 T8】が該当する。

（2 Ȃ3）ϓϩάϥムόά	ॲ理のूதにΑる発ݱをؚΉ 

プログラムバグ（処理の集中による発現を含む）は、一時的にリソースが不足した原因を探ったら、プ
ログラムバグにより生じていたことが判明した事例である。

ྫࣄ】 �】௨৴ऀۀࣄɾ௨৴αʔϏε
高速データ通信サービス LTEで障害が発生し、データ通信ができなかったり、利用しづらい状況と
なっていたりした。関東の一部利用者で最大 56万台に影響した。さらに、この影響で、音声通信につ
いても同日 9時 30分から12時 22分の間、繋がりにくい状況となった。LTE基地局制御装置に修正
ファイルを投入中にハード障害が発生。切戻しを実施したが、その最中に輻輳が発生、リカバリ処理の
バグが顕在化し、MME（移動性管理機器）の両系がダウンとなった。LTEの障害により、端末が LTE

から 3G網へハンドダウン。加入者情報管理システムが過負荷状態となり、接続が一部正常に行われず
音声通信が困難または不可の状態となった。
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4.4ɹシステムの高負荷／過負荷に関する問題と対策（詳細説明）

ྫࣄ】 1�】ଛอݥձࣾɾװجใγεςϜ
５月 12日から断続的にシステム障害が発生し、保険契約の確認や事故対応などに影響が出た。5/15

にシステムを全面停止し、18日に復旧させた。この間は代替システムや手作業で業務を実施したが、保
険証券の送付など一部の業務が遅延した。11日に実施したプログラムの変更が原因。このプログラム
に不具合があったため、夜間バッチが中断し、処理を積み残した。翌日以降、バッチ処理と並行してプ
ログラムの修正を試みたもののうまくいかず、処理能力に余裕がなくなり、保険申込書の新規登録や事
故の受付等のオンラインが断続的に停止する事態になった。

（3）想定を超͑るෛՙ
想定を超える負荷とは、システムの本番稼働中に、システムに想定を超える負荷がかかった（主に外
的要因によるもの）ため、リソースが不足し、システム障害となった事例をまとめてみたものである。
この原因は、さらに分析すると以下の 5つに分類できる。

（3 Ȃ1）機能追加、リニューアル
システムの機能追加・リニューアルにともない、システムを更新し、本番稼働に望んだが、想定を超
える負荷がシステムにかかったために、システム障害となった事例である。

ྫࣄ】 11】ൢ ചձࣾɾωοταʔϏε
断続的なアクセス障害が発生した。アクセスがし難い不安定な状態が続いた。2102万人のユーザに
影響した。原因は、新機能追加が引き金となって高負荷が発生し、データキャッシュ制御ソフトのバグ
が顕在化したことであった。

ྫࣄ】 12】మಓऀۀࣄɾ*$ Χʔυ
同日から開始された新サービスの影響で、サービスへのアクセスが集中し、利用がしにくくなった。IC

カードの新サービスへの登録や、ICカードを使った座席予約券の購入など、オンラインサービスが利用
しづらくなった。

ྫࣄ】 ɾೲ੫γεςϜࠂਃࢠிɾి【13
インターネットを利用した地方税の電子申告で、当初は、繋がりにくい状態が発生したが、企業など
が送信したはずの申告データが自治体に届かない事態が発生した。

a）予想以上のアクセスが集中し、システムの負荷上限超え、
b）一部の通信機器の再起動繰返しによるレスポンス遅延、
c）この期間中、正常終了でないにも関わらず、手続きを終えるケースが多発

教訓集の中では、この分類に入る事例は、【教訓 T14】が該当する。

（3 Ȃ2）ࡂ害の発ੜ
台風などの災害の発生にともない、システムに想定を超える負荷がかかったために、システム障害と
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4.4ɹシステムの高負荷／過負荷に関する問題と対策（詳細説明）

なった事例である。

ྫࣄ】 14】௨৴ऀۀࣄɾ௨৴αʔϏε
東日本全域の通信が不能になり、最大 70万人に影響した。台風の影響などでアクセスが増大した。

認証サーバの応答が遅延して大量のリトライ処理を繰り返し、制御サーバが過負荷状態に陥りシステム
が停止した。再起動を試みるも、輻輳状況下で内在していたソフトバグにより再度システム停止が発生
した。負荷を抑止しつつ再起動を順次行ったため復旧に長時間を要した。

ྫࣄ】 15】ࣗ ମɾ8FC࣏ αΠτ
台風の詳細情報が掲載されている自治体のWebサイトがダウンし、アクセスができなかった。台風の
接近にともない、約 370万人が住む自治体のほぼ全域の携帯電話に、緊急速報メールが配信された。
「土砂災害のおそれがある」という内容だったが、システムの文字数制限が 200文字のため、対象の地
区は自治体のWebサイトを参照するよう案内された。その結果、Webサイトにアクセスが集中し、サー
バがダウンした。

（3 Ȃ3）ॲ理のۃなूத
処理の極端な集中とは、株式相場の急変やイベントの開催など、外的要因により処理が極端に集中

し、システムに想定を超える負荷がかかったため、システム障害となった事例である。

ྫࣄ】 1�】ۚ ༥ڞؔػಉηϯλʔɾ๏ਓΠϯλʔωοτόϯΩϯά
全国 142の金融機関で、企業向けのインターネットバンキングに接続し難くなり、取引できない状態に
なった。約 15万社の企業に影響した。取引の極端な集中により、サーバの処理が遅延。本来は、トラ
フィック監視プログラムが自動的にサーバ負荷を調整すべきところ、正常に作動せず、取引処理能力が
低下し、つながりにくい状態となった。

ྫࣄ】 1�】ࣗ γεςϜݥอ߁ຽ݈ࠃʗهମɾॅຽ࣏
住民票発行や転入／転出などの手続きができなくなった。待機用のサーバを起動させ、証明書の発
行業務に対応したが、25件の手続きが滞った。トラブル前日の 2月18日に、同システムのデータベース
に対してディスク容量を上回るデータ量の書き込み処理を実行したため、システムが停止状態となった。

ྫࣄ】 18】औҾॴ
全商品の取引を一時停止した。注文件数が処理能力の上限に達したため。この日は米国大統領選で

A 氏が市場予想に反して当選したことで、為替相場が大きく変動していた。

教訓集の中では、この分類に入る事例は、【教訓 G12、G13、G14】が該当する。

（3 Ȃ 4）ઃ定ϛス���ॲ理のूத
「設定ミス＋処理の集中」とは、本番稼働中に、システムの設定ミスと処理の集中が重なったため、シ
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4.4ɹシステムの高負荷／過負荷に関する問題と対策（詳細説明）

ステムのリソースが不足し、システム障害となった事例である。このような複合要因が重なると、障害の
影響は大きくなる。

ྫࣄ】 1�】௨৴ऀۀࣄɾ*% ೝূܾࡁγεςϜ
IDを使った全サービス（IDの新規登録、変更、サービス利用）をはじめ、かんたん決済、電子メー

ル設定、SNSサイトにおける年齢確認サービスなど ID認証決済のサービスが利用できなくなった。月
初めに行われる通信事業者の決済利用限度額のクリア処理によるアクセス集中に加え、データベースサー
バ群のメモリ割付処理パラメータに誤りがあり、CPUに過剰な負荷がかかった。

ྫࣄ】 2�】ۚ ༥ڞؔػಉηϯλʔ
全国の銀行 7行にてシステム障害が発生し、ATMの取引ができなくなるトラブルがあった。ATMの
利用中に障害が発生した取引は、7行合わせて約 4000件だった。

1回目（2/15）…取引制御プロセスの処理が遅延し、待ち行列が滞留。ATMの処理がタイムアウトし
た。原因は、ベンダから提供された製品マニュアルにミスがあり、取引量増加に対応するための作業に
設定ミスがあった。

2回目（2/26）…プロセスの滞留発生を、重点監視体制にて監視した結果、ログの書き込みが大量と
なった。大量ログデータの転送を開始した際、メモリが足りなくなりプロセスがタイムアウトし、ATMの
停止に至った。

（3 Ȃ �）αーϏス再開後の過ෛՙ
サービス再開後の過負荷は、システムが停止していた後、サービスを再開しようとした際、システムに
処理が集中し、一時的にリソースが不足した事例である。サービスの停止時間が長いと、サービス再開
時に一挙に大量の取引や処理が集中するため、このようなことが起きやすいと考える。

ྫࣄ】 21】ূ ݊ॴɾചങγεςϜ
デリバティブ売買が全面停止した。A売買停止にはじまり、10時 51分 B先物、11時過ぎには C先
物、D先物、E先物と次 と々取引停止が拡大した。原因は、売買処理プログラムの不具合だった。注
文処理直後のあるタイミングで一時的な通信障害が発生すると注文受口が開放されないままとなり、新
規の注文受付けができなくなった。このため、取引参加者がログインとログアウトを繰り返したためシス
テムへの接続が困難な状況が続いたため、すべてのデリバティブの売買を停止した。

ྫࣄ】 22】௨৴ऀۀࣄɾܞଳిγεςϜ
携帯電話のうち、Eメールリアルタイム受信設定を行っていた端末について Eメール送受信サービス
が利用できなくなった。一旦解消するも同様事象が再発した。その後、解消したが利用しづらい状況
が数日間継続した。影響を受けた端末は最大 288万台だった。新機能追加のための保守作業におい
てミスがあり、ユーザ情報に不一致が生じた。不一致を解消した上で新設備への切替えを実施したが、
その作業中に片系にハード障害が発生、残った正常系が過負荷に陥りダウンした。その後、再起動に
成功するが、滞留したメールなどの処理で過負荷状態が継続した。
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4.4ɹシステムの高負荷／過負荷に関する問題と対策（詳細説明）

の変化の対応れڥ（4）
開発の終了後、システムは長期にわたって運用されるため、その間にシステムを取り巻く環境は大きく
変化する。開発時点では妥当であった性能条件が、最新の利用条件を満足しなくなったために、システ
ムの処理能力を超えたケースである。これは、「（3）想定を超える負荷」と似たケースであるが、（3）は、
ピークがある特定な場合に来る現象であるのに対し、この場合は定常的に過負荷になるケースである。
この原因は、さらに分析すると具体的に以下の 3つに分類できる。

（4 Ȃ1）システムの限ք値を超過
システムの限界値を超過とは、システム設計時に見積もったシステムの限界値が、システム環境の変化

（物理量、運用、環境）によって変化していたため、限界値を超えないと思っていたシステムが、限界値
超過したために起きたシステム障害事例である。

ྫࣄ】 23】మಓձࣾɾӡߦཧγεςϜ
列車運行管理システムでダイヤの変更入力を行った際、予想ダイヤが表示されなくなったため、確認の

ため全列車を停止させた。列車 8本が立ち往生した。運休・遅延本数は 139本となり、8万 1,200人
に影響した。列車運行管理システムにおいて、ダイヤ変更入力時に、修正データ数がシステムの限度値
600件を超えると、予想ダイヤを表示出来ない実装となっていた。また、このことに関する情報共有が
出来ていなかった。

ྫࣄ】 24】ۜ γεςϜܥఆצɾߦ
オンライン取引の開始が大幅に遅延した。一部の取引はその後も利用できなかった。前日の夜間バッ

チ処理の異常終了により、決済処理が 38万件未処理となった。16日以降も決済未処理件数は増加し、
3連休中（19日～ 21日）はオンライン業務を完全停止し、未処理の解消を計り、22日時点で大半が解
消したが、完全な解消は 24日となった。震災の義援金振込みが、特定の支店口座に集中し、あらかじ
め設定してあった夜間バッチ処理の一口座当りの処理件数の上限値を越えたため、夜間バッチ処理のエ
ラーが多発し、処理の大幅な遅延を招いた。

教訓集の中では、この分類に入る事例は、【教訓 T4、T18、T32】が該当する。

（4 Ȃ2）༰ྔઃ計の不උ 	ੑ能不උにΑるॲ理のԆ 

容量設計の不備（性能不備による処理の遅延）とは、環境の変化への対応遅れから、データ容量や
処理能力の不足に対する対策を行わなければならない事態であったにも関わらず、その対応を怠ったた
めに起きたシステム障害事例である。

ྫࣄ】 25】௨৴ऀۀࣄɾܞଳిγεςϜ
携帯電話の音声通信やメールの送受、インターネットへの接続などデータ通信がしづらくなり、約 252

万人に影響した。スマートフォン契約者の増加に対応するために、新型パケット交換機への切替えを実
施した。 トラフィックの上昇にともない、新型パケット交換機の動作が不安定な状態となり、ネットワー
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4.4ɹシステムの高負荷／過負荷に関する問題と対策（詳細説明）

クの自動規制により、繋がりにくい状況となった。 スマートフォンのアプリケーションによる制御信号のト
ラフィックが増加しパケット交換機の処理能力がオーバフローした。

ྫࣄ】 2�】మಓձࣾɾ*$ ΧʔυγεςϜ
ICカード一部会員に対する 2014年 2月分の請求が 1カ月遅れた。影響を受けた会員は約 32万人、
件数は約 80万件だった。会員が他のクレジットカード会社の加盟店で ICカードを使った金額の請求業
務に必要なバッチ処理が、期日どおりに完了できなかった。2月 26日から滞留が発生し、合計約 80万
件の請求処理が 3月 4日までに完了せず、一部会員への請求が 1カ月間遅れた。対策として、バッチ処
理に要した時間について、計画と実績の乖離状況を毎月チェックするなどの運用体制を強化した。

ྫࣄ】 2�】ಈը৴ձࣾɾಈը৴γεςϜ
スポーツリーグのライブ動画が見られないトラブルが起きた。また、見逃し映像の配信もストップした。

16時ごろに終了したスポーツリーグ 7試合を配信直後、アクセスが集中した。原因は、ログが急増し、
リソース不足により処理が滞留したことだった。

教訓集の中では、この分類に入る事例は、【教訓 G12、G13、G14】が該当する。

（4 Ȃ3）ۀॲ理ྔの༧ଌ不උ
業務処理量の予測不備とは、業務の変化への対応遅れから、データ容量や処理能力の不足に対する
対策を行わなければならない事態であったにも関わらず、その対応を怠ったために起きたシステム障害
事例である。

ྫࣄ】 ಉηϯλʔڞ【28
業界共同システムで、稼働後 1年が経過し、業界普及率がシステム稼働当初から 2倍に増加する時
期に差し掛かっていた。業務の特性上、Xシステムは年度末に処理が集中する傾向があるが、キャパシ
ティ予測が不十分であったため、想定を大幅に上回る負荷がサーバにかかったことによりミドルウェアの
潜在バグが発現し、システムダウンとなった。潜在バグの修正はすぐには対応できず、またキャパシティ
の増強も時間がかかるため、年度末、数日間にわたってシステムがダウン、あるいはレスポンスが極度に
悪化する事態となり、運用上、大幅な利用制限を行わざるを得ず、業務が著しく停滞した。

教訓集の中では、この分類に入る事例は、【教訓 G5】が該当する。

（�）֎෦ཁ因にΑるߴෛՙ・過ෛՙ
システムが高負荷・過負荷になる要因として、外部環境からの影響によるものが存在する。一つは、
外部システムの不具合が自システムに影響した事例と、二つめは、サイバー攻撃によるものである。
これらの要因は、自システム開発時に判明している場合であれば、当然設計時に対策を組み込める

が、運用時に起きた要因であれば、システムの次の開発や更改時に対策を組み込むしかなく、むしろ、
そのような現象が起きたことを、素早く正確に把握できなかったことが問題となる。
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4.4ɹシステムの高負荷／過負荷に関する問題と対策（詳細説明）

（� Ȃ1）֎෦システムのӨڹ
近年のインターネットの普及は、思わぬところで起きたシステム障害が多くの事業者の基幹システムに
影響を及ぼすことがある。

ྫࣄ】 2�】ถάʔάϧ
多くの企業では 8月 25日 12時 24分から17時ごろまで、一部のネットサービスが利用しにくくなるシ
ステム障害が発生。スマートフォン向け電子サービスや電子マネーのチャージ等多くの機能が不安定に
なった。そのほか、金融機関、証券会社などのネットサービスなども一時使えなかった模様。
米グーグルから大量の経路変動があり、国内通信事業者を介してインターネットに接続していた企業の
ルータが大量の経路情報を受け取り高負荷となり、通信障害につながった。原因は、米グーグルが 8月
25日 12時 22分ごろに、国内通信事業者とピアリング（対等な関係でネットワークの経路情報をやり取
りすること）していた時、誤った経路情報を大量に送ったことによる。

（� Ȃ2）αΠόーܸ߈
サイバー攻撃（意図した要因で起こる）は、システム障害（意図しない要因で起こる）とは別の観点で

の原因、対策が取られるものであるため、本教訓集では、対象外としていたが、システムの高負荷・過
負荷の問題での外部要因として考える場合、システム障害として一緒に考えることができると考え、事例
として、取り上げた。

ྫࣄ】 3�】%P4 ܸ߈ 23

DoSとは "Denial Of Service"のことで、提供するサービスを妨害したり、停止させたりするものを指
す。サービスを妨害する攻撃は、「過負荷をかけるもの」と「例外処理ができないもの」の 2種類に分け
ることができるが、このうち、「過負荷をかけるもの」としては、以下のような事例がある。

・巨大なメールや大量のメールを送りつけメールサーバのディスクや CPU資源、ネットワークの帯
域を潰す。
・SYNパケット 24を送信し相手側を無限ループに陥らせる。
・相手に対し多くのコネクションを攻撃するサーバに張り運用ができないようにするもの。

ྫࣄ】 31】%%P4 ܸ߈ 25

これは、"Distributed Denial Of Service"の略で、DoS攻撃を行うホストがネットワーク上に分散して
いる形態である。つまり、DoS攻撃の場合は、攻撃側と相手側の 1対 1で行われるが、DDoSは攻撃
側が複数存在し、1台のサーバを攻撃する。例えば、1,000台が 1台のサーバを攻撃する。

DDoSの攻撃を受けた側は、1,000台、10,000台といった多くのホストから一斉に攻撃を受けるため、
サービスやネットワークが過負荷となり、停止することになる。

23 IPAセキュリティセンター「DoS攻撃、DDoS攻撃」
24 接続を確立するために送られるパケット
25 IPAセキュリティセンター「DoS攻撃、DDoS攻撃」
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4.4ɹシステムの高負荷／過負荷に関する問題と対策（詳細説明）

（原因のまとΊ）
以上のように、ひと口に「高負荷／過負荷」とは言っても、障害が発生した状況や、システムが稼働し
ている環境まで含めて考えてみると、その原因は非常に多岐にわたることがわかる。

��ɽ�ɽ��çରࡦ
前章までに示してきたように、高負荷・過負荷によって障害が発生する原因は様々であるため、何か
一つ実施すればすべて解決するような、特効薬的な対策があるわけではない。開発、運用にわたるす
べての工程において、適切な対策の積み重ねが必要である。そのため、どのシステム障害対策は、（図
4.4 ‒ 2）のように、フェーズごとに対策を実行していくことが重要である。

往々にして、システム性能に関しては、開発の終盤に入ってから確認・調整を行えば足りるとする傾向
があるが、それでは全く不十分であり、すべての工程において性能品質を作り込むことが重要である。
以下、工程ごとに主要な対策を示す。さらに、教訓集では、性能問題に関係する教訓がいくつかある
ので、それらを「紐付く教訓」として参照できるようにしたので、具体的な対策については、それらの教
訓もあわせて参照して頂きたい。

画・ཁ݅定義工ఔا（1）
（1Ȃ1）ੑ 能にؔするཁ݅定義
企画・要件定義の工程において、システム性能に関する非機能要件を定めることは不可欠な作業項目
である。しかし、非機能要件はその項目が多様であり、技術的にも複雑な内容を持つものであるため、
機能要件に比べると、要件を抜けなく適切に定義することはやさしくない。このため、IPAでは非機能
要件を比較的簡単に定義できる手法として、非機能要求グレードを公開している。この中では、性能に

対策(1)˖ဒὉ要ˑܭ፯

対策(2)設計Ὁ製造

対策(3)テスト

対策(4)ᢃဇ

対策ί1-1ὸࣱᏡỆ᧙ẴỦ要ˑܭ፯

対策ί4-2ὸ障害ࢸのシステムϐ

対策ί2-3ὸシステムਘࢌೞᏡの設計ểܱᘺ

対策ί3-1ὸࣱᏡԼឋのᄩᛐ

対策ί2-2ὸᒵСࣂೞᏡの設計ểܱᘺ

対策ί5-1ὸシステムᢃ᠃ཞඞのႳᙻ

対策ί2-1ὸࣱᏡ設計ểࣱᏡᙸᆢ

対策ί4-1ὸシステムਘࢌのᢘễЙૺểܱ

対策ί4-3ὸἁἻỸἛửМဇẴỦᨥのᢃဇሥྸ

対策(5)Ⴓᙻ

図 4.4 － 2　ੑ能࣭の管理のたΊのఔ͝との対策
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4.4ɹシステムの高負荷／過負荷に関する問題と対策（詳細説明）

関する非機能要件として定義すべきものとして、以下の 4項目をあげており、その詳細が示されている。
①業務処理量
②性能目標値
③リソース拡張性
④性能品質保証

また、オンライン及びバッチの性能を設計する際に、通常時とピーク時、それぞれの場合について検
討すべきことが示されている。
これらを参考に、性能に関する非機能要件を抜けなく設定し、設計へインプットすることが必要であ

る。
ؔ࿈͢Δ教訓
・T28　パッケージを更新するときは、変更内容の詳細確認と回帰テストで二重に安全を確保せよ

（2）ઃ計・工ఔ
（2 Ȃ1）ੑ 能ઃ計とੑ能見ੵ
設計にあたっては、機能要件の実現のための検討に終始し、性能要件をはじめとする非機能要件の
実現に向けた検討が疎かになる傾向がある。処理方式の選択などにおいては、性能要件の実現の見地
からの検討も重要である。処理方式についての性能見積りを机上で行い、常に設計にフィードバックす
ることが必要である。

（2 Ȃ2）ෛՙ制ޚ機能のઃ計と実装
非機能要件として決めた業務処理量や性能条件は、過去のデータからの推定をもとに、実現性やコス
トなどを総合的に判断して定めたものであり、実際に生ずるトラフィックがこれを超えない保証はどこに
もない。設計条件を超えるトラフィックが実際に生じたときにも、システムへの入力を適切に制御する負
荷制御機能により、システムが安定して動作するよう制御することが重要となる。このための機能の実
装が必要である。

（2 Ȃ3）システム֦ு機能のઃ計と実装
原因の項で述べた通り、環境の変化にともない運用期間中に、当初に想定した性能条件を越えてシス
テムの拡張が必要になるケースもある。システムの運用期間中に拡張が想定されるシステムにおいては、
あらかじめシステム拡張のための機能を組み込んでおくことも必要となる。ハードウェアの能力拡張だけ
であれば、より性能の高いハードウェアに置き換えること（スケールアップ）やクラウドの利用によってス
ケールアウトも可能であるが、ソフトウェア的な制約についてはあらかじめ設計に反映しておくことが必
要であり、注意を要する。
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4.4ɹシステムの高負荷／過負荷に関する問題と対策（詳細説明）

（3）テスト工ఔ
（3 Ȃ1）ੑ 能࣭の確認
開発の最終段階では、実際に運用を行うシステム構成の最終確認を行う必要がある。性能条件を満
足するために、CPU、メモリ、ファイルなど、各種計算機資源の適切な容量設計の確認を行う。
可能ならば、実負荷による性能の確認、さらに負荷変動に対する耐力の確認など、それ以前の工程

で実施した対策が所期の目的を果たすべく正しく実装されていることを、実システムにおいて確認する。
また、障害発生時に縮退運転を想定している構成の場合には、縮退運転時に想定した性能が正しく発
揮されるかも確認しておくと良い。
テストに利用できる資源の制約や運用上での制限などにより、実運用と同じ環境でのテストは困難な

場合が多いが、工夫をしてできる限り実環境に近い状態での確認が重要である。

（4）運用工ఔ
（4 Ȃ1）システム֦ுのద時な断と実施
せっかく拡張機能が実装されていても、それを適切なタイミングで実施しなければ意味がない。その

ためには、システム拡張の判断基準をあらかじめ決め、上記の運転監視の状況に照らし合せるなど、拡
張判断が適時・迅速に行えるような手順や体制を整備しておくことが重要である。また、設定した拡張
条件は環境の変化に合わせて見直すことも必要となる。

ؔ࿈͢Δ教訓
・G14 設計時に定めたキャパシティ管理項目は、環境の変化にあわせて見直すべし
・T4 システムに影響する変化点を明確にし、その管理ルールを策定せよ！
・T32 周期処理、「時間」と「変化」を監視せよ！

（4 Ȃ2）障害後のシステム再開
システムが障害から復旧し、サービスを再開した直後にトラフィックが集中して、再びトラブルになると
いう事例もある。多くの処理要求がサービスの再開を待って待機した状態であり、サービス再開と同時
に処理要求が集中するなど、通常のサービス開始時とは異なったトラフィック特性となる。システムへの
負荷を制御し、システムの処理能力を超えないようにコントロールしながら徐々に再開するなどの慎重な
対応が必要である。

ؔ࿈͢Δ教訓
・T24　サービス縮退時の対策を考慮せよ

（4 Ȃ3）クϥυをར用するࡍの運用管理
教訓 T8に見られるように、システムをクラウドに移行する際、各サーバの運用要件を整理せず移行

すると、リソース不足や性能不足を起こし、クラウド利用の効果が上がらない事態に陥ることがある。
クラウドへの移行を行う場合、リソース管理、性能監視を設計時に十分に考慮する必要がある。特に、
サーバ同士をグループ化する場合、仮想化ソフトウェアが追加されることにより、オーバヘッドが増大
することを見逃してはならない。仮想サーバグループの性能は、「サーバ台数分＋仮想化ソフトウェアの
オーバヘッド」として見積もる必要がある。
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4.4ɹシステムの高負荷／過負荷に関する問題と対策（詳細説明）

また、このような運用設計を実施する中で、システム部門は、サービス開始までに要員のスキルを十分
に高めるために、障害対策の検討、障害対策マニュアルなどの作成を行い、運用要員教育、障害訓練
（移行時、稼働時）を実施する必要がある。

ؔ࿈͢Δ教訓
・T8　仮想サーバになってもリソース管理、性能監視は運用要件の要である

（�）監視
（� Ȃ1）システム運సঢ়گの監視
システムの運転状況の監視に当たっては、システムへの処理要求の推移や、それに対する応答時間の
状況などを監視する必要がある。高負荷／過負荷の状態に至るには、それ以前に入力の急激な増加や
応答時間の延伸などの兆候が見られるケースもあり、場合によっては障害発生の前に対策が可能である。
また、システムの高負荷／過負荷に係る障害は、一見システムは正常に運転されているように見えるに
もかかわらず、システムに接続しづらい、応答が極端に遅い、といった利用者からの申告によって検出
される、いわゆるサイレント障害の例もあり、適切なシステム運転状況の監視が求められる。
さらに、外部環境からの影響による、外部システムの不具合が自システムに影響する場合とサイバー
攻撃による場合の対策は、この監視機能が重要となる。具体例としては、システムで流れるネットワーク
トラフィックを分析・可視化し、通常と異なるトラフィックの動きを監視し、攻撃や異常を早期に発見する
機能をもたせ、気がついた異常個所を止めたり、トラフィックを迂回させたり、などの機能を持つ仕組み
が必要になる。

ؔ࿈͢Δ教訓
・G5 サービスの拡大期には業務の処理量について特に入念な予測を実施すべし
・G12 キャパシティ管理は、業務部門とシステム部門のパートナーシップを強化するとともに、管理

項目としきい値を設定して PDCAサイクルをまわすべし
・G13 キャパシティ管理は関連システムとの整合性の確保が大切
・T11 サイレント障害を検知するには、適切なサービス監視が重要
・T14 Webページ更新時には、応答速度の変化等、性能面のチェックも忘れずに
・T18 新たなサブシステムと老朽化した既存システムとを連携する場合は両者の仕様整合性を十分

確認すべし
・T22 隠れたバッファの存在を把握し、目的別のしきい値設定と超過アラート監視でオーバフロー

を未然に防止すること

（�）原因と対策のまとΊ
（図 4.4 ‒ 3）に、「原因と対策一覧」を示す。原因から対策に「→」が出ていない個所もあるが、一切
結びつかないというわけではないが、関連性が弱いので、線がある点を中心に考えて頂きたい。

��ɽ�ɽ��çຊऔΓΈʹΑΔޮՌ
問題の項で述べた通り、高負荷／過負荷をきっかけとする障害は一定の比率で発生している。これら
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4.4ɹシステムの高負荷／過負荷に関する問題と対策（詳細説明）

の対策によって、障害を少なくすることが期待される。
また、高負荷／過負荷状態となった結果、ソフトウェアに内在していた潜在バグが顕在化した例もあ

る。性能確認テストの実施が、バグの叩き出しにも効果をもたらし、結果的にシステムの安定性の向上
に寄与する効果も期待できる。

Ẕ直接原因ẕ 高負荷・過負荷

(2)一時的なリソース不足

(1)元々の処理能力不足

(3)想定を超える負荷

(4)環境の変化への対応遅れ

(1-2)設定ミス

(2-1)ハードウェア故障

(2-2)運用ミス（作業ミス）

(2-3)プログラムバグ
(処理の集中による発現を含む)

(3-5)サービス再開後の過負荷

(3-1)機能追加、リニューアル

(3-2)災害の発生

(3-3)処理の極端な集中

(3-4)設定ミス + 処理の集中

(4-1)システムの限界値を超過

(4-2)容量設計の不備
(性能不備による処理の遅延)

(4-3)業務処理量の予測不備

(1-1)見積もり誤り

対策(4)ᢃဇ

対ሊ（4-2）障害後の
システム再開

対ሊ（5-1）システム運᠃ཞඞ
のႳᙻ

対ሊ（4-1）システムਘࢌの
ᢘ時なЙૺểܱ

対ሊ（4-3）ἁラウドをМ用Ẵる
ᨥの運用ሥ理

Ẕ対ሊẕ システム運用 ἧェーἌ

(5)外部要因による高負荷・過負荷

(5-1)外部システムの影響

(5-2)サイバー攻撃

対策(5)Ⴓᙻ

対策(1)˖ဒὉ要ˑܭ፯

対策(2)設計Ὁ製造

対策(3)テスト

対ሊ（1-1）性能に᧙Ẵる
要ˑ定፯

対ሊ（2-3）システムਘࢌ機能
の設計ểܱᘺ

対ሊ（3-1）性能Լឋのᄩᛐ

対ሊ（2-2）負荷Сࣂ機能の
設計ểܱᘺ

対ሊ（2-1）性能設計ể
性能見積

Ẕ対ሊẕ システム開発・ો ἧェーἌ

図 4.4 － 3　原因と対策一ཡ
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

4.5 ʮҙす͖؍ʯに基ͮ͘障害のྨ

障害内容には多種多様な分類方法（業種別、工程別、発生個所別、原因別、影響別等）が考えられ
るが、読者に気づきを与える「注意すべき観点」に基づいて分類した。
公開している障害事例一覧表では、4段階の分類に整理して障害事例を掲載している。大分類を JIS 

Q 20000-1:2012に基づいた分類、中分類以下の 3段階を「注意すべき観点」で分類しており、それぞ
れに該当する事例をあげている。
障害事例一覧表は下記のWebページを参照されたい。
▼「注意すべき観点」に基づいた障害事例の分類
　URL: https://www.ipa.go.jp/sec/system/index.html#shougaijirei

ここでは、小分類段階の注意すべき観点のうち、特に類似点の多い、以下の 10種の注意すべき観点
および該当事例について紹介する。
①計算処理の誤り
②検知条件の想定もれ
③テストによる副次作用
④待機系への設定もれ
⑤障害発生ケースの想定もれ
⑥しきい値の超過
⑦ログの肥大化
⑧製品仕様の誤解
⑨不完全な作業実施
⑩作業中偶発事象への考慮不足

それぞれの項の表には、注意すべき観点（詳細段階）ごとに事例を記載している。事例番号のうち、
Gまたは Tで始まるものは情報処理システム高信頼化教訓集（ITサービス編）、数字 4桁は「情報シス
テムの障害状況一覧」のものである。
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

��ɽ�ɽ��çࢉܭॲཧͷޡΓ
処理条件がもれる、処理対象を誤る、処理条件を誤る、実装時に変数名を誤る等の原因で、計算処
理を誤った障害が発生している。

図 4.5.1 － 1　ʮࢉܭ処理のޡΓʯの分ੳ
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

表 4.5.1 － 1　ʮࢉܭ処理のޡΓʯのࣄ例

注意䛩䜉きほⅬ

䠄ヲ⣽䠅



␒ྕ
に䛚ける障害発生ෆᐜ

計⟬᮲௳の䜒れ 1703 㟁力㟂せの計⏬䛸実⦼の㐣不足㔞 䠄䜲䞁䝞䝷䞁ス䠅⟬ᐃ時に、 ᮏ᮶計⟬

にຍ䛘るᚲせが䛒る್ 䠄ᇦእศ䠅がḞⴠ䚹 ᅜ的䛺業⪅の⢭⟬ྲྀᘬに

ᙳ㡪し䛯

1704 ス䝬ート䝯ーター設置の㢳ᐈに䛿込用⣬㒑㏦䜢⾜わ䛺い䛸い䛖ุᐃ᮲௳

䜢漏䜙し䛶設計し、 ヱᙜ㢳ᐈに込用⣬䜢㔜」㏦付し䛶し䜎䛳䛯

1728  ᐃ時に特ᐃ象が発生䛩る䛸、  ᐃデータが保Ꮡ䛥れ䛺い䜎䜎計⟬䝥

䝻䜾䝷ムが㐍⾜し、 ୍㒊の放ᑕ性ᗫᲠ≀の放ᑕ能㔞がᑡ䛺䜑にホ౯䛥れ

䛯

㏻常እฎ理の䜒

れ

T5 ຍ⟬䜢体䛸し䛯業務ฎ理 䠄用ᩱ計⟬䠅で減⟬ฎ理が発生し、 誤ㄳồ

䜢⾜䛳䛶し䜎䛳䛯

ฎ理対象の時Ⅼ

誤り

1425 㧗㢠⒪㣴㈝䛿デ⒪᭶時Ⅼでのୡᖏ༢で計⟬䛩るᚲせが䛒るが、 デ⒪

᭶ᚋにୡᖏኚ更が䛒䛳䛯ୡᖏに対し䛶ኚ更ᚋのୡᖏ༢で計⟬し䛶し䜎䛳

䛯

1727 䛒る䜲䞁ター䝏䜵䞁䝆䜢用し䛯⮬ື㌴に対し䛶、 㻱㼀㻯の䝥䝻䜾䝷ムミスに䜘り

用時้が実㝿䜘り㻝時間᪩䛟グ㘓䛥れ、 ᩱ㔠が誤ㄳồ䛥れ䛯

䛒り䛘䛺い䛿ず

の᮲௳の実ᅾ

1419 㻝㻘㻜㻜㻜 ௳㐃⥆で 䛂データ䛺し䛃 䜢ฎ理⤊䛸䛩るᵝに対し䛶実データでᙜ

ヱ᮲௳が発生し䛯䛯䜑、 ᚋ段の㏦㔠ฎ理が未䛸䛺䛳䛯

ኚᩘྡの誤グ 1705 ᮲௳ศᒱฎ理に䛚い䛶、 ༊ศ䜢♧䛩ኚᩘ䜢ධれる䜉きሙᡤにྡ⛠䜢♧䛩

ኚᩘ䜢ධれ䛶し䜎い、 ศᒱが機能せず、 ⮚ჾ⛣᳜ᝈ⪅のᚅ機᪥ᩘ計⟬䜢

誤䛳䛯
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

��ɽ�ɽ��çݕ݅ͷఆΕ
業務上の様々なイベントをシステムが検知する際に、検知処理の設計に誤りが埋め込まれやすく、こ
れを原因とした障害が発生している。

図 4.5.2 － 1　ʮݕ݅のఆれʯの分ੳ

表 4.5.2 － 1　ʮݕ݅のఆれʯのࣄ例

注意䛩䜉きほⅬ

䠄ヲ⣽䠅



␒ྕ
に䛚ける障害発生ෆᐜ

䝯䝑䝉ー䝆㔜」に

䜘る誤᳨知

T26 ὶ用開発時にྠ୍の䝆䝵䝤䝯䝑䝉ー䝆䜢㔜」作ᡂし䛯䛯䜑、 䝆䝵䝤実

⾜㡰ᗎがኚわり䝞䝑䝏ฎ理にㄽ理▩┪が発生し䛯

↓᧯作␗常の不

᳨知

1431 運㌿ኈの୍ᐃ時間↓᧯作䜢᳨知䛩る⤌みで、 ⮬ືิ㌴制ᚚに䜘る減㏿

䜢務ဨ᧯作䛸誤䛳䛶᳨知し、 ᮏ᮶の␗常᳨知䜢⾜䛘䛶い䛺か䛳䛯

ᢚ制ಙྕ停止に

䜘る誤᳨知

1231 発ಙ用サー䝞にᐃ期的にཷಙし䛶い䛯㏻⾜止䜑情報が㏵ษれ䛯䛯䜑、 

ᪧし䛯䛸誤ุ᩿し、 ㏻⾜止䜑解除の䝯ー䝹が誤䛳䛶⮬ື㏦ಙ䛥れ䛯
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

��ɽ�ɽ��çςスτʹΑΔ෭࡞࣍༻
本番環境を用いたテストや切替実施時に、テスト用の設定を残存させてしまったこと等を原因とする障
害が発生している。

図 4.5.3 － 1　ʮテストにΑる෭次࡞用ʯの分ੳ

表 4.5.3 － 1　ʮテストにΑる෭次࡞用ʯのࣄ例

注意䛩䜉きほⅬ

䠄ヲ⣽䠅



␒ྕ
に䛚ける障害発生ෆᐜ

テストデータのᮏ

␒ṧᏑ

1405 改ᮐ機に対し䛶ᾘ㈝⛯改ᐃ䜢ᐃし䛯テスト䜢実施ᚋ、 データ䜢戻䛩作業

䜢ᛰり、 用⪅か䜙ᩱ㔠䜢㐣にཷし䛯

1013 テストデータの削除䜢忘れ䛶䝞䝑䝏ฎ理䜢実⾜し䛯䛯䜑、 ṧ㧗ド᫂᭩の発

⾜手ᩘᩱ䜢㔜にᘬきⴠ䛸し䛶し䜎䛳䛯

1739 䝸䝝ーサ䝹のみに用䛩る䝥䝻䜾䝷ムがᮏ␒環境へ㐺用䛥れ䛶し䜎い、 ྲྀ

ᘬᫎのฎ理に␗常が発生

システム᪥付の

設ᐃ誤り

1409 ᾘ㈝⛯改ᐃ䜢ᐃし䛯ษ᭰で、 㻝ྎの㊰⥺䝞スにのみ誤䛳䛶᪥付䜢㻝᪥

᪩䛟䝉䝑トし、 ᾘ㈝⛯改ᐃ 㻝᪥๓か䜙ቑ⛯ᚋの運㈤䜢ᚩし䛯

テスト時の䝻䜾ฟ

力設ᐃのṧᏑ

1215 システムテスト中に䝻䜾䜢ヲ⣽にฟ力䛩る設ᐃ䛸し䛯䜎䜎、 䛭れ䜢ಟ正せず

にᮏ␒運用䜢⾜い、 䜹ー䝗発⾜ฎ理がᖜに㐜ᘏ
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

��ɽ�ɽ��çܥػͷઃఆΕ
稼働系と待機系は基本的に同じ設定内容に保つ必要があるが、待機系での設定を誤ったために、稼
働系への障害発生時に待機系も起動できなかったという障害が発生している。

図 4.5.4 － 1　ʮ待機ܥのઃఆれʯの分ੳ

表 4.5.4 － 1　ʮ待機ܥのઃఆれʯのࣄ例

注意䛩䜉きほⅬ

䠄ヲ⣽䠅



␒ྕ
に䛚ける障害発生ෆᐜ

ᚅ機⣔での䝟䝷

䝯ータ設ᐃ誤り

T7 ✌ാ⣔䛸ᚅ機⣔のྠ期䜢ྲྀる䜉き䝋䝣ト䜴䜵䜰䝟䝷䝯ータに䜒かかわ䜙ず、

ᚅ機⣔への設ᐃ䜢ᛰり、 ᚅ機⣔が㉳ືし䛺か䛳䛯

ᚅ機⣔での䝣䜯䜲

䝹不足

G11 保守作業での設ᐃミスでᚅ機⣔ഃにᚲせ䝣䜯䜲䝹がᏑᅾせず、 障害時に

ษ᭰ኻᩋ

ᚅ機⣔での䝟ス

䝽ー䝗設ᐃ䜒れ

1640 ✌ാ⣔のみ䝟ス䝽ー䝗䜢ኚ更しᚅ機⣔の䝟ス䝽ー䝗䜢ኚ更せず、 データྠ

期時に䜶䝷ーが発生
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

��ɽ�ɽ��çোൃੜέースͷఆΕ
部分的な故障が発生した際に、複数の処理が競合して障害が拡大したり、エラーメッセージが大量に
出続けることで二次障害を誘発する事例が発生している。

図 4.5.5 － 1　ʮ障害発生ケースのఆれʯの分ੳ
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

表 4.5.5 － 1　ʮ障害発生ケースのఆれʯのࣄ例

注意䛩䜉きほⅬ

䠄ヲ⣽䠅



␒ྕ
に䛚ける障害発生ෆᐜ

」ᩘ象がྠ時

発生䛩る䜿ース

のᐃ䜒れ

T23 㻞 つの監視機能 䠄㻰㻮 ྠ期、 ⮬䝜ー䝗監視䠅がഅ然㔜」し䛯䛯䜑、 ᚅ機⣔

ษ᭰用の᭱ᚋの 㻰㻮 サー䝞䜎でが停止

T20 㻞 つの 㼠㼑㼘㼚㼑㼠 ᥋⥆ 䠄障害情報集、 ⮬ື監視䠅が➇合し、 ↓㝈䝹ー䝥が

発生

ᨾ障時の䝛䝑ト

䝽ー䜽㍽㍵の

ᐃ䜒れ

T2 䝝ー䝗デ䜱ス䜽のᨾ障で 䛂䝸䝉䝑ト㏻知䛃 がฟ⥆け、 ฎ理で୍㒊の㏻

ಙが㏵ษれ、 制ᚚ監視➃ᮎか䜙の⣔ษ᭰䛘が⾜䛘䛺か䛳䛯

ᨾ障時の䜶䝷ー

䝯䝑䝉ー䝆発生

のᐃ䜒れ

1007 デ䜱ス䜽置ᨾ障に䜘りシステムが䝎䜴䞁し䛯㝿に䜶䝷ー䝯䝑䝉ー䝆が㔞

に発生し、 㐃ᦠඛのシステム䜒䝎䜴䞁し䛯

サ䜲レ䞁ト障害

䠄㻺㼃 性能ຎ化の

不᳨知䠅

T11 ㈇Ⲵศᩓ置で䝸䜽䜶ストがᗫᲠ䛥れ䛶い䛯が、 ᗫᲠᩘがしきい್未‶で

䛒䛳䛯䛯䜑᳨知でき䛺か䛳䛯

ከᩘྠ時ᨾ障の

ᐃ䜒れ

1801 䝝ー䝗デ䜱ス䜽が 㻞ྎᨾ障し䛶䜒⮬ືᪧྍ能䛺⤌みにし䛶い䛯䜒のの、 㻟

ྎがྠ時ᨾ障し䛯䛯䜑、 ⮬ືಟできずᪧに時間䜢せし䛯

䜿ー䝤䝹ษ᩿時

のᐃ䜒れ

T30 㻞 㔜化㓄⥺䛥れ䛶い䛯のに䜒かかわ䜙ず、 ୧⣔の䜿ー䝤䝹が᮰に䛺䛳䛶い

䛯䛯䜑ྠ時にษ᩿䛥れ、 サービスが停止
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

��ɽ�ɽ��ç͖͍͠ͷա
システム内部には、関係者が認識している明示的なしきい値もあれば、関係者が認識できていない暗
黙のしきい値もある。外部環境の変化や、長期の継続運用の結果、これらのしきい値を超過したことに
よる障害が発生している。

図 4.5.6 － 1　ʮ͖͠い値のաʯの分ੳ

表 4.5.6 － 1　ʮ͖͠い値のաʯのࣄ例

注意䛩䜉きほⅬ

䠄ヲ⣽䠅



␒ྕ
に䛚ける障害発生ෆᐜ

業務せ௳ኚ更時

のしきい್不ኚ

更

T4 ண ྍ能時間䜢ቑし䛯㝿にண 対象ิ㌴ᩘの上㝈್䜢ኚ更せず、 ண 

䝎䜲䝲䜢⾲♧でき䛺䛟䛺䛳䛯

しきい್㉸㐣の

不᳨知

T22 ス䝻ー䝎䜴䞁䜢ዎ機に、 㔜せ性䜢認㆑し䛶い䛺か䛳䛯ண⣙ฎ理の䝞䝑䝣䜯

が㐃㙐的に‶ᮼ䛸䛺り、 体機能が停止

しきい್の༢

䜔ᐃ⩏の不୍⮴

T29 システム間で㌿㏦䛥れるデータの制㝈್につい䛶、 ᙜ᪥ศのみか、 ᙜ᪥䛸

⩣᪥䜢ྵ䜑䛯䜒のかの理解が␗䛺り、 制㝈್䜢㉸䛘䛯⤖ᯝシステム障害

䜢ᣍい䛯

環境ኚ化にᛂじ

䛯࿘期ฎ理設ᐃ

時間不ኚ更

T32 ࿘期ฎ理の時間設ᐃが機ჾ䜔データቑに㏣㝶でき䛶い䛺か䛳䛯䛯䜑、 ฎ

理が時間ෆにせず機ჾື作停止䛚䜘䜃制ᚚ䝛䝑ト䝽ー䜽障害が発生
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

��ɽ�ɽ��çϩάͷංେԽ
しきい値の一種でもあるが、ログの容量が想定以上に増加したことによる障害が数多く発生している。

図 4.5.7 － 1　ʮϩάのංେ化ʯの分ੳ

表 4.5.7 － 1　ʮϩάのංେ化ʯのࣄ例

注意䛩䜉きほⅬ

䠄ヲ⣽䠅



␒ྕ
に䛚ける障害発生ෆᐜ

䜰䜽䝉ス集中時

の䝻䜾⫧化

1710 ື⏬㓄ಙサービスで䜰䜽䝉ス集中時に䝻䜾が急ቑし、 䝸䝋ース不足に䜘り

ฎ理が␃䚹 㓄ಙணᐃの䝷䜲䝤中⥅ᫎീがᥦ౪でき䛺か䛳䛯

㔞業務ฎ理時

の䝻䜾⫧化

1507 つᶍ䝬䞁シ䝵䞁のఫẸのᆅ␒ಟ正時にྠ䝬䞁シ䝵䞁にධᒃ䛩るఫẸ䜒

䝻䜾にグ㘓䛩る䛯䜑、 䝻䜾ᐜ㔞が㉸㐣し障害発生

監視ᙉ化に䜘る

䝻䜾⫧化

1611 ␃䝥䝻䝉ス䜢㔜Ⅼ監視し䛯⤖ᯝ、 䝻䜾が㔞にグ㘓䛥れ、 䝻䜾データ㌿

㏦時に䝯䝰䝸不足䛸䛺り 㻭㼀㻹 が停止
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

��ɽ�ɽ��ç༷ͷޡղ
ハードウェア、ソフトウェア等の各製品には、独自の制約事項や仕様条件が存在することがある。こ
の点を熟知せずに製品を利用したことによって、障害が発生している。

図 4.5.8 － 1　ʮ༷のޡղʯの分ੳ

表 4.5.8 － 1　ʮ༷のޡղʯのࣄ例

注意䛩䜉きほⅬ

䠄ヲ⣽䠅



␒ྕ
に䛚ける障害発生ෆᐜ

ឤぬ䛸␗䛺る設

ᐃ್

T11 ㈇Ⲵศᩓ置の䝉䝑シ䝵䞁ᩘが設ᐃ್の㻝㻛㻠 䛸䛺る 䛂ᵝ䛃の䛯䜑、 ᛂ⟅

㏿ᗘがపୗし䛯

㞃れ䛯設ᐃ್ 1501 ᖒ⚊作ᡂ用䝟䝑䜿ー䝆のᵝ䜢ᢕᥱし䛶䛚䜙ず、 ྠ時に実⾜できる༳ๅ

௧ᩘの設ᐃ䜢誤り、 ド᫂᭩発⾜システムで障害発生

␗常᳨知のみで

機能停止

G11 デ䜱ス䜽䝰䝆䝳ー䝹の⮬ᕫデ᩿機能で、 ␗常᳨知のみで機能停止䛩るᵝ

䛸䛺䛳䛶い䛯
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

��ɽ�ɽ��çෆશͳࢪ࣮ۀ࡞
システムの運用作業の中で、主要となる作業は確実に実施しつつも、最終的な作業や確認がもれたこ
とによって障害が発生している。

図 4.5.9 － 1　ʮෆ全な࡞業࣮施ʯの分ੳ

も

表 4.5.9 － 1　ʮෆ全な࡞業࣮施ʯのࣄ例

注意䛩䜉きほⅬ

䠄ヲ⣽䠅



␒ྕ
に䛚ける障害発生ෆᐜ

作業の誤認 G16 ື作確認がし䛯䛸誤認し䛶䝥䝻シー䝆䝱䜢ᙉ制⤊し䛶し䜎い、 未

の᭩込み機能が⧞り㏉し㉳ືし䛶デ䜱ス䜽䜢୍ᮼにし䛯

㉳ື䜒れに䜘

る作業未ᫎ

1411 運㈤ษ᭰の䛯䜑のシステム更᪂時に、 㥐ဨがๆ機䠍ྎの㟁※䜢ษり忘

れ䛯䛯䜑更᪂できず、 ษ➢の㈍㔠㢠䜢誤䛳䛯

緊急作業䛸ᐃ期

作業の➇合で更

᪂䜒れ

T15 㢳ᐈデータのᐃ期ಟ正時に、 緊急作業更᪂๓のデータ䜢対象䛸し䛯䛯䜑、

緊急作業⤖ᯝがᫎ䛥れ䛺か䛳䛯
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

��ɽ�ɽ���çۀ࡞தࣄൃۮͷྀߟෆ
システムの一時的な運用作業の中で、偶発的に電力供給やハードウェアの故障が発生したことによっ
て障害が発生している。

図 4.5.10 － 1　ʮ࡞業தۮ発ࣄのྀߟෆʯの分ੳ図 4.5.10 － 1　ʮ࡞業தۮ発ࣄのྀߟෆʯの分ੳ

表 4.5.10 － 1　ʮ࡞業தۮ発ࣄのྀߟෆʯのࣄ例

注意䛩䜉きほⅬ

䠄ヲ⣽䠅



␒ྕ
に䛚ける障害発生ෆᐜ

作業時の㟁力౪

⤥不ල合

1305 㟁※設備のᐃ期Ⅼ᳨中に、 システムへの㟁力౪⤥に不ල合が発生し、 シ

ステムが䝎䜴䞁し䛯

1708 ิ㌴ᣦ௧ᡤෆの㟁※置の䝞䝑テ䝸ー時に不ල合が発生し、 運⾜⟶

理システムへの㟁力౪⤥が止䜎り、 ิ㌴が⣙䠍時間運ఇし䛯

作業時の䝝ー䝗

䜴䜵䜰ᨾ障

G15 保守作業の䛯䜑⮬ືษ᭰䜢解除し䛯時に䝝ー䝗䜴䜵䜰ᨾ障が発生し、サー

ビスが㻝㻜 ศ間停止

ษ戻し時の䝝ー

䝗䜴䜵䜰ᨾ障

1314 ᪂設備への䝞ー䝆䝵䞁䜰䝑䝥にኻᩋし、 現⾜設備へのษ戻し中に᪂設備の

∦⣔で䝝ー䝗障害が発生し、 ṧりの∦⣔䜒㐣㈇Ⲵでサービスが䝎䜴䞁
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

表 4.5.11 － 1　障害ࣄ例一ཡ表
䛂注意䛩䜉きほⅬ䛃䜢中心䛸し䛯障害のศ㢮

・ 㻌ศ㢮䛿、㻶㻵㻿㻌㻽㻌㻞㻜㻜㻜㻜㻙㻝㻦㻞㻜㻝㻞㻌にᇶ䛵い䛶ศ㢮し䛶いる䚹
・ 㻌中ศ㢮௨ୗについ䛶䛿、ಶ䚻の障害䜢ศᯒし䛯上で、䛂注意䛩䜉きほⅬ䛃䛸し䛶➨୕⪅がᩍカ䜢ᚓる䛯䜑に有ຠ
䛸⪃䛘䜙れる㒊ศ䜢中心にศ㢮し䛶いる䚹

・ 㻌ศᯒ対象䛿、情報ฎ理システム㧗ಙ㢗化ᩍカ集に䛒る㻡㻠 䠄㻳⣔㻦㻞㻝、㼀⣔㻦㻟㻟䠅、䛂情報システムの障害
≧ἣ୍ぴ䛃に䛚ける䠔ᖺ༙ศ䠄㻞㻜㻝㻜㻙㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ๓༙䠅のの୍㒊䠄ヲ⣽ཎᅉが理解でき䛶ᩍカ䜢ᚓ䜙れる䜒の䠅で䛒る䚹

・ 㻌␒ྕの䛖ち㻳䜎䛯䛿㼀でጞ䜎る䜒の䛿、情報ฎ理システム㧗ಙ㢗化ᩍカ集、ᩘᏐ㻠᱆䛿䛂情報システムの障害≧ἣ୍
ぴ䛃の䜒ので䛒る䚹

大
分
類

注意䛩䜉きほⅬ 
␒ྕ

に䛚ける障害発生ෆᐜ せ䛺対策
䛆ཧ⪃䛇㻌

業➼ྡ⛠㻌
䠄報㐨のみ䠅

発
注
者

㻼㻹
ア
プ
リ

イ
ン
フ
ラ

運
用

共㏻䝣レーム
ヱᙜ⟠ᡤ中ศ㢮 ᑠศ㢮 ヲ⣽ศ㢮

新
規
サ
ー
ビ
ス
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
変
更

不㐺ษ
䛺せ௳
ᐃ⩏

㛵ಀ⪅の
せ௳ᐃ⩏
不ཧຍ

業㒊㛛の
せ௳ᐃ⩏不
ཧຍ

G1

業㒊㛛に䜘るせ௳確ᐃが㐜
䛟、 せ௳ኚ更䜒ከ䛟、 せ௳の設
計へのᫎ䜒正確に確認でき
䛶い䛺か䛳䛯

䜰䝥䝸䜿ーシ䝵䞁 ・
䜸ー䝘ー制ᗘに䜘
るྛ業㒊㛛の
䛂ែໃ䛃のᵓ⠏

䖂 䖂 䖂
㻞㻚㻞㻚㻞㻌害㛵ಀ
⪅の㆑ู

発注⪅のせ
௳ᐃ⩏不ཧ
ຍ

G2

注ᩥฎ理のྲྀᾘ不ྍ➼、ᇶᮏ
的䛺ᵝにき䛺䜒れが䛒る
こ䛸がシステムᮏ✌ാᚋにุ
᫂

せ௳ᐃ⩏䛸ཷධテ
ストの発注⪅㈐௵
᫂確化、 開発䝥䝻
䝉スᶆ準の見┤し

䖂 䖂 䖂
㻞㻚㻞㻚㻞㻌害㛵ಀ
⪅の㆑ู

システム運
用㒊㛛のせ
௳ᐃ⩏不ཧ
ຍ

G3
䜸䝨レータ᧯作に㛵䛩る運用
せ௳᳨ウが不༑ศで、 運用ᢸ
ᙜ⪅の作業ミスがከ発

運用⪅がせ௳ᐃ
⩏にཧຍ

䖂 䖂 䖂
㻞㻚㻞㻚㻞㻌害㛵ಀ
⪅の㆑ู

不㐺ษ
䛺設計

計⟬ฎ理
の誤り

計⟬᮲௳の
䜒れ

1703

㟁力㟂せの計⏬䛸実⦼の㐣不
足㔞䠄䜲䞁䝞䝷䞁ス䠅⟬ᐃ時に、
ᮏ᮶計⟬にຍ䛘るᚲせが䛒る
್䠄ᇦእศ䠅がḞⴠ䚹ᅜ的䛺
業⪅の⢭⟬ྲྀᘬにᙳ㡪し䛯

䝥䝻䜾䝷ムのಟ正
➼

ᾏ㐨㟁力ク㏦
業務システム 䠄ཬ
䜃中㒊㟁力䠅

䖂
㻞㻚㻠㻚㻠㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰ヲ⣽設計䝥
䝻䝉ス

1704

ス䝬ート䝯ーター設置の㢳ᐈに
䛿込用⣬㒑㏦䜢⾜わ䛺い䛸
い䛖ุᐃ᮲௳䜢漏䜙し䛶設計
し、 ヱᙜ㢳ᐈに込用⣬䜢㔜
」㏦付し䛶し䜎䛳䛯

設計䜒れに対䛩る
社ෆ⤌⧊間のᙺ
ศᢸ᫂確化、 䝬
䝛䝆䝯䞁トᙉ化

中㒊㟁力ᩱ㔠ㄳ
ồシステム

䖂
㻞㻚㻠㻚㻠㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰ヲ⣽設計䝥
䝻䝉ス

1728

 ᐃ時に特ᐃ象が発生䛩る
䛸、 ᐃデータが保Ꮡ䛥れ䛺い
䜎䜎計⟬䝥䝻䜾䝷ムが㐍⾜し、
୍㒊の放ᑕ性ᗫᲠ≀の放ᑕ
能㔞がᑡ䛺䜑にホ౯䛥れ䛯

データḞᦆ➼の発
生時に䜶䝷ーಙྕ
䜢発ಙし、  ᐃ䜢
停止䛩る機能の㏣
ຍ

ཎᏊ力発㟁ᡤ㻌放
ᑕ能 ᐃ䝥䝻䜾䝷
ム

䖂
㻞㻚㻠㻚㻠㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰ヲ⣽設計䝥
䝻䝉ス

㏻常እฎ理
の䜒れ

T5
ຍ⟬䜢体䛸し䛯業務ฎ理䠄
用ᩱ計⟬䠅 で減⟬ฎ理が発生
し、誤ㄳồ䜢⾜䛳䛶し䜎䛳䛯

サービスの視Ⅼで
見Ώし䛯ኚ更⟶理

䖂
㻞㻚㻠㻚㻞㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰せ௳ᐃ⩏䝥
䝻䝉ス

ฎ理対象の
時Ⅼ誤り

1425

㧗㢠⒪㣴㈝䛿デ⒪᭶時Ⅼでの
ୡᖏ༢で計⟬䛩るᚲせが䛒
るが、 デ⒪᭶ᚋにୡᖏኚ更が
䛒䛳䛯ୡᖏに対し䛶ኚ更ᚋの
ୡᖏ༢で計⟬し䛶し䜎䛳䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

ᅜẸᗣ保㝤共
ྠ㟁⟬システム

䖂
㻞㻚㻠㻚㻠㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰ヲ⣽設計䝥
䝻䝉ス

1727

䛒る䜲䞁ター䝏䜵䞁䝆䜢用し
䛯⮬ື㌴に対し䛶、㻱㼀㻯の䝥䝻
䜾䝷ムミスに䜘り用時้が実
㝿䜘り㻝時間᪩䛟グ㘓䛥れ、 ᩱ
㔠が誤ㄳồ䛥れ䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

す᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰㻌
⮬ືᩱ㔠ཷシ
ステム

䖂
㻞㻚㻠㻚㻠㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰ヲ⣽設計䝥
䝻䝉ス

䛒り䛘䛺い
䛿ずの᮲௳
の実ᅾ

1419

㻝㻘㻜㻜㻜௳㐃⥆で 䛂データ䛺し䛃 䜢
ฎ理⤊䛸䛩るᵝに対し䛶
実データでᙜヱ᮲௳が発生し
䛯䛯䜑、 ᚋ段の㏦㔠ฎ理が未
䛸䛺䛳䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

୕⳻ᮾி㼁㻲㻶㖟
⾜

䖂
㻞㻚㻠㻚㻞㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰せ௳ᐃ⩏䝥
䝻䝉ス

ኚᩘྡの誤
グ

1705

᮲௳ศᒱฎ理に䛚い䛶、 ༊ศ
䜢♧䛩ኚᩘ䜢ධれる䜉きሙᡤ
にྡ⛠䜢♧䛩ኚᩘ䜢ධれ䛶し
䜎い、ศᒱが機能せず、⮚ჾ⛣
᳜ᝈ⪅のᚅ機᪥ᩘ計⟬䜢誤䛳
䛯

ᪧシステム䛸のẚ
㍑᳨ド➼

᪥ ᮏ ⮚ ჾ ⛣ ᳜
䝛䝑ト䝽ー䜽ᝈ⪅
᳨⣴システム

䖂
㻞㻚㻠㻚㻡㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰ᵓ⠏䝥䝻䝉ス

ฎ理の不
ᩚ合

システム㐃
ᦠ時้の不
ᩚ合

T13
システム間の㐃ᦠタ䜲ミ䞁䜾に
㻝㻡ศ間のᕪ␗が䛒り、 ฎ理に
▩┪が発生

システム体での
䜴䜷ー䜽ス䝹ーレ
ビ䝳ー

䖂
㻞㻚㻠㻚㻠㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰ヲ⣽設計䝥
䝻䝉ス

䜻ー㡯┠の
不ᩚ合

1527

༏ྡ化の䛯䜑䜻ー䛸䛺る㻵㻰䜢
ᬯྕ化し䛯が、 ඖデータに
ゅ、 ༙ゅ➼がΰᅾし䛶い䛯䛯
䜑ᬯྕ化ᚋの㻵㻰での✺合がで
き䛺䛟䛺䛳䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

ཌ生ປാ┬䝯タ䝪
デシステム

䖂
㻞㻚㻠㻚㻠㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰ヲ⣽設計䝥
䝻䝉ス

䛆対象⪅䛇
特に注意䛩䜉きෆᐜにつ
い䛶、 対象⪅䛤䛸にᙉㄪ
⾲♧し䛶いる䠄䖂の⟠ᡤ䠅
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

大
分
類

注意䛩䜉きほⅬ 
␒ྕ

に䛚ける障害発生ෆᐜ せ䛺対策
䛆ཧ⪃䛇㻌

業➼ྡ⛠㻌
䠄報㐨のみ䠅

発
注
者

㻼㻹
ア
プ
リ

イ
ン
フ
ラ

運
用

共㏻䝣レーム
ヱᙜ⟠ᡤ中ศ㢮 ᑠศ㢮 ヲ⣽ศ㢮

新
規
サ
ー
ビ
ス
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
変
更
（
続
き
）

不㐺ษ
䛺設計
䠄⥆き䠅

␗常発生
時のฎ理
誤り

設計እฎ理
のᐃ䜒れ

T3

ิ㌴ฟ発ᚋに䜒誤䛳䛶制ᚚಙ
ྕがฟ⥆ける䛸い䛖ᐃእ
象が発生し、 ᚋ⥆ิ㌴が⮬ື
停止し䛶し䜎䛳䛯

設計䛥れ䛯ືき䛰
けで䛺䛟、᪂しいື
き䜢㏣ຍⓏ㘓䛩る
䛂知㆑データ䝧ー
ス䛃化

䖂
㻞㻚㻠㻚㻞㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰せ௳ᐃ⩏䝥
䝻䝉ス

㏦ಙ不能時
の䜶䝷ー⾲
♧誤り

1707

㟁Ꮚ⏦࿌のシステムにண௨
上の䜰䜽䝉スが集中し䛯㝿に、
ཷ付が未で䛒るに䜒かか
わ䜙ず 䛂㏦ಙ䛃 䛸⾲♧䛥れ
る䜿ースが䛒り、ᚋ対ᛂにⱞ
慮し䛯

システムの㈇Ⲵ上
㝈のᣑ、用⪅
への注意ႏ㉳➼

ᆅ᪉⛯㟁Ꮚ化༠
㆟会㻌㟁Ꮚ⏦࿌ ・
⣡⛯システム

䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

᳨知᮲௳
のᐃ䜒
れ

↓᧯作␗常
の不᳨知

1431

運㌿ኈの୍ᐃ時間↓᧯作䜢᳨
知䛩る⤌みで、 ⮬ືิ㌴制
ᚚに䜘る減㏿䜢務ဨ᧯作䛸
誤䛳䛶᳨知し、 ᮏ᮶の␗常᳨
知䜢⾜䛘䛶い䛺か䛳䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

㻶㻾ᮾ᪥ᮏ㠀常䝤
レー䜻

䖂
㻞㻚㻠㻚㻠㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰ヲ⣽設計䝥
䝻䝉ス

䝯䝑䝉ー䝆
㔜」に䜘る
誤᳨知

T26

ὶ用開発時にྠ୍の䝆䝵䝤
䝯䝑䝉ー䝆䜢㔜」作ᡂし䛯
䛯䜑、䝆䝵䝤実⾜㡰ᗎがኚわり
䝞䝑䝏ฎ理にㄽ理▩┪が発生
し䛯

䜎る䛤䛸䝁䝢ーで
䛿䛺䛟、 ୍意性ᢸ
保に注意

䖂
㻞㻚㻠㻚㻠㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰ヲ⣽設計䝥
䝻䝉ス

ᢚ制ಙྕ停
止に䜘る誤
᳨知

1231

発ಙ用サー䝞にᐃ期的にཷ
ಙし䛶い䛯㏻⾜止䜑情報が㏵
ษれ䛯䛯䜑、ᪧし䛯䛸誤ุ᩿
し、 ㏻⾜止䜑解除の䝯ー䝹が
誤䛳䛶⮬ື㏦ಙ䛥れ䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

中᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰㻌
㏻情報サ䜲ト

䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

ᅇ時ฎ
理のᐃ
䜒れ

㏻ಙ障害か
䜙のᅇኻ
ᩋ

1306

サー䝞間㏻ಙに୍時的䛺㏻ಙ
障害が発生し䛯㝿に、 ㏻ಙが
ᅇし䛶䜒サービス䜢開ጞでき
䛺い䛸い䛖不ල合が㢧ᅾ化

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

㜰ドๆྲྀᘬᡤ
㈙システム

䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施

ྠ時䜰䜽
䝉スへの
ᛂ⟅誤り

制ᚚの
⪃慮不足

㼀㻟㻟㻌

ྠ୍䝣䜯䜲䝹への制ᚚฎ
理が実䛥れ䛶䛚䜙ず、 ྠ時
に䝣䜯䜲䝹に䜰䜽䝉スし䛯」ᩘ
䝴ー䝄に不㐺ษデータ䜢ᥦ౪

レビ䝳ー㻛ヨ験㡯
┠に䝸䝋ース➇合
対策䜢᫂グ

䖂
㻞㻚㻠㻚㻣㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰㐺᱁性確認
テスト䝥䝻䝉ス

䜻䝱䝑シ䝳
制ᚚの誤り

1725

᪂ᪧの㻯 㻰 㻺䝥䝻䝞䜲䝎の
䜻䝱䝑シ䝳制ᚚ᪉ἲの㐪いに
対ฎし䛺か䛳䛯䛯䜑、不㐺ษ䛺
情報が䜻䝱䝑シ䝳䛥れ䛶ேの
ಶே情報が見䛘䛶し䜎䛖≧ែ
に䛺䛳䛯

እᙧ監視、 意ᅗし
䛺い䜻䝱䝑シ䝳䜢
᳨知できる⤌み

䝯䝹䜹䝸䚷ಶே間
ྲྀᘬ䜰䝥䝸

䖂 䖂
㻞㻚㻟㻚㻡㻌システム
⤖合䝥䝻䝉ス

不㐺ษ
䛺テス
ト

テス ト未
実施

㏦ಙテスト
の未実施

1541

ᕷẸ向けの緊急㏿報䝯ー䝹
で、 ᕷẸ䜢対象䛸䛩る䛯䜑㏦
ಙテスト䜢実施し䛶い䛺か䛳䛯
が、䠍ᖺ༙ᚋに㏻ಙでき䛺いこ
䛸がุ᫂

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

⚟ᓥᕷ緊急㏿報
䝯ー䝹

䖂
㻞㻚㻠㻚㻣㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰㐺᱁性確認
テスト䝥䝻䝉ス

㈇Ⲵテスト
の未実施

1506

ᆅ㟈発生時の䝯ー䝹サービス
が運用㻡ᖺ┠にึ䜑䛶実用
䛥れ䛯時に、䝯ー䝹サー䝞に㐣
㈇Ⲵがかかり䝯ー䝹㓄ಙが㐜
ᘏ

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

ᚨᓥ┴∹ᒱ⏫防
⅏サービス

䖂
㻞㻚㻠㻚㻣㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰㐺᱁性確認
テスト䝥䝻䝉ス

テ ス ト に
䜘るḟ
作用

テストデー
タのᮏ␒ṧ
Ꮡ

1405

改ᮐ機に対し䛶ᾘ㈝⛯改ᐃ䜢
ᐃし䛯テスト䜢実施ᚋ、 デー
タ䜢戻䛩作業䜢ᛰり、用⪅か
䜙ᩱ㔠䜢㐣にཷし䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

ிᡂ㟁㕲㻵㻯䜹ー䝗
システム

䖂
㻞㻚㻠㻚㻣㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰㐺᱁性確認
テスト䝥䝻䝉ス

1013

テストデータの削除䜢忘れ䛶
䝞䝑䝏ฎ理䜢実⾜し䛯䛯䜑、ṧ
㧗ド᫂᭩の発⾜手ᩘᩱ䜢㔜
にᘬきⴠ䛸し䛶し䜎䛳䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

༡㒔㖟⾜システ
ム

䖂
㻞㻚㻠㻚㻣㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰㐺᱁性確認
テスト䝥䝻䝉ス

1739

䝸䝝ーサ䝹のみに用䛩る䝥
䝻䜾䝷ムがᮏ␒環境へ㐺用䛥
れ䛶し䜎い、 ྲྀᘬᫎのฎ理
に␗常が発生

テスト実施時の
䝏䜵䝑䜽体制ᙉ化

ᮾ᪥ᮏ㖟⾜ 䖂
㻞㻚㻠㻚㻣㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰㐺᱁性確認
テスト䝥䝻䝉ス

テスト時の
システム᪥
付のᮏ␒ṧ
Ꮡ

1409

ᾘ㈝⛯改ᐃ䜢ᐃし䛯ษ᭰
で、㻝ྎの㊰⥺䝞スにのみ誤䛳
䛶᪥付䜢㻝᪥᪩䛟䝉䝑トし、 ᾘ㈝
⛯改ᐃ㻝᪥๓か䜙ቑ⛯ᚋの運
㈤䜢ᚩし䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

ி急䝞ス運㈤シ
ステム

䖂
㻞㻚㻠㻚㻣㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰㐺᱁性確認
テスト䝥䝻䝉ス

テスト時の
䝻䜾ฟ力設
ᐃのṧᏑ

1215

システムテスト中に䝻䜾䜢ヲ⣽
にฟ力䛩る設ᐃ䛸し䛯䜎䜎、 䛭
れ䜢ಟ正せずにᮏ␒運用䜢⾜
い、䜹ー䝗発⾜ฎ理がᖜに㐜
ᘏ

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

ἲ務┬ධᅜ⟶理
ᒁ㻌ᅾ␃䜹ー䝗➼
発⾜システム

䖂
㻞㻚㻠㻚㻣㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰㐺᱁性確認
テスト䝥䝻䝉ス
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

大
分
類

注意䛩䜉きほⅬ 
␒ྕ

に䛚ける障害発生ෆᐜ せ䛺対策
䛆ཧ⪃䛇㻌

業➼ྡ⛠㻌
䠄報㐨のみ䠅

発
注
者

㻼㻹
ア
プ
リ

イ
ン
フ
ラ

運
用

共㏻䝣レーム
ヱᙜ⟠ᡤ中ศ㢮 ᑠศ㢮 ヲ⣽ศ㢮

新
規
サ
ー
ビ
ス
ま
た
は

サ
ー
ビ
ス
変
更
（
続
き
）

不㐺ษ
䛺⛣⾜

⛣⾜作業
のミス

⛣⾜作業
の誤認

㻝㻢๓
ู㻠

ఫẸデータの⛣⾜時にシステ
ムが୍時停止し䛯が、 䛂⤊䛃
䛸⾲♧䛥れ䛯䛯䜑作業䛸
誤認䚹 ఫẸへの䜹ー䝗㒑㏦が
䛳䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

㻶 㻙 㻸 㻵 㻿䝬䜲䝘䞁
䝞ー䜹ー䝗⟶理シ
ステム

䖂
㻟㻚㻝㻚㻟㻌業務ཬ䜃
システムの⛣
⾜

⛣⾜データ
の䝬䝑䝏䞁
䜾誤り

1502

データ⛣⾜時にミスが䛒り、 ఫ
Ẹ⚊の䛂ಶேのఫᐃ᪥䛃䜢グ㍕
䛩䜉き置に䛂ୡᖏのఫᐃ᪥䛃
䜢グ㍕し䛶し䜎䛳䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

㜰ᕷఫẸᇶᮏ
ྎᖒシステム

䖂
㻟㻚㻝㻚㻟㻌業務ཬ䜃
システムの⛣
⾜

サ
ー
ビ
ス
継
続
・
可
用
性
管
理

不ᚲせ
䛺ᚅ機
⣔ษ᭰

意ᅗし䛺
いᚅ機⣔
ษ᭰

⮬ືษ戻し
機能の意ᅗ
せ䛼発ື

1108

不ල合発生時に⮬ືでษ戻䛩
設ᐃでのテスト実施中に、അ発
䝝ー䝗ᨾ障が発生䚹業務䝢ー䜽
時にษ戻しฎ理が発生し㍽㍵
≧ែに㝗䛳䛯

システムษุ᭰ᐃ
ฎ理の᭱㐺化➼

㻺㼀㼀䝗䝁䝰㻌システ
ム

䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

対ᛂ
象に対䛩る
ษ᭰発ື

1108

ᚅ機⣔ษุ᭰ᐃ䝋䝣ト䜢䜸䝣に
し䛯障害対ᛂのᚋ、䜸䞁にし䛯
ุᐃ䝋䝣トが┤㏆ᒚṔ䜢ᇶに
ฎ理㐜ᘏ中䛸ุ᩿しᗘᚅ機
⣔にษり᭰䛘䛶し䜎䛳䛯

ษุ᭰ᐃ䝋䝣トが
ᨾ障ᒚṔ䜢ཧ↷し
䛺い䜘䛖にಟ正

㻺㼀㼀䝗䝁䝰㻌システ
ム

䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

障害䝯䝑
䝉ー䝆の
誤発ฟ

正常✌ാ時
の障害䝯䝑
䝉ー䝆誤発
ฟ

T1

ミ䝗䝹䜴䜵䜰・㻻㻿の₯ᅾ䝞䜾で
✌ാ⣔が障害䛸の誤䛳䛯䝯䝑
䝉ー䝆がฟ䛥れ、✌ാ⣔䛸ᚅ機
⣔の୧᪉が誤䛳䛶✌ാし、 ฎ
理に不ල合が発生

停止䝁䝬䞁䝗の㏦
ಙ➼、䝣䜵ー䝹䝋䝣
ト 䠄⮬⣔䠃⣔䠃
手ື䠅 の対策の㏣
ຍ

䖂
㻞㻚㻠㻚㻠㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰ヲ⣽設計䝥
䝻䝉ス

軽ᚤ象で
の障害䝯䝑
䝉ー䝆発ฟ

1302

軽ᚤ䛺␗常 䠄㏻ಙ䝻䜾䜢ண備
⣔に䝸䜰䝹タ䜲ム䝁䝢ー䛩る機
能の㐜ᘏ䠅 䜢㔜䛺␗常䛸誤
報し䛶し䜎い、サービスの面
停止が発生

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

㻷㻰㻰㻵㻌㼍㼡㻌㻸㼀㻱サー
ビス

䖂
㻞㻚㻠㻚㻠㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰ヲ⣽設計䝥
䝻䝉ス

ᚅ機⣔
へのษ
᭰ኻᩋ

障害䝯䝑
䝉ー䝆の
不発ฟ

不停止
に䜘る 䝯 䝑
䝉ー䝆不発
ฟ

G4

䝯䝰䝸䝁䞁ト䝻ー䝷の障害時に、
現用䝜ー䝗が実㉁的に䛿停止
し䛶い䛯が不䛺停止≧ែ
で䛒䛳䛯䛯䜑障害䝯䝑䝉ー䝆䜢
発ฟでき䛺か䛳䛯

運用㒊㛛に䜘る
体的䛺システム≧
ែの確認

䖂
㻟㻚㻝㻚㻠㻌システム
運用

T23

ス䜲䝑䝏の䜻䝱䝑シ䝳䝯䝰䝸ᨾ
障時に不停止䛸䛺り障害
䝯䝑䝉ー䝆が発生せず、障害䜢
᳨知でき䛺か䛳䛯

」ᩘほⅬか䜙の監
視機能㏣ຍ

䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

ᚅ機⣔へ
の設ᐃ䜒
れ

ᚅ機⣔での
䝟䝷䝯ータ
設ᐃ誤り

T7

✌ാ⣔䛸ᚅ機⣔のྠ期䜢ྲྀる
䜉き䝋䝣ト䜴䜵䜰䝟䝷䝯ータに䜒
かかわ䜙ず、 ᚅ機⣔への設ᐃ
䜢ᛰり、ᚅ機⣔が㉳ືし䛺か䛳
䛯

保守運用での䝟䝷
䝯ータ確認、 障害
カ⦎

䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施

ᚅ機⣔での
䝣䜯䜲䝹不
足

G11
保守作業での設ᐃミスでᚅ機
⣔ഃにᚲせ䝣䜯䜲䝹がᏑᅾせ
ず、障害時にษ᭰ኻᩋ

㔜せ䛺システム
䛿、設ᐃの作業ᣦ
♧᭩䜒ඃඛ的に確
認

䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施

ᚅ機⣔での
䝟ス䝽ー䝗
設ᐃ䜒れ

1640

✌ാ⣔のみ䝟ス䝽ー䝗䜢ኚ更
しᚅ機⣔の䝟ス䝽ー䝗䜢ኚ更
せず、データྠ期時に䜶䝷ーが
発生

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

ᶓᕷఫᇶ䝛䝑ト 䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

大
分
類

注意䛩䜉きほⅬ 
␒ྕ

に䛚ける障害発生ෆᐜ せ䛺対策
䛆ཧ⪃䛇㻌

業➼ྡ⛠㻌
䠄報㐨のみ䠅

発
注
者

㻼㻹
ア
プ
リ

イ
ン
フ
ラ

運
用

共㏻䝣レーム
ヱᙜ⟠ᡤ中ศ㢮 ᑠศ㢮 ヲ⣽ศ㢮

サ
ー
ビ
ス
継
続
・
可
用
性
管
理
（
続
き
）

ᚅ機⣔
へのษ
᭰ኻᩋ
䠄⥆き䠅

障害発生
䜿ースの
ᐃ䜒れ

」ᩘ象が
ྠ時発生䛩
る䜿ースの
ᐃ䜒れ

T23

㻞つの監視機能 䠄㻰㻮ྠ期、 ⮬
䝜ー䝗監視䠅 がഅ然㔜」し䛯䛯
䜑、ᚅ機⣔ษ᭰用の᭱ᚋの㻰㻮
サー䝞䜎でが停止

監視機能の⤌み
合わせ確認䛸テス
ト実施

䖂
㻞㻚㻠㻚㻠㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰ヲ⣽設計䝥
䝻䝉ス

T20
㻞つの㼠㼑㼘㼚㼑㼠᥋⥆ 䠄障害情報
集、⮬ື監視䠅が➇合し、↓㝈
䝹ー䝥が発生

㻎 シ ス テ ム 
体 䜢 ಠ ▔ 䛩 る
㫽 の ┠ の 対 策㻌
機能㏣ຍ時の䝸ス
䜽発見䛸共有㻎

䖂
㻞㻚㻠㻚㻠㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰ヲ⣽設計䝥
䝻䝉ス

ከᩘྠ時ᨾ
障のᐃ䜒
れ

1801

䝝ー䝗デ䜱ス䜽が㻞ྎᨾ障し䛶
䜒⮬ືᪧྍ能䛺⤌みにし
䛶い䛯䜒のの、㻟ྎがྠ時ᨾ障
し䛯䛯䜑、⮬ືಟできずᪧ
に時間䜢せし䛯

機ჾᨾ障への監
視ᙉ化、䝞䝑䜽䜰䝑
䝥のᙉ化、 ᪧ手
㡰の見┤し

୕⳻㼁㻲㻶䚷㻺㻵㻯㻻㻿
䜹ー䝗

䖂 䖂
㻟㻚㻝㻚㻝㻌運用の準
備

ᨾ 障 時 の
䝛䝑ト䝽ー䜽
㍽㍵のᐃ
䜒れ

T2

䝝ー䝗デ䜱ス䜽のᨾ障で䛂䝸䝉䝑
ト㏻知䛃がฟ⥆け、ฎ理で
୍㒊の㏻ಙが㏵ษれ、制ᚚ監
視➃ᮎか䜙の⣔ษ᭰䛘が⾜䛘
䛺か䛳䛯

停止制ᚚに䜘る⣔
ษ᭰䜢置か䜙
䜒できる䜘䛖にし䛯

䖂
㻞㻚㻠㻚㻠㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰ヲ⣽設計䝥
䝻䝉ス

䜿ー䝤䝹ษ
᩿時のᐃ
䜒れ

T30

㻞㔜化㓄⥺䛥れ䛶い䛯のに䜒か
かわ䜙ず、 ୧⣔の䜿ー䝤䝹が
᮰に䛺䛳䛶い䛯䛯䜑ྠ時にษ
᩿䛥れ、サービスが停止

施ᕤᶆ準の見┤し
䛸、୧⣔䛸䜒障害に
䛺䛳䛯ሙ合の対策
䝬䝙䝳䜰䝹作ᡂ

䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

ᨾ障時の䜶
䝷ー䝯䝑䝉ー
䝆発生の
ᐃ䜒れ

1007

デ䜱ス䜽置ᨾ障に䜘りシステ
ムが䝎䜴䞁し䛯㝿に䜶䝷ー䝯䝑
䝉ー䝆が㔞に発生し、 㐃ᦠ
ඛのシステム䜒䝎䜴䞁し䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

䜖䛖ち䜗㖟⾜シス
テム

䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

サ䜲レ䞁 ト
障害 䠄㻺㼃性
能ຎ化の不
᳨知䠅

T11

㈇Ⲵศᩓ置で䝸䜽䜶ストがᗫ
Რ䛥れ䛶い䛯が、ᗫᲠᩘがしき
い್未‶で䛒䛳䛯䛯䜑᳨知で
き䛺か䛳䛯

サービス監視᮲௳
のኚ更

䖂
㻟㻚㻝㻚㻠㻌システム
運用

㐃㙐的障
害への
ᐃ䜒れ

✌ാ不能機
ჾのษり㞳
しኻᩋ

T10

䝣䜯ーム䜴䜵䜰の不ල合で㻺㻭㻿
のᨾ障デ䜱ス䜽䜢ษり㞳せず、
䝯䝑シ䝳ᵓᡂで䛒䛳䛯䛯䜑ᨾ障
がἼཬし䛶サー䝞が䝎䜴䞁
し䛯

䝯䝑シ䝳ᵓᡂ䜢解
除し䜾䝹ー䝢䞁䜾
᪉ᘧ䜢᥇用

䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

⦰㏥時
の性能
不足

⦰㏥運㌿
への᳨ウ
不足

⦰㏥時の୍
㒊サービス
停止

T24
㻰㻮サー䝞⦰㏥時に性能が不
足し、 データ㐃ᦠ会社への情
報ᥦ౪➼のサービスが停止

デ䜱䝨䞁䝎ビ䝸テ䜱
の確保

䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

⦰㏥時のᚲ
せฎ理が㐜
ᘏ

1523

ᨾ障し䛯サー䝞䜢ษり㞳し䛯
が、未ฎ理䝏䜵䝑䜽機能の対象
がᐃ௨上のデータ㔞䛸䛺り、
長時間のサービス停止䛸䛺䛳
䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

እⅭ䛹䛳䛸䝁ムእ
㈌䝛䜽スト䝛䜸

䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

業務⥅
⥆への
準備不
足

システム
㐣ಙ

௦᭰業務の
カ⦎不足

G9
システム障害発生時に業務
窓口のฎ理が⾜䛘ず、 㢳ᐈに
ᖐ䛳䛶㡬䛟対ᛂ䛸䛺䛳䛯

障害つᶍに合わ
せ䛯務ฎ理䝬
䝙䝳䜰䝹の作ᡂ、
カ⦎

䖂
㻟㻚㻝㻚㻡㻌用⪅ᩍ
⫱

作業ᙳ㡪
の認㆑不
足

ᚋ⥆ฎ理ᙳ
㡪の誤認㆑

1406

䝞䝑䝏ฎ理が期㝈ෆに⤊わ䜙
䛺か䛳䛯ሙ合のᙳ㡪䜢システ
ム運用ᢸᙜ⪅が正し䛟認㆑し
䛶䛚䜙ず、䜹ー䝗会ဨへのㄳồ
が㐜ᘏ

ᢸᙜ⪅の運用面
のᙺศᢸ᫂確
化

ビ 䝳 ー 䜹 ー 䝗
ᇶ ᖿ シ ス テ ム
䛂㼂㻱㻺㼁㻿䛃

䖂
㻟㻚㻝㻚㻡㻌用⪅ᩍ
⫱

障害対ᛂ
手㡰の᳨
ウ不足

障害発生の
㐃⤡が㐜ᘏ

㻳㻝㻣㻌

㔜せ䛺サービスに䛶障害が発
生し䛯が、 障害発見⪅か䜙運
用ᢸᙜ⪅への㐃⤡䝹ートが確
❧䛥れ䛶䛚䜙ず、障害対ᛂのึ
ືが㐜れ䛯

㏻常䛸䛿ูの㐃⤡
⣔⤫䜢㏣ຍ

䖂
㻟㻚㻝㻚㻝㻌運用の準
備

せồに‶䛯
䛺いサービ
スᪧ時間

㻳㻝㻤㻌
障害発生時のサービス停止の
ᙳ㡪がき䛟、 ᪧ時間の▷
⦰がᚲせ䛸䛺䛳䛯

➨ᮏ␒⣔䜢ᵓ
⠏

䖂
㻟㻚㻝㻚㻝㻌運用の準
備
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

大
分
類

注意䛩䜉きほⅬ 
␒ྕ

に䛚ける障害発生ෆᐜ せ䛺対策
䛆ཧ⪃䛇㻌

業➼ྡ⛠㻌
䠄報㐨のみ䠅

発
注
者

㻼㻹
ア
プ
リ

イ
ン
フ
ラ

運
用

共㏻䝣レーム
ヱᙜ⟠ᡤ中ศ㢮 ᑠศ㢮 ヲ⣽ศ㢮

容
量
・
能
力
管
理

㔞ฎ
理への
能力不
足

ᐃ䜢㉸
䛘るฎ理
発生

✺発的象
に㉳ᅉ䛩る
㔞䜰䜽䝉
スの発生

G12

✺発的䛺象に䜘り、 ฎ理
能力䜢㉸䛘䛯注ᩥがẅ฿し、
サービス時間䜢▷⦰し䛶対ᛂ
䜢⾜䛳䛯

業務㒊㛛が䜻䝱䝟
シテ䜱⟶理に㈐௵
䜢ᣢち、 ⟶理㡯┠
䛸しきい್䜢設ᐃ

䖂 䖂
㻞㻚㻞㻚㻟㻌せ௳の㆑
ู

1634

ᅜໃ情ໃ 䠄⡿ᅜ⤫㡿㑅䠅 の
ኚ化䜢ཷけⅭ᭰┦ሙがき䛟
ኚືし、 ၟရのྲྀᘬ䜢୍時
停止

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

ᮾிၟရྲྀᘬᡤ 䖂 䖂
㻞㻚㻞㻚㻟㻌せ௳の㆑
ู

䜰䜽䝉スᩘ
のண ኻᩋ

1629

䝏䜿䝑ト㉎ධᕼᮃ⪅の▷期間
㐃⥆䜰䜽䝉ス䜢ᐃできず、発
開ጞ┤ᚋか䜙ᐃの㻢ಸ䜢
㉸䛘る䜰䜽䝉スが集中しシステ
ムが停止

䝏䜿䝑ト㈍期間
䜢๓༙䛸ᚋ༙にศ
ける➼、 ฎ理のศ
ᩓ化

ᮾிᅜ㝿ᫎ⏬⚍
㟁Ꮚ䝏䜿䝑ト㈍
システム

䖂 䖂
㻞㻚㻟㻚㻞㻌システム
せ௳ᐃ⩏䝥䝻
䝉ス

1631

ྠ᪥か䜙開ጞ䛥れ䛯᪂サービ
スに䜰䜽䝉スが集中し䛯ᙳ㡪
で、 ᪤Ꮡのษ➢㉎ධ➼のサー
ビスが用し䛵䜙䛟䛺䛳䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

㻶㻾ᮾ᪥ᮏ䝰䝞䜲
䝹㻿㼡㼕㼏㼍

䖂 䖂
㻞㻚㻟㻚㻞㻌システム
せ௳ᐃ⩏䝥䝻
䝉ス

䜰䜽䝉スᙳ
㡪ඛの᳨ウ
不足

1432

ᦠᖏ㟁ヰ向けに緊急㏿報䝯ー
䝹䜢㓄ಙし䛯䛸こ䜝、 䝯ー䝹か
䜙ཧ↷し䛯㼃㼑㼎サ䜲トに䜰䜽䝉
スが集中し、サー䝞が䝎䜴䞁し
䛯

ᬻᐃ的に䛿、 㼃㼑㼎
サー䝞か䜙ᐜ㔞の
きいᆅᅗデータ
䜢削除

ᶓᕷ㼃㼑㼎サ䜲ト 䖂 䖂 䖂 䖂
㻞㻚㻟㻚㻞㻌システム
せ௳ᐃ⩏䝥䝻
䝉ス

性能㝈⏺
್の不ᩚ
合

システム間
での性能㝈
⏺್不ᩚ合

T18
䝞䝑䝏ฎ理の上㝈䜢㉸䛘䛯
データ㔞䜢、 䜸䞁䝷䜲䞁でཷけ
付け䛶し䜎䛳䛯

制㝈್、制㝈್㉸
㐣時のື作の確
認

䖂 䖂 䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

G13
システム間で㐃ᦠデータ、㐃ᦠ
時間の⤫୍⟶理が䛺䛟、 ฎ理
ቑຍ時にサービス時間䜢▷⦰

データデ䜱䜽シ䝵䝘
䝸でᐃ⩏䜢ᥞ䛘䛯
上で、 データ㐃ᦠ
ෆᐜ䜢ྍ視化

䖂 䖂 䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

性能㝈⏺
್の設ᐃ
不備

監視時間間
㝸が⢒い

G14
ฎ理௳ᩘ䜢㻝ศ間㝸で監視し
䛶䛚り、⛊༢での▐間的䛺ฎ
理ቑに対ᛂでき䛺か䛳䛯

監視の時間間㝸
䜢ྵ䜐䜻䝱䝟シ
テ䜱計⏬のಟ正

䖂 䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

せ௳ኚ更
時の性能
⪃慮不足

䝁䞁テ䞁䝒
サ䜲䝈のቑ
に䜘る性
能ຎ化

T14
䝁䞁テ䞁䝒更᪂時にデータサ䜲
䝈が㻠ಸに䛺り、 レス䝫䞁スが
పୗ

業務㒊㛛作業䜢䠥䠰
㒊㛛が確認䛩るこ
䛸䜢ー䝹ー䝹化

䖂
㻞㻚㻟㻚㻞㻌システム
せ௳ᐃ⩏䝥䝻
䝉ス

設ᐃチ
ᐜ್の
㉸㐣

しきい್
㉸㐣

業務せ௳ኚ
更時のしき
い್不ኚ更

T4

ண ྍ能時間䜢ቑし䛯㝿に
ண 対象ิ㌴ᩘの上㝈್䜢ኚ
更せず、ண 䝎䜲䝲䜢⾲♧でき
䛺䛟䛺䛳䛯

ኚ化Ⅼの⟶理ᣦ
ᶆ化

䖂
㻞㻚㻟㻚㻞㻌システム
せ௳ᐃ⩏䝥䝻
䝉ス

࿘期ฎ理時
間への環境
ኚ化未ᫎ

T32

࿘期ฎ理の時間設ᐃが機ჾ
䜔データቑに㏣㝶でき䛶い䛺
か䛳䛯䛯䜑、 ฎ理が時間ෆに
せず機ჾື作停止䛚䜘䜃
制ᚚ䝛䝑ト䝽ー䜽障害が発生

࿘ 期 時 間 ⟶ 理
䝹ー䝹䛚䜘䜃᪂機
能㏣ຍ時の運用
䝹ー䝹䜢制ᐃ

䖂
㻟㻚㻝㻚㻠㻌システム
運用

しきい್の
༢䜔ᐃ⩏
の不୍⮴

T29

システム間で㌿㏦䛥れるデータ
の制㝈್につい䛶、 ᙜ᪥ศの
みか、ᙜ᪥䛸⩣᪥䜢ྵ䜑䛯䜒の
かの理解が␗䛺り、 制㝈್䜢
㉸䛘䛯⤖ᯝシステム障害䜢ᣍ
い䛯

システム間の制㝈
್のⅬ᳨䛸୍ඖ
⟶理、機能ᵝ᭩
のᐃ⩏見┤し

䖂
㻞㻚㻟㻚㻞㻌システム
せ௳ᐃ⩏䝥䝻
䝉ス

しきい್㉸
㐣の不᳨知

T22

ス䝻ー䝎䜴䞁䜢ዎ機に、㔜せ性
䜢認㆑し䛶い䛺か䛳䛯ண⣙ฎ
理の䝞䝑䝣䜯が㐃㙐的に‶ᮼ
䛸䛺り、体機能が停止

ྛ䝞䝑䝣䜯の✚
≧ἣ監視、䜰䝷ート
設ᐃ

䖂
㻞㻚㻟㻚㻞㻌システム
せ௳ᐃ⩏䝥䝻
䝉ス
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

大
分
類

注意䛩䜉きほⅬ 
␒ྕ

に䛚ける障害発生ෆᐜ せ䛺対策
䛆ཧ⪃䛇㻌

業➼ྡ⛠㻌
䠄報㐨のみ䠅

発
注
者

㻼㻹
ア
プ
リ

イ
ン
フ
ラ

運
用

共㏻䝣レーム
ヱᙜ⟠ᡤ中ศ㢮 ᑠศ㢮 ヲ⣽ศ㢮

容
量
・
能
力
管
理
（
続
き
）

設ᐃチ㻌
ᐜ್の
㉸㐣
䠄⥆き䠅

↓制㝈㐃
⥆㏦ಙ

ヨ験ಙྕの
↓制㝈㐃⥆
㏦ಙ

G10

作業誤りに䜘りᅇ⥺ヨ験ಙྕ
が㏦ಙ䛥れ⥆け、䠏㐌間で共㏻
䝞䝑䝣䜯の✵きが䛺䛟䛺り障害
発生

しきい್㉸㐣ᚋに
䜰䝷ート䜢⾲♧䛩
る䜘䛖に改善

䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施

システム䜶
䝷ーの↓制
㝈㐃⥆㏦ಙ

1628

☢気情報がᾘኻし䛯䜻䝱䝑
シ䝳䜹ー䝗の用時に、 䝥䝻䜾
䝷ムミスでシステムෆ㒊で䜶
䝷ーが㐃⥆発生し、 㻭㼀㻹のฎ
理が停止

๓䝏䜵䝑䜽で☢
気情報ᾘኻのሙ
合にྲྀᘬ䜢不ᡂ❧
䛸䛩る䜘䛖䝥䝻䜾䝷
ム䜢ಟ正

ᶓ㖟⾜➼຺ᐃ
⣔システム
䛂㻹㻱㻶㻭㻾䛃

䖂
㻞㻚㻠㻚㻠㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰ヲ⣽設計䝥
䝻䝉ス

䝻䜾の⫧
化

㔞業務ฎ
理時の䝻䜾
⫧化

1507

つᶍ䝬䞁シ䝵䞁のఫẸのᆅ
␒ಟ正時にྠ䝬䞁シ䝵䞁にධ
ᒃ䛩るఫẸ䜒䝻䜾にグ㘓䛩
る䛯䜑、䝻䜾ᐜ㔞が㉸㐣し障害
発生

䝻䜾ᐜ㔞䜢削減䛩
る対策

ᇸ⋢┴ᐩኈ見ᕷ
ఫẸグ㘓䠋ᅜẸ
ᗣ保㝤システム

䖂 䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

䜰䜽䝉ス集
中時の䝻䜾
⫧化

1710

ື⏬㓄ಙサービスで䜰䜽䝉ス
集中時に䝻䜾が急ቑし、䝸䝋ー
ス不足に䜘りฎ理が␃䚹 㓄
ಙணᐃの䝷䜲䝤中⥅ᫎീがᥦ
౪でき䛺か䛳䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

㻰㻭㼆㻺ື⏬㓄ಙ
サービス

䖂 䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

監視ᙉ化に
䜘る䝻䜾⫧
化

1611

␃䝥䝻䝉ス䜢㔜Ⅼ監視し䛯
⤖ᯝ、䝻䜾が㔞にグ㘓䛥れ、
䝻䜾データ㌿㏦時に䝯䝰䝸不足
䛸䛺り㻭㼀㻹が停止

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

㻺㼀㼀データᆅ㖟共
ྠ䝉䞁ター

䖂 䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

事
業
関
係
管
理

共ྠ
用に䛚
けるၥ
㢟

せ௳ᐃ⩏
への㈐௵
ᕼⷧ化

性能せ௳の
見込み不足

G5
業⏺共ྠシステムで、 ྛ社が
䝢ー䜽ฎ理㔞䜢㈐௵䜢䜒䛳䛶ண
 せず、システムが䝎䜴䞁

用ྛ社に䜘る運
Ⴀ༠㆟会䜢❧上䛢

䖂 䖂
㻞㻚㻟㻚㻞㻌システム
せ௳ᐃ⩏䝥䝻
䝉ス

障害発生
時の対ᛂ
制㝈

㐲慮に䜘る
㉳ືᘏ期

G8
共ྠ用䛩る社へのᙳ㡪䜢
⪃慮し䛶機ჾの㉳ືができ
ず、障害が長期化

㠀常時対ᛂ䜢ྵ䜑
䛯用⪅間の情
報共有

䖂 䖂 䖂
㻟㻚㻝㻚㻠㻌システム
運用

䜽䝷䜴
䝗用
に䛚け
るၥ㢟

䜽 䝷 䜴 䝗
に䛚ける
䝸 䝋ース
⟶理の軽
視

௬サー䝞
のᙜミス

T8
䜽䝷䜴䝗にサー䝞䜢集⣙し䛯
が、䝸䝋ース⟶理が不༑ศで作
業ミス䜢ㄏ発し䛯

௬サー䝞の䝸
䝋ース⟶理、 性能
監視ᚭᗏ

䖂 䖂
㻟㻚㻝㻚㻠㻌システム
運用

障害発生
時の体制
未ᩚ備

ト䝷䝤䝹対
ᛂ体制の未
ᩚ備

G7

」ᩘの用⪅がྠ୍の䜽䝷䜴
䝗サービス䜢用䛩る環境ୗ
で、 障害対ᛂの๓ྲྀỴ䜑が
䛺䛟、 障害発生時に㉳ື➼
の対ᛂุ᩿ができずにᪧが
長期化し䛯

䜽䝷䜴䝗サービス
に䛚い䛶䜒ᙺ、
㈐௵の᫂確化

䖂 䖂 䖂
㻟㻚㻝㻚㻝㻌運用の準
備

システ
ム用
⪅に䛚
けるၥ
㢟

システム
用⪅の
᧯作ミス

誤ධ力デー
タのἼཬ

G3
誤ධ力データが」ᩘ業へ㐃
ᦠ䛥れ、ᪧに䠍㐌間䜢せし䛯

䝁䞁テ䜱䞁䝆䜵䞁
シー䝥䝷䞁の業
間共有

䖂
㻟㻚㻝㻚㻡㻌用⪅ᩍ
⫱

誤ධ力デー
タの⪅അ
然୍⮴

1328

誤ධ力し䛯䜽レ䝆䝑ト䜹ー䝗␒
ྕ䛸有ຠ期㝈が⪅䛸അ然に
୍⮴し、 誤䛳䛯ᩱ㔠ᘬきⴠ䛸し
䜢⾜䛳䛯䚹䝉䜻䝳䝸テ䜱䝁ー䝗䛿
ධ力し䛶い䛺か䛳䛯䚹

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

䝲䝣ーබ㔠支ᡶ
システム

䖂
㻞㻚㻠㻚㻠㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰ヲ⣽設計䝥
䝻䝉ス

データの未
ධ力䜢ཎᅉ
䛸し䛯ุᐃ
誤り

1601

₻の‶ちᘬきのデータ䜢⫋ဨ
がධ力せず、 ₻ኚ化䜢ὠἼ
䛸誤認㆑し䛶緊急㏿報䝯ー䝹
䜢誤㓄ಙ

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

ḷᒣ┴緊急㏿
報䝯ー䝹

䖂
㻟㻚㻝㻚㻡㻌用⪅ᩍ
⫱
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

大
分
類

注意䛩䜉きほⅬ 
␒ྕ

に䛚ける障害発生ෆᐜ せ䛺対策
䛆ཧ⪃䛇㻌

業➼ྡ⛠㻌
䠄報㐨のみ䠅

発
注
者

㻼㻹
ア
プ
リ

イ
ン
フ
ラ

運
用

共㏻䝣レーム
ヱᙜ⟠ᡤ中ศ㢮 ᑠศ㢮 ヲ⣽ศ㢮

供
給
者
管
理

製ရ
ᵝの理
解不足

製ရᵝ
の理解不
足

わずか䛺
ᵝᕪ␗

T12
㻴㻰㻰か䜙㻿㻿㻰に䛩る䛸タ䜲
䝬監視が㻞㻜㻜㼙㼟でせず、
制ᚚ置がື作停止

䝴ー䝄に䜘る䝧䞁
䝎ഃ障害ண防対
策の確認、⿵

䖂
㻞㻚㻟㻚㻡㻌システム
⤖合䝥䝻䝉ス

製ရの制
⣙㡯

有ຠ期㝈の
㉸㐣

G21

サー䝞ド᫂᭩の有ຠ期㝈䜢知
䜙䛥れ䛺い䜎䜎運用䜢開ጞし、
期㝈ษ䜢㏄䛘䛶㏻ಙが不㏻䛸
䛺りサービスが停止し䛯

有ຠ期㝈のྎᖒ
⟶理䛚䜘䜃ᐃ期
的確認、開発ጤク
ඛ䛸のᘬ⥅䛞㡯
䝏䜵䝑䜽䝸ストへの
ᫎ

䖂
㻟㻚㻝㻚㻠㻌システム
運用

製ရᵝ
の誤解

ឤぬ䛸␗䛺
る設ᐃ್

T11
㈇Ⲵศᩓ置の䝉䝑シ䝵䞁ᩘ
が設ᐃ್の㻝㻛㻠䛸䛺る 䛂ᵝ䛃
の䛯䜑、ᛂ⟅㏿ᗘがపୗし䛯

サービス監視᮲௳
のኚ更

䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

㞃れ䛯設ᐃ
್

1501

ᖒ⚊作ᡂ用䝟䝑䜿ー䝆のᵝ
䜢ᢕᥱし䛶䛚䜙ず、ྠ時に実⾜
できる༳ๅ௧ᩘの設ᐃ䜢誤
り、ド᫂᭩発⾜システムで障害
発生

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

㜰ᕷఫẸᇶᮏ
ྎᖒシステム

䖂 䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

␗常᳨知の
みで機能停
止

G11
デ䜱ス䜽䝰䝆䝳ー䝹の⮬ᕫデ᩿
機能で、 ␗常᳨知のみで機能
停止䛩るᵝ䛸䛺䛳䛶い䛯

␗常᳨知ᚋの機
能停止᮲௳䜢見
┤し䛯制ᚚ䝥䝻䜾
䝷ム䜢㐺用

䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

製ရの設
ᐃ不備

データ䝧ー
スサー䝞の
設ᐃ不備

T19

データ䝧ースサー䝞で㻿㻽㻸の
実⾜計⏬䜢⮬ື᭱㐺化で設ᐃ
し䛯䛸こ䜝、 却䛳䛶性能がᝏ化
し䛯

⮬ື᭱㐺化䜢
用し䛺い➼、 運用
䜢見┤し

䖂 䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

1301

データ䝧ースサー䝞で䝯䝰䝸
ᙜฎ理䜢ᐃ⩏䛩る䝟䝷䝯ータ
の設ᐃ䜢誤り、 䝯䝰䝸ᙜ ・解
放のฎ理が㻯㻼㼁に㐣㈇Ⲵ䜢
䛘障害が発生し䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

㻷㻰㻰㻵㻌 㼍㼡㻌 㻵㻰認ド
Ỵ῭システム

䖂 䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス

製ရの
不㐺ษ
䛺用

長期㐃⥆
運㌿

㈇Ⲵศᩓ
置の長期㐃
⥆運㌿

T17
㈇Ⲵศᩓ置䜢㻤か᭶㐃⥆運
㌿し、䝯䝰䝸不足䜶䝷ーで停止

ᐃ期的䛺㉳ື
実施

䖂 䖂
㻟㻚㻝㻚㻠㻌システム
運用

䝛䝑ト䝽ー䜽
ス䜲䝑䝏の
長期㐃⥆運
㌿

T25
ス䜲䝑䝏のᨾ障䚹䝁䝬䞁䝗に䜘る
㉳ືで䛺䛟≀理的㉳ືで
ᪧ䚹

障害ཎᅉษりศけ
ᇶ準のỴᐃ、 䝻䜾
の確実ྲྀᚓ

䖂 䖂
㻟㻚㻝㻚㻠㻌システム
運用

不㐺ษ䛺
䝟䝑䝏㐺
用

㐜 䛩 䛞 る
䝟䝑䝏㐺用

T16
㈇Ⲵศᩓ置の᪤知の障害
が、 ಟ正䝟䝑䝏㐺用๓に㢧ᅾ
化

ಟ正䝟䝑䝏➼の確
認サ䜲䜽䝹の᪩期
化

䖂
㻞 㻚 㻢 㻚 㻠 㻌 保守レ
ビ䝳ーཬ䜃䠋
ཪ䛿ཷධれ

ᣋ㏿䛺䝟䝑
䝏㐺用

1616

開発ඖᥦ౪の䝟䝑䝏ෆに
䜻䝱䝑シ䝳制ᚚのኚ更が
䛒り、䜒䛸䜒䛸のデ䜱ス䜽制
ᚚ䛸の間でデ䝑䝗䝻䝑䜽が発生

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

᪥ᮏ⯟✵㔜㔞⟶
理システム

䖂
㻞 㻚 㻢 㻚 㻠 㻌 保守レ
ビ䝳ーཬ䜃䠋
ཪ䛿ཷධれ

開発ඖのテ
ストに対䛩
るレビ䝳ー
不足

T28

䝟䝑䜿ー䝆䝋䝣ト䜴䜵䜰のಟ正
䠄䜰䝑䝥デート䠅 にక䛳䛶ΰධし
䛯䝞䜾のᙳ㡪に䜘り、システム
停止が発生

開発ඖのಟ正
⟠ᡤに対䛩るレ
ビ䝳ー䛚䛚䜘䜃ᅇ
ᖐテストの実施

䖂
㻞㻚㻠㻚㻣㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰㐺᱁性確認
テスト䝥䝻䝉ス

㐺ษで
䛺い製
ရ౪⤥
⪅⟶理

㐺ษで䛺
い製ရサ
䝫ート

機ື的で䛺
い 製 ရ サ
䝫ート体制

T27

障害対ᛂにᚲせ䛺知㆑䜢ᣢ
つ製ရ開発䝏ーム䝯䞁䝞への
㐃⤡体制ができ䛶䛚䜙ず、 ト䝷
䝤䝹発生か䜙ᅇ䜎でにከ
䛺時間䜢せし䛯䚷䠄特にᾏእサ
䝫ートᣐⅬ䛸の時ᕪが䛒るሙ
合に注意がᚲせ䠅

製ရ開発䝏ーム䝯
䞁䝞への㻞㻠時間
サ䝫ート体制䜢ᵓ
⠏

䖂
㻟㻚㻝㻚㻝㻌運用の準
備
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

大
分
類

注意䛩䜉きほⅬ 
␒ྕ

に䛚ける障害発生ෆᐜ せ䛺対策
䛆ཧ⪃䛇㻌

業➼ྡ⛠㻌
䠄報㐨のみ䠅

発
注
者

㻼㻹
ア
プ
リ

イ
ン
フ
ラ

運
用

共㏻䝣レーム
ヱᙜ⟠ᡤ中ศ㢮 ᑠศ㢮 ヲ⣽ศ㢮

イ
ン
シ
デ
ン
ト
管
理

㐺ษで
䛺い不
ල合⟶
理

不ල合の
長期放置

機能誤りの
長期放置

1641

特ᐃ᮲௳ୗに䛚ける保㝤ᩱ計
⟬の誤り䜢㻡ᖺ๓に認㆑し䛯
が、ၥ合せへのಶู対ᛂのみ
で体対ᛂが㐜ᘏし䛯

」ᩘのᢸᙜ⪅で
の確認ᚭᗏ

ᚋ期㧗㱋⪅་⒪
制ᗘ保㝤ᩱ計⟬
システム

䖂 䖂
㻟㻚㻝㻚㻣㻌システム
運用のホ౯

機能不足の
長期放置

㻝㻢๓
ู㻞

䜻䝱䝑シ䞁䜾サービスのᜥ
᪥り計⟬機能が䛺䛟手作業
でㄳồ䜢⾜い、 㻝㻜ᖺ間で㻞㻘㻠㻜㻝
௳の㐣ㄳồが発生し䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

䜲䜸䞁㖟⾜䜲䜸䞁
䜹ー䝗䜻䝱䝑シ䞁
䜾サービス

䖂 䖂
㻟㻚㻝㻚㻣㻌システム
運用のホ౯

不ල合発
生時の対
ᛂ㐜れ

不ල合の認
㆑㐜れ

G10
୍㒊の㟁ヰ䝁ー䝹᥋⥆␗常䜢
㏻ಙᅇ⥺業⪅のၥ㢟䛸誤認
し、障害対ᛂのึືが㐜れ䛯

㐃ᦠඛか䜙の障害
ၥ合せに䛿、 ⮬シ
ステムのၥ㢟䜢ඃ
ඛし䛶ㄪᰝ

䖂
㻟㻚㻝㻚㻣㻌システム
運用のホ౯

㻳㻝㻣㻌

୍㒊の㏻ಙの᩿⤯が発生し䛯
が、の㏻ಙ䛿正常で䛒り、䜎
䛯置ᮏ体か䜙の䜰䝷ート䜒発
生し䛺か䛳䛯䛯䜑、障害発生の
認知が㐜れ䛯

の࿘㎶機ᮦ➼
䜢ά用し䛯௦᭰䜰
䝷ートの⤌み䜢
㏣ຍ

䖂
㻟㻚㻝㻚㻣㻌システム
運用のホ౯

問
題
管
理

未ᐃ
の障害
発生時
のΰ

ᐃ不ྍ
能䛺障害

製造ඖが未
認㆑の不ල
合発生

T9
タ䜲䝬制ᚚฎ理䝋䝣トの䝞䜾で
㼀㻯㻼ษ᩿時のタ䜲ム䜰䜴ト䜢᳨
知できず、ฎ理が停

障害⟠ᡤ䜢ษり㞳
し䛶の業務⥅⥆性
確保

䖂
㻟㻚㻝㻚㻠㻌システム
運用

ཎᅉ不᫂の
不ල合発生

T25
ス䜲䝑䝏のᨾ障䚹䝁䝬䞁䝗に䜘る
㉳ືで䛺䛟≀理的㉳ືで
ᪧ䚹

障害ཎᅉษりศけ
ᇶ準のỴᐃ、 䝻䜾
の確実ྲྀᚓ

䖂
㻟㻚㻝㻚㻠㻌システム
運用

構
成
管
理

システ
ム環境
⟶理

システム
環境間の
ᕪ␗

ᮏ␒環境䛸
テスト環境
のᕪ␗

T6
ᮏ␒環境のみにᏑᅾ䛩るデー
タ䝧ース ・ 䜸䝥シ䝵䞁の䝞䜾が
㢧ᅾ化

環境ᕪ␗ศᯒに
ᇶ䛵䛟䝸ス䜽対策

䖂

㻞㻚㻠㻚㻣㻌䝋䝣ト䜴䜵
䜰㐺᱁性確認
テスト䝥䝻䝉ス㻌
㻡㻚㻡㻚㻞㻌ᵓᡂ⟶理
の実⾜

施設⟶
理

ᐊ 上᪼

ᐊ 上᪼に
䜘るサー䝞
⮬ື停止

1522

施設でᑠつᶍⅆ⅏が㉳き、 ⅆ
⅏報知ჾが作ືし䛶✵ㄪが停
止䚹 このᙳ㡪でᐊ が上᪼し
䝯ー䝹サー䝞が⮬ື停止

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

㼍㼡䜻䝱䝸䜰䝯ー䝹 䖂 䖂
㻟㻚㻝㻚㻠㻌システム
運用

ᐊ   上 ᪼
に䜘る䝛䝑
ト䝽ー䜽ス
䜲䝑䝏␗常

1536

サー䝞䝹ームの✵ㄪᨾ障で、
䝛䝑ト䝽ー䜽ス䜲䝑䝏に␗常が
発生し✵ のྛシステムが停
止

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

中㒊ᅜ㝿✵ ✵
 ෆシステム

䖂 䖂
㻟㻚㻝㻚㻠㻌システム
運用

㐣㟁ὶ対
策

㓄㟁┙のᐃ
᱁㐽᩿㟁ὶ
設ᐃミス

1120

㓄㟁┙に䛚ける䝤レー䜹ーの
ᐃ᱁㐽᩿㟁ὶがチᐜ್䜘り䜒
ᑠ䛥䛟設ᐃ䛥れ䛶䛚り、 㐣㟁ὶ
で䛺い≧ἣで䝤レー䜹ーがⴠ
ち㏻ಙ機能が停止

䝤レー䜹ーのᐃ᱁
㐽᩿㟁ὶ設ᐃの
ಟ正

気象情報ఏ㏦ฎ
理システム

䖂 䖂
㻞㻚㻟㻚㻟㻌システム
᪉ᘧ設計䝥䝻
䝉ス
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

大
分
類

注意䛩䜉きほⅬ 
␒ྕ

に䛚ける障害発生ෆᐜ せ䛺対策
䛆ཧ⪃䛇㻌

業➼ྡ⛠㻌
䠄報㐨のみ䠅

発
注
者

㻼㻹
ア
プ
リ

イ
ン
フ
ラ

運
用

共㏻䝣レーム
ヱᙜ⟠ᡤ中ศ㢮 ᑠศ㢮 ヲ⣽ศ㢮

変
更
・
リ
リ
ー
ス
管
理

不㐺ษ
䛺ኚ更
⟶ 理
䝹ー䝹

ኚ更⟶理
䝹ー䝹の
ᙧ㧁化

୍ ᚊ 的 䛺
䝏䜵䝑䜽の
ᘢ害

G11

保守作業䝏䜵䝑䜽䜔ಟ正䝥䝻䜾
䝷ムの㐺用がシステムに䜘䜙
ず୍ᚊ䛸䛺䛳䛶䛚り、 㔜せ䛺ミ
ス䜢見ⴠ䛸し

システムの㔜せᗘ
にᛂじ䛶、運用・保
守の体制・作業の
⃰ῐ䜢

䖂
㻟㻚㻟㻚㻠㻌⤫合的制
ᚚ⟶理

システ
ムᢸᙜ
⪅の作
業ミス

作業準備
の䜒れ

作業時のᮏ
␒環境ศ㞳
不足

1304

䝛䝑ト䝽ー䜽ᕤに䛚い䛶、 ᮏ
␒環境䛸᥋⥆し䛯䜎䜎ᕤ䜢
⾜䛳䛯ので、不せ䛺データが㏦
ಙ䛥れシステム␗常が発生

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

ཎᏊ力Ᏻᇶ┙
機ᵓ緊急時対策
支援システム

䖂
㻡㻚㻡㻚㻞㻌ᵓᡂ⟶理
の実⾜

不䛺
作業実施

作業の
誤認

G16

ື作確認がし䛯䛸誤認し
䛶䝥䝻シー䝆䝱䜢ᙉ制⤊し䛶
し䜎い、 未の᭩込み機能
が⧞り㏉し㉳ືし䛶デ䜱ス䜽䜢
୍ᮼにし䛯

ᮏ␒環境に㐺用
䛩る䜒ののື作環
境の確認ᚭᗏ

䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施

㉳ື䜒れ
に䜘る作業
未ᫎ

1411

運㈤ษ᭰の䛯䜑のシステム更
᪂時に、 㥐ဨがๆ機䠍ྎの
㟁※䜢ษり忘れ䛯䛯䜑更᪂で
きず、 ษ➢の㈍㔠㢠䜢誤䛳
䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

㜰ᕷႠᆅୗ㕲
ๆ機

䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施

緊急作業䛸
ᐃ期作業の
➇合で更᪂
䜒れ

T15

㢳ᐈデータのᐃ期ಟ正時に、
緊急作業更᪂๓のデータ䜢対
象䛸し䛯䛯䜑、緊急作業⤖ᯝが
ᫎ䛥れ䛺か䛳䛯

ᙳ㡪データのᢕ
ᥱ、 ᚋ⥆業務での
データྠ期

䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施

作業に䜘
るデータ
不ᩚ合

データの
㔜Ⓩ㘓

1617

᧯作ミスで㢳ᐈの㔜Ⓩ㘓䜔
䝣䜯䜲䝹の㔜作ᡂ䜢⾜い、ᮏ
᮶の用ᩱの㻞ಸでᩱ㔠䜢ㄳ
ồ䛩る䜿ースが生じ䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

ᅄᅜ㟁力・᳨㔪・
㟁気ᩱ㔠㛵㐃シ
ステム

䖂
㻟㻚㻝㻚㻠㻌システム
運用

1609
䛟じの発ๆ➃ᮎ機䜢ධれ᭰䛘
䛯㝿に、 䛟じの㏻し␒ྕに㔜」
が発生しฎ理⤖ᯝが不ᩚ合

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

みず䜋㖟⾜ᐆ䛟じ
システム

䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施

データの不
  䛺 䝁
䝢ー

1314

機能改ಟ作業に䛚い䛶、 現⾜
設備の䝴ー䝄情報䜢᪂設備
に䝁䝢ー䛩る作業䝁䝬䞁䝗に誤
りが䛒り、 情報が不୍⮴䛸䛺り
サービスが停止

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

㻷㻰㻰㻵㻌 㼍㼡㻌ᦠᖏ㟁
ヰサービス

䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施

作業対象の
ྲྀり㐪䛘

1216

㻮⩌サー䝞に誤䛳䛶㻭⩌サー䝞
用の䝋䝣ト䜴䜵䜰䜢㐺用し䛯䛯
䜑、㻮⩌ഃ䝴ー䝄が㻭⩌䝴ー䝄
の情報䜢ཧ↷・更᪂ྍ能䛸䛺䛳
䛶し䜎䛳䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

㻺㼀㼀䝗䝁䝰㻌ᦠᖏ
㟁ヰサービス

䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施

作業ෆᐜ
の誤り

誤解䜢生䜐
作業ᣦ♧

T21

䝀ート䜴䜵䜲設ᐃのᣦ♧᭩で
䝟䝷䝯ータ䜢䝻ー䝬Ꮠでグ㍕し
䛶䛚り、 これ䜢誤ㄞし䛯⤖ᯝ、
㟁ヰ䝁ー䝹が␗䛺るᣐⅬへ㌿
㏦䛥れ䛯

ミスが発生䛩る≧
ἣ、環境の改善

䖂
㻟㻚㻝㻚㻠㻌システム
運用

T31

障害対策䝬䝙䝳䜰䝹のグ㏙が
᭕䛰䛳䛯䛯䜑不せ䛺機能䜢
実⾜し䛶し䜎い、ᪧの㐜ᘏ䜢
ᣍい䛯

㻼㻰㻯㻭サ䜲䜽䝹で
障害対策䝬䝙䝳䜰
䝹䜢⥔ᣢ⟶理䛩る
運用䝹ー䝹の制
ᐃ

䖂
㻟㻚㻝㻚㻠㻌システム
運用

不注意に䜘
るデータ削
除

1213

຺ᐃ⣔システムの➃ᮎテー䝤
䝹ಟ正時に、 誤䛳䛶ᮏ᮶ኚ更
䛩るᚲせの䛺い㻭㼀㻹㻟㻣ྎศの
ෆᐜ䜢䜽䝸䜰し䛶し䜎い、 ⩣᪥
に㻭㼀㻹停止がከ発

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

ᒣ㝜合ྠ㖟⾜ 䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施

不注意に䜘
る設ᐃ誤り

1748

ᩱ㔠システムの設ᐃ䜢間㐪
䛘、ᖹ常ᩱ㔠䛸䛩䜉き䛸᪥の㥔
㌴ᩱ㔠䜢、 ⦾ᛁ期のᩱ㔠でㄳ
ồし䛯

作業❧ち合い、 設
ᐃ⤖ᯝの䝎䝤䝹
䝏䜵䝑䜽

㛵す䜶䜰䝫ート㥔
㌴ᩱ㔠システム

䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施
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4.5ɹ「注意すべき観点」に基づく障害の分類

大
分
類

注意䛩䜉きほⅬ 
␒ྕ

に䛚ける障害発生ෆᐜ せ䛺対策
䛆ཧ⪃䛇㻌

業➼ྡ⛠㻌
䠄報㐨のみ䠅

発
注
者

㻼㻹
ア
プ
リ

イ
ン
フ
ラ

運
用

共㏻䝣レーム
ヱᙜ⟠ᡤ中ศ㢮 ᑠศ㢮 ヲ⣽ศ㢮

変
更
・
リ
リ
ー
ス
管
理
（
続
き
）

システ
ムᢸᙜ
⪅の作
業ミス㻌
䠄⥆き䠅

ᢸᙜ⪅の
⊂᩿作業

保守ᢸᙜ⪅
の⊂᩿作業

G16
保守ᢸᙜが、運用ᢸᙜの解
䛺䛟ᮏ␒環境へ䝸䝸ース䜢⾜
い、サー䝞が停止

保守ᢸᙜへの䝻䜾
䜲䞁㻵㻰の㒔ᗘᡶい
ฟし

䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施

ミスの上ሬ
り

G6
ึ期ミス䜢ᅇ䛩る䛯䜑に手
㡰䜢㐓⬺し䛯᧯作䜢⾜い、 
データ䜢ᾘཤし䛶し䜎䛳䛯

⤌⧊䛸し䛶のุ᩿
ᇶ準、作業つᐃの
ᩚ備

䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施

作業中അ
発象へ
の⪃慮不
足

作業時の㟁
力౪⤥不ල
合

1305

㟁※設備のᐃ期Ⅼ᳨中に、 シ
ステムへの㟁力౪⤥に不ල合
が発生し、 システムが䝎䜴䞁し
䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

共ྠ㏻ಙ社グ
⦅集・㓄ಙシステ
ム

䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施

1708

ิ㌴ᣦ௧ᡤෆの㟁※置の
䝞䝑テ䝸ー時に不ල合が
発生し、 運⾜⟶理システムへ
の㟁力౪⤥が止䜎り、 ิ㌴が
⣙䠍時間運ఇし䛯

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

㻶㻾ᕞ運⾜⟶理
システム

䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施

作 業 時 の
䝝ー䝗䜴䜵
䜰ᨾ障

G15

保守作業の䛯䜑⮬ືษ᭰䜢解
除し䛯時に䝝ー䝗䜴䜵䜰ᨾ障が
発生し、 サービスが㻝㻜ศ間停
止

保守作業中に⮬
ືษ᭰䜢解除し䛺
い๓ᥦで保守作業
䝬䝙䝳䜰䝹䜢ಟ正

䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施

ษ戻し時の
䝝ー䝗䜴䜵
䜰ᨾ障

1314

᪂設備への䝞ー䝆䝵䞁䜰䝑䝥に
ኻᩋし、 現⾜設備へのษ戻し
中に᪂設備の∦⣔で䝝ー䝗障
害が発生し、ṧりの∦⣔䜒㐣㈇
Ⲵでサービスが䝎䜴䞁

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

㻷㻰㻰㻵㻌 㼍㼡㻌ᦠᖏ㟁
ヰサービス

䖂
㻞㻚㻢㻚㻟㻌ಟ正の実
施

⤌⧊ෆ㻌
の 䝁 ミ㻌
䝳䝙䜿㻌
ー シ 䝵
䞁ミス

⤌⧊ෆの
情報共有
不足

特ᐃᢸᙜ⪅
しか知䜙䛺
いᵝ

G19

制ᚚ置が制㝈್䜢ᣢ䛳䛶い
るこ䛸が䝏ーム体に共有䛥
れ䛶䛚䜙ず、障害ཎᅉ䜢見誤り
ᪧの㐜ᘏቑ䜢ᣍい䛯

ཎᅉ、 対策䜢 䛂ᩍ
カ䛃 䛸し䛶䜎䛸䜑、
䝏ームෆで⥅⥆的
にၐ

䖂
㻟㻚㻝㻚㻠㻌システム
運用

⤌⧊間㻌
の 䝁 ミ㻌
䝳䝙䜿㻌
ー シ 䝵
䞁ミス

⤌⧊間の
㐃ᦠ不足

ᢸᙜ⪅の気
䛵きの不㐃
ᦠ

G4
運用ᢸᙜ⪅が機ჾのษ᭰ኻ
ᩋに気䛵い䛶い䛯が、 㻿㻱にఏ
㐩䛥れ䛺か䛳䛯

≧ἣุ᩿できる社
ဨへの㐃⤡体制
ᙉ化

䖂
㻟㻚㻝㻚㻠㻌システム
運用

作業実施情
報の不㐃ᦠ

1434

システム䜢⟶理䛩る㛵ಀ会社
間で䝯䞁テ䝘䞁ス実施情報が
共有䛥れず、 用⪅へ㏻࿌が
䛺い䜎䜎ษ➢ண⣙➼のサービ
スが停止

䠄対策につい䛶䛿
ゝཬ䛺し䠅

㻶㻾ᮾ᪥ᮏ㻌 䛘き
䛽䛳䛸䝰䝞䜲䝹
㻿㼡㼕㼏㼍

䖂 䖂
㻟㻚㻝㻚㻠㻌システム
運用
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ITサービスを担う情報処理システムの障害事例関連情報を収集し、6年間にわたって IPA内に設置
した部会における、多様な分野の有識者・専門家による分析や対策手法の整理・体系化を通して得ら
れた「教訓」を取りまとめた。本教訓集が様々な業界・分野で幅広く活用され、また、世代を越えて伝
承され、類似障害の再発防止や影響範囲縮小に結びつくことを期待する。

化のΊ܇ڭ（1）
障害発生時には、その復旧対応が一段落した頃に、なぜなぜ分析などの手法を用いて、直接原因か
ら根本原因にまでさかのぼるような分析は、多くの組織で行われているものと思われる。その結果は、
「教訓」の形にまで抽象化・普遍化し、ぜひとも『広く長く使える』智恵として蓄積していただきたい。本
書がその参考となれば、喜ばしい限りである。

༗のΊڞ�（2）
本書に掲載した教訓、あるいは各組織でまとめられた教訓は非常に有用なものである。しかし、その
特徴故に、活用可否の判断や活用方法の検討に際して次のような課題がある。

（a） 実際の事例に基づいて作成されているが、機密保持の理由から、情報提供元を特定できるような
内容を取り除いて一般化・抽象化されている。

　課題 a： 事例の具体的詳細までは記載されていない。そのため、活用可否の判断や活用方法の検
討がしにくい。

（b） トラブル事例から学べることの重要な一部を切り取り、それに焦点を当てて教訓化されている。
　課題ｂ： 他に原因や再発防止策を深堀りすべき事項があっても、それは十分には記載されていない

ことがある。

（c）汎用的かつ普遍性のある障害事例情報を広く収集して教訓化している。
　課題ｃ：関心のある特定の業務・業種に特有の障害事例がカバーされていないことがある。

これらの課題を解決し、貴重な経験である障害事例をより詳細かつ具体的な内容で入手し、より多
面的かつ高度な再発防止策を構築するために、「共有」が有効である。
共有の手段の一つは、同一業種、業務など同じ特性を持つ ITシステム /サービスを開発 /運用す
る組織の関係者が集まって障害情報の共有グループを形成することである。そこでは、実際に発生した
障害情報と直接の原因、発生時対策、根本原因の分析結果とそれに基づく再発防止策などのより具体
的な内容を、そのグループ内に限定して（場合によっては生の情報のまま）情報交換する。このようなグ
ループの構築により、各参加者は生の事例からより具体的な対策を検討することができる。コンテキス
トの同じ関係者が集まる同分野・業界におけるグループでは、より精緻な議論が行われるものと期待さ
れる。
願わくは、共有グループで作成された「教訓」が、さらに社会で広く共有されて欲しいものである。
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（3）�今後の期
今後、様 な々業界・分野で教訓の共有が行われ、また、世代を越えて教訓が伝承され、結果として、
社会全体の ITサービスの信頼性が高まることを期待する。そのような社会の実現に向けて、IPAとして
も、情報共有に関する支援など、引き続き貢献していきたい。



294 情報処理システム高信頼化教訓集（ＩＴサービス編）

͓
Θ
Γ
ʹ
ớ
ো

ࣄ
ྫ
ʹ
ֶ
Ϳ
教
訓
の
ڞ
༗
Ờ

�

1章
（文献 1 ‒ 1） 松田、目黒「情報システムの障害状況 2017年後半データ」、SECジャーナル 52号

IPA、2018年 3月
https://www.ipa.go.jp/files/000064398.pdf

（文献 1 ‒ 2） 経産省、IPA、JUAS　「重要インフラ情報システム信頼性研究会報告書」、IPA、
2009年 3月
https://www.ipa.go.jp/sec/softwareengineering/reports/20090409.html

（文献 1 ‒ 3） IPA、JUAS「障害を発生させない、被害を拡大させないための対策ガイド」、JUAS, 

2009年 6月 , 他
（文献 1 ‒ 4） IPA「教訓活用ガイドブック（ITサービス編）」

https://www.ipa.go.jp/files/000051041.pdf

2章
（文献 2.2 ‒ 1） IPA/SEC「共通フレーム 2013」、IPA、2013年 3月

https://www.ipa.go.jp/sec/publish/tn12-006.html

（文献 2.2 ‒ 2） IPA/SEC「ソフトウェア開発データ白書 2018-2019」、IPA、2018年 10月
https://www.ipa.go.jp/sec/publish/tn12-002.html

4章
（文献 4.1 ‒ 1） ITSMSユーザーズガイド　～導入のための基礎～

JIPDEC 一般財団法人日本情報経済社会推進協会、2013年 11月 20日
https://isms.jp/itsms/doc/JIP-ITSMS112-21.pdf

（文献 4.2 ‒ 1） 江見　明弘　「重大システム障害の背景と対策」、NTTデータ、2012年 3月 27日
（文献 4.2 ‒ 2） IPA/SEC「高信頼化ソフトウェアのための開発手法ガイドブック」、IPA、2011年 3月

https://www.ipa.go.jp/sec/softwareengineering/reports/20100915.html

（文献 4.2 ‒ 3） IPA/SEC「実務に活かす IT化の原理原則 17ヶ条」、IPA、2010年 10月
https://www.ipa.go.jp/sec/publish/tn10-001.html

（文献 4.3 ‒ 1） 河野龍太郎「医療におけるヒューマンエラー第 2版」医学書院　2014年

※ URLは、変更されたり、削除されたりしている場合があります。
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　本教訓集の作成にあたり、情報提供と適切な助言・示唆を含む積極的な議論にご尽力頂いた中村英
夫主査（日本大学名誉教授）をはじめとする部会の方 及々び事例の提供にご協力いただいた各企業・団
体等に深く謝意を表します。

IPA関係者一同

　【部会】 2019年 2月現在　（敬称略）

ओࠪ 中村　英夫 日本大学
ҕһ 安達　芳則 株式会社フジテレビジョン

今井　元一 株式会社オリジネィション
気賀　健司 日本生命保険相互会社
北田　　啓 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
五味　　弘 一般社団法人電子情報技術産業協会
坂本　　忍 株式会社証券保管振替機構
関　　邦夫 東京海上日動火災保険株式会社
高木　徳生 オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
築嶋　健輔 KDDI株式会社
鍋田　芳則 三菱電機株式会社
長谷川 和人 内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室
松本　雅行 松本信号システムコンサルタント

Φϒβʔό 高橋　　聖　 日本大学
宮下　　清　 一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会

山下　博之 独立行政法人情報処理推進機構 ہࣄ
目黒　達生 独立行政法人情報処理推進機構
村岡　恭昭 独立行政法人情報処理推進機構
齋藤　　毅 独立行政法人情報処理推進機構

　上記以外にも、2013年以降に委員としてご協力いただき、その後交代された方々に深謝します。
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